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令和６年第１回北中城村議会臨時会会期日程表 
 

開 会  １月１５日（月曜日） 
会期 １ 日間 

閉 会  １月１５日（月曜日） 
 

月日 曜 会議別 開議時刻 摘       要 

１．15 月 本会議 午前 1 0 時 開 会 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

議案説明、質疑、委員会付託省略、討論、決定 

閉 会 
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令和６年第１回北中城村議会臨時会会議録 

招 集 年 月 日 令 和 ６ 年 １ 月 １ ５ 日 

招 集 の 場 所 北 中 城 村 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 会 令和６年１月15日 午前10時00分 議 長 比 嘉 義 彦 

閉 会 令和６年１月15日 午前10時24分 議 長 比 嘉 義 彦 

応（不応）招議員 

及び出席並びに 

欠  席  議  員 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

 １番 川 上 龍 太 出  ８番 大 城 律 也 出 

 ２番 屋 良 朝 春 欠  ９番 上 間 堅 治 出 

 ３番 比 嘉   悟 出 １０番 喜屋武 すま子 出 

 ４番 比 嘉 正 志 欠 １１番 比 嘉 義 弘 出 

 ５番 平安山 和 美 出 １２番 名 幸 利 積 出 

 ６番 喜屋武   功 欠 １３番 山 田 晴 憲 欠 

 ７番 伊 集 守 吉 出 １４番 比 嘉 義 彦 出 

会議録署名議員 
１ ０ 番 議 員 喜屋武 すま子 

１ １ 番 議 員 比 嘉 義 弘 

職務のため議場 
に出席した者の 
職 氏 名 

事 務 局 長 比 嘉 直 也 

議 事 係 長 仲 村 静 香 

地方自治法第121 

条により説明の 

ため出席した者の 

職 氏 名 

村 長 比 嘉 孝 則 教 育 長 德 村 永 盛 

副 村 長 大 田   繁 教 育 総 務 課 長 平 田 清 徳 

総 務 課 長 喜 納 克 彦 生 涯 学 習 課 長 比 嘉 利 彦 

企 画 振 興 課 長 仲 本 正 一 建 設 課 長 安次嶺 正 春 

会 計 課 長 喜屋武 のり子 農林水産課長兼農委事務局長 瀬 上 恒 星 

住 民 生 活 課 長 楚 南 兼 二 健 康 保 険 課 長 玉 栄   治 

税 務 課 長 玉 栄 幸 憲 学校教育指導主事  

上 下 水 道 課 長 伊 佐 秀 樹   

福 祉 課 長 喜 納 啓 二   

議 事 日 程 別 紙 の と お り 
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 議事日程第１号 

 令和６年１月１５日（月曜日） 

 １．開議 午前１０時 

 ２．付議事件及び順序   

日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

１  会議録署名議員の指名  

２  会期の決定  

３ 議案第 １号 令和５年度北中城村一般会計補正予算（第９号）について 説明、質疑、委員会付託

省略、討論、決定 

４ 議案第 ２号 令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）について 

〃 
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○議長（比嘉義彦） 

 ただいまから令和６年第１回北中城村議会臨

時会を開会します。 

  開 会（午前１０時００分） 

 本日の会議を開く前に、本日の臨時会に欠席

する旨の届出がある議員を報告いたします。 

 まず、屋良朝春議員、そして比嘉正志議員、

喜屋武 功議員、山田晴憲議員の４名から届出

が出ております。 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時００分） 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第

120条の規定によって、喜屋武すま子議員及び

比嘉義弘議員を指名します。 

 

日程第２．会期決定の件 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第２．会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日

間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。会期は、本日１日間に

決定しました。 

 

日程第３．議案第１号 令和５年度北中城村

一般会計補正予算（第９号）につ

いて 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第３．議案第１号 令和５年度北中城村

一般会計補正予算（第９号）についてを議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 皆さん、新年あけましておめでとうございま

す。 

 では、議案第１号を御説明申し上げます。 

 

 

議案第１号 

 

令和５年度北中城村一般会計補正予算（第９号）について 

 

 令和５年度北中城村の一般会計補正予算（第９号）を別紙のとおり提出し、議会の議決を求めま

す。 

 

令和６年１月１５日 提出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和５年度北中城村一般会計補正予算（第９号） 
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 令和５年度北中城村の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１２，１３５千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１０，１６１，４８４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

17 国 庫 支 出 金   2,028,189 112,135 2,140,324 

  ２ 国 庫 補 助 金 717,089 112,135 829,224 

歳 入 合 計 10,049,349 112,135 10,161,484 

 

歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 総 務 費   1,957,949 312 1,958,261 

  １ 総 務 管 理 費 1,780,616 312 1,780,928 

３ 民 生 費   3,762,519 102,217 3,864,736 

  １ 社 会 福 祉 費 1,907,530 102,217 2,009,747 

６ 商 工 費   189,925 10,000 199,925 

  １ 商 工 費 189,925 10,000 199,925 

1 3 予 備 費   34,611 △394 34,217 

  １ 予 備 費 34,611 △394 34,217 

歳 出 合 計 10,049,349 112,135 10,161,484 
 

 

 今回の補正につきましては、地方創生臨時交

付金（物価高騰対応重点支援分）についてでご

ざいまして、詳細については、副村長より御説

明申し上げます。 

○議長（比嘉義彦） 

 副村長。 

○副村長（大田 繁） 

 それでは私から、議案第１号 令和５度北中

城村一般会計補正予算（第９号）につきまして

御説明いたします。 

 今回の補正予算については、先月の12月22日

に閣議決定されました地方創生臨時交付金（物

価高騰対応重点支援分）に係るものとなります。

これまでの推奨メニューに加えまして、新たに

２つの給付事業がございます。 

 １つ目は、住民税均等割のみ課税世帯への給
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付金と、その給付に係る事務費となっておりま

す。２つ目は、低所得者の子育て世帯への加算

給付金と、その給付に係る事務費となっており

ます。 

 詳細につきましては、歳入歳出事項別明細書

で御説明いたします。 

 まず、歳入のほうから御説明いたします。５

ページをお願いいたします。 

 17款国庫支出金、２項国庫補助金、29目地方

創生交付金、３節地方創生臨時交付金（物価高

騰対応重点支援）１億1,213万5,000円の増が、

今回の重点支援分の交付金となっております。

１億1,213万5,000円の内訳といたしまして、推

奨メニュー分が1,917万5,000円、新たな給付支

援措置といたしまして9,296万円となっており

ます。詳細につきましては歳出のほうで御説明

いたします。 

 続きまして６ページでございます。歳出のほ

うを御説明いたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、３目会計管理

費、11節役務費31万2,000円の増につきまして

は、今回の給付に係る口座振込手数料となって

おります。 

 続きまして７ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、９目臨時福祉

給付金、１節報酬から18節負担金、補助及び交

付金までが今回の地方創生臨時交付金（物価高

騰対応重点支援）を受けて実施する事業費でご

ざいます。冒頭でも御説明いたしましたが、給

付の種類が２つございます。１つ目が住民税均

等割のみ課税世帯への給付金で、これまで給付

してきた住民税非課税世帯と同水準の額を給付

するものであります。２つ目が低所得者の子育

て支援への加算給付金となっております。説明

欄中の括弧書きの部分で、それぞれ均等割、そ

れからこども加算と表記しております。１節報

酬から13節使用料及び賃借料までが給付に係る

それぞれの事務費となっております。 

 18節負担金、補助及び交付金9,065万円の物

価高騰支援給付金の内訳を御説明いたします。

均等割世帯のみ課税世帯の給付が4,020万円と

なっております。均等割世帯のみ課税世帯につ

きましては１世帯当たり10万円、402世帯を見

込んでおります。 

 次に低所得者の子育て世帯への加算、こども

加算でありますけれども、その給付が5,045万

円となっております。これは住民税非課税世帯

及び均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の子

供１人当たり５万円を加算するものであります。

非課税世帯の子供の人数が780人、均等割のみ

課税世帯の子供の人数が229人見込んだ額とな

っております。 

 この２つの給付金につきましては、システム

改修等の準備ができ次第、順次支給していく予

定でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ６款商工費、１項商工費、３目観光費、18節

負担金、補助及び交付金1,000万円の増につき

ましては、物価高騰対応重点支援分の推奨メニ

ューで、現在も実施しております地域における

消費喚起・下支えを目的といたしました電子地

域通貨まーいの還元分原資額について計上して

おります。 

 続きまして９ページをお願いします。 

 13款１項１目予備費39万4,000円の減につき

ましては、今回の歳入歳出補正額の調整による

ものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 お尋ねします。 

 ７ページ、歳出です。今回の補正の主な内容

であります物価高騰に対する給付金であります。
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１つはトータルでお尋ねします。財源ですね、

前回12月でも７万円の給付がございましたけれ

ども、あのときはたしか３割は一般財源の捻出

があったと思います。今回はほぼ10割国庫支出

金の負担ということでありますけれども、その

違いは何でしょうか、お尋ねします。 

 それからもう一つ、12節の委託料、この委託

先は委託の方法、入札なのかプロポーザルなの

か随契なのかお尋ねをいたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 名幸議員の御質疑にお答えします。 

 まず、初めの７万円給付と今回の違いですが、

基本的に10割補助でして、事務費を限度額にど

のぐらい置いているか置いていないかという差

であります。給付が少なければその分を全部事

務費に回す予定となっております。 

 次に委託費の入札かということですけれども、

これは随契を予定しております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 今回は分かりました。 

 委託料についてですが、これは前回も計上が

ありました。随契をする理由ですね、それと前

回の委託先と今回の委託先は一緒なのか違うの

か。その目的を教えてください。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 うちのシステム自体ＲＫＫ株式会社が行って

おりまして、前回のシステム改修もＲＫＫ、今

回もこれに伴うシステム改修がございます。こ

れをほかの会社にしてしまうとうちの住民票と

かいろいろな税の結びつきがおかしくなります

ので、お互いが今行っているＲＫＫとの随契と

いうことを考えています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 改めてお尋ねします。 

 そうしたらその委託先というのは、これまで

も村内のそういった業務に対しての実績が十分

であるという判断でそこに委託しているという

ことでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 うちの電算自体がずっとＲＫＫでやっており

まして、信頼を含めてそちらのほうに委託をす

る予定でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 今の名幸議員の関連ですけれども、私のほう

は財源内訳に納得できなくて、前回は一般財源

も5,000万円近く使っていて、この事業自体が

10割補助という話をしていました。私は前回、

これまたもう一度今回みたいに同じものがある

から、そこからまた内訳を替えて、財源組替え

して８号の予算で一般財源から出された5,000

万円をマイナスにするのかなと考えていました。 

 また、そういった一般財源も使いながら今回

この観光費の中で1,000万円を地域通貨まーい

に充てる。結局は5,000万円を一般財源から出

している。また、３月までに同じような臨時財

政交付金があって、この5,000万円はまた戻っ

てくるのか。その辺もし戻ってこなければ、な

ぜ1,000万円もこういった地域通貨まーいに使
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うのか。予算がない、赤字だ赤字だ、厳しい厳

しいと言っておきながら、もちろん地域の経済

の振興も大切ですけれども、財政難と言ってい

る割にはそういった使い方をしているのかなと

いうふうにちょっと疑問に思います。この辺の

説明をよろしくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 まず、前回一般財源があった分ですけれども、

上限額は国から示された額が多分上限７割、10

割補助なので後から予算が来ることになってお

ります。今回の補正も事務費が余れば前回のも

のに充当もできるということになっているので、

前回の一般財源については後ほど来る予定とな

っております。 

 それと地域通貨まーいと今回の10万円と５万

円の給付は、あくまでも地域通貨は前にあった

推奨分がまだ3,000万円が残っているものです

から、追加をするということで、今回のこの分

野と名称は一緒ですけれども、中身自体がもと

もとあった原資がまだ残っているということで、

地域通貨をやっているということでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 確認ですけれども、なぜ地域通貨まーいを使

うかということは後に置いて、一般財源で前回

出した分がまた交付税措置されるということで

よろしいのかということですね。それで10割補

助だよという考え方でいいのか、その辺を確認

したいのですけれども、それでよろしいのかお

願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 交付税なのか歳入で来るのか分かりませんけ

れども、基本的に10割補助でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第１号 令和５年度北中城村一

般会計補正予算（第９号）についてを採決し

ます。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第１号 令和５年

度北中城村一般会計補正予算（第９号）につい

ては原案のとおり可決されました。 

 

日程第４．議案第２号 令和５年度北中城村

国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）について 
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○議長（比嘉義彦） 

 日程第４．議案第２号 令和５年度北中城村

国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につ

いてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、議案第２号 令和５年度北中城村国民

健康保険特別会計補正予算（第４号）について

御説明申し上げます。 

 

 

議案第２号 

 

令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について 

 

 令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を別紙のとおり提出し、議会の議

決を求めます。 

 

令和６年１月１５日 提出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４３６千円を増額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２，４０２，１９５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

12 諸 収 入   284,737 436 285,173 

  ４ 雑 入 284,732 436 285,168 

歳 入 合 計 2,401,759 436 2,402,195 
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歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 総 務 費   72,548 436 72,984 

  １ 総 務 管 理 費 55,941 436 56,377 

歳 出 合 計 2,401,759 436 2,402,195 

 

 詳細については、所管課長のほうから御説明

申し上げます。 

○議長（比嘉義彦） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 それでは議案第２号 令和５年度北中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第４号）につい

て御説明いたします。 

 ５ページをお願いします。 

 歳入、12款諸収入、４項雑入、９目歳入欠か

ん補填収入43万6,000円につきましては、歳出

予算に対する調整額を計上したものです。 

 続きまして６ページをお願いします。 

 歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一

般管理費、12節委託料43万6,000円につきまし

ては、令和６年度特定健診受診券の受診期間に

関するシステムを変更するための改修費となっ

ております。 

 説明は以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 お聞きいたします。 

 まず１点ですが、５ページ、歳入の12款４項

９目１節、この歳入欠かん補填収入という表現

をされておりますが、これの内容、財源はどこ

からどうなっているのか御説明をいただきたい

と思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 お答えします。 

 一般的には国保税、国保料で国保加入者から

の収入で補っておりますが、それだけでは足り

ないものがございますので、調整交付金という

のがございまして、その中からおおむね入って

きます。今回こういった予算に対しては、急に

予算を計上するというのは、国保税の仕組みの

中で難しいものですから、歳入欠かん補填収入

ということで帳尻を合わせる形で歳入を計上し

ている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 帳尻を合わせると言っても、そうすると来年

度の予算からこちらのほうにまた計上していく

という形になるんですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 これまでの国保財政の手法の中で繰上充用と

いう形で次年度から歳入の欠陥を補うという形

を取っておりますが、今後これをなくしていこ

うという形もあります。また一般財源のほうか

ら繰出金という形で収入を補っている部分もあ

りますので、そういった調整が国保税というの

は必要ということで御理解いただきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第２号 令和５年度北中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第４号）につい

てを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第２号 令和５年

度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）については原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。本臨時会における議決事件の

字句及び数字、その他の整理を要するものは、

会議規則第45条の規定により、その整理を議長

に委任されたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本臨時会における議決

事件の字句及び数字、その他の整理を要するも

のは議長に委任することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日の会議を閉じます。 

 これをもって、令和６年第１回北中城村議会

臨時会を閉会します。御苦労さまでした。 

 

午前１０時２４分 閉会 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 北中城村議会 

     議  長  比 嘉 義 彦   

     署名議員  喜屋武 すま子   

     署名議員  比 嘉 義 弘   
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令和６年第２回北中城村議会臨時会会期日程表 
 

開 会  １月３１日（水曜日） 
会期 １ 日間 

閉 会  １月３１日（水曜日） 
 

月日 曜 会議別 開議時刻 摘       要 

１．31 水 本会議 午 後 ２ 時 開 会 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

議案説明、質疑、委員会付託省略、討論、決定 

閉 会 
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令和６年第２回北中城村議会臨時会会議録 

招 集 年 月 日 令 和 ６ 年 １ 月 ３ １ 日 

招 集 の 場 所 北 中 城 村 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 会 令和６年１月31日 午後２時00分 議 長 比 嘉 義 彦 

閉 会 令和６年１月31日 午後２時22分 議 長 比 嘉 義 彦 

応（不応）招議員 

及び出席並びに 

欠  席  議  員 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

 １番 川 上 龍 太 出  ８番 大 城 律 也 出 

 ２番 屋 良 朝 春 出  ９番 上 間 堅 治 出 

 ３番 比 嘉   悟 出 １０番 喜屋武 すま子 出 

 ４番 比 嘉 正 志 出 １１番 比 嘉 義 弘 出 

 ５番 平安山 和 美 出 １２番 名 幸 利 積 出 

 ６番 喜屋武   功 出 １３番 山 田 晴 憲 出 

 ７番 伊 集 守 吉 出 １４番 比 嘉 義 彦 出 

会議録署名議員 
１ ２ 番 議 員 名 幸 利 積 

１ ３ 番 議 員 山 田 晴 憲 

職務のため議場 
に出席した者の 
職 氏 名 

事 務 局 長 比 嘉 直 也 

議 事 係 長 仲 村 静 香 

地方自治法第121 

条により説明の 

ため出席した者の 

職 氏 名 

村 長 比 嘉 孝 則 教 育 長 德 村 永 盛 

副 村 長 大 田   繁 教 育 総 務 課 長  

総 務 課 長 喜 納 克 彦 生 涯 学 習 課 長  

企 画 振 興 課 長 仲 本 正 一 建 設 課 長  

会 計 課 長  農林水産課長兼農委事務局長  

住 民 生 活 課 長  健 康 保 険 課 長  

税 務 課 長  学校教育指導主事  

上 下 水 道 課 長    

福 祉 課 長    

議 事 日 程 別 紙 の と お り 
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 議事日程第１号 

 令和６年１月３１日（水曜日） 

 １．開議 午後２時 

 ２．付議事件及び順序   

日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

１  会議録署名議員の指名  

２  会期の決定  

３ 議案第 ３号 令和５年度北中城村一般会計補正予算（第１０号）について 説明、質疑、委員会付託

省略、討論、決定 
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○議長（比嘉義彦） 

 ただいまから令和６年第２回北中城村議会臨

時会を開会します。 

  開 会（午後 ２時００分） 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午後 ２時００分） 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第

120条の規定によって、名幸利積議員及び山田

晴憲議員を指名します。 

 

日程第２．会期決定の件 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第２．会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日

間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。会期は、本日１日間に

決定しました。 

 

日程第３．議案第３号 令和５年度北中城村

一般会計補正予算（第１０号）に

ついて 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第３．議案第３号 令和５年度北中城村

一般会計補正予算（第10号）についてを議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、議案第３号 令和５年度北中城村一般

会計補正予算（第10号）について御提案申し上

げます。 

 

 

議案第３号 

 

令和５年度北中城村一般会計補正予算（第１０号）について 

 

 令和５年度北中城村の一般会計補正予算（第１０号）を別紙のとおり提出し、議会の議決を求め

ます。 

 

令和６年１月３１日 提出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和５年度北中城村一般会計補正予算（第１０号） 

 

 令和５年度北中城村の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０００千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１０，１６２，４８４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

21 繰 入 金   766,334 1,000 767,334 

  ２ 基 金 繰 入 金 764,993 1,000 765,993 

歳 入 合 計 10,161,484 1,000 10,162,484 

 

歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 総 務 費   1,958,261 1,000 1,959,261 

  １ 総 務 管 理 費 1,780,928 1,000 1,781,928 

歳 出 合 計 10,161,484 1,000 10,162,484 

 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、歳入のほうですけれども、100万円の

補正でございまして、これについては財政調整

基金から100万円の繰入れでございます。 

 そして対する歳出のほうでは、第２款総務費、

第１項総務管理費、第１目一般管理費、25節寄

附金100万円でございます。これは令和６年度

能登半島地震災害義援金でございます。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 お疲れさまです。 

 まず、能登半島ですね。我々は能登半島地震

に対して亡くなられた方の御冥福を祈るという

のが基本だろうというふうに思っています。だ

からその家族や被災された方々、復旧に当たら

れた方々に対しても、またお見舞いを申し上げ

なければならないだろうと思っております。 

 ただいま100万円の義援金を計上されており

ます。私もこれに対しては多いのか少ないのか

よく分かりませんけれども、何ら異議はありま

せんけれども、これに併せて村が、村民も一緒

になってこの能登半島地震に対して復興に支援

している。そういう中で、それぞれの各自治会

に義援箱の設置も大至急その対応を取るべきだ

ろうというふうに思っておりますが、これに関

連して改めて行政の考えをお聞きします。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 今、大城律也議員からの御質疑で各字自治会

に募金箱を設置する必要がないかという趣旨だ

と思いますが、今回の義援金に関しましては議
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長会独自で義援金を募るというふうなことを聞

いています。それぞれの手法がありまして、字

費から出すのか、それとも新年会で集めた参加

費をもって義援金に充てるとか各種団体によっ

て違いますので、現段階では募金箱の設置は考

えてなく、それぞれ自治会の義援金の取組に任

せたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 総務課長、今議長会と言っていましたが、議

長会というのはどこの議長会ですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 すみません、議長会ではなくて自治会長会で

す。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 その自治会長会から、これは行政からお願い

したわけじゃないだろうと。あくまでも自治会

長会が自主的に支援しようと、自治会長会で決

定した事案だというふうに理解しておりますが、

その自治会に、例えば一自治会当たりが何万円

を義援金として準備をするのか。それから各自

治会は人数も違うわけです。その辺でどういう

形で各自治会、幾らずつの義援金を予定してい

るのか、もし御存じでしたらお聞かせください。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 詳しくは存じ上げませんが、一部の自治会で

は３万円というふうなことをお聞きしています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それでは質疑いたします。 

 先ほど大城律也議員からもあったように、こ

の100万円の義援金が多いのか少ないのか分か

りませんけれども、事務方から聞いた話だと近

隣市町村も合わせてということなので、それは

それでいいだろうというふうに思っているんで

すけれども、ひとつ気になることが、この義援

金100万円を出して、我々北中城村は震災に対

しての支援はもう終わりなのか。またほかにど

ういったことがあるか考えているのか、この辺

を少しお聞きしてから次の質疑に行きたいと思

います。お願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 ハワイの火災のときに募った職員間の募金を

今取組の準備をしています。併せて庁舎内の窓

口に募金箱の設置及び今度２月４日に中央公民

館のほうで講演会を開催させていただきます。

その際にも募金箱の設置を予定してございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 やはり義援金、支援金、そのような形での支

援しか頭にないのかなというふうに少し残念に

思います。 

 阪神淡路大震災が起こって30年余り、その前

も、またその間にも多くの震災、台風被害、ま

た豪雨被害、もちろん地震、津波等結構ありま

して、支援の在り方というのもいろんな形で相

当変わってきていると思うんですよ。その中で

我々北中城村はそういった金銭的な面も確かに

重要です。それだけでいいのか。 

 今度沖縄県が宿泊施設の補助、渡航費とか宿



― 19 ― 

泊施設、1.2次避難というんですか、1.5次避難

でしたか、そういった形で心のケアもできるよ

うな形で能登震災の被災者の方に寄り添ってい

こうということでやっています。 

 県もそういうふうにやっていることもあって、

我々北中城村にもそういった宿泊施設等が２か

所あります。一緒になって、こっちの北中城村

の事業者に宿泊する被災者に対して我々から支

援、宿泊費は支援しますよ、補助しますよとか。

その中でまたこちらに来た被災者に対して、う

ちにはＹＯＲＩＳＯＩ隊というしっかりしたボ

ランティア団体もあります。その中でいろんな

寄り添いの支援活動というのもできるんじゃな

いかなというふうに思っていて、震災が起こっ

た時点が１月１日、その間にも臨時会があった

んですね、その間に。そのときに私出るのかな

と思ったんですけれども、出てこなかった。そ

れはやっぱりこういったいろんな支援の在り方

がいっぱいあって、これを考えていろんな取組

もしながらちょっと遅れたのかなというふうに

期待もしながら待っていて、今回のこの金額だ

けの義援金というのが一番私は残念に思うとこ

ろであります。 

 村長、これはトップダウンでできることだと

思うんですけれども、村長の考えですね。これ

だけでいいのか。ほかにもっとやることがない

のか、その辺を考えてやっているのか。こうい

った支援ですね、在り方に対して。ハワイでも

そうですね、私ちょっと遅いよとか。村に対し

ての取組も薄いんじゃないかという話もしまし

た。その辺村長としてはどういうふうに考えて

いるのかお聞かせください。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 お答えします。 

 公益性のある団体が寄附とかそういったもの

は基本的には難しいものがあります。即寄附す

るということはいかないと思います。これは客

観的な判断に基づいて、適切なのかどうなのか

ということがございますので、じゃあこれを

100万円、200万円にしましょうとかそういうも

のではなくて、客観的に見てこれが妥当だと。

そしてこれは近隣市町村との比較等もいろいろ

あると思います。我々は今、近隣市町村との比

較と調整をしまして、この100万円の結論に至

ったわけです。 

 そしてもう一つの後段の質疑ですけれども、

義援金以外の支援はないのかと。今、人的支援

ということで看護師、保健師等の調整もしてお

りますので、そういった派遣等にもこれから関

わってまいります。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 私が聞きたかったのはそういうことですよね。

我々金額だけで済みますかということじゃない

です。人的に出すこともですし、また来てもら

ってこちらからしっかりやる、できる支援とい

うのもいっぱいあります。そういった部分をも

っと表に出していって、村民が分かるような形

で北中城村もこういった形でやっていますとい

うことをどんどんアピールしてもらいたいんで

すよね。その辺をもう少しアピールの仕方、そ

ういったことがどんどんアピールできれば、ほ

かの方々もどんどん支援していこうじゃないか。

一緒になってやっていこうじゃないかという運

気も高まってくると思うんですよ。その辺もし

っかり考えながら、アピールの仕方、村民に対

してのメッセージの伝え方もしっかりやってい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 議員から御指摘がありましたように、我々ア

ピールする部分が弱かったんじゃないかという
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ことがありました。それは承知いたしました。

今後またこれらの支援等について、また御報告

等を広報等で示していきたいと思いますので、

御理解いただきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 今の上間議員の質疑に関連するんですが、水

道のほうが大分現地のほうは遮断されていて、

まず水がないと何もできない状況が起きている

中で、近隣県から水道に関する担当職員とか、

そういったものが被災地のほうにどんどん入っ

ていっています。水道の管をどんどんつなげて

いって水を早く供給していこうという動きもあ

る中で、本村の職員も、例えば水道課の職員と

かを送ることができなかったのか。今、村長の

答弁からは保健師などの職員を送るのを検討し

ているということでしたが、今現地が本当に必

要な人材、しかも今すぐ必要というときに、事

前に準備しておけば早めに送れるんじゃないか

なと。今村長が考えている保健師等の派遣も、

相手から要望があって行くのではなくて、ここ

は水道職員であれば何名派遣できる、保健師だ

ったら何名派遣できるというのを事前に準備し

ておいて、こちらから逆に被災地のほうにアプ

ローチかけて、いつからでも送れますよとか、

そういう相手に寄り添う形の対応はできないの

かなと。石川県、北陸地方なのでさすがに沖縄

には早急にそういう依頼はないのかなと思うん

ですが、こちらも水道であり、建設課関係です

ね、そういった職員がほしいという要望が来た

ら即座に送れるように、そういう人員も先に選

定しておいてすぐ送れる体制をつくれないかな

と思うんですが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 今ですね、まさに沖縄県から、先ほど村長が

お答えしたように保健師、管理栄養士などの派

遣依頼が来ています。実際３名の職員を３月に

派遣する予定で今スケジュール調整をしている

ところです。こういった災害があると水道に関

してでも、沖縄県を通して水道の技術者の派遣

依頼が来ると思います。恐らくそういったこと、

水道課ではないのでまだ状況は分からないんで

すが、来た段階で水道事業者の中でそういう派

遣ができるのかどうか、それぞれ検討していか

なければいけないものだと思っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ありがとうございます。 

 災害が起こった１月１日ですね、72時間とい

うタイムリミットがある中で早急に医師団の派

遣ですね、ＤＭＡＴとかがまず最初に動いて、

沖縄県の消防もそういう災害が起きた場合、九

州の真ん中あたりから、そこで災害が起きたと

きは近隣の県、沖縄県も含むそういったのが対

応しましょう。九州の北部で起きたときは九州

の鹿児島以北、山口とかあの辺ぐらいから集ま

ってやろうとか。そういう事前に受援体制がど

の県が動くよというのは最初に決まっているん

ですね。今回の北陸地方で起きた場合に、どこ

どこの県のどのチームがどういうふうに動いて

いくとか、事前にそういう災害に対する話合い

とか自治体間のそういった取決めなどはあるん

でしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 詳しい取決めに関しましては原課ではないの

で知らないんですが、阪神淡路大震災以降そう

いった派遣、協力依頼というのが構築できてい
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るように聞いてございます。実際阪神淡路大震

災のほうにも南部企業団のほうから水道技術者

のほうが派遣されたというお話もありますので、

そういったのをそれ以降、協力体制、連携体制

が取れてきているのかなというのは思っていま

す。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 今回１月１日という、１年の中で最初に浮か

れた気分で年を迎えたところ、ああいった大き

い災害が急に来たんですが、今回の能登半島地

震を踏まえて、本村でそういった災害が起きた

場合にどういう対応をしていこう、どこに連絡

していこう、早急に何から準備しよう、そうい

ったイメージは村長お持ちでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 初動体制等についてしっかり協議されており

ますので、まずそれぞれの対策本部が設置され

ますので、そこの中のそれぞれの役割が持って

おります各課長たち、それぞれの役割を持って

おりますので、その役割に連絡調整をして、そ

こからいろんな支援を求めるとか、あるいは自

ら動いていくとかそういったことが我々の計画

としては持ち得ておりますので、これをただ、

実際いざ起こったときに果たしてどれぐらいの

活動ができるか分かりませんが、大変難しいも

のがあると思います。ただ、しかしその計画に

のっとって行動を起こしていきたいとそのよう

に考えます。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 お尋ねします。 

 今、様々な意見がございました。確かに義援

金以外の支援の在り方というのも必要でしょう

し、対応は必要だろうとは思います。しかし、

その場合は相手方の受け入れ先の要望、希望。

そして体制が整わないと支援をしていったとき

にうまく機能しないという課題もあるというこ

とを伺っております。実際、今被災地ではたく

さんの支援物資が届けられてはいるんですけれ

ども、これをストックしておく場所とか、これ

をうまく配給というんでしょうか、被災者に届

ける段取り等に苦慮しているというニュースも

流れています。今はこれからの復興、現在の被

災地の皆さんを助ける手段、そしてこれからの

復興に向けても現金が重要だという報道も私耳

にしておりますので、今回の100万円の支援は

非常に喜ばしいことだと思います。 

 そこで、この義援金を被災地に届く、そうい

う経路というのはどういう経路で届けられるの

かお尋ねします。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 一般的に赤十字を通して石川県なりに配分さ

れると考えてございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を
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省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第３号 令和５年度北中城村一

般会計補正予算（第10号）についてを採決し

ます。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第３号 令和５年

度北中城村一般会計補正予算（第10号）につい

ては原案のとおり可決されました。 

 村長、比嘉正志議員の質疑の中で水道課の件

が出ておりました。総務課長は水道課ではない

ので分からないという答弁でしたが、次回から

の臨時会においてはどの課に質疑が来るか分か

らないですから、課長の皆さんは出席させてく

ださい。 

 お諮りします。本臨時会における議決事件の

字句及び数字、その他の整理を要するものは、

会議規則第45条の規定により、その整理を議長

に委任されたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本臨時会における議決

事件の字句及び数字、その他の整理を要するも

のは議長に委任することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日の会議を閉じます。 

 これをもって、令和６年第２回北中城村議会

臨時会を閉会します。御苦労さまでした。 

 

午後 ２時２２分 閉会 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 北中城村議会 

     議  長  比 嘉 義 彦   

     署名議員  名 幸 利 積   

     署名議員  山 田 晴 憲   
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福 祉 課 長 喜 納 啓 二   

議 事 日 程 別 紙 の と お り 
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 議事日程第１号 

 令和６年２月２２日（木曜日） 

 １．開議 午前１０時 

 ２．付議事件及び順序   

日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

１  会議録署名議員の指名  

２  会期の決定  

３ 議案第 ４号 令和５年度北中城村一般会計補正予算（第１１号）について 説明、質疑、委員会付託

省略、討論、決定 

４ 議案第 ５号 令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第５

号）について 

〃 

５ 議案第 ６号 令和５年度北中城村水道事業会計補正予算（第５号）につい

て 

〃 

６ 議案第 ７号 令和５年度北中城村下水道事業会計補正予算（第４号）につ

いて 

〃 
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○議長（比嘉義彦） 

 ただいまから令和６年第３回北中城村議会臨

時会を開会します。 

  開 会（午前１０時００分） 

 会議を開く前に報告事項が１件あります。 

 名幸利積議員、そして上間堅治議員から、本

日の臨時会を欠席する旨の届出が出ております。 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時００分） 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第

120条の規定によって、川上龍太議員及び屋良

朝春議員を指名します。 

 

日程第２．会期決定の件 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第２．会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日

間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。会期は、本日１日間に

決定しました。 

 

日程第３．議案第４号 令和５年度北中城村

一般会計補正予算（第１１号）に

ついて 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第３．議案第４号 令和５年度北中城村

一般会計補正予算（第11号）についてを議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 おはようございます。 

 では、議案第４号 令和５年度北中城村一般

会計補正予算（第11号）について御提案申し上

げます。 

 

 

議案第４号 

 

令和５年度北中城村一般会計補正予算（第１１号）について 

 

 令和５年度北中城村の一般会計補正予算（第１１号）を別紙のとおり提出し、議会の議決を求め

ます。 

 

令和６年２月２２日 提出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和５年度北中城村一般会計補正予算（第１１号） 
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 令和５年度北中城村の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２，６４２千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１０，１７５，１２６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

21 繰 入 金   767,334 12,642 779,976 

  ２ 基 金 繰 入 金 765,993 12,642 778,635 

歳 入 合 計 10,162,484 12,642 10,175,126 

 

歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 議 会 費   99,162 97 99,259 

  １ 議 会 費 99,162 97 99,259 

２ 総 務 費   1,959,261 2,553 1,961,814 

  １ 総 務 管 理 費 1,781,928 1,297 1,783,225 

  ２ 徴 税 費 114,930 595 115,525 

  ３ 戸籍住民基本台帳費 57,491 661 58,152 

３ 民 生 費   3,864,736 2,564 3,867,300 

  １ 社 会 福 祉 費 2,009,747 730 2,010,477 

  ２ 児 童 福 祉 費 1,854,989 1,834 1,856,823 

４ 衛 生 費   1,062,247 1,167 1,063,414 

  １ 保 健 衛 生 費 689,894 1,167 691,061 

５ 農 林 水 産 業 費   161,619 478 162,097 

  １ 農 業 費 149,608 478 150,086 

６ 商 工 費   199,925 365 200,290 

  １ 商 工 費 199,925 365 200,290 

７ 土 木 費   706,423 138 706,561 

  １ 土 木 管 理 費 49,806 58 49,864 

  ３ 都 市 計 画 費 288,825 80 288,905 

９ 教 育 費   1,361,973 5,280 1,367,253 



― 28 ― 

歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

  １ 教 育 総 務 費 93,648 226 93,874 

  ２ 小 学 校 費 424,629 1,862 426,491 

  ３ 中 学 校 費 91,884 643 92,527 

  ４ 幼 稚 園 費 63,770 642 64,412 

  ５ 社 会 教 育 費 440,343 714 441,057 

  ６ 保 健 体 育 費 247,699 1,193 248,892 

歳 出 合 計 10,162,484 12,642 10,175,126 

 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 歳入の補正につきましては、繰入金で全て賄

うものでございまして、基金繰入金が1,264万

2,000円でございます。 

 そして歳出のほうでは、この今回の補正につ

きましては、人事院の指針の改正により職員の

給与が改定された場合に会計年度任用職員の給

与も職員に準じて改定するよう努めるとされた

ことを踏まえ、北中城村会計年度任用職員の給

与の決定及び支給等に関する規則の一部を改正

し、給料表の適用の時期を令和５年４月に遡及

して改正を行うために、所要の予算額を補正す

るものでございます。 

 ですからこれの歳出の補正につきましては、

全て人件費に係るものでございまして、詳細な

説明といたしまして、７ページの議会費から29

ページの教育費までとなっており、会計年度任

用職員の給料、報酬、期末手当、時間外勤務手

当及び共済費の詳細を記載しておりますのでお

目通しのほうをお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 この正規職員、あるいは非正規職員の給与遡

及についてということで、地元の報道では41市

町村の中で15市町村は見直しをしないという報

道がありましたけれども、そのときに判断をし

たときの状況ですね、これは庁議で決定したの

か、あるいは村長独断で決定をしてこういう判

断をされたのか、そのときの状況。今回は見直

しということですから、やはりこれは官製ワー

キングプア、働く貧困ですよ。やはり同一労働

同一賃金という形から行くと、最初から遡及、

見直しをすべきだったんじゃないかというふう

に思っておりますので、そのときの判断をお聞

きしたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 大城律也議員にお答えします。 

 確かに新聞報道で15市町村、遡及しないとい

うふうな報道がされましたが、多分そのときは

全くしないという話ではなくて、多分今やるあ

れではないというふうな答えだと思います。そ

のときの判断が会計年度任用職員の給料を雇用

契約時に、採用の年の３月31日の給料を適用す

るというのが決められて雇用契約を締結してお

ります。そのため当初は沖縄県、もちろん近隣

市町村の動向を踏まえながら、令和６年度から

勤勉手当の支給と併せて給与改定をするつもり

でした。 

 しかしながら、今律也議員から御指摘のとお

り、年が明け沖縄県、那覇市、また近隣市町村
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の動向が変化しながら、本村でも支給の可能性

を検討してまいりました。それに関しては村長、

副村長、財政あたりと相談しておおよその流れ

を決定しながら進めてまいりました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 こういう大事な件です、これはね。これはひ

ょっとしたら村民から苦情が出たんじゃないか

なと、役場にですよ。何でだと。そういうこと

があったんじゃないかという気がしてならない

んです。そういう状況ですから、やっぱりこれ

は15自治体が見直しをしないという判断をして、

新聞にあれだけ報道された。それで残りは一発

で見直しますという判断をしているわけです。

我が村もできたらそういう状況の中で新聞に見

直すという報道がされていればよかったかとい

うふうに思いますが、何回も新聞に出てきて、

やっと見直そうかなと。 

 一般的な会社では役員会を開いてこういう大

事なことを決定するんです。新聞に出たから見

直すとかというような状況、村民はそう思って

いると思いますよ。ですからこれはやっぱり大

事なこと、家計を守るという状況の中、非常に

大事な案件でありますから、次回もそういう案

件が出れば、もっと深刻に吟味をして一発で回

答をしていただければというふうに思っており

ます。 

 しかし、見直しておりますので、改めてその

件については私もほっとというような感覚であ

ります。よろしくお願いします。 

 以上であります。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第４号 令和５年度北中城村一

般会計補正予算（第11号）についてを採決し

ます。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第４号 令和５年

度北中城村一般会計補正予算（第11号）につい

ては原案のとおり可決されました。 

 

日程第４．議案第５号 令和５年度北中城村

国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第４．議案第５号 令和５年度北中城村

国民健康保険特別会計補正予算（第５号）につ

いてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、議案第５号 令和５年度北中城村国民

健康保険特別会計補正予算（第５号）について
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御説明申し上げます。 

 

 

議案第５号 

 

令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について 

 

 令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第５号）を別紙のとおり提出し、議会の議

決を求めます。 

 

令和６年２月２２日 提出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

 

 令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９０４千円を増額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２，４０３，０９９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

12 諸 収 入   285,173 904 286,077 

  ４ 雑 入 285,168 904 286,072 

歳 入 合 計 2,402,195 904 2,403,099 

 

歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 総 務 費   72,984 427 73,411 

  １ 総 務 管 理 費 56,377 238 56,615 
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歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

  ２ 徴 税 費 16,353 189 16,542 

１ 保 健 事 業 費   52,757 477 53,234 

  １ 保 健 事 業 費 52,757 477 53,234 

歳 出 合 計 2,402,195 904 2,403,099 

 

 この補正についても会計年度任用職員の人件

費に係るものでございまして、まず歳入のほう

では諸収入、これは歳入欠かん補填で賄ってい

るものでございまして、全額90万4,000円をそ

こから補塡するものでございます。 

 歳出のほうにつきましては、１款の総務費か

ら６款の保健事業費まで会計年度任用職員に係

る人件費の措置でございまして、90万4,000円

でございます。 

 詳細については、同じく歳入の５ページから、

そして歳出のほうは６ページ以降をお目通しお

願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 議案第５号の北中城村国民健康保険特別会計

補正予算についてですけれども、先ほど一般会

計のほうでもありましたように、やはり今回遡

及するということで非常に喜んでおります。し

かしながら、来年、令和６年度から会計年度任

用職員もそれぞれボーナスも与えるということ

ですので、やはり人数、今正職員より会計年度

任用職員の数が圧倒的に多いんですね。ですか

らこの職員を全部抱えていくのか非常に大きな

問題になっていると思います。もうちょっとシ

ビアに考えて、業務分担とかあるので、そして

令和６年度からは勤勉手当も支給するので、人

員というのをもっとシビアにやるべきじゃない

かなと考えております。地方交付税もどんどん

減らされていく時代になっておりますので、半

分ぐらいは来るとしてもですよ、やっぱりこれ

を住民が支えていかないといけないということ

があるので、そこら辺を令和６年度はどういう

ふうにお考えなのかもお聞きしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１０時１４分 休憩 

午前１０時１５分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 今の御質疑ですが、確かにこれまで会計年度

任用職員、現在うちの庁舎で行くと約180名弱

います。これまでの給与体系だったり職務内容

からして、すま子議員が御指摘のように給与も

改定され、なおかつ今まで期末手当のみの支給

でしたが、令和６年度から勤勉手当も支給され

ます。それだけ多くの人件費がかさみます。た

しかにその180名今までどおりでいいのか、あ

る程度私たち職員も自分の身を引き締めてよく

考えて、必要な人数で最大限の効果が得られる

ように人選であったり、何名採用するのかとい

うのは真剣に考えていかないといけないときか

なと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 
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○１０番（喜屋武すま子議員） 

 ぜひ、これも新年度予算に反映されるように、

これと今、関連しておりますので、現在いる会

計年度任用職員をどうしていくのかというのは

非常に大きな課題ですので、皆さんの御努力に

期待したいと思います。ありがとうございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第５号 令和５年度北中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第５号）につい

てを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第５号 令和５年

度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）については原案のとおり可決されました。 

 

日程第５．議案第６号 令和５年度北中城村

水道事業会計補正予算（第５号）

について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第５．議案第６号 令和５年度北中城村

水道事業会計補正予算（第５号）についてを議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、議案第６号 令和５年度北中城村水道

事業会計補正予算（第５号）について御提案申

し上げます。 

 

 

議案第６号 

 

令和５年度北中城村水道事業会計補正予算（第５号）について 

 

 令和５年度北中城村水道事業会計補正予算（第５号）を別紙のとおり提出し、議会の議決を求め

ます。 

 

令和６年２月２２日 提出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 
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令和５年度北中城村水道事業会計補正予算（第５号） 

 

第１条 令和５年度北中城村水道事業会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 令和５年度北中城村水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

科   目  既決予定額   補正予定額     計    

 収 入       

第１款 水道事業収益  589,497 千円 0千円 589,497千円 

 第１項 営 業 収 益 537,763 千円 0千円 537,763千円 

 第２項 営業外収益 51,732 千円 0千円 51,732千円 

 第３項 特 別 利 益 2 千円 0千円 2千円 

 支 出       

第１款 水道事業費用  558,297 千円 315千円 558,612千円 

 第１項 営 業 費 用 556,109 千円 315千円 556,424千円 

 第２項 営業外費用 1,186 千円 0千円 1,186千円 

 第３項 特 別 損 失 2 千円 0千円 2千円 

 第４項 予 備 費 1,000 千円 0千円 1,000千円 
   

 

 

 今回の補正につきましては、収益的収支のほ

うで支出のほうで補正がございまして、31万

5,000円の補正がございます。これにつきまし

ても先ほどの会計年度任用職員の改定に伴う手

当、報酬、法定福利共済費等の補正でございま

すので、予算書の２ページをお目通しお願いし

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 今、村長の説明のほうで会計年度任用職員、

これまでの議案第４号、５号と同様な件だと思

っていたんですが、資料の３ページのほうで会

計年度任用職員以外の職員というところの特別

職５名のほうに補正の数字が入っているんです

が、さらに会計年度任用職員のほうの欄では数

字が見当たらないのかなと思っているのですが、

今回この議案第６号というのは会計年度任用職

員の遡及分についてでしょうか。教えてくださ

い。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 お答えします。 

 今回の補正については、会計年度任用職員の

遡及によるものだけです。今おっしゃっている

特別職というのは、これは水道事業再評価委員

の報酬として当初計上しておりましたというこ

とです。令和４年度に再評価を行いまして、令

和５年をまたぐ可能性もあることから当初予算

で計上していたところであります。しかし、令
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和４年度で委員会のほうは終了しております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ちょっとよく分かるような分からないような

なので、今回資料３ページにある会計年度任用

職員以外の職員の特別職の方の業務はどういっ

たものか教えていただけますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 先ほど申し上げましたとおり、これは水道事

業再評価委員の報酬になっております。この委

員会は令和４年度の３月に開催しまして、令和

５年度もまたぐ可能性もあったものですから、

当初予算として計上しておりました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 議案第６号 令和５年度北中城村水道事業会

計補正予算（第５号）についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第６号 令和５年

度北中城村水道事業会計補正予算（第５号）に

ついては原案のとおり可決されました。 

 

日程第６．議案第７号 令和５年度北中城村

下水道事業会計補正予算（第４号）

について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第６．議案第７号 令和５年度北中城村

下水道事業会計補正予算（第４号）についてを

議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、議案第７号 令和５年度北中城村下水

道事業会計補正予算（第４号）について御提案

申し上げます。 

 

 

議案第７号 

 

令和５年度北中城村下水道事業会計補正予算（第４号）について 

 

 令和５年度北中城村下水道事業会計補正予算（第４号）を別紙のとおり提出し、議会の議決を求
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めます。 

 

令和６年２月２２日 提出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和５年度北中城村下水道事業会計補正予算（第４号） 

 

第１条 令和５年度北中城村下水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 令和５年度北中城村下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

  科   目    既決予定額   補正予定額     計    

 収 入       

第１款 下水道事業収益  373,099千円 0千円 373,099 千円 

 第１項 営 業 収 益 122,907千円 0千円 122,907 千円 

 第２項 営 業 外 収 益 250,191千円 0千円 250,191 千円 

 第３項 特 別 利 益 1千円 0千円 1 千円 

 支 出       

第１款 下水道事業費用  354,180千円 197千円 354,377 千円 

 第１項 営 業 費 用 327,836千円 197千円 328,033 千円 

 第２項 営 業 外 費 用 25,342千円 0千円 25,342 千円 

 第３項 特 別 損 失 2千円 0千円 2 千円 

 第４項 予 備 費 1,000千円 0千円 1,000 千円 
   

 

 

 下水道事業会計につきましても、１ページで

すけれども、収益的支出のほうで19万7,000円

の補正がございます。 

 これにつきましては、２ページ以降の下水道

事業費用、そして営業費用に係る人件費、報酬、

手当の補正でございます。お目通しのほうをお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありませ
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んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第７号 令和５年度北中城村下

水道事業会計補正予算（第４号）についてを採

決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第７号 令和５年

度北中城村下水道事業会計補正予算（第４号）

については原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。本臨時会における議決事件の

字句及び数字、その他の整理を要するものは、

会議規則第45条の規定により、その整理を議長

に委任されたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本臨時会における議決

事件の字句及び数字、その他の整理を要するも

のは議長に委任することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日の会議を閉じます。 

 これをもって、令和６年第３回北中城村議会

臨時会を閉会します。御苦労さまでした。 

 

午前１０時２５分 閉会 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 北中城村議会 

     議  長  比 嘉 義 彦   

     署名議員  川 上 龍 太   

     署名議員  屋 良 朝 春   
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令和６年第４回北中城村議会定例会会期日程表 
 

開 会  ３月 ７日（木曜日） 
会期 ２１ 日間 

閉 会  ３月２７日（水曜日） 
 

月日 曜 会議別 開議時刻 摘       要 

３．７ 木 本会議 午前 1 0 時 開 会 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 諸般の報告 

議員全員協議会 

施政方針 議案説明 

３．８ 金 本会議 午前 1 0 時 質疑、委員会付託省略、討論、決定（条例、補正予算、報告等） 

質疑、委員会付託（条例、当初予算等） 

３．９ 土 休 会  各自研究                  （中学校卒業式） 

３．10 日 休 会  各自研究 

３．11 月 委員会 午前 1 0 時 委員会審査 予算質疑事項の検討、抜き出し、質疑事項各課へ通知 

※一般質問通告締切（午後５時） 

３．12 火 委員会 午前 1 0 時 委員会審査 付託案件・陳情案件等審議 

３．13 水 委員会 午前 1 0 時 委員会審査 各課聞き取り 

３．14 木 委員会 午前 1 0 時 委員会審査 各課聞き取り          （幼稚園卒園式） 

３．15 金 委員会 午前 1 0 時 委員会審査 各課聞き取り 

３．16 土 休 会  各自研究 

３．17 日 休 会  各自研究 

３．18 月 委員会 午前 1 0 時 委員会審査 

３．19 火 委員会 午前 1 0 時 委員会審査        （北中城小学校、島袋小学校卒業式） 

３．20 水 休 会  各自研究                    （春分の日） 

３．21 木 本会議 午前 1 0 時 一般質問 

３．22 金 本会議 午前 1 0 時 一般質問 

３．23 土 休 会  各自研究 

３．24 日 休 会  各自研究 

３．25 月 本会議 午前 1 0 時 一般質問 

３．26 火 委員会 午前 1 0 時 委員会審査（委員長報告確認）、議員全員協議会（合同審査） 

３．27 水 本会議 午前 1 0 時 委員長報告、質疑、討論、決定（議案、陳情案件等） 

議員研修会等派遣決議・調査の申出及び閉会中の継続審査 

閉 会 
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令和６年第４回北中城村議会定例会会議録 

招 集 年 月 日 令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 

招 集 の 場 所 北 中 城 村 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 会 令和６年３月７日 午前10時00分 議 長 比 嘉 義 彦 

散 会 令和６年３月７日 午後２時38分 議 長 比 嘉 義 彦 

応（不応）招議員 

及び出席並びに 

欠  席  議  員 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

 １番 川 上 龍 太 出  ８番 大 城 律 也 出 

 ２番 屋 良 朝 春 出  ９番 上 間 堅 治 出 

 ３番 比 嘉   悟 出 １０番 喜屋武 すま子 出 

 ４番 比 嘉 正 志 出 １１番 比 嘉 義 弘 出 

 ５番 平安山 和 美 出 １２番 名 幸 利 積 出 

 ６番 喜屋武   功 出 １３番 山 田 晴 憲 出 

 ７番 伊 集 守 吉 出 １４番 比 嘉 義 彦 出 

会議録署名議員 
 ３ 番 議 員 比 嘉   悟 

 ４ 番 議 員 比 嘉 正 志 

職務のため議場 
に出席した者の 
職 氏 名 

事 務 局 長 比 嘉 直 也 

議 事 係 長 仲 村 静 香 

地方自治法第121 

条により説明の 

ため出席した者の 

職 氏 名 

村 長 比 嘉 孝 則 教 育 長 德 村 永 盛 

副 村 長 大 田   繁 教 育 総 務 課 長 平 田 清 徳 

総 務 課 長 喜 納 克 彦 生 涯 学 習 課 長 比 嘉 利 彦 

企 画 振 興 課 長 仲 本 正 一 建 設 課 長 安次嶺 正 春 

会 計 課 長 喜屋武 のり子 農林水産課長兼農委事務局長 瀬 上 恒 星 

住 民 生 活 課 長 楚 南 兼 二 健 康 保 険 課 長 玉 栄   治 

税 務 課 長 玉 栄 幸 憲 学校教育指導主事  

上 下 水 道 課 長 伊 佐 秀 樹   

福 祉 課 長 喜 納 啓 二   

議 事 日 程 別 紙 の と お り 
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 議事日程第１号 

 令和６年３月７日（木曜日） 

 １．開議 午前１０時 

 ２．付議事件及び順序   

日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

１  会議録署名議員の指名  

２  会期の決定  

３  行政報告  

４  令和６年度施政方針  

５ 議案第 ８号 北中城村課設置条例の一部を改正する条例について 説 明 

６ 議案第 ９号 北中城村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について 

〃 

７ 議案第１０号 北中城村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について 

〃 

８ 議案第１１号 北中城村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例について 

〃 

９ 議案第１２号 北中城村税条例の一部を改正する条例について 〃 

１０ 議案第１３号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対す

る軽自動車税の種別割の特例に関する条例の一部を改正する

条例について 

〃 

１１ 議案第１４号 北中城村公営墓地条例の一部を改正する条例について 〃 

１２ 議案第１５号 北中城村老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例について 

〃 

１３ 議案第１６号 北中城村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 〃 

１４ 議案第１７号 北中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例について 〃 

１５ 議案第１８号 北中城村水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正

する条例について 

〃 

１６ 議案第１９号 北中城村地域活動支援センターの指定管理者の指定について 〃 

１７ 議案第２０号 北中城村老人デイサービスセンターの指定管理者の指定につ

いて 

〃 
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日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

１８ 議案第２１号 村道北中城高校１２７号線道路護岸整備工事（Ｒ５）改定契

約について 

説 明 

１９ 議案第２２号 令和５年度北中城村一般会計補正予算（第１２号）について 〃 

２０ 議案第２３号 令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第６

号）について 

〃 

２１ 議案第２４号 令和５年度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について 

〃 

２２ 議案第２５号 令和５年度北中城村水道事業会計補正予算（第６号）につい

て 

〃 

２３ 議案第２６号 令和５年度北中城村下水道事業会計補正予算（第５号）につ

いて 

〃 

２４ 議案第２７号 令和６年度北中城村一般会計予算について 〃 

２５ 議案第２８号 令和６年度北中城村国民健康保険特別会計予算について 〃 

２６ 議案第２９号 令和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計予算について 〃 

２７ 議案第３０号 令和６年度北中城村水道事業会計予算について 〃 

２８ 議案第３１号 令和６年度北中城村下水道事業会計予算について 〃 

２９ 同意第 １号 北中城村教育長の任命について 説明、質疑、委員会付託
省略、討論、決定 

３０ 同意第 ２号 北中城村教育委員会委員の任命について 〃 

３１ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 〃 

３２ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 〃 

３３ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦について 〃 

３４ 報告第 １号 令和６年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書の報告につい

て 

報 告 

３５ 報告第 ２号 専決処分事項の報告について（北中城小学校擁壁改修工事 

第二回改定契約） 

〃 
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○議長（比嘉義彦） 

 皆様、おはようございます。ただいまから令

和６年第４回北中城村議会定例会を開会します。 

  開 会（午前１０時００分） 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時０４分） 

 日程に入るに先立ち、会務の報告をします。 

 会務の報告。 

 令和５年12月から令和６年２月までの会務報

告です。 

 12月２日、第４回ＪＡおきなわ北中城支店ま

つり開会式が開催され出席し、テープカットを

行い、挨拶を述べました。 

 ４日、県町村議会議長会定例役員会が開催さ

れ出席しました。 

 ５日、12月定例議会に向けて議会運営委員会

を開催しました。 

 ８日～19日まで、12月定例議会を開催しまし

た。 

 16日、第26回わかてだを見る集いが開催され

出席しました。 

 20日、飲酒運転根絶県民大会及び令和５年度

交通安全フォーラムが浦添市で開催され出席し

ました。 

 令和６年１月４日、令和６年１月１日付職員

辞令交付式が開催され出席し、辞令を交付しま

した。 

 ７日、令和６年北中城村はたちを祝う記念式

典が開催され出席し、祝辞を述べました。 

 ９日、中城北中城消防本部中城出張所での消

防出初式に出席し、祝辞を述べました。 

 同日、令和６年商工会会員交流新年会が開催

され出席し、挨拶を述べました。 

 11日、令和６年村民新年会、村功労者表彰式

が開催され出席し、挨拶を述べました。 

 12日、第１回臨時議会に向けて議会運営委員

会を開催しました。 

 13日、沖縄オペラフェスティバル2024オープ

ニングセレモニーが中城城で開催され出席しま

した。 

 15日、第１回臨時議会を開催しました。 

 19日、中部地区町村議会議長会１月定例会及

び年始会が読谷村で開催され副議長とともに出

席しました。 

 20日、沖縄花のカーニバル2024オープニング

イベントが中城城で開催され出席しました。 

 １月29日、第２回臨時議会に向けて議会運営

委員会を開催しました。 

 31日、第２回臨時議会を開催しました。 

 同日、本村自治会長会との意見交換会及び懇

親会を開催しましたが、初めての開催でとても

有意義な時間だったと思います。 

 ２月２日、令和５年度北中城村教育の日記念

式典が開催され多くの議員とともに出席し、祝

辞を述べました。今回の教育の日記念式典、運

営方法というか、これまでと異なったやり方で

会場いっぱいの関係者が出席し、賞を受賞した

皆さんは大変喜んだと思います。 

 ５日、令和５年度中部市町村会・中部広域市

町村圏事務組合理事及び議員合同研修会が沖縄

市で開催され出席しました。 

 ６日から９日までの日程で、岩手県葛巻町及

び宮古市へ13名の議員とともに行政視察研修を

行いました。 

 ７日は、姉妹町村の葛巻町においてクリーン

エネルギー事業の取組についての研修、そして

人口減少に伴う葛巻高校の維持に大変同町は危

機感を感じ、その事業として山村留学制度を取

り入れ、そしてまた独自の学習事項を開設し、

今日では県内外からたくさんの児童生徒が留学

する希望者が増えていると聞いています。そし

て本村からも留学された女子生徒がいまして、

今年度３月には卒業ということを聞きました。

そして町内施設の視察終了後に、町議会、当局

との交流会において盛大な歓迎会、ウトゥイム

チを受けました。 
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 翌８日には、東日本大震災で甚大な被害を被

った後に復興を遂げた宮古市において、防災事

業の取組について研修を行いました。大きな被

害を被った宮古市でありますが、今ではいろん

な防災設備ができてたくさんのことを学ぶこと

ができました。 

 10日、令和５年度北中城村農水産物フェアオ

ープニングセレモニーが開催され出席し、祝辞

を述べました。 

 11日、第９回ちゅーぶ広域産業まつりオープ

ニングセレモニーが西原町で開催され出席しま

した。 

 同日、第10回石平家人衆会桜小路まつりが開

催され出席し、挨拶を述べました。 

 18日、第29回2024年おきなわマラソン開会式

が開催され出席しました。 

 19日、第３回臨時議会に向けて議会運営委員

会を開催しました。 

 20日、中部広域市町村圏事務組合第103回定

例会が開催され出席しました。 

 22日、第３回臨時議会を開催しました。 

 25日、北中城村文化協会第26回文化祭舞台部

門が開催され出席しました。 

 27日、県町村議会議長会定例理事会及び定期

総会が那覇市で開催され出席しました。 

 以上をもって会務の報告を終わります。 

 次に、諸般の報告事項として、令和５年12月

定例会以降に受理しました請願・陳情は、配布

しました請願・陳情一覧表のとおりとなってお

りますので御承知おきください。 

 村監査委員より、地方自治法第235条の２第

３項の規定により、令和５年12月から令和６年

２月までの例月現金出納検査報告書が提出され、

お配りしてありますので御参照ください。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第

120条の規定によって、比嘉 悟議員及び比嘉

正志議員を指名します。 

 

日程第２．会期決定の件 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第２．会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から

３月27日までの21日間にしたいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。会期は、本日から３月

27日までの21日間に決定しました。 

 

日程第３．行政報告 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第３．行政報告を行います。 

 村長から行政報告の申出がありますので、こ

れを許可します。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、行政報告を行います。 

 12月１日、平和を守る北中城村民の会、平和

図書、作文の表彰式を執り行いました。 

 ２日、ＪＡおきなわ北中城支店まつりで挨拶

を述べました。 

 同じく未来創造フォーラム、ＥＭウェルネス

暮らしの発酵ライフスタイルリゾートで行われ

挨拶を述べました。 

 12月５日、地域懇談会仲順地区ということで

記してありますけれども、これは11月から執り

行っておりますけれども、12月21日まで地域懇

談会を行いました。全自治会を行いまして、最
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後にはライカム地区を中央公民館のほうで行い

ました。 

 ７日、ふるさと納税マイメロ制作発表会を村

長室のほうで行いまして、挨拶を述べました。 

 16日、わかてだを見る集いを中城城跡で行い

まして、乾杯の音頭を申し上げました。 

 同じく、ふれあい福祉交流会ボッチヤ大会を

村民体育館で行いまして、社協主催によります

ボッチャ大会でございまして挨拶を述べました。 

 18日、北中城村地域見守り・支えあいに関す

る協定締結式を村長室で行いまして、これはコ

ープとの協定締結でございます。 

 21日、北中城村有償観光ガイド育成講座修了

式に参加をいたしまして挨拶を述べました。 

 28日、赤い羽根募金贈呈式を村長室で行いま

した。 

 １月４日、年始式を執り行いまして挨拶を述

べました。 

 ７日、はたちを祝う記念式典を中央公民館で

行いまして挨拶を述べました。 

 ９日、中城北中城消防本部出初式がございま

して挨拶を述べました。 

 同じく９日に商工会新年会が行われまして、

そこでまた挨拶を述べました。 

 10日、市町村長研修会と令和６年年始会がロ

ワジールホテル那覇で行われ出席をいたしまし

た。 

 11日、令和６年村民新年会・村功労者表彰式

典を中央公民館で行いました。 

 13日、沖縄オペラフェスティバル2024と銘打

って中城城跡で行っています。これは観光協会

の主催によりますオペラ、プッチーニのラ・ボ

エームを上演いたしまして、私もテープカット

に参加いたしました。 

 15日、中央公民館におきまして自治会長会と

の情報交換会を行いました。 

 17日から19日の３日間、岩手県葛巻町を表敬

訪問いたしまして、総務課長、企画課長と一緒

に行ってまいりました。大変有意義な交流がで

きたと思います。また、見習うべき点が相当な

ものがございました。 

 20日、沖縄花のカーニバル2024を中城城跡で

行いまして挨拶を述べました。 

 同じ20日、屋宜原自治会新年会がございまし

て祝辞を述べました。 

 23日、宜野湾青年会議所通常総会がラグナガ

ーデンホテルで行われまして挨拶をいたしまし

た。 

 25日、ジョブシャドウイング出発式を北中城

小学校で行い、参加いたしまして挨拶を述べま

した。 

 27日、中部徳洲会病院災害対策訓練九州ＤＭ

ＡＴ訓練視察を中部徳洲会病院で行いまして参

加いたしました。多くの職員もまた同じように

参加しております。 

 28日、北中城村キャリア教育フォーラムをあ

やかりの杜で行いまして挨拶を述べました。 

 同じく28日、仲順自治会合同祝いが仲順児童

館で行われまして挨拶を述べました。 

 29日、沖縄振興会議及び沖縄振興市町村協議

会が開催されまして参加いたしました。 

 31日、南部広域行政組合理事会に参加いたし

ました。 

 ２月１日、日本郵便との包括連携協定調印式

を役場のほうで行いました。 

 ２日、北中城村教育の日記念式典がございま

して挨拶を述べました。 

 ３日、横浜ベイスターズ歓迎・感謝の夕べが

ラグナガーデンホテルで行われまして参加いた

しました。 

 ４日、令和５年度平和を守る北中城村民の会

の平和講演会が中央公民館で行われまして、比

嘉太郎さんの功績等の映画があり、そしてまた

朝日先生、そして高山先生のセッションもござ

いまして、大変感銘を受けたものでございます。 

 ５日、中部市町村会・中部広域市町村圏事務
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組合理事議員の研修が沖縄こどもの国で行われ

ました。総合事務局の田村参事官を招聘しての

研修会でございました。 

 ６日、沖縄県景観形成審議会に出席いたしま

した。 

 ８日、赤十字大会伝達表彰式を村長室で行い

ました。 

 10日、北中城村長杯学童軟式野球大会がしお

さい公苑で行われまして挨拶を述べました。 

 同じく10日、北中城村農水産物フェアが中央

公民館で行われまして挨拶を述べました。 

 11日、東海岸地域サンライズ推進協議会サイ

クルイベント、同じく11日、第９回ちゅーぶ広

域産業まつりが西原町で行われ出席いたしまし

た。 

 同じく11日、健康マエストロ養成講座がＥＭ

ウェルネス暮らしの発酵ライフスタイルリゾー

トで行われ修了証書を授与いたしました。挨拶

も述べました。 

 16日、沖縄県立芸術大学卒業・修了作品表彰

式が沖縄県立博物館で行われまして、北中城村

長賞を芸大の山崎壱大さんに授与いたしました。

造形美術のもので私たちには大変理解しづらい

ものがございますけれども、村長賞ということ

で表彰をいたしました。 

 同じくその日に、県知事のほうに面談をいた

しまして、都市計画区域の再編に関する沖縄県

知事への要請を行いました。中城村と一緒にな

って要請をしております。 

 同じく16日、沖縄県町村会定期総会、そして

町村土地開発公社理事会、さらに国民健康保険

団体連合会通常総会がありまして出席いたしま

した。 

 18日、おきなわマラソン開会式に出席いたし

ました。 

 同じく18日に、国民健康保険税滞納者休日訪

問を行いまして、滞納者訪問を健康保険課の職

員の皆さんと一緒に回りました。 

 20日、自治会館管理組合定例会が自治会館で

行われまして出席いたしました。 

 22日、中部徳洲会地域医療支援病院運営委員

会に出席いたしました。 

 25日、文化協会による第26回文化祭「舞台部

門」の発表会がございまして挨拶を述べました。 

 同じく25日、北中城村コスプレイベント、き

たコスを中村城跡、あるいは中城家住宅を活用

して行われまして挨拶を述べました。 

 29日、北中城村グッジョブ地域連携協議会が

役場のほうで行われ挨拶を述べました。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 以上で村長の行政報告を終わります。 

 

日程第４．令和６年度施政方針 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第４．令和６年度施政方針を行います。 

 村長から施政方針の申出がありますので、こ

れを許可します。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、３月定例会に先立ち、令和６年度施政

方針を述べたいと思います。 

 令和６年度 施政方針。 

 令和６年第４回北中城村議会定例会の開会に

あたり、提案いたしました議案等の説明に先立

ちまして、村政運営の基本方針と施策の概要を

申し述べ、村民の皆さまをはじめ、議員各位の

ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 これまで「村民が主役のまちづくり」を目指

して村政運営に取り組んできましたが、村長と

しての任期も最終年を迎えました。就任当初は

新型コロナウイルスの影響による世界的な経済

低迷、外出自粛などの行動制限により地域活動

の休止が続いておりましたが、新型コロナウイ

ルスが５類感染症へ引き下げられたことにより、
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地域活動が再開し、地域に活気が戻りつつある

状況です。また、昨年は地域懇談会を開催し、

村民の皆様から地域が抱える課題やご要望を直

接伺うことができました。今後も、地域の課題

解決に向け、行政と村民、地域が連携したより

良いまちづくりを推進してまいります。 

 さて、日本経済はデフレ脱却に向けた動きが

見られ、景気の回復が期待されるものの、依然

として物価高騰や慢性的な人手不足などが懸念

されております。沖縄県内においてもインバウ

ンド需要の回復により、経済は持ち直しの動き

にあるものの、物価高騰により県民の生活は依

然として厳しくなることが懸念されます。本村

においては、このような社会情勢を踏まえつつ、

様々な施策を展開し、行政サービスの向上、本

村の成長・発展を推進していく必要があります。

村民の皆様の声をしっかりと聞き、村民と行政

の協働による共生のまちづくりを推進してまい

ります。 

 これらを踏まえ、令和６年度に重点的に取り

組む施策について、総合計画で示されている

「まちづくりの６つの目標」に基づきお示しい

たします。 

 １、全村植物公苑づくり。 

 （１）秩序ある土地利用と村の発展に資する

拠点形成。 

 2024年度又はその後とされるキャンプ瑞慶覧

の一部返還につきまして、ロウワー・プラザ住

宅地区では、北中城村・沖縄市の地権者による

地権者会が結成され、勉強会が行われるなど

徐々に動きが活発になっております。返還後の

跡地利用が円滑に行えるよう地権者支援に取り

組むとともに、跡地利用計画の策定に向けて引

き続き取り組んでまいります。また、喜舎場住

宅地区については、返還の状況を注視し、様々

な可能性を想定した跡地利用の検討を進めてま

いります。 

 東海岸地域については、大型ＭＩＣＥ施設整

備に向けた沖縄県の取り組みが進む中、本村に

おいてもアフターＭＩＣＥの経済効果が期待さ

れます。今後も与那原町、西原町、中城村、北

中城村で構成する東海岸地域サンライズ推進協

議会による大型ＭＩＣＥ施設整備に向けた取り

組みを推進し、東海岸地域全体の振興と発展に

寄与してまいります。 

 中城村との共同まちづくりに関する取り組み

として、将来的な少子高齢化、人口減少傾向も

視野に持続可能なまちづくりを目指した立地適

正化計画の策定に向けて取り組んでまいります。 

 （２）みどりの保全創出と景観形成。 

 都市公園の安全・安心かつ快適な利用を図る

ため、若松公園のテニスコート改修工事を実施

するほか、ライカム公園の整備に向け検討を進

めるとともに、既存公園の適切な維持管理によ

る快適な公園空間の提供に努めてまいります。 

 （３）暮らしを支える道路交通環境の形成。 

 新たな道路整備として、村道仲順屋宜原線の

予備設計業務及び実施設計業務を行うほか、中

城公園アクセス線の用地買収の進捗を図ってま

いります。既設道路については、村道北中城高

校127号線の道路護岸改修工事を実施するとと

もに、橋梁補修及び法面補修など適切な維持管

理に努めてまいります。また、北中城小学校区

の通学生徒や道路利用者の安全対策を図るため

交通安全施設整備工事を実施してまいります。 

 本村は、中南部圏の交通の要衝として、国道

330号沿線を中心に広域移動は充実しているも

のの、村内においては、公共交通空白地域が多

数存在しており、域内移動に課題があります。

令和元年度から実施しているコミュニティバス

実証実験の運行ルートを村内全地区に拡充する

ことで村民の移動ニーズの把握に努め、持続可

能な交通モードの検討を続けてまいります。ま

た、既存公共交通の役割と位置付けを整理し、

それぞれが連携できる公共交通ネットワークを

構築するため、関連部署との連携に努めてまい
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ります。 

 （４）環境共生社会の実現。 

 脱炭素化に向けた取り組みとして、北中城村

地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を改定

し、温室効果ガス排出削減対策を推進してまい

ります。 

 家庭や公園、街路などの枯れ木等を村植物資

源化ヤードで受入れ、チップ、堆肥処理し、再

資源化に取り組んでおります。引き続き、ごみ

の減量化に取り組んでまいります。 

 （５）上下水道の整備・環境衛生の推進。 

 上水道事業については、給水区域内の安定供

給と安全安心な給水を確保するため、配水設備

の点検・整備及び水質検査を実施するとともに、

有収率向上のための漏水調査や修繕を引き続き

実施してまいります。また、今年度は、喜舎場

ポンプ場機械設備及び弁配管設備改良工事及び

村内配水管改良工事を実施してまいります。 

 下水道事業については、清潔で快適な生活環

境の確保及び公共水域の水質の保全を図るため、

未普及地域の整備を推進します。今年度は、島

袋、屋宜原、安谷屋地区の下水道整備を実施し

てまいります。普及地域では下水道への接続率

向上にむけて引き続き個別訪問及びポスティン

グによる普及活動に取り組んでまいります。 

 本村においては、火葬場施設がないことから、

火葬待ちの状況が深刻となり住民負担の軽減が

喫緊の課題となっております。近隣市町村と連

携して火葬場建設に向けた検討に取り組んでま

いります。 

 ２、生涯健やかで笑顔あふれる健康づくり。 

 （１）地域保健の充実と健康増進。 

 地域住民の健康保持・増進を図るため、集団

休日健診・ナイト健診の実施、また集団健診会

場までの送迎サービスや人間ドック費用の助成、

個別がん検診等を実施し、健診の受診率向上に

努めてまいります。また、健診後は専門職員に

よる生活習慣病重症化予防を実施してまいりま

す。さらに乳幼児から高齢者までを対象に食育

ＳＡＴシステムを活用した食生活指導の実施や

働き盛り世代には健康マエストロ養成講座を開

催するなど村民の健康意識向上に努めてまいり

ます。 

 子育て支援については、子育て世代包括支援

センターを中心に産後ケアや伴走型総合支援、

出産・子育て応援ギフト、乳幼児健診等による、

妊娠期から産後、乳幼児期を通した切れ目のな

い支援に努めるとともに、児童福祉と母子保健

の連携を図り、母子保健サービスの充実を図っ

てまいります。 

 高齢者の健康づくりについて、閉じこもりな

ど身体活動の低下に加え、社会的孤立、低栄養

など複合的な要因により要介護状態に陥るいわ

ゆるフレイルの予防が求められています。本村

では、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施」に取り組んでおり、75歳以上の後期高齢

者に対し、地域特性を踏まえながら生活習慣病

の重症化予防やフレイル予防等の介護予防を一

体的に推進し、本村の健康長寿の維持・向上を

目指してまいります。また、疾患などで要支援

状態となった高齢者に対する地域リハビリテー

ションを推進し、今年度は県モデル事業を活用

したリエイブルメントの手法による効果的な介

護予防の実践に取り組んでまいります。 

 （２）国民健康保険の安定運営。 

 昨年度に引き続き、県が責任主体となり保険

税水準の統一に向けて取り組んでいるところで

あります。沖縄県国民健康保険運営方針（第３

期）を踏まえ、本村の国保財政運営の見直し等

を進めてまいります。 

 （３）健康づくりと他分野連携。 

 本村では、昨年11月に「健幸長寿の村きたな

かぐすく宣言」が採択されました。誰もが健康

長寿で幸せを感じられるまちづくりに向けて、

引き続き、関係機関や他分野にわたる企業等と

連携し、村民の健康づくりの推進に努めてまい
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ります。 

 ３、人と文化を育み時代を担う人づくり。 

 （１）学校教育の充実。 

 幼小中学校での連続した学びを支援するため、

幼小中連携研究部会を組織し「幼児児童生徒の

連続的な学びを通した魅力ある学校づくり」に

取り組むとともに、保幼こ小の円滑な接続に向

けて、教育・福祉が一体となって取り組みを進

めてまいります。 

 医療的ケアが必要な子が安心して教育を受け

られるように看護職員を配置し、学びの保障を

確保してまいります。また、教職員が児童生徒

と向き合うための時間を増やす為に、各校へス

クールサポートスタッフの配置を進め教員の業

務支援を図ってまいります。 

 ＧＩＧＡスクール構想を推進し、情報社会に

対応する教育の展開を目指し、学校ＩＣＴ支援

員の配置や、安心して端末を使用できるように

フィルタリングソフトの導入を行ってまいりま

す。 

 学校施設の整備については、島袋小学校のト

イレ改修工事を進め、教育環境の改善を図って

まいります。 

 学校給食については、学校給食調理場エアカ

ーテン入替工事及び食器類入替事業を実施し安

心安全な給食の提供に努めてまいります。また、

物価高騰の影響で学校給食費の値上げを余儀な

くされる中においても、学校給食費補助の補助

率を１／２から、３／４へと引き上げることで、

更なる保護者の経済的負担の軽減を図ってまい

ります。 

 （２）生涯学習の推進と生きがいづくり。 

 英語の学習機会の創出について、米国ワシン

トン州立大学への短期留学や米国ワットコムコ

ミュニティカレッジから提供されるＥＳＬ検定

など、高度な学習を提供する事業を継続しつつ、

中学生に向けては、英語を学ぶだけでなく、活

用と体験が実践できる講座を計画し、英語に親

しみ、資格取得を目指す事業を実施してまいり

ます。 

 国が進めている公立中学校における学校部活

動の地域移行については、昨年度に引き続き、

実施に向けた取り組みを進めてまいります。 

 ライカム地区に検討されていた旧アリーナ計

画について、引き続き多目的な交流が図れる施

設として検討を行っております。施設の検討に

あたっては、多角的な視点で検討し、最適な規

模及び機能を付帯するとともに、効率的で利便

性の高い運営を図ることのできる施設となるよ

う、専門的人材も含めて検討し、村民の多様で

豊かな“学び”が継続して行える施設となるよ

う計画してまいります。 

 （３）地域文化の振興と継承。 

 北中城村内の旧跡や祭祀などの歴史的風致資

産を踏まえた「歴史まちづくり計画（歴史的風

致維持向上計画）」を策定し、国からの認定に

向けて取り組んでまいります。 

 終戦から復帰までの本村の歴史的変遷の過程

並びに固有の生活等、村勢を明らかにした北中

城村史「戦後編」を令和８年度発刊に向け進め

てまいります。 

 移設先及び返還地となっている駐留軍用地内

において埋蔵文化財調査を継続するとともに、

荻道・大城地区において検討が進められている

「農を活かした健康福祉の里づくり」事業区域

内の文化財試掘調査を実施することで、土地利

用の推進と文化財の保護との両立を目指し事業

を推進してまいります。 

 村文化協会や民俗芸能保存会への支援、伝統

芸能振興基金を活用した伝統芸能等の後継者育

成等に取り組む団体への活動に対しても引き続

き支援してまいります。 

 （４）平和活動・国際交流の推進。 

 平和思想の啓発・普及を図るため、村内保育

所、幼稚園、小学校への平和図書の贈呈や小中

学生を対象にした平和に関する絵画・作文展の
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開催、青少年平和学習への参加など、「平和を

守る北中城村民の会」の活動を継続して推進し

てまいります。 

 また、昨年度４年ぶりに実施した「南米３か

国の研修生受け入れ事業」を今年度も継続し、

ウチナーネットワークの拡大・発展に取り組ん

でまいります。 

 （５）地域で見守る青少年育成。 

 村父母教師会連合会や地域自治会と連携した

子供たちへの声かけ見守りや夜間パトロール活

動を引き続き実施することで、青少年の健全育

成に取り組んでまいります。 

 ４、ゆいまーる（相互扶助）で築く安全・安

心な地域づくり。 

 （１）児童福祉・子育て支援の充実。 

 こども達の健やかな成長を育むため、産後・

育児・就学・進学等の過程において、きめ細や

かな支援に取り組むため課を新設し、子育て支

援の充実を図ってまいります。また、第３期村

子ども・子育て支援事業計画を策定し、入所や

利用待機が発生している保育や学童クラブの基

盤整備をはじめ、次世代を担うこども達への支

援を充実させてまいります。 

 （２）高齢者福祉の充実。 

 新型感染症の流行や高齢化の進展により、高

齢者を取り巻く環境が深刻化しています。働き

手不足は更に進行するとされ、地域での支え合

いがますます重要になってまいります。昨年度

に立ち上がった住民が主体的に地域の支え合い

について話し合う協議体の活動をサポートし、

高齢者の生活支援に係る事業の充実を図ってま

いります。 

 認知症になっても、住み慣れた地域で安心し

て暮らせるよう、地域住民の病気への理解促進、

適切な医療への繋ぎ、家族支援など各種事業に

取り組んでまいります。また、成年後見制度を

はじめ、高齢者の権利擁護やご本人の意思が尊

重されるよう支援してまいります。 

 （３）障がい者（児）福祉の充実。 

 障がい福祉につきましては、障がい福祉・障

がい児福祉計画に基づき、福祉サービスによる

日常生活の支援を継続するとともに、障がいの

有無により分け隔てられることのない地域共生

社会の実現を目指し取り組んでまいります。と

りわけ、障がい者の権利擁護のための仕組みづ

くりとして村内ネットワーク化に向けた事業を

展開してまいります。 

 障がいの理解促進のため、スポーツ大会、作

品展の開催等を継続して支援してまいります。 

 （４）地域防災力の向上。 

 災害時等に迅速、確実な情報提供ができるよ

う防災無線設備の点検、調整整備に努めてまい

ります。併せて大規模災害に備え、引き続き非

常食等の備蓄品や資器材の充実に取り組むとと

もに、自治会の自主防災組織の立ち上げに関す

る支援を行ってまいります。 

 また、安全・安心な暮らしを確保するため、

島袋地域浸水対策として、引き続き５号調整池

整備を推進してまいります。 

 （５）安全・安心な住環境の確保。 

 沖縄警察署、沖縄県警察本部と連携・協力し

ながら村内の交通安全の推進に取り組むととも

に、自治会と連携のもとで、街灯・防犯灯を整

備し「安全・安心な住環境の確保」に努めてま

いります。 

 （６）人にやさしい環境づくり。 

 こどもの貧困、児童虐待やヤングケアラー等

こども達を取り巻く様々な課題に対して、直接

的な支援を拡充するため相談支援体制の強化を

図ってまいります。また、誰もが相互に人格と

個性を尊重し支えあう地域共生社会を実現すべ

く、心のバリアフリーを推進してまいります。 

 ５、地域の魅力を活かした賑わいある産業づ

くり。 

 （１）観光・商工業の振興。 

 令和６年度は第二次北中城村観光振興基本計
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画の計画初年度になります。村民の暮らしを重

視した観光地を形成し、観光地づくりイコール

地域づくりに繋がる観光振興を観光協会や観光

関連事業者と連携しながら推進してまいります。

具体的施策として、昨年度養成した北中城村観

光ガイドによる歴史・文化・自然・人に触れる

ガイドツアーを展開し、観光客の受け入れ環境

の整備を図ってまいります。 

 商工業の振興につきましては、官民連携によ

る地域内キャッシュレス化を推進し、持続可能

な経済循環を実現してまいります。 

 （２）農業の振興。 

 沖縄県中部農業改良普及センターやＪＡおき

なわと協力し、推奨品目であるパッションフル

ーツの生産拡大を継続して進めるとともに、今

後村の特産品として有望視される品目の選定調

査を行ってまいります。 

 荻道・大城地区において民間活力を活かして

進めている「農を活かした健康福祉の里づくり」

事業について、第一整備事業エリアではバイオ

ガス発電施設運用開始に向け事業者と協力し準

備を進めており、第二整備事業エリアでは事業

者が活用できる補助金等について協議を進めて

おります。第三整備事業エリアについては、決

定した事業者により基礎調査及び設計を行って

まいります。当事業においては、参画する全事

業者及び地元自治会で総合的なエリアマネジメ

ント会議を行い協力して取り組んでまいります。 

 全農地面積の約49％を占める本村の遊休農地

（耕作放棄地）について、村農業委員会と協力

し継続して農地の再生及び有効利用のために問

題解消に努めてまいります。また、作成した農

地利用目標地図に基づき、農業担い手への農地

の効率的な利用について助言や情報提供を行っ

てまいります。 

 農業生産力の向上を図るため、村内農家に対

する営農支援やパイプハウス等の施設整備支援

を進めるほか、新規就農者の育成を推進いたし

ます。 

 整備中である安谷屋土地改良区（かんがい施

設整備工事）については、事業計画変更を行い

令和7年度からの工事再開に向け沖縄県と調整

してまいります。 

 （３）水産業の振興。 

 佐敷中城漁業協同組合で策定・更新される

「浜の活力再生広域プラン」における生産性向

上に向けた関係施設等への設備投資について、

協力して取り組んでまいります。また、養殖環

境の向上を目的としたアーサ養殖場環境モニタ

リング調査を引き続き実施し、生産基盤の強化

と生産性向上を図ってまいります。 

 （４）雇用の創出と就業支援。 

 村雇用サポートセンターによる事業者と求職

者のマッチングを図り、昨今の人手不足による

企業経営への影響緩和に努めてまいります。ま

た、村商工会等と連携し、新規創業予定者を対

象とした個別支援等の充実を図ってまいります。 

 ６、村民と共に創造する夢のあるまちづくり。 

 （１）村民と協働のまちづくり。 

 「村民参加による手づくりのまつり」を推進

し、村民が集う語らいの場として活用するとと

もに、各種団体の育成や産業振興を図ってまい

ります。北中城まつりと青年エイサーまつりを

合同で実施し、本村特有の伝統芸能の普及を促

進するためのプログラムを実施してまいります。 

 （２）効率的な行財政運営。 

 行政改革の取り組みとして、「こども未来課」

を新設し子育て支援の拡充に向けて取り組んで

まいります。 

 行政手続きのデジタル化が急速に進む中、健

康保険証としての利用や運転免許証との一体化

により、今後ますます必要性が高まるマイナン

バーカードについて、本村においても、国の方

針に基づき普及促進に取り組んでまいります。 

 村税については、個人住民税において、デフ

レ脱却の一時的な措置として、国の施策に基づ



― 50 ― 

く減税措置を実施します。また、固定資産税に

おいては３年に１回、価格の変化を反映する評

価替えを行います。税の基本的な機能は、公共

サービスを提供するための資金を調達すること

であります。納税簡素化を図るため、口座振替

及び納税者がインターネット等を利用した納付

手続きを電子的に行う共通納税を推進してまい

ります。 

 本年度の一般会計当初予算において、歳入面

では、令和６年度税制改正による定額減税措置

の影響で住民税の減少が見込まれ、地方特例交

付金でその補填はあるものの、厳しい状況が今

後も続くものと思われます。歳出面においては、

これまでと同様に扶助費等の社会保障関係費の

増加、電気料金をはじめとした燃料高騰や物価

高騰による物件費の増加、特別会計への赤字補

てんのための繰出しなど、避けては通れない状

況が続いております。また、今後整備予定であ

ります一般廃棄物処理施設整備事業に必要な財

源を確保するため、基金を積み立てていく必要

があります。こうした旺盛な財政需要や多様な

住民ニーズに対応すべく、国・県の予算編成の

動向を注視しつつ、可能な限り補助金、交付金

など特定財源の確保に努めるとともに、持続可

能な行財政運営に取り組んでまいります。 

 （３）誰もがチャレンジできる社会づくり。 

 村シルバー人材センターの支援を継続して実

施し、高齢者の生きがいづくりや就労機会の充

実に努めてまいります。また、村民が自己の人

格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、

その生涯にわたって、あらゆる機会、場所にお

いて学習することができる社会の実現に努めて

まいります。 

 おわりに。 

 これまで申し上げました施策並びに諸事業を

実施するため、令和６年度当初予算規模は次の

とおりとなります。 

一 般 会 計 ８,922,000千円 

国民健康保険特別会計 ２,244,052千円 

後期高齢者医療特別会計 298,070千円 

水 道 事 業 会 計 611,273千円 

下 水 道 事 業 会 計 884,842千円 

合   計 12,960,237千円 

 以上、令和６年度の村政運営の基本方針と重

点施策の概要について申し上げました。 

 今年度も、本村の将来像である「平和で人と

緑が輝く 健康長寿と文化のむら きたなかぐす

く」の実現を目指し、職員と共に全力で取り組

んでまいります。 

 議員各位をはじめ、村民の皆さまのご理解と

ご協力をお願い申し上げて、私の施政方針とい

たします。 

令和６年３月７日 

北中城村長 比嘉孝則 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 以上で村長の施政方針を終わります。 

 しばらく休憩します。 

午前１０時５２分 休憩 

午前１１時００分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 

日程第５．議案第８号 北中城村課設置条例

の一部を改正する条例について 

 

日程第６．議案第９号 北中城村特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 

日程第７．議案第１０号 北中城村会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例に

ついて 
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日程第８．議案第１１号 北中城村職員の育

児休業等に関する条例の一部を改

正する条例について 

 

日程第９．議案第１２号 北中城村税条例の

一部を改正する条例について 

 

日程第１０．議案第１３号 アメリカ合衆国

軍隊の構成員等の所有する軽自

動車等に対する軽自動車税の種

別割の特例に関する条例の一部

を改正する条例について 

 

日程第１１．議案第１４号 北中城村公営墓

地条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

日程第１２．議案第１５号 北中城村老人デ

イサービスセンターの設置及び

管理に関する条例の一部を改正

する条例について 

 

日程第１３．議案第１６号 北中城村道路占

用料徴収条例の一部を改正する

条例について 

 

日程第１４．議案第１７号 北中城村水道事

業給水条例の一部を改正する条

例について 

 

日程第１５．議案第１８号 北中城村水道事

業の布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

日程第１６．議案第１９号 北中城村地域活

動支援センターの指定管理者の

指定について 

 

日程第１７．議案第２０号 北中城村老人デ

イサービスセンターの指定管理

者の指定について 

 

日程第１８．議案第２１号 村道北中城高校

１２７号線道路護岸整備工事

（Ｒ５）改定契約について 

 

日程第１９．議案第２２号 令和５年度北中

城村一般会計補正予算（第１２

号）について 

 

日程第２０．議案第２３号 令和５年度北中

城村国民健康保険特別会計補正

予算（第６号）について 

 

日程第２１．議案第２４号 令和５年度北中

城村後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）について 

 

日程第２２．議案第２５号 令和５年度北中

城村水道事業会計補正予算（第

６号）について 

 

日程第２３．議案第２６号 令和５年度北中

城村下水道事業会計補正予算

（第５号）について 

 

日程第２４．議案第２７号 令和６年度北中

城村一般会計予算について 

 

日程第２５．議案第２８号 令和６年度北中

城村国民健康保険特別会計予算

について 
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日程第２６．議案第２９号 令和６年度北中

城村後期高齢者医療特別会計予

算について 

 

日程第２７．議案第３０号 令和６年度北中

城村水道事業会計予算について 

 

日程第２８．議案第３１号 令和６年度北中

城村下水道事業会計予算につい

て 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第５．議案第８号 北中城村課設置条例

の一部を改正する条例についてから日程第28．

議案第31号 令和６年度北中城村下水道事業会

計予算についてまでの24件を一括議題とします。 

 本案について村長の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、議案第８号 北中城村課設置条例の一

部を改正する条例について御提案申し上げます。 

 

 

議案第８号 

 

   北中城村課設置条例の一部を改正する条例について 

 

 北中城村課設置条例（平成７年北中城村条例第１３号）の一部を改正したいので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提出理由 

 令和６年度から機構改革により新たな課の設置を行うことに伴い、条例の改正が必要なため。 

 

 

北中城村課設置条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村課設置条例（平成７年北中城村条例第１３号）の一部を次のように改正する。 
    

改正例規 現行例規 

 （課の設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第

158条第１項の規定に基づき、次の課を置く。 

 （課の設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第

158条第１項の規定に基づき、次の課を置く。 
  

省略 

福祉課 

こども未来課 
  

  

省略 

福祉課 

（新規） 
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健康保険課 

省略 

 （課の分掌事務） 

第２条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。 

省略 

福祉課 

省略 

 (２) 援護事務に関すること。 

（削除） 

 (３) 障害者福祉に関すること。 

 (４) 老人福祉に関すること。 

 (５) 介護保険に関すること。 

 (６) 精神保健に関すること。 

 こども未来課 

 (１) 児童福祉に関すること。 

健康保険課 

省略 
  

健康保険課 

省略 

 （課の分掌事務） 

第２条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。 

省略 

福祉課 

省略 

 (２) 援護事務に関すること。 

 (３) 児童福祉に関すること。 

 (４) 障害者福祉に関すること。 

 (５) 老人福祉に関すること。 

 (６) 介護保険に関すること。 

 (７) 精神保健に関すること。 

（新規） 

（新規） 

健康保険課 

省略 
      

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 続きまして、議案第９号 北中城村特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について御提案申

し上げます。 

 

 

議案第９号 

 

   北中城村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

 北中城村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４８年北中城村条

例第２５号）の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の

規定により、議会の議決を求める。 
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令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提出理由 

 国会議員の選挙時の執行経費の基準に関する法律の改正に合わせて、選挙執行時における管理者

等の報酬額を法律に定める基準額に改める必要がある。 

 また、他市町村との均衡を考慮し、各種委員会の委員長と委員の報酬月額を同額とするととも

に、医師や弁護士・税理士、学識経験者・知識経験者の報酬額を見直すため。 

 

 

北中城村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４８年北中城村条例第

２５号）の一部を次のように改正する。 
    

改正例規 現行例規 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 
  

省略   

投票管理者 日額 12,800円  

開票管理者 日額 10,800円  

選挙長 日額 10,800円  

投票立会人 日額 10,900円  

開票立会人 日額 8,900円  

選挙立会人 日額 8,900円  

期日前投票管理者 日額 11,300円  

期日前投票立会人 日額 9,600円  

固定資産評価審査委

員会委員 

日額 8,500円  

都市計画審議会委員 日額 4,000円  

（削除） （削除）  

景観美化促進委員会

委員 

日額 4,000円  

（削除） 

 

（削除）  

（削除） 

 

（削除）  

（削除） 

 

（削除）  

  

  

省略   

投票管理者 日額 10,000円  

開票管理者 日額 10,000円  

選挙長 日額 10,000円  

投票立会人 日額 9,000円  

開票立会人 日額 8,800円  

選挙立会人 日額 8,800円  

（新設） （新設）  

（新設） （新設）  

固定資産評価審査委

員会委員 

日額 8,500円  

都市計画審議会会長 日額 4,000円  

都市計画審議会委員 日額 3,500円  

景観美化促進委員会

会長 

日額 4,000円  

景観美化促進委員会

委員 

日額 3,500円  

国民健康保険運営協

議会会長 

日額 4,000円  

国民健康保険運営協

議会委員 

日額 3,500円  
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総合計画審議会委員 日額 4,000円  

（削除） （削除）  

文化財保護審議会委

員 

日額 4,000円  

（削除） 

 

（削除）  

民生委員推薦会委員

４ 

日額 4,000円  

（削除） （削除）  

功労者表彰審査委員

会委員４ 

日額 4,000円  

（削除） 

 

（削除）  

例規審議委員会委員 日額 7,000円  

（削除） 

 

 

（削除）  

（削除） 

 

 

（削除）  

（削除） 

 

 

（削除）  

（削除） 

 

（削除）  

廃棄物減量等推進審

議会委員 

日額 4,000円  

（削除） 

 

（削除）  

スポーツ推進委員 年額 66,000円  

校医・歯科医 年額 135,000円  

薬剤師 年額 98,000円  

保育所嘱託医師・歯

科医師 

年額 90,000円  

（削除） （削除）  

政策参与 

 

月額 村長が別

に定める額 

 

  

総合計画審議会会長 日額 4,000円  

総合計画審議会委員 日額 3,500円  

文化財保護審議会会

長 

日額 4,000円  

文化財保護審議会委

員 

日額 3,500円  

民生委員推薦会委員

長 

日額 4,000円  

民生委員推薦会委員 日額 3,500円  

功労者表彰審査委員

会委員長 

日額 4,000円  

功労者表彰審査委員

会委員 

日額 3,500円  

例規審議委員会委員 日額 10,000円  

心身障害児童・生徒

適正就学指導委員会

委員 医師 

日額 10,000円  

心身障害児童・生徒

適正就学指導委員会

委員 学識経験者 

日額 4,500円  

心身障害児童・生徒

適正就学指導委員会

委員 その他 

日額 3,500円  

老人ホーム入所判定

委員医師 

日額 10,000円  

廃棄物減量等推進審

議会会長 

日額 4,000円  

廃棄物減量等推進審

議会委員 

日額 3,500円  

スポーツ推進委員 年額 66,000円  

校医４) 援 年額 135,000円  

薬剤師 年額 98,000円  

保育所嘱託医師・歯

科医師 

年額 90,000円  

村税等徴収嘱託員 年額 40,000円  

政策参与 

 

月額 村長が別

に定める額 

 



― 56 ― 

情報公開及び個人情

報保護審査会委員４ 

日額 8,500円 

 

 

（削除） 

 

（削除）  

行政不服審査会委員 日額 8,500円  

（削除） （削除）  

成年後見制度利用促

進協議会委員 医

師・弁護士 

日額 10,000円 

 

 

 

成年後見制度利用促

進協議会委員 
日額 8,000円 

 

新型インフルエンザ

等対策有識者会議委

員４医師 

日額 10,000円 

 

 

 

新型インフルエンザ

等対策有識者会議委

員 

日額 8,000円 

 

 

 

部活動指導員 時給 1,600円  

その他、諸

委員会、諸

審議会、諸

調査会 

医師 日額 10,000円  

弁護士・税

理士 

 

日額 8,500円  

委員４)  

援護 

学識 経 験

者・知識経

験者 

日額 7,000円  

 その他 日額 4,000円  

（削除） 

 

 

（削除）  

地域活性化アドバイ

ザー 

日額 10,000 円  

備考 

学識経験者とは学問上の知識と高い識見を有

し、豊富な経験を持つと社会的に認められてい

る者をいい、知識経験者とは諸委員会、諸協議

会等の目的を達成するために必要な専門的知識

経験又は識見を有する者をいう。 
  

情報公開及び個人情

報保護審査会委員長 

日額 8,500円 

 

 

情報公開及び個人情

報保護審査会委員 

日額 7,500円 

 

 

行政不服審査会会長 日額 8,500円  

行政不服審査会委員 日額 7,500円  

（新規） 

 

 

（新規） 

 

 

 

（新規） 

 

（新規） 

 

 

新型インフルエンザ

等対策有識者会議委

員長４４ 

日額 8,500円 

 

 

 

新型インフルエンザ

等対策有識者会議委

員 

日額 8,000円 

 

 

 

（新規） （新規）  

その他、諸委員会、

諸審議会、諸調査会

委員長及び会長 

 

日額 4,000円

を超えない額 

 

 

 
 

 

 

  

その他、諸委員会、

諸審議会、諸調査会

委員及び嘱託委員 

日額 3,500円

を超えない額 

 

地域活性化アドバイ

ザー 

日額 10,000円  

（新規） 

 

 

 

 

 

  

      



― 57 ― 

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 続きまして、議案第10号 北中城村会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について御提案申し上げます。 

 

 

議案第１０号 

 

 北中城村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

 北中城村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年北中城村条例第２１号）

の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提出理由 

 地方自治法の一部改正により、令和６年度から会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給するこ

とができるようになったことを受けて、勤勉手当を支給するための改正を行う必要があるため。 

 

 

北中城村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年北中城村条例第２１号）の一

部を次のように改正する。 
    

改正例規 現行例規 
    

 （会計年度任用職員の給与）  （会計年度任用職員の給与） 

第２条 前条の給与とは、法第22条の２第１項第

２号により採用された会計年度任用職員（以下

「フルタイム会計年度任用職員」という。）に

あっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時

間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤

勉手当をいい、同項第１号によって採用された

会計年度任用職員（以下「パートタイム会計年

第２条 前条の給与とは、法第22条の２第１項第

２号により採用された会計年度任用職員（以下

「フルタイム会計年度任用職員」という。）に

あっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時

間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当   

   をいい、同項第１号によって採用された

会計年度任用職員（以下「パートタイム会計年
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度任用職員」という。）にあっては、報酬、期

末手当及び勤勉手当をいう。 

度任用職員」という。）にあっては、報酬及び

期末手当     をいう。 

２・３ 省略 ２・３ 省略 

 （フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第11条の２ 給与条例第26条（第２項第２号の規

定を除く。）は、任期の定めが６月以上のフル

タイム会計年度任用職員について準用する。 

（新規） 

（新規） 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、フルタイム

会計年度任用職員の勤勉手当について準用す

る。 

（新規） 

 （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第20条 給与条例第23条から第25条までの規定

（給与条例第23条第３項の規定を除く。）は、

任期の定めが６月以上のパートタイム会計年度

任用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく少

ない者として村長が規則で定めるものを除く。

以下この条及び次条において同じ。）について

準用する。この場合において、給与条例第23条

第４項の期末手当基礎額は、次の各号に掲げる

場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。                    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

               

 （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第20条 給与条例第23条から第25条までの規定

（給与条例第23条第３項の規定を除く。）は、

任期の定めが６月以上のパートタイム会計年度

任用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく少

ない者として村長が規則で定めるものを除く。

以下この条    において同じ。）について

準用する。この場合において、給与条例第23条

第４項中「それぞれその基準日現在（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在）において職員が受けるべき給料

の月額及び扶養手当の月額の合計額」とあるの

は、「それぞれその基準日（退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した

日）以前６月以内のパートタイム会計年度任用

職員としての在職期間における報酬（フルタイ

ム会計年度任用職員との均衡を考慮して村長が

規則で定める額を除く。）の１月当たりの平均

額」と読み替えるものとする。 

(１) 月額による支給の場合 第15条第２項の

規定により計算して得た額 

（新規） 

(２) 日額による支給の場合 第15条第３項の

規定により計算して得た額に基準日（給与条

例第23条第１項に規定する基準日をいう。次

号において同じ。）以前６月以内の期間にお

けるパートタイム会計年度任用職員としての

勤務日数を乗じて得た額を基準日以前６月以

内の期間におけるパートタイム会計年度任用

（新規） 
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職員としての在職期間の月数で除して得た額 

(３) 時間額による支給の場合 第15条第４項

の規定により計算して得た額に基準日以前６

月以内の期間におけるパートタイム会計年度

任用職員としての勤務時間数を乗じて得た額

を基準日以前６月以内の期間におけるパート

タイム会計年度任用職員としての在職期間の

月数で除して得た額 

（新規） 

２・３ 省略 ２・３ 省略 

 （パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第20条の２ 給与条例第26条（第２項第２号を除

く。）の規定は、任期の定めが６月以上のパー

トタイム会計年度任用について準用する。 

（新規） 

（新規） 

２ 前条第１項第１号から第３号までの規定は、

パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当につ

いて準用する。 

（新規） 

    

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 続きまして、議案第11号 北中城村職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて御提案申し上げます。 

 

 

議案第１１号 

 

   北中城村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 北中城村職員の育児休業等に関する条例（平成４年北中城村条例第１０号）の一部を改正したい

ので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提出理由 

 地方自治法の一部改正により、令和６年度から会計年度任用職員へ勤勉手当を支給することに伴
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い、育児休業をしている職員に係る勤勉手当の支給対象に会計年度任用職員を含める改正を行う必

要があるため。 

 

 

北中城村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村職員の育児休業等に関する条例（平成４年北中城村条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 
     

改正例規 現行例規 

 （育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉

手当の支給） 

 （育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉

手当の支給） 

第７条 省略 第７条 省略 

２ 給与条例第26条第１項に規定するそれぞれの

基準日に育児休業している職員        

                      

          のうち、基準日以前６か

月以内の期間において勤務した期間がある職員

には、当該基準日に勤勉手当を支給する。 

２ 給与条例第26条第１項に規定するそれぞれの

基準日に育児休業している職員（地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第22条の２第１項に

掲げる職員を除く。）のうち、基準日以前６か

月以内の期間において勤務した期間がある職員

には、当該基準日に勤勉手当を支給する。 
    

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 続きまして、議案第12号 北中城村税条例の

一部を改正する条例について御提案申し上げま

す。 

 

 

議案第１２号 

 

北中城村税条例の一部を改正する条例について 

 

 北中城村税条例（昭和４７年北中城村条例第４９号）の一部を改正したいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 
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 地方税法の一部改正により、北中城村税条例の一部を改正する必要がある。 

 

 

北中城村税条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村税条例（昭和４７年北中城村条例第４９号）の一部を次のように改正する。 
     

改正例規 現行例規 

   附 則    附 則 

 （令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額

等の特例） 

                       

     

第５条の２ 所得割の納税義務者の選択により、

法附則第４条の４第４項に規定する特例損失金

額（以下この項において「特例損失金額」とい

う。）がある場合には、特例損失金額（同条第

４項に規定する災害関連支出がある場合には、

第３項に規定する申告書の提出の日の前日まで

に支出したものに限る。以下この項及び次項に

おいて「損失対象金額」という。）について、

令和５年において生じた法第314条の２第１項

第１号に規定する損失の金額として、この条例

の規定を適用することができる。この場合にお

いて、第34条の２の規定により控除された金額

に係る当該損失対象金額は、その者の令和７年

度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年

の末日の属する年度の翌年度分の村民税に係る

この条例の規定の適用については、当該損失対

象金額が生じた年において生じなかったものと

みなす。 

                       

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

     

２ 前項前段の場合において、第34条の２の規定

により控除された金額に係る損失対象金額のう

ちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一に

する令第48条の６第１項に規定する親族の有す

る法附則第４条の４第４項に規定する資産につ

いて受けた損失の金額（以下この項において

「親族資産損失額」という。）があるときは、

当該親族資産損失額は、当該親族の令和７年度

以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年
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の末日に属する年度の翌年度分の村民税に係る

条例の規定の適用については、当該親族資産損

失額が生じた年において生じなかったものとみ

なす。 

                      

                      

                      

    

３ 第１項の規定は、令和６年度分の第36条の２

第１項又は第４項の規定による申告書（その提

出期限後において村民税の納税通知書が送達さ

れる時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第36条の３第１項の確定申告書を含

む。）に第１項の規定の適用を受けようとする

旨の記載がある場合（これらの申告書にその記

載がないことについてやむを得ない理由がある

と村長が認める場合を含む。）に限り、適用す

る。 

                       

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

   

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第６条 平成30年度から令和９年度までの各年度

分の個人の村民税に限り、法附則第４条の５第

３項の規定に該当する場合における第34条の２

の規定による控除については、その者の選択に

より、同条中「同条第１項」とあるのは「同条

第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあ

るのは「まで並びに法附則第４条の５第３項の

規定により読み替えて適用される法第314条の

２第１項（第２号に係る部分に限る。）」とし

て、同条の規定を適用することができる。 

第６条 平成30年度から令和９年度までの各年度

分の個人の村民税に限り、法附則第４条の４第

３項の規定に該当する場合における第34条の２

の規定による控除については、その者の選択に

より、同条中「同条第１項」とあるのは「同条

第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあ

るのは「まで並びに法附則第４条の４第３項の

規定により読み替えて適用される法第314条の

２第１項（第２号に係る部分に限る。）」とし

て、同条の規定を適用することができる。 
    

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、交付の日から施行し、令和６年２月２１日から適用する。 

 

 議案第13号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等

の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種

別割の特例に関する条例の一部を改正する条例

について提案申し上げます。 

 

 

議案第１３号 

 

 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に

関する条例の一部を改正する条例について 
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 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関す

る条例（昭和４７年北中城村条例第５１号）の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 徴収の方法にする地方税法関連条項の繰り下げにより、本村アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所

有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の一部を改正する必要がある。 

 

 

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例

に関する条例の一部を改正する条例 

 

 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条

例（昭和４７年北中城村条例第５１号）の一部を次のように改正する。 
     

改正例規 現行例規 

北中城村アメリカ合衆国軍隊の構成員等の

所有する軽自動車等に対する軽自動車税の

種別割の特例に関する条例 

    アメリカ合衆国軍隊の構成員等の

所有する軽自動車等に対する軽自動車税の

種別割の特例に関する条例 

（徴収の方法） （徴収の方法） 

第２条 特例法第２条に規定するアメリカ合衆国

軍隊の構成員、軍属家族、契約者又は軍人用販

売機関等（以下「アメリカ合衆国軍隊の構成員

等」という。）の所有する軽自動車等に対する

軽自動車税の種別割は、地方税法第463条の18

第１項及び村税条例第85条の規定にかかわら

ず、この条例の定めるところにより、証紙徴収

の方法によって徴収する。 

第２条 特例法第２条に規定するアメリカ合衆国

軍隊の構成員、軍属家族、契約者又は軍人用販

売機関等（以下「アメリカ合衆国軍隊の構成員

等」という。）の所有する軽自動車等に対する

軽自動車税の種別割は、地方税法第446条第１

項  及び村税条例第85条の規定にかかわら

ず、この条例の定めるところにより、証紙徴収

の方法によって徴収する。 

（証紙徴収の手続） （証紙徴収の手続） 

第３条 前条に掲げる軽自動車税の種別割の納税

義務者は、毎年４月中において、村が発行する

第１号様式の証紙によって、当該軽自動車税の

種別割を払い込まなければならない。 

第３条 前条に掲げる軽自動車税の種別割の納税

義務者は、毎年４月中において 村が発行する

第１号様式の証紙によって、当該軽自動車税の

種別割を払い込まなければならない。 

２ 前項の場合において、軽自動車税の種別割の ２ 前項の場合において、軽自動車税の種別割の
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納税義務は、購入した証紙に第２号様式の納税

済の検印を受けたときに完了するものとする。 

納税義務は、購入した証紙に第２号様式の押印 

    を受けたときに完了するものとする。 

（税率） （税率） 

第４条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有す

る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の税

率は、村税条例第82条の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる軽自動車等に対し、１台につい

て それぞれ当該各号に定める額とする。 

第４条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有す

る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の税

率は 村税条例第82条の規定にかかわらず 次

の各号に掲げる軽自動車等に対し、１台につい

て、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１)～(３) 省略 (１)～(３) 省略 

（規則への委任） （規則への委任） 

第５条 この条例に定めるものを除くほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

第５条 この条例に定めるものを除くほか、この

条例の施行に関し必要な事項は 規則で定め

る。 
    

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、令和元年１０月１日から適用する。 

 

 続きまして、議案第14号 北中城村公営墓地

条例の一部を改正する条例について御提案申し

上げます。 

 

 

議案第１４号 

 

   北中城村公営墓地条例の一部を改正する条例について 

 

 北中城村公営墓地条例（令和３年条例第１９号）の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 北中城村公営墓地の使用資格について条件の緩和及び管理料を徴収し、適正な公営墓地管理運営

を行うため、北中城村公営墓地条例を改正する必要がある。 
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北中城村公営墓地条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村公営墓地条例（令和３年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 
     

改正例規 現行例規 

 （使用の目的）  （使用の目的） 

第４条 公営墓地施設は、墳墓の設置、焼骨又は

これに準ずるものの埋蔵又は収蔵及びこれらに

伴う際の目的以外に使用することはできない。

ただし、村長が特別の事情があると認めるとき

は、この限りでない。 

第４条 公営墓地施設は、墳墓の設置、焼骨又は

これに準ずるものの埋蔵又は収蔵及びこれらに

伴う祭の目的以外に使用することはできない。

ただし、村長が特別の事情があると認めるとき

は、この限りでない。 

 （使用の許可）  （使用の許可） 

第５条 省略 第５条 省略 

２・３ 省略 ２・３ 省略 

 （使用資格）  （使用資格） 

第６条 前条第１項の許可を受けようとする者

は、次に掲げる全ての要件を満たしていなけれ

ばならない。 

第６条 前条第１項の許可を受けようとする者

は、次に掲げる全ての要件を満たしていなけれ

ばならない。 

 (１) 本村に住所を有すること。ただし、公営

墓地の使用許可を受けようとする者であっ

て、村内に墳墓を所有し、現に使用している

者又は死亡時において村内に住所を有してい

た者の焼骨を埋蔵しようとするものは、この

限りでない。 

 (１) 本村に住所を有すること。ただし、公営

墓地の使用許可を受けようとする者であっ

て、                   

   死亡時において村内に住所を有してい

た者の焼骨を埋蔵しようとするものは、この

限りでない。 

 (２)・(３) 省略  (２)・(３) 省略 

２ 省略 ２ 省略 

 （使用料）  （使用料） 

第８条 第５条第１項の許可を受けた者は、当該

許可を受けた際に、別表１に定める使用料を納

付しなければならない。 

第８条 第５条第１項の許可を受けた者は、当該

許可を受けた際に、別表 に定める使用料を納

付しなければならない。 

２ 前項の納付を完了した者から、墳墓の建築工

事を行う者は、工事期間中の必要な水道使用と

して、１区画につき1,000円の水道使用料を納

付しなければならない。 

２ 新規 

３ 省略 ２ 省略 

 （管理料）  

第９条 墳墓地の使用許可を受けた者は、前条の

使用料のほかに、公営墓地の維持管理上必要な

新規 
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経費として、別表２に定める管理料を徴収す

る。ただし、村長が特に必要と認めたときは、

減免することができる。 

２ その他必要な事項は、規則で定める。  

 （使用料の減免）  （使用料の減免） 

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、規則で定めるところにより、使用料を

減額し、又は免除することができる。 

第９条 村長は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、規則で定めるところにより、使用料を

減額し、又は免除することができる。 

(１) 第５条第１項の許可を受けた者又は第13

条の規定により使用権を承継した者（以下こ

れらを「使用者」という。）が生活保護法

（昭和25年法律第144号）の規定による扶助

を受けている場合において、納骨堂を使用す

るとき。 

(１) 第５条第１項の許可を受けた者又は第12

条の規定により使用権を承継した者（以下こ

れらを「使用者」という。）が生活保護法

（昭和25年法律第144号）の規定による扶助

を受けている場合において、納骨堂を使用す

るとき。 

(２) 省略 (２) 省略 

 （管理上の措置等）  （管理上の措置等） 

第11条 省略 第10条 省略 

 （転貸等の禁止）  （転貸等の禁止） 

第12条 省略 第11条 省略 

 （使用権の承継）  （使用権の承継） 

第13条 省略 第12条 省略 

 （墳墓の工事等）  （墳墓の工事等） 

第14条 省略 第13条 省略 

２～４ 省略 ２～４ 省略 

 （公営墓地の一時使用）  （公営墓地の一時使用） 

第15条 省略 第14条 省略 

 （埋蔵等の手続）  （埋蔵等の手続） 

第16条 省略 第15条 省略 

 （使用者の責務）  （使用者の責務） 

第17条 省略 第16条 省略 

２・３ 省略 ２・３ 省略 

（変更等の届出） （変更等の届出） 

第18条 省略 第17条 省略 

 （使用許可証の書換え等）  （使用許可証の書換え等） 

第19条 使用者は、第13条の規定による使用権の

承継があったとき、又は前条第１号の変更があ

ったときは、使用許可証の書換えを受けなけれ

ばならない。 

第18条 使用者は、第12条の規定による使用権の

承継があったとき、又は前条第１号の変更があ

ったときは、使用許可証の書換えを受けなけれ

ばならない。 
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２・３ 省略 ２・３ 省略 

 （使用権の消滅）  （使用権の消滅） 

第20条 墳墓地の使用権は、使用者の死亡後５年

（第13条の規定による使用権の承継があったと

きを除く。）又は使用者の住所が不明となって

７年を経過したときに消滅する。 

第19条 墳墓地の使用権は、使用者の死亡後５年

（第12条の規定による使用権の承継があったと

きを除く。）又は使用者の住所が不明となって

７年を経過したときに消滅する。 

 （使用許可の取消し）  （使用許可の取消し） 

第21条 省略 第20条 省略 

 （使用場所の返還）  （使用場所の返還） 

第22条 省略 第21条 省略 

 （使用場所の変更又は返還の命令）  （使用場所の変更又は返還の命令） 

第23条 省略 第22条 省略 

２ 省略 ２ 省略 

 （行為の禁止）  （行為の禁止） 

第24条 省略 第23条 省略 

 （過料）  （過料） 

第25条 省略 第24条 省略 

 （委任）  （委任） 

第26条 省略 第25条 省略 

別表１（第８条関係） 別表 （第８条関係） 
  

省略 
  

  

省略 
  

備考 備考 

１ 納骨壇の使用期限が経過した後は、合葬室

へ埋蔵する。 

１ 納骨壇の使用期限が経過した後は、合葬室

へ埋蔵する。 

２ 納骨壇の使用料には、合葬室の使用料、管

理料も含まれている。 

２ 納骨壇の使用料には、合葬室の使用料、管

理料も含まれている。 

別表２（第９条関係） 別表２ 新規 
  

公営墓地施設 単位 管理料 

墳墓地（使用者
の住所が北中城
村内） 

１区画につき 

3,000円 

墳墓地（使用者
の住所が北中城
村外） 

5,000円 

  

 

    

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、令和６年４月１日より施行する。 
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 続きまして、議案第15号 北中城村老人デイ

サービスセンターの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について。 

 

 

 

議案第１５号 

 

  北中城村老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 

 北中城村老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例（平成１７年北中城村条例第２

０号）の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 老人デイサービスセンターにおける、サービスの更なる充実を図り、施設の利用に係る条件等を

明確にする必要があるため。 

 

 

北中城村老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例（平成１７年北中城村条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 
     

改正例規 現行例規 

 （指定管理者による管理）  （指定管理者による管理） 

第３条 デイサービスセンターの管理は、法人  

     であって、村長が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）にこれを行わせ

る。 

 

第３条 デイサービスセンターの管理は、法人そ

の他の団体であって、村長が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）にこれを行わせ

る。 

 （指定管理者が行う業務）  （指定管理者が行う業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

(１)・(２) 省略  (１)・(２) 省略 

(３) 北中城村生きがい活動支援通所事業実施 (３) 北中城村生きがい活動支援通所事業実施
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要綱（平成16年訓令第６号。以下「実施要

綱」という。）による事業の実施 

要綱（          以下「実施要

綱」という。）による事業の実施 

(４) 省略 

 

(４) 省略 

 （事業の実施）  （事業の実施） 

第６条 省略 第６条 省略 

２ 指定管理者は、         高齢者の

生きがいと社会参加を促進するとともに、家に

閉じこもりがちな一人暮らし老人、虚弱老人等

に対して、人材や施設等を活用し       

社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図る

事業を実施するものとする。 

 

２ 指定管理者は、実施要綱に基づき、高齢者の

生きがいと社会参加を促進するとともに、家に

閉じこもりがちな一人暮らし老人、虚弱老人等

に対して、通所による各種サービスを提供し、

社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図る

ものとする。        

 （職員の配置）  （職員の配置） 

第７条 指定管理者は、当該事業を実施するた

め、デイサービスセンターに次の各号の職員を

配置するものとする。 

第７条 指定管理者は、当該事業を実施するた

め、デイサービスセンターに次の各号の職員を

配置するものとする。 

(１) 看護師 １名以上 (１) 看護師 １名   

(２) 生きがい活動指導員 ３名以上 

 

(２) 生きがい活動指導員 ２名   

 （利用の許可） （新規） 

第８条 実施要綱以外の者で施設を利用しようと

する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受け

なければならない。許可を受けた事項を変更し

ようとするときも、同様とする。 

 

２ 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれ

かに該当するときは、前項の許可を与えないこ

とができる。 

 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害す

るおそれがあると認められるとき。 

 

(２) 施設、設備等を損傷するおそれがあると

認められるとき。 

 

(３) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行

うおそれがあると認められるとき。 

 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、施設の管理

上支障があると認められるとき。 

 

 

 （利用の制限） （新規） 
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第９条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該

当するときは、許可した事項を変更し、若しく

は許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるこ

とができる。 

 

(１) 施設を利用する者（以下「利用者」とい

う。）が許可を受けた利用の目的に違反した

とき。 

 

(２) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基

づく規則又は指定管理者の指示した事項に違

反したとき。 

 

(３) 利用者が偽りの内容により申請を行う等

の不正手段によって許可を受けたとき。 

 

(４) 天災地変その他の避けることができない

理由により必要があると認められるとき。 

 

(５) 公益上必要があると認められるとき。  

(６) その他、施設の管理運営上特に必要と認

められるとき。 

 

２ 前項の規定により許可した事項を変更し、若

しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じ

た場合において利用者に損害が生じても、指定

管理者はその賠償の責めを負わないものとす

る。ただし、前項第６号に該当する場合は、こ

の限りでない。 

 

 

 （利用時間）  （利用時間） 

第10条 デイサービスセンターの利用時間は、午

前９時から午後５時までとする。ただし、指定

管理者は、必要があると認めるときは、村長の

承認を得てこれを変更することができる。 

 

第８条 デイサービスセンターの利用時間は、午

前10時から午後４時までとする。ただし、指定

管理者は、必要があると認めるときは、村長の

承認を得てこれを変更することができる。 

 （休館日）  （休館日） 

第11条 デイサービスセンターの休館日は、次の

とおりとする。ただし、指定管理者は、必要が

あると認めるときは、村長の承認を得て、開館 

     又は休館することができる。 

第９条 デイサービスセンターの休館日は、次の

とおりとする。ただし、指定管理者は、必要が

あると認めるときは、村長の承認を得て、臨時

に開館し、又は休館することができる。 

(１)～(４) 省略 (１)～(４) 省略 

(５) 暴風雨波浪警報が発令される等、事故発

生が予想される場合 

（新規） 
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 （利用料金）  （利用料及び減免） 

第12条 施設の利用料金は、次の各号に定めると

おりとする。                

                      

                      

                  

第10条 実施要綱により利用を認められた者は、

実施要綱に定める利用料を指定管理者に支払わ

なければならない。又、給食サービスを利用す

る者については、利用料の他に指定管理者が定

める実費相当額を支払うものとする。 

(１) 実施要綱により利用を認められた者は、

実施要綱に定められた利用料金を支払わなけ

ればならない。 

（新規） 

(２) 前号に定められた利用料金は、実施要綱

に基づき減免又は免除することができる。 

（新規） 

(３) 上記以外の利用料金については、村と協

議したうえで、指定管理者が定めることがで

きる。 

（新規） 

(４) 既に納入された利用料金は、還付しな

い。ただし、利用者の責めに帰さない理由が

ある場合はこの限りではない。 

（新規） 

２（削除）  

 

２ 指定管理者は、実施要綱に定めるところによ

り、利用料金を減額し、又は免除することがで

きる。 

 

（損害の負担） （損害の負担） 

第13条 省略 第11条 省略 

 

（委任） （委任） 

第14条 省略 第12条 省略 
    

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、令和６年４月１日より施行する。 

 

 続きまして、議案第16号 北中城村道路占用

料徴収条例の一部を改正する条例についてでご

ざいます。 

 

 

議案第１６号 

 

   北中城村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 
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 北中城村道路占用料徴収条例（平成２１年北中城村条例第１６号）の一部を改正したいので、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 道路法施行令の一部を改正する政令において、道路占用料の額が改定されたことに伴う占用料等

の一部を改正する必要があるため。 

 

 

北中城村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村道路占用料徴収条例（平成２１年北中城村条例第１６号）の一部を次のように改正する。 
     

改正例規 現行例規 

別表（第２条関係） 別表（第４条関係）   

占用物件 

占用料 

単位 
金額

（円） 

法第32条

第１項第

１号に掲

げる工作

物 

第１種電柱 一本につき１年 800 

第２種電柱  1,200 

第３種電柱  1,700 

第１種電話柱  710 

第２種電話柱  1,100 

第３種電話柱  1,600 

その他の柱類  71 

 共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メートル

につき１年 

７ 

 地下電線その他地下

に設ける線類 

 ４ 

 路上に設ける変圧器 １個につき１年 700 

 

地下に設ける変圧器 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

430 

 変圧塔その他これに

類するもの及び公衆

電話所 

一個につき１年 1,400 

 郵便差出箱及び信書

便差出箱 

 600 

 広告塔 表示面積１平方

メートルにつき

１年 

4,800 

  

  

占用物件 

占用料 

単位 
金額

（円） 

法第32条

第１項第

１号に掲

げる工作

物 

第１種電柱 一本につき１年 730 

第２種電柱  1,100 

第３種電柱  1,500 

第１種電話柱  650 

第２種電話柱  1,000 

第３種電話柱  1,400 

その他の柱類  53 

 共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メートル

につき１年 

７ 

 地下電線その他地下

に設ける線類 

 ４ 

 路上に設ける変圧器 １個につき１年 520 

 

地下に設ける変圧器 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

360 

 変圧塔その他これに

類するもの及び公衆

電話所 

一個につき１年 1,100 

 郵便差出箱     

     

 450 

 広告塔 表示面積１平方

メートルにつき

１年 

1,100 
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 その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

1,400 

法第32条

第１項第

２号に掲

げる物件 

外径が0.1メートル

未満のもの 

長さ１メートル

につき１年 

43 

外径が0.1メートル

以上0.15メートル未

満のもの 

 64 

外径が0.15メートル

以上0.2メートル未

満のもの 

 86 

外径が0.2メートル

以上0.4メートル未

満のもの 

 150 

外径が0.4メートル

以上１メートル未満

のもの 

 360 

外径が１メートル以

上のもの 

 860 

法第32条

第１項第

３号及び

第４号に

掲げる施

設 

鉄道、軌道、歩廊そ

の他これに類するも

の 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

1,400 

法第32条

第１項第

５号に掲

げる施設 

地下街及び

地下室 

階数が

１のも

の 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

Ａ に

0.004

を乗じ

て得た

額 

  階数が

２のも

の 

 Ａ に

0.006

を乗じ

て得た

額 

  階数が

３以上

のもの 

 Ａ に

0.007

を乗じ

て得た

額 

 上空に設ける通路  2,400 

 地下に設ける通路  1,500 

 その他のもの  1,400 

法第32条

第１項第

６号に掲

げる施設 

祭礼、縁日等に際し

一時的に設けるもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

48 

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１月 

480 

政令第７

条第１号

に掲げる

物件 

看板（アー

チであるも

の を 除

く。） 

一時的

に設け

るもの 

 

表示面積１平方

メートルにつき

１月 

480 

その他

のもの 

表示面積１平方

メートルにつき

１年 

4,800 

  
 その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

1,100 

法第32条

第１項第

２号に掲

げる物件 

外径が0.1メートル

未満のもの 

長さ１メートル

につき１年 
36 

外径が0.1メートル

以上0.15メートル未

満のもの 

 53 

外径が0.15メートル

以上0.2メートル未

満のもの 

 71 

外径が0.2メートル

以上0.4メートル未

満のもの 

 140 

外径が0.4メートル

以上１メートル未満

のもの 

 360 

外径が１メートル以

上のもの 

 710 

法第32条

第１項第

３号及び

第４号に

掲げる施

設 

鉄道、軌道、歩廊そ

の他これに類するも

の 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

1,100 

法第32条

第１項第

５号に掲

げる施設 

地下街及び

地下室 

階数が

１のも

の 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

Ａ に

0.003

を乗じ

て得た

額 

  階数が

２のも

の 

 Ａ に

0.005

を乗じ

て得た

額 

  階数が

３以上

のもの 

 Ａ に

0.006

を乗じ

て得た

額 

 上空に設ける通路  710 

 地下に設ける通路  360 

 その他のもの  1,100 

法第32条

第１項第

６号に掲

げる施設 

祭礼、縁日等に際し

一時的に設けるもの 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

11 

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１月 

110 

政令第７

条第１号

に掲げる

物件 

看板（アー

チであるも

の を 除

く。） 

 一時

的に設

けるも

の 

表示面積１平方

メートルにつき

１月 

110 

その他

のもの 

表示面積１平方

メートルにつき

１年 

1,100 
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 標識 １本につき１年 1,100 

 旗ざお 祭礼、

縁日等

に際し

一時的

に設け

るもの 

１本につき１日 48 

  その他

のもの 

１本につき１月 480 

 幕（政令第

７条第４号

に掲げる工

事用施設で

あるものを

除く。） 

祭礼、

縁日等

に際し

一時的

に設け

るもの 

その面積１平方

メートルにつき

１日 

48 

  その他

のもの 

その面積１平方

メートルにつき

１月 

480 

 アーチ 車道を

横断す

るもの 

１基につき１月 4,800 

  その他

のもの 

 2,400 

政令第７条第４号に掲げる工事

用施設及び同条第５号に掲げる

工事用材料 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

480 

  

 標識 １本につき１年 850 

 旗ざお 祭礼、

縁日等

に際し

一時的

に設け

るもの 

１本につき１日 11 

  その他

のもの 

１本につき１月 110 

 幕（政令第

７条第２号

に掲げる工

事用施設で

あるものを

除く。） 

祭礼、

縁日等

に際し

一時的

に設け

るもの 

その面積１平方

メートルにつき

１日 

11 

  その他

のもの 

その面積１平方

メートルにつき

１月 

110 

 アーチ 車道を

横断す

るもの 

１基につき１月 1,100 

  その他

のもの 

 540 

政令第７条第２号に掲げる工事

用施設及び同条第３号に掲げる

工事用材料 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

110 

  

備考 備考 

 １ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設

置される変圧器を含む。以下同じ。）のうち

３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設

置するもの者に限る。以下この号において同

じ。）を支持するものを、第２種電柱とは、

電柱のうち４条又は５条の電線を支持するも

のを、第３種電柱とは、電柱のうち６条以上

の電線を支持するものをいうものとする。 

 １ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設

置される変圧器を含む。以下同じ。）のうち

３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設

置するもの者に限る。以下この号において同

じ。）を支持するものを、第２種電柱とは、

電柱のうち４条又は５条の電線を支持するも

のを、第３種電柱とは、電柱のうち６条以上

の電線を支持するものをいうものとする。 

 ２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その

他の通信又は放送用に供する電線を支持する

柱をいい、電柱であるものを除く。以下同

じ。）のうち３条以下の電線（当該電話柱を

設置する者が設置する者に限る。以下この号

について同じ。）を支持するものを、第２種

電話柱とは、電話柱のうち４条又は５条の電

線を支持するものを、第３種電話柱とは、電

話柱のうち６条以上の電線を支持するものを

いうものとする。 

 ２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その

他の通信又は放送用に供する電線を支持する

柱をいい、電柱であるものを除く。以下同

じ。）のうち３条以下の電線（当該電話柱を

設置する者が設置する者に限る。以下この号

について同じ。）を支持するものを、第２種

電話柱とは、電話柱のうち４条又は５条の電

線を支持するものを、第３種電話柱とは、電

話柱のうち６条以上の電線を支持するものを

いうものとする。 

 ３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置  ３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置
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する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置

する電線をいうものとする。 

する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置

する電線をいうものとする。 

 ４ 表示面積とは、広告塔又は看板の表示

部分の面積をいうものとする。 

 ４ 表示面積とは、広告塔又は看板の表示

部分の面積をいうものとする。 

 ５ Ａは、近傍類似の土地の時価を表すも

のとする。 

 ５ Ａは、近傍類似の土地の時価を表すも

のとする。 
    

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料（北中城村道路占用料徴収条例（平

成２１年北中城村条例第１６号）第２条に規定する占用料をいう。以下同じ。）について適用し、施

行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。 

３ 施行日前から引き続き道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１項若しくは第３項の規定

による許可を受け、又は同法第３５条の規定による同意を得て道路を占用する物件に係る令和６年度

の占用料の額は、改正後の別表の規定により算定した占用料の額が、調整額（改正前の別表の規定に

より算定した額に１．２を乗じて得た額（施行日の前日において北中城村道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例（平成２１年北中城村条例第１６号）附則第３項の規定の適用を受けている物件にあ

っては、同項の規定による額）をいう。以下同じ。）を超えるときは、調整額とする。 

 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第17号 北中城村水道事業

給水条例の一部を改正する条例について御提案

申し上げます。 

 

 

議案第１７号 

 

北中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

 

 北中城村水道事業給水条例（平成１０年条例第１号）の一部を改正したいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管するため、「水道法」

が一部改正され令和６年４月１日に施行されることから、当該条例の一部を改正する必要がある。 
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北中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村水道事業給水条例（平成１０年条例第１号）の一部を次のように改正する。 
     

改正例規 現行例規 

 （給水装置工事の申込）  （給水装置工事の申込） 

第５条 給水装置の新設、臨時仮設、増設、改

造、修繕（水道法（昭和32年法律第177号。以

下「法」という。）第16条の２第３項の国土交

通省令で定める給水装置の軽微な変更を除

く。）及び撤去工事（以下「工事」という。）

をしようとする者は、あらかじめ管理者の定め

るところにより、その承認を受けなければなら

ない。 

 

第５条 給水装置の新設、臨時仮設、増設、改

造、修繕（水道法（昭和32年法律第177号。以

下「法」という。）第16条の２第３項の厚生労

働省令で定める給水装置の軽微な変更を除

く。）及び撤去工事（以下「工事」という。）

をしようとする者は、あらかじめ管理者の定め

るところにより、その承認を受けなければなら

ない。 

第６条～第33条 省略 

 

第６条～第33条 省略 

 （給水装置の基準違反に対する措置）  （給水装置の基準違反に対する措置） 

第34条 省略 第34条 省略 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が

指定給水装置工事事業者の施行した工事に係る

ものでないときは、その者の給水契約の申込み

を拒み、又はその者に対する給水を停止するこ

とができる。ただし、法第16条の２第３項の国

土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であ

るとき、又は当該給水装置の構造及び材質がそ

の基準に適合していることを確認したときは、

この限りでない。 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が

指定給水装置工事事業者の施行した工事に係る

ものでないときは、その者の給水契約の申込み

を拒み、又はその者に対する給水を停止するこ

とができる。ただし、法第16条の２第３項の厚

生省令  で定める給水装置の軽微な変更であ

るとき、又は当該給水装置の構造及び材質がそ

の基準に適合していることを確認したときは、

この限りでない。 
    

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 続きまして、議案第18号 北中城村水道事業

の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一

部を改正する条例について御提案申し上げます。 

 

 

議案第１８号 
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   北中城村水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 北中城村水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に

関する条例（平成２５年条例第９号）の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管するため、「水道法」

が一部改正され令和６年４月１日に施行されることから、当該条例の一部を改正する必要がある。 

 

 

北中城村水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関

する条例の一部を改正する条例 

 

 北中城村水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術者の資格基準に関する条

例（平成２５年条例第９号）の一部を次のように改正する。 
     

改正例規 現行例規 

 （水道技術管理者の資格）  （水道技術管理者の資格） 

第４条 省略 第４条 省略 

(１)～(５) 省略 (１)～(５) 省略 

(６) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受け

た者が行う水道の管理に関する講習の課程を

修了した者 

(６) 厚生労働大臣      の登録を受け

た者が行う水道の管理に関する講習の課程を

修了した者 
    

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 続きまして、議案第19号 北中城村地域活動 支援センターの指定管理者の指定について。 

 

 

議案第１９号 

 

北中城村地域活動支援センターの指定管理者の指定について 
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 次のとおり北中城村地域活動支援センターの指定管理者を指定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

１．施設の名称 北中城村地域ゆいまーる創造館 

 

２．施設の位置 北中城村字渡口４５７番地３ 

 

３．指定管理者となる団体 

         名 称 社会福祉法人北中城村社会福祉協議会 

         代表者 会長 大城 博 

         所在地 北中城村字仲順４５１番地 

 

４．指定期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 村の障害者等への創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等を図るために、施設

の管理運営する指定管理者を指定するため。 

 

 

 続きまして、議案第20号 北中城村老人デイ

サービスセンターの指定管理者の指定について

を御説明申し上げます。 

 

 

議案第２０号 

 

北中城村老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

 

 次のとおり北中城村老人デイサービスセンターの指定管理者を指定することについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき議会の議決を求める。 

 

１．施設の名称 北中城村老人デイサービスセンターしおさい 

 

２．施設の位置 北中城村字美崎２６２番地 
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３．指定管理者となる団体 

        名 称 医療法人アガペ会 

        代表者 理事長 涌波 淳子 

        所在地 北中城村字大城３１１番地 

 

４．指定の期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 村の高齢者等の生きがいと社会参加を促進するとともに、社会的孤立感の解消及び自立生活の助

長を図るために、公の施設の管理運営する指定管理者を指定するため。 

 

 

 続きまして、議案第21号 村道北中城高校

127号線道路護岸整備工事（Ｒ５）改定契約に

ついて御提案申し上げます。 

 

 

議案第２１号 

 

村道北中城高校１２７号線道路護岸整備工事（Ｒ５）改定契約について 

 

 下記のとおり工事改定契約を締結するために、北中城村議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得、又は処分に関する条例（昭和４７年条例第５７号）第２条の規定により議会の議決を求めま

す。 

 

記 

 

１． 契 約 の 目 的 ： 北中城村字 渡口 地内 

  村道北中城高校１２７号線道路護岸整備工事（Ｒ５） 

 

２． 改 定 契 約 金 額 ： ￥１０２，９４９，０００－ 

  (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額：￥９，３５９，０００－) 

 

３． 契 約 の 相 手 方 ： 沖縄市字登川２９８９番地 

  （株）基土木 

     代表取締役 仲宗根 貢 
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令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 契約内容について、契約書の案として添付し

てございます。 

 規定契約金額155万1,000円を減額するもので

あり、うち取引に係る消費税及び地方消費税の

額が14万1,000円でございます。 

 そして工事変更協議書の中に第１回変更とい

う日付がございますけれども、令和５年６月13

日から令和６年２月20日と書いてありますけれ

ども、この変更は３月29日でございますので、

変更をお願いしたいと思います。 

 続きまして、議案第22号 令和５年度北中城

村一般会計補正予算（第12号）について御提案

申し上げます。 

 

 

議案第２２号 

 

令和５年度北中城村一般会計補正予算（第１２号）について 

 

 令和５年度北中城村の一般会計補正予算（第１２号）を別紙のとおり提出し、議会の議決を求め

ます。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和５年度北中城村一般会計補正予算（第１２号） 

 

 令和５年度北中城村の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０，３４２千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１０，１２４，７８４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経
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費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 
 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 村 税   2,603,355 77,633 2,680,988 

  １ 村 民 税 966,186 30,998 997,184 

  ２ 固 定 資 産 税 1,471,117 30,919 1,502,036 

  ３ 軽 自 動 車 税 61,691 △342 61,349 

  ４ 村 た ば こ 税 104,361 16,058 120,419 

３ 利 子 割 交 付 金   487 △75 412 

  １ 利 子 割 交 付 金 487 △75 412 

４ 配 当 割 交 付 金   5,054 191 5,245 

  １ 配 当 割 交 付 金 5,054 191 5,245 

５ 株式等譲渡所得割交付金   5,388 481 5,869 

  １ 株式等譲渡所得割交付金 5,388 481 5,869 

６ 法人事業税交付金   27,493 6,356 33,849 

  １ 法人事業税交付金 27,493 6,356 33,849 

７ 地方消費税交付金   404,007 5,359 409,366 

  １ 地方消費税交付金 404,007 5,359 409,366 

８ ゴルフ場利用税交付金   9,978 △2,836 7,142 

  １ ゴルフ場利用税交付金 9,978 △2,836 7,142 

９ 環境性能割交付金   3,941 893 4,834 

  １ 環境性能割交付金 3,941 893 4,834 

1 5 分担金及び負担金   82,396 △150 82,246 

  １ 負 担 金 82,396 △150 82,246 

1 6 使用料及び手数料   60,600 △13,748 46,852 

  １ 使 用 料 29,400 △5,160 24,240 

  ２ 手 数 料 31,200 △8,588 22,612 

1 7 国 庫 支 出 金   2,140,324 4,442 2,144,766 



― 82 ― 

歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

  １ 国 庫 負 担 金 1,115,838 △12,078 1,103,760 

  ２ 国 庫 補 助 金 829,224 37,276 866,500 

  ３ 委 託 金 195,262 △20,756 174,506 

1 8 県 支 出 金   1,078,219 △39,876 1,038,343 

  １ 県 負 担 金 506,921 1,331 508,252 

  ２ 県 補 助 金 533,565 △40,839 492,726 

  ３ 委 託 金 37,733 △368 37,365 

1 9 財 産 収 入   50,503 △155 50,348 

  １ 財 産 運 用 収 入 50,501 △155 50,346 

2 0 寄 附 金   250,231 △78,250 171,981 

  １ 寄 附 金 250,231 △78,250 171,981 

2 1 繰 入 金   779,976 △12,752 767,224 

  ２ 基 金 繰 入 金 778,635 △12,752 765,883 

2 3 諸 収 入   92,687 △55 92,632 

  ３ 雑 入 91,086 △55 91,031 

2 4 村 債   169,261 2,200 171,461 

  １ 村 債 169,261 2,200 171,461 

歳 入 合 計 10,175,126 △50,342 10,124,784 

 

歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 議 会 費   99,259 △1,273 97,986 

  １ 議 会 費 99,259 △1,273 97,986 

２ 総 務 費   1,961,814 △148,467 1,813,347 

  １ 総 務 管 理 費 1,783,225 △144,827 1,638,398 

  ２ 徴 税 費 115,525 △2,001 113,524 

  ３ 戸籍住民基本台帳費 58,152 △1,414 56,738 

  ５ 統 計 調 査 費 1,106 0 1,106 

  ６ 監 査 委 員 費 1,798 △225 1,573 

３ 民 生 費   3,867,300 242,290 4,109,590 

  １ 社 会 福 祉 費 2,010,477 263,311 2,273,788 

  ２ 児 童 福 祉 費 1,856,823 △21,021 1,835,802 

４ 衛 生 費   1,063,414 △52,779 1,010,635 

  １ 保 健 衛 生 費 691,061 △47,226 643,835 

  ２ 清 掃 費 351,353 △5,553 345,800 
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歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

５ 農 林 水 産 業 費   162,097 △17,417 144,680 

  １ 農 業 費 150,086 △17,417 132,669 

  ３ 水 産 業 費 3,974 0 3,974 

６ 商 工 費   200,290 △171 200,119 

  １ 商 工 費 200,290 △171 200,119 

７ 土 木 費   706,561 △4,750 701,811 

  １ 土 木 管 理 費 49,864 △1,161 48,703 

  ２ 道 路 橋 梁 費 367,792 △572 367,220 

  ３ 都 市 計 画 費 288,905 △3,017 285,888 

８ 消 防 費   279,176 △7,442 271,734 

  １ 消 防 費 279,176 △7,442 271,734 

９ 教 育 費   1,367,253 △60,269 1,306,984 

  １ 教 育 総 務 費 93,874 △1,333 92,541 

  ２ 小 学 校 費 426,491 △20,885 405,606 

  ３ 中 学 校 費 92,527 △1,917 90,610 

  ４ 幼 稚 園 費 64,412 △1,272 63,140 

  ５ 社 会 教 育 費 441,057 △32,020 409,037 

  ６ 保 健 体 育 費 248,892 △2,842 246,050 

1 1 公 債 費   433,742 333 434,075 

  １ 公 債 費 433,742 333 434,075 

1 3 予 備 費   34,217 △397 33,820 

  １ 予 備 費 34,217 △397 33,820 

歳 出 合 計 10,175,126 △50,342 10,124,784 

 

第２表 繰越明許費 

（単位：千円） 

款 項 事業名 金額 

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 住民基本台帳システム・戸籍附票システム

改修業務 

12,837 

    戸籍情報システム改修業務 8,701 

    住民記録システム改修業務 179 

    障害福祉サービス等システム改修業務 330 

３ 民 生 費 １ 社 会 福 祉 費 臨時福祉給付金（電気・ガス・食料品等価

格高騰追加分） 

70,064 
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（単位：千円） 

款 項 事業名 金額 

    
臨時福祉給付金（物価高騰対応重点支援

（一体支援枠）) 

100,029 

    障害者福祉行動計画策定業務 3,909 

５ 農 林 水 産 業 費 １ 農 業 費 令和５年度台風６号被災漁業組合貯蔵施設

修繕費 

4,234 

７ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 村道北中城高校127号線道路護岸整備事業 96,407 

    村道荻道登又線整備事業 94,410 

    喜舎場仲順橋整備事業 36,301 

    島袋プラザ橋修繕事業 5,499 

    村道仲順屋宜原線整備事業 28,500 

９ 教 育 費 ２ 小 学 校 費 小学校教師用教科書・指導書購入事業 13,700 

  ５ 社 会 教 育 費 多目的交流施設導入機能調査業務 7,900 

合 計 483,000 

 

第３表 債務負担行為補正 

１．変更       （単位：千円） 

事     項 
変  更  前 変  更  後 

期   間 限 度 額 期   間 限 度 額 

学校施設等照明設備（ＬＥＤ）賃

借料 
令和６年度 ～ 令和14年度 57,209 令和６年度 ～ 令和15年度 50,590 

合      計    57,209    50,590 

 

第４表 地方債補正 

１ 変更       （単位：千円） 

起債の目的 
補     正     前 補     正     後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

公共事業等債 

（仲順屋宜原

線整備事業） 

5,100 （借入方法） 

 証書借入又

は地方証券発

行による。 

 

（借入先） 

 財政融資資 

 ５％以内

（ただし、利

率見直し方式

で借入れる財

政融資資金及

び地方公共団

体金融機構資

 30年以内の

償還、その他

借入先の融資

条件による。

ただし、村財

政の都合によ

り繰上償還ま

5,700 変更なし 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

   

公共事業等債 

（村道荻道登

又 線 整 備 事

業） 

15,600 17,400 
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１ 変更       （単位：千円） 

起債の目的 
補     正     前 補     正     後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

  金、地方公共

団体金融機構

資金、その他 

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては当該

見直し後の利

率） 

たは低利債に

借換えするこ

とができる。 

 

学校教育施設

等整備事業債 

（北中城小学

校トイレ改修

工事） 

67,600 67,400 

計 88,300    90,500    

 

 詳細については、副村長で御説明申し上げま

す。 

○議長（比嘉義彦） 

 副村長。 

○副村長（大田 繁） 

 それでは私から一般会計補正予算（第12号）

につきまして御説明申し上げます。 

 今回の補正の主な内容は、歳入につきまして

は、各事業の執行状況に応じまして、国・県支

出金等の補正でございます。 

 歳出におきましては、５万円以上の執行残が

見込まれるものについて減額補正としておりま

す。 

 まず初めに、５ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費につきまして、一般会計予

算で計上しました事業で、年度内の完了が見込

めないことから繰越明許費として設定したもの

でございます。事業名、金額の順で御説明いた

します。 

 住民基本台帳システム・戸籍附票システム改

修業務、繰越金額が1,283万7,000円、戸籍情報

システム改修業務870万1,000円、住民記録シス

テム改修業務17万9,000円、障害福祉サービス

等システム改修業務33万円、臨時福祉給付金

（電気・ガス・食料品等価格高騰追加分）

7,006万4,000円、同じく臨時福祉給付金（物価

高騰対応重点支援（一体支援枠））１億２万

9,000円、障害福祉行動計画策定業務390万

9,000円、令和５年度台風６号被災漁業組合貯

蔵施設修繕費423万4,000円、村道北中城高校

127号線道路護岸整備事業9,640万7,000円、村

道荻道登又線整備事業9,441万円、喜舎場仲順

橋整備事業3,630万1,000円、島袋プラザ橋修繕

事業549万9,000円、村道仲順屋宜原線整備事業

2,850万円、小学校教師用教科書・指導書購入

事業1,370万円、多目的交流施設導入機能調査

業務790万円、合計で４億8,300万円の繰越明許

費の設定でございます。 

 続きまして６ページをお願いします。 

 第３表債務負担行為補正、変更が１件ござい

ます。学校施設等照明設備（ＬＥＤ）賃借料に

関する債務負担行為変更でございます。ＬＥＤ

照明設備の取替え完了によりまして、契約期間

及び金額が確定したことよる変更であります。

債務負担行為の期間が令和14年度から令和15年

度へ、限度額を5,059万円に変更しております。 

 続きまして７ページをお願いします。 

 第４表地方債補正、変更が３件ございます。

まず、仲順屋宜原線整備事業に係る公共事業等

債、限度額を510万円から570万円へ変更してお

ります。次に村道荻道登又線整備事業に係る同

じく公共事業等債、限度額を1,560万円から

1,740万円に変更しております。次に北中城小

学校トイレ改修工事に係る学校教育施設等整備
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事業債、限度額を6,760万円から6,740万円に変

更しております。いずれも起債の方法、利率、

償還の方法につきましては変更はございません。 

 続きまして歳入につきまして、事項別明細書

で主な補正について御説明いたします。 

 10ページをお願いいたします。 

 １款村税、１項村民税、1目個人3,099万

8,000円の増につきましては、主に課税対象者

数の増と不動産所得が増加したことによる補正

でございます。 

 ２項固定資産税、１目固定資産税3,091万

9,000円の増につきましては、主に土地の負担

水準の増と新築家屋の増による実績に合わせた

増額補正でございます。 

 ４項村たばこ税、１目村たばこ税1,605万

8,000円の増につきましては、売渡し本数の増

によるものでございます。 

 11ページをお願いいたします。 

 ３款利子割交付金から、12ページの各交付金

につきましては、交付決定、それから交付実績

に応じた増減となっております。 

 続きまして13ページをお願いします。 

 16款使用料及び手数料、１項使用料、５目衛

生使用料、１節公営墓地使用料516万円の減に

つきましては、公営墓地の墳墓地等の使用料実

績見込みによる減となっております。補正後の

歳入見込額は1,216万8,000円となっております。 

 同じく使用料及び手数料、２項手数料、５目

清掃手数料、１節清掃手数料858万9,000円の減

につきましては、令和４年度末に地方創生臨時

交付金を活用して実施しました全世帯への燃や

すごみ袋配付の影響による一般廃棄物処理手数

料の減となっております。 

 続きまして17款国庫支出金、１項国庫負担金、

２目衛生費国庫負担金、１節保健衛生費国庫負

担金1,051万7,000円減の主な理由といたしまし

て、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国

庫負担金の減が1,036万4,000円となっておりま

す。実績見込みによる減となっております。同

様に国庫補助金についても減額となっておりま

して、新型コロナウイルスワクチン接種に係る

国庫支出金は今年度で終了となります。 

 続きまして15ページをお願いします。 

 17款国庫支出金、２項国庫補助金、29目地方

創生交付金、２節地方創生臨時交付金（新型コ

ロナウイルス感染症対応）2,038万円の増と、

３節地方創生臨時交付金（物価高騰対応重点支

援）3,091万2,000円の増につきましては、最終

の交付額決定による増となっております。補正

後の地方創生臨時交付金の最終予算額といたし

まして４億985万7,000円となり、これまでの歳

出補正予算におきまして、一般財源として対応

していた分を今回の補正で充当する形となりま

す。 

 続きまして17ページをお願いします。 

 18款県支出金、２項県補助金、７目沖縄振興

特別推進交付金2,122万6,000円の減につきまし

ては、一括交付金事業の実績見込みによる減額

補正で、今年度の一括交付金県補助金予算額は

２億5,006万9,000円となっております。 

 続きまして19ページをお願いします。 

 20款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金、

１節一般寄附金のうち、ふるさと納税寄附金

8,000万円の減につきましては、昨年10月にふ

るさと納税に関するルールの変更によりまして、

その後の寄附件数が減ったことから、寄附見込

み額として8,000万円減額の１億7,000万円とし

ております。 

 続きまして21款繰入金、２項基金繰入金、３

目財政調整基金繰入金4,500万円の増につきま

しては、今回補正予算の財源不足を補うもので

ございます。繰入れ後の令和５年度末、財政調

整基金残高は３億6,817万8,000円となり、直近

10年の年度末残高としては過去最低額となりま

した。 

 ５目ふるさと応援基金繰入金4,194万3,000円
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の減につきましては、先ほどのふるさと納税寄

附金の減額に伴う事務費等の減額と、ふるさと

納税寄附を活用した各事業の実績額に応じた充

当額増減を含めた額となります。その他の基金

繰入金につきましては、各事業の執行状況に応

じて基金への戻入れ等の補正でございます。 

 続きまして歳出につきまして、主な補正につ

いて御説明いたします。 

 なお、事業執行残等による減額補正は説明を

省略させていただきます。 

 24ページをお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、５目企画費、

12節委託料4,287万円の減につきましては、そ

のほとんどがふるさと納税寄附額の減額見込み

により、各ふるさと納税関連の業務委託料の減

額となります。 

 続きまして26ページをお願いします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、12目交通安全

対策費17万円及び13目街燈設置費5,000円の財

源組替えにつきましては、台風６号の被害を受

けた道路設備等修繕費の実績額に合わせて、ふ

るさと応援基金繰入金を充当しまして、一般財

源から特定財源への財源組替えを行っておりま

す。そのほか農林水産業費、土木費、教育費に

おいても同様に充当組替えを行っております。 

 23目ふるさと応援基金費8,000万円の減につ

きましては、歳入のところで申し上げました寄

附金減額に合わせて同額を減額しております。 

 27ページをお願いします。 

 33目特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基

金費、24節積立金につきましては、交付決定さ

れました特定防衛施設周辺整備調整交付金の活

用事業としまして、同基金内に新たに村内公園

整備改修及び整備工事積立金としまして470万

1,000円を増額しております。今後の公園整備

及び修繕に充てるため積立てていくものでござ

います。 

 続きまして32ページをお願いします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉

総務費、27節繰出金３億378万5,000円の増につ

きましては、国民健康保険事業の給付見込みに

よる各繰出金の増減の合計となっておりますが、

一番下のその他繰出金３億円につきましては、

今年度の国民健康保険特別会計の財源不足を補

うための繰出金となっております。 

 38ページをお願いします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、９目臨時福祉

給付金、次のページの18節負担金、補助及び交

付金1,008万円の減につきましては、電気・ガ

ス等価格高騰重点支援に係る低所得世帯支援と

して、１世帯当たり３万円を給付する事業で行

っておりまして、給付実績額に合わせて減額を

しております。給付実績額は6,258万円、給付

世帯は2,086世帯となっておりました。 

 続きまして43ページをお願いします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、10目新型コロ

ナウイルス感染症対策費（ワクチン接種関連）

3,613万7,000円の減につきましては、１節報酬

から、次の44ページ、13節使用料及び賃借料ま

でが接種関連の事業費を実績見込みに応じて減

額しております。 

 同じページの21節補償補填及び賠償金127万

4,000円の増につきましては、予防接種健康被

害給付金として国から認定、または認定予定の

給付金を計上しております。 

 46ページをお願いします。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振

興費、補正額1,504万円の減につきましては、

主な減額理由といたしまして１節報酬の地域活

性化アドバイザーや、次のページの18節負担金、

補助及び交付金、地域おこし企業人の人材確保

が今年度においてはできなかったことによる減

額と一括交付金を活用しましたパイプハウス整

備事業の規模縮小によるもるのでございます。 

 続きまして53ページをお願いいたします。 

 ８款消防費、１項消防費、１目消防施設費、
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18節負担金、補助及び交付金744万2,000円の減

につきましては、中北消防への負担金で、主に

定年延長の影響による退職手当負担金等の人件

費が主な減となっております。 

 私からは以上となります。教育費につきまし

ては教育委員会のほうから御説明申し上げます。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 教育委員会の歳入歳出につきまして、事項別

明細書で主な補正について御説明いたします。 

 歳入につきましては、各事業の執行状況に応

じた国・県支出金等の補正でございます。 

 歳出におきましては、５万円以上の執行残が

見込まれるものについての減額補正となってお

ります。 

 では歳入のほうから御説明申し上げます。 

 14ページをお開きください。 

 17款国庫支出金、２項国庫補助金、４目教育

費国庫補助金、９節地域スポーツクラブ活動体

制整備事業補助金56万円の減につきましては、

関連しますので併せて17ページをお開きくださ

い。18款県支出金、２項県補助金、５目教育費

県補助金、14節地域スポーツクラブ活動体制整

備事業補助金56万円の減額につきましては、学

校部活動の地域移行への取組といたしまして予

定しておりましたが、学校部活動と地域部活動

との連携の取組がうまく進められず、次年度へ

体制を見直すため、歳入歳出共に減額しており

ます。 

 続きまして15ページをお願いいたします。 

 17款国庫支出金、２項国庫補助金、28目駐留

軍用地跡地利用推進事業費補助金、１節駐留軍

用地跡地利用推進事業費補助金162万8,000円の

減につきましては、人件費でございまして、駐

留軍用地跡地利用推進事業に係る専門職員の採

用を予定しておりましたが、応募がなく採用で

きなかったことから、歳入歳出共に減額してお

ります。 

 同じく15ページ、17款国庫支出金、３項委託

金、５目教育費委託金、１節教育費委託金

2,075万6,000円の減額につきましては、基地内

埋蔵文化財発掘調査に係る沖縄防衛局からの委

託金でありまして、主に入札残分と、こちらも

採用できなかった専門職の人件費について減額

してございます。 

 続きまして歳出のほうの説明になります。 

 主な補正について御説明いたしますが、なお、

事業執行残等による減額補正は説明を省略させ

ていただきます。 

 55ページをお願いいたします。 

 ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

10節需用費、消耗部品費、80万4,000円、62万

2,000円の減につきましては、両小学校の新型

コロナウイルス感染症の流行がなかったことに

よる減額となっております。 

 続きまして56ページをお願いいたします。 

 ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

12節委託料688万7,000円の減につきましては、

訪問看護料の実績日数に応じた減額160万円と、

ほかは入札の執行残による減額となっておりま

す。13節使用料及び賃借料157万9,000円の減は、

学校施設のＬＥＤ照明設備の取替え完了により

金額が確定したことよる減額でございます。 

 続きまして57ページをお願いいたします。 

 ９款教育費、２項小学校費、２目教育振興費、

17節備品購入費70万円の増は、次年度以降に使

用する教師用教科書・指導書の追加による増額

となっております。19節扶助費370万円の増に

つきましては、準要保護児童補助の必要な額が

確定したことによる最終の補正となっておりま

す。 

 続きまして58ページをお願いいたします。 

 ９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、

10節需用費、消耗品費、83万4,000円の減につ

きましては、新型コロナウイルス感染症の流行
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が発生した際の補助金でございますが、流行が

なかったことによる減額となっております。17

節備品購入費59万2,000円の増につきましては、

次年度生徒が増える予定となっており、机・椅

子を購入するためのものとなっております。19

節扶助費300万円の増につきましては、準要保

護児童補助の必要な額が確定したことによる最

終の補正となっております。 

 続きまして61ページをお願いいたします。 

 ９款教育費、５項社会教育費、１目社会教育

総務費、７節報償費174万円減額のうち168万円

につきましては、歳入側でも御説明いたしまし

たが、学校部活動地域移行に関する指導員報償

費について次年度へ体制見直しのために全て減

額してございます。18節負担金、補助及び交付

金167万8,000円の減につきましては、右側説明

欄の各事業の実績により減額してございます。 

 続きまして62ページをお願いいたします。 

 ９款教育費、５項社会教育費、３目文化財保

護費、１節報酬438万7,000円の減及び３節職員

手当87万円の減額につきましては、主に防衛局

受託業務と内閣府駐留軍用地跡地利用推進事業

で、学芸員の資格を持った専門職員の配置を予

定しておりましたが、応募がなく採用できなか

ったため減額しております。 

 64ページをお願いいたします。 

 ９款教育費、６項保健体育費、２目体育施設

費、17節備品購入費42万円の減額につきまして

は、村民体育館敷地隣のマンション建設に伴う

現場事務所の設置によって、村民体育館奥側の

仮設駐車場へ行き交う車両の見通しができなく

なることが予想されたことにより、仮設の信号

機の設置を考えておりましたが、現場事務所が

想定した場所よりマンション建設敷地の内側、

南寄りに設置されたことにより、車両の見通し

も確保できたことから、設置の必要はないと判

断し減額いたしております。 

 同じく64ページをお願いいたします。 

 ９款教育費、６項保健体育費、３目学校給食

管理費、10節需用費100万円の増は、光熱水費

の不足による増額となっています。12節委託料

135万6,000円の減額につきましては、給食費の

コンビニ納付対応によるシステム改修費であり

ますが、改修に時間を要することから減額とし

ております。 

 続きまして65ページをお願いいたします。 

 ９款教育費、６項保健体育費、３目学校給食

管理費、18節負担金、補助金及び交付金300万

円の増につきましては、準要保護や特別支援の

人数が確定したことによる補助金の増額となっ

ております 

 以上でございます。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、議案第23号 令和５年度北中城

村国民健康保険特別会計補正予算（第６号）に

ついて御提案申し上げます。 

 

 

議案第２３号 

 

令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第６号）について 

 

 令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第６号）を別紙のとおり提出し、議会の議

決を求めます。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 
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北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第６号） 

 

 令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３１，３８７千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２，４３４，４８６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 国 民 健 康 保 険 税   400,534 △40,682 359,852 

  １ 国 民 健 康 保 険 税 400,534 △40,682 359,852 

４ 使用料及び手数料   160 112 272 

  １ 手 数 料 160 112 272 

５ 国 庫 支 出 金   1 115 116 

  ２ 国 庫 補 助 金 1 115 116 

1 0 繰 入 金   267,379 303,780 571,159 

  １ 他 会 計 繰 入 金 267,378 303,780 571,158 

1 2 諸 収 入   286,077 △231,938 54,139 

  １ 延滞金、加算金及び過料 3 833 836 

  ４ 雑 入 286,072 △232,771 53,301 

歳 入 合 計 2,403,099 31,387 2,434,486 

 

歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 総 務 費   73,411 △779 72,632 

  １ 総 務 管 理 費 56,615 △859 55,756 

  ２ 徴 税 費 16,542 70 16,612 

  ４ 趣 旨 普 及 費 198 10 208 
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歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 保 険 給 付 費   1,384,532 34,640 1,419,172 

  １ 療 養 諸 費 1,164,549 39,600 1,204,149 

  ２ 高 額 療 養 費 192,502 1,540 194,042 

  ３ 移 送 費 101 △100 1 

  ４ 出 産 育 児 一 時 金 25,000 △5,000 20,000 

  ６ 傷 病 手 当 金 1,500 △1,400 100 

３ 国民健康保険事業費納付金   773,030 0 773,030 

  １ 医 療 給 付 費 分 542,197 0 542,197 

６ 保 健 事 業 費   53,234 △874 52,360 

  １ 保 健 事 業 費 53,234 △874 52,360 

９ 諸 支 出 金   7,243 △1,600 5,643 

  １ 償還金及び還付加算金 7,243 △1,600 5,643 

歳 出 合 計 2,403,099 31,387 2,434,486 

 

 詳細については、所管課長のほうから御説明

申し上げます。 

○議長（比嘉義彦） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 それでは議案第23号 令和５年度北中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第６号）につい

て御説明いたします。 

 ５ページをお願します。 

 １款１項１目一般被保険者国民健康保険税

4,068万5,000円の減につきましては、１月末の

調定額からの見込みを計上しております。 

 続きまして６ページをお願いします。 

 10款１項１目一般会計繰入金３億378万円の

増につきましては、主に８節その他一般会計繰

入金３億円を計上したことによるものです。 

 続きまして７ページをお願いします。 

 12款諸収入、４項雑入、９目歳入欠かん補填

収入２億3,412万2,000円の減につきましては、

予算に対する調整額を計上したものです。 

 続きまして歳出でございます。 

 ８ページから15ページまでは主に実績に基づ

き予算計上を行っていますので、確認をお願い

します。 

 16ページをお願いします。 

 ３款１項１目一般被保険者医療給付費分につ

きましては、６ページその他一般会計からの繰

入金に伴い財源組替えを行っております。 

 説明は以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 しばらく休憩します。 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時３０分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 上間堅治議員から午後の会議を欠席する旨の

届出が出ております。 

 午前に引き続き再開します。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、議案第24号 令和５年度北中城村後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい
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て御提案申し上げます。 

 

 

議案第２４号 

 

令和５年度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

 

 令和５年度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を別紙のとおり提出し、議会の

議決を求めます。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和５年度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和５年度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７２１千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２４６，３４４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 後期高齢者医療保険料   204,353 △1,908 202,445 

  １ 後期高齢者医療保険料 204,353 △1,908 202,445 

２ 使用料及び手数料   2 48 50 

  １ 手 数 料 2 48 50 

５ 繰 入 金   38,858 2,556 41,414 

  １ 一 般 会 計 繰 入 金 38,858 2,556 41,414 

７ 諸 収 入   626 25 651 

  １ 延滞金、加算金及び過料 2 25 27 

歳 入 合 計 245,623 721 246,344 
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歳 出    （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 後期高齢者医療広域連合納付金   240,152 721 240,873 

  １ 後期高齢者医療広域連合納付金 240,152 721 240,873 

歳 出 合 計 245,623 721 246,344 

 

 詳細については、担当課長から御説明申し上

げます。 

○議長（比嘉義彦） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 それでは議案第24号 令和５年度北中城村後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて御説明いたします。 

 ５ページをお願します。 

 １款１項１目後期高齢者医療保険料190万

8,000円の減につきましては、１月末の調定額

からの見込みを計上しております。 

 続きまして同ページの５款１項２目保険基盤

安定繰入金255万6,000円の増につきましては、

均等割額負担軽減に係る７割軽減者数の増によ

るものとなっております。 

 ６ページをお願いします。 

 歳出、２款１項１目の後期高齢者医療広域連

合納付金72万1,000円につきましては、歳入の

特別徴収保険料の減額分と保険基盤安定繰入金

の増分を相殺して広域連合に納付するものとな

っております。 

 説明は以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、議案第25号 令和５年度北中城

村水道事業会計補正予算（第６号）について御

提案申し上げます。 

 

 

議案第２５号 

 

令和５年度北中城村水道事業会計補正予算（第６号）について 

 

 令和５年度北中城村水道事業会計補正予算（第６号）を別紙のとおり提出し、議会の議決を求め

ます。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和５年度北中城村水道事業会計補正予算（第６号） 

 

第１条 令和５年度北中城村水道事業会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 
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第２条 令和５年度北中城村水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 科   目   既決予定額   補正予定額    計   

 収  入     

第１款 水道事業収益  589,497千円 0 千円 589,497千円 

 第１項 営 業 収 益 537,763千円 0 千円 537,763千円 

 第２項 営業外収益 51,732千円 0 千円 51,732千円 

 第３項 特 別 利 益 2千円 0 千円 2千円 

 支  出         

第１款 水道事業費用  558,612 千円 309 千円 558,921 千円

 第１項 営 業 費 用 556,424 千円 309 千円 556,733 千円

 第２項 営業外費用 1,186 千円 0 千円 1,186 千円

 第３項 特 別 損 失 2千円 0 千円 2千円

 第４項 予 備 費 1,000 千円 0 千円 1,000 千円
   

 

 

 詳細につきましては、担当課長より御説明申

し上げます。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 それでは議案第25号 令和５年度北中城村水

道事業会計補正予算（第６号）について御説明

いたします。 

 ２ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出について、支出、１款水

道事業費用、１項営業費用30万9,000円の増と

なっております。内訳としまして４目減価償却

費30万9,000円の増で、内容としまして１節有

形固定資産減価償却費で30万9,000円の増額が

見込まれるためであります。 

 これについては、主な要因としまして県道改

良工事等に伴う配水管の布設替えによるもので

あります。 

 以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 続きまして、議案第26号 令和５年度北中城

村下水道事業会計補正予算（第５号）について

御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第２６号 

 

令和５年度北中城村下水道事業会計補正予算（第５号）について 

 

 令和５年度北中城村下水道事業会計補正予算（第５号）を別紙のとおり提出し、議会の議決を求

めます。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 
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北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和５年度北中城村下水道事業会計補正予算（第５号） 

 

第１条 令和５年度北中城村下水道事業会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 令和５年度北中城村下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 科   目   既決予定額   補正予定額    計   

 収  入     

第１款 下水道事業収益  373,099千円 △775千円 372,324千円 

 第１項 営 業 収 益 122,907千円 0千円 122,907千円 

 第２項 営 業 外 収 益 250,191千円 △775千円 249,416千円 

 第３項 特 別 利 益 1千円 0千円 1千円 

 支  出         

第１款 下水道事業費用  354,377 千円 0千円 354,377 千円

 第１項 営 業 費 用 328,033 千円 0千円 328,033 千円

 第２項 営 業 外 費 用 25,342 千円 0千円 25,342 千円

 第３項 特 別 損 失 2千円 0千円 2千円

 第４項 予 備 費 1,000 千円 0千円 1,000 千円

 

第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「６１，８６９

千円」を「８５，４１５千円」に、過年度分損益勘定留保資金「４，３２７千円」を「２７，８

７３千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 科   目   既決予定額   補正予定額    計   

 収  入     

第１款 資 本 的 収 入 486,040千円 △62,388千円 423,652千円 

 第１項 企 業 債 203,400千円 △41,500千円 161,900千円 

 第２項 他会計補助金 110,300千円 0千円 110,300千円 

 第３項 国 庫 補 助 金 150,000千円 △21,663千円 128,337千円 

 第４項 県 補 助 金 22,340千円 775千円 23,115千円 

 支  出         

第１款 資 本 的 支 出 547,909 千円 △38,842 千円 509,067 千円

 第１項 建 設 改 良 費 421,858 千円 △38,842 千円 383,016 千円

 第２項 企業債償還金 125,051 千円 0千円 125,051 千円

 第３項 予 備 費 1,000 千円 0千円 1,000 千円
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 詳細については、担当課長のほうから御説明

申し上げます。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 それでは議案第26号 令和５年度北中城村下

水道事業会計補正予算（第５号）について御説

明いたします。 

 ２ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出について、収入、１款下

水道事業収益、２項営業外収益77万5,000円の

減で、内訳としまして３目県補助金77万5,000

円の減は、下水道接続補助に係る県補助金分

（沖縄振興公共投資交付金）の実績によるもの

であります。 

 ３ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出について、収入、１款資

本的収入6,238万8,000円の減としております。

内訳としまして１項企業債が4,150万円の減で、

建設改良費の実績によるものであります。 

 ３項国庫補助金2,166万3,000円の減で、同じ

く建設改良費の実績によるものであります。 

 ４項県補助金77万5,000円の増で、予算３条

収益的収入の下水道接続補助に係る県補助金減

額分を公共下水道和仁屋汚水枝線工事（第12工

区）に充当しております。 

 支出、第１款資本的支出、第１項建設改良費

が3,884万2,000円の減となっております。内訳

としまして１目管渠建設改良費3,700万円の減

で、内容としまして８節委託料が700万円の減

で、入札執行残となっております。 

 13節工事費が3,000万円の減となっておりま

す。これにつきましては、主な要因としまして

公共下水道屋宜原汚水枝線工事及び島袋汚水枝

線工事の２件が入札不調になったため、改めて

工事範囲を定めて新年度発注する予定で減額と

しております。 

 ２目流域下水道建設費負担金が184万2,000円

の減で、県の施設である中城湾流域（具志川処

理区）と中部流域（伊佐浜処理区）の建設費実

績によるものであります。 

 以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、続きまして議案第27号 令和６年度北

中城村一般会計予算について御提案申し上げま

す。 

 

 

議案第２７号 

 

令和６年度北中城村一般会計予算について 

 

 みだしのことについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により議会の議決を求めます。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 
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令和６年度北中城村一般会計予算 

 

 令和６年度北中城村の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，９２２，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，００

０，０００千円と定める。 

 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に

過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

第１表 歳入歳出予算 

歳 入   （単位：千円） 

款 項 金 額 

１ 村 税   2,622,155 

  １ 村 民 税 941,063 

  ２ 固 定 資 産 税 1,516,647 

  ３ 軽 自 動 車 税 62,909 

  ４ 村 た ば こ 税 101,536 

２ 地 方 譲 与 税   39,514 
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歳 入   （単位：千円） 

款 項 金 額 

  １ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 9,348 

  ２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 27,914 

  ５ 森 林 環 境 譲 与 税 2,252 

３ 利 子 割 交 付 金   414 

  １ 利 子 割 交 付 金 414 

４ 配 当 割 交 付 金   5,267 

  １ 配 当 割 交 付 金 5,267 

５ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金   5,869 

  １ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 5,869 

６ 法 人 事 業 税 交 付 金   35,053 

  １ 法 人 事 業 税 交 付 金 35,053 

７ 地 方 消 費 税 交 付 金   405,567 

  １ 地 方 消 費 税 交 付 金 405,567 

８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   7,067 

  １ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 7,067 

９ 環 境 性 能 割 交 付 金   4,886 

  １ 環 境 性 能 割 交 付 金 4,886 

1 0 国有提供施設等所在市町村助成交付金   76,000 

  １ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 76,000 

1 1 施 設 等 所 在 市 町 村 調 整 交 付 金   243,000 

  １ 施 設 等 所 在 市 町 村 調 整 交 付 金 243,000 

1 2 地 方 特 例 交 付 金   62,925 

  １ 地 方 特 例 交 付 金 62,925 

1 3 地 方 交 付 税   1,567,000 

  １ 地 方 交 付 税 1,567,000 

1 4 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金   2,715 

  １ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 2,715 

1 5 分 担 金 及 び 負 担 金   86,712 

  １ 負 担 金 86,712 

1 6 使 用 料 及 び 手 数 料   63,623 

  １ 使 用 料 32,650 

  ２ 手 数 料 30,973 

1 7 国 庫 支 出 金   1,549,518 

  １ 国 庫 負 担 金 1,065,697 

  ２ 国 庫 補 助 金 339,692 
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歳 入   （単位：千円） 

款 項 金 額 

  ３ 委 託 金 144,129 

1 8 県 支 出 金   1,021,180 

  １ 県 負 担 金 508,182 

  ２ 県 補 助 金 465,851 

  ３ 委 託 金 47,147 

1 9 財 産 収 入   49,801 

  １ 財 産 運 用 収 入 49,799 

  ２ 財 産 売 払 収 入 2 

20 寄 附 金   202,501 

  １ 寄 附 金 202,501 

2 1 繰 入 金   626,269 

  １ 特 別 会 計 繰 入 金 1 

  ２ 基 金 繰 入 金 626,268 

2 2 繰 越 金   20,000 

  １ 繰 越 金 20,000 

2 3 諸 収 入   102,565 

  １ 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 1,600 

  ２ 村 預 金 利 子 1 

  ３ 雑 入 100,964 

2 4 村 債   122,399 

  １ 村 債 122,399 

歳 入 合 計 8,922,000 

 

歳 出   （単位：千円） 

款 項 金 額 

１ 議 会 費   99,977 

  １ 議 会 費 99,977 

２ 総 務 費   1,478,648 

  １ 総 務 管 理 費 1,271,985 

  ２ 徴 税 費 128,532 

  ３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 59,414 

  ４ 選 挙 費 16,777 

  ５ 統 計 調 査 費 552 

  ６ 監 査 委 員 費 1,388 

３ 民 生 費   3,492,416 
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歳 出   （単位：千円） 

款 項 金 額 

  １ 社 会 福 祉 費 1,697,930 

  ２ 児 童 福 祉 費 1,794,486 

４ 衛 生 費   928,448 

  １ 保 健 衛 生 費 555,370 

  ２ 清 掃 費 373,078 

５ 農 林 水 産 業 費   133,872 

  １ 農 業 費 125,988 

  ２ 林 業 費 4,734 

  ３ 水 産 業 費 3,150 

６ 商 工 費   154,271 

  １ 商 工 費 154,271 

７ 土 木 費   591,975 

  １ 土 木 管 理 費 54,400 

  ２ 道 路 橋 梁 費 195,472 

  ３ 都 市 計 画 費 342,103 

８ 消 防 費   284,402 

  １ 消 防 費 284,402 

９ 教 育 費   1,303,308 

  １ 教 育 総 務 費 105,501 

  ２ 小 学 校 費 365,895 

  ３ 中 学 校 費 99,548 

  ４ 幼 稚 園 費 79,177 

  ５ 社 会 教 育 費 415,032 

  ６ 保 健 体 育 費 238,155 

1 0 災 害 復 旧 費   2 

  １ 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 1 

  ２ 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 1 

11 公 債 費   434,733 

  １ 公 債 費 434,733 

1 2 諸 支 出 金   1 

  １ 普 通 財 産 取 得 費 1 

13 予 備 費   19,947 

  １ 予 備 費 19,947 

歳 出 合 計 8,922,000 
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第２表 債務負担行為 

    （単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額 

北中城村立学校通学バス購入事業 令和６年度 ～ 令和７年度 22,000 

あやかりの杜指定管理委託料 令和７年度 ～ 令和１０年度 240,000 

新一般廃棄物処理施設整備事業 令和６年度 ～ 令和１０年度 826,512 

新一般廃棄物処理施設運営事業 令和６年度 ～ 令和３０年度 3,150,040 

 

第３表 地方債 

    （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公共事業等債 

（北中城小学校地区交通安全対策工

事） 

2,500 

（借入方法） 

 証書借入または

地方証券発行の方

法による。 

 

（借入先） 

 財政融資資金、

地方公共団体金融

機構資金、その他 

 ５％以内（ただ

し、利率見直し方式

で借入れる財政融資

資金及び地方公共団

体金融機構資金につ

いて、利率の見直し

を行った後において

は当該見直し後の利

率） 

 30年以内の償還、

その他借入先の融資

条件による。ただ

し、村財政の都合に

より繰上償還または

低利債に借換えする

ことができる。 

  

防災・減災・国土強靭化緊急対策事

業債 

（北中城村村道整備事業） 

24,100 

  

防災・減災・国土強靭化緊急対策事

業債 

（北中城村橋梁長寿命化修繕事業） 

2,600 

     

一般事業債 

（しまぶく学童増築事業） 
20,900    

     

学校教育施設等整備事業債 

（島袋小学校トイレ改修工事） 
46,400 

   

  

臨時財政対策債 25,899    

     

計 122,399    

 

 詳細については、副村長が御説明申し上げま

す。 

○議長（比嘉義彦） 

 副村長。 

○副村長（大田 繁） 

 それでは私より、議案第27号について御説明
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申し上げます。 

 令和６年度一般会計予算書、グレーの冊子で

ございますけれども、その冊子の後ろのほうに

添付してあります一般会計予算に関する説明資

料をお開きください。 

 では、説明資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 令和６年度一般会計予算の概要でございます。 

 令和６年度一般会計の歳入歳出予算の総額は、

89億2,200万円で、対前年度比較３億2,200万円

の増となっております。 

 増の主な要因といたしましては、歳入におき

まして、地方特例交付金約0.5億円、地方交付

税約1.6億円、予算不足を補うための財政調整

基金を含めた繰入金が0.6億円の増となってお

ります。そして村税につきましては、定額減税

の影響で微増に留まり約0.2億円の増となって

おります。歳出におきましては、民生費が特定

教育・保育施設運営負担金や障害福祉サービス

費等の増により約3.7億円増となっております。

土木費におきましては、若松公園テニスコート

改修工事等の影響によりまして0.5億円の増と

なりました。 

 同じページにございます、下の当初予算規模

の推移を表しています棒グラフを御覧ください。

まず青色の棒グラフでございます。当初予算額

を示しております。その推移を見てみますと、

令和元年度から役場第一庁舎改築事業や公営墓

地整備事業、安谷屋第２地区かんがい施設整備

事業、島袋小学校増築事業等の影響で、予算規

模が増加傾向となっておりまして、過去５年平

均で約85億円の予算規模となっております。 

 続きまして歳入でございます。歳入の村税に

つきましてはオレンジ色の棒グラフであります。

アワセ土地区画整理区域内の開発等によりまし

て、令和３年度までは増加傾向にありましたが、

令和４年度におきまして新型コロナウイルス感

染症が及ぼす経済状況悪化によりまして、一時

税収の落ち込みがありました。令和５年度以降

は持ち直しの傾向にはありますが、令和６年度

は定額減税の影響もありまして微増となってお

ります。 

 続きまして２ページ目の歳入歳出の状況、そ

れから３ページに続きます地方債・基金の状況

については、そのあとのページにある別紙１か

ら別紙４の内容となっておりますので、別紙１

から４を後で説明を申し上げます。 

 それでは資料の別紙１、款別予算一覧表につ

いて御説明いたします。 

 ４ページをお願いします。 

 表の左側、１款から24款まで歳入の構成を示

しておりますけれども、構成率の上位項目、１

款村税が約26億2,000万円（構成率29.4％）、

13款地方交付税が約15億7,000万円（構成率

17.6％）、17款国庫支出金が約15億5,000万円

（構成率17.4％）、18款県支出金が約10億

2,000万円（構成率11.4％）とほぼ前年度同様

の項目となっております。 

 構成比率が大きい項目について対前年度で比

較いたしますと、１款村税が固定資産税の増収

見込みで約2,000万円（0.7％）の増、13款地方

交付税は基準財政需要額の増の影響で約１億

6,000万円（11.1％）の増、17款国庫支出金は

子供のための教育・保育給付費及び障害者自立

支援福祉サービス費の影響により約4,000万円

（2.6％）の増となっております。18款県支出

金も国庫支出金と同様に民生費に係る県支出金

が増となっておりまして、沖縄振興特別推進交

付金も前年度に比べまして約2,000万円増えて、

県支出金全体で約3,000万円（3.0％）の増とな

っております。24款村債については昨年度に引

き続き臨時財政対策債が発行抑制により減とな

っております。また、北中城小学校トイレ改修

工事の完了によりまして、全体として約2,000

万円（14.0％）の減となっております。 

 次に右側の表の歳出項目、１款から13款まで
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を目的別の構成率で見ますと、３款民生費が約

34億9,000万円（39.1％）を占めておりまして

最も大きく、次いで２款総務費が約14億8,000

万円（ 16.6％）、９款教育費が約 13億円

（14.6％）、４款衛生費が約９億3,000万円

（10.4％）の順となっております。なお、構成

率が最も大きい民生費は直近の10年間で約15億

円以上予算が増加しておりまして、予算額及び

構成率共に過去最高の数値となっております。 

 対前年度で増減額が大きい項目では、３款民

生費が児童福祉費及び障害福祉費の増の影響で

約３億7,000万円（11.7％）の増となっており

まして、一方、４款衛生費は新型コロナウイル

ス感染症対策費（ワクチン接種関連）の皆減の

影響によりまして約3,000万円（3.4％）の減、

教育費は北中城小学校トイレ改修工事の完了の

影響によりまして約3,000万円（2.4％）の減と

なっております。 

 次に５ページ、別紙２であります。 

 歳出性質別内訳について御説明いたします。 

 義務的経費（人件費、扶助費、公債費）であ

りますけれども、約41億5,000万円となってお

りまして、対前年度で約１億8,000万円（4.4％）

の増となっております。人件費の主な増加要因

は会計年度任用職員の職員手当のうち、新たに

勤勉手当支給の影響により約6,000万円（3.8％）

増となっております。扶助費の主な増加要因は、

障害福祉サービス費等の増の影響で約１億

2,000万円（5.9％）の増となっております。公

債費については前年度並みとなっております。 

 投資的経費でありますけれども、投資的経費

は約３億9,000万円となっております。対前年

度で約3,000万円（8.1％）の減となっておりま

して、減となった主な要因は、北中城小学校ト

イレ改修工事、北中城小学校擁壁整備工事完了

の影響によるものであります。 

 その他の経費約43億8,000万円は、対前年度

で約１億8,000万円（4.3％）の増となっており

ます。そのうち補助費等は各一部事務組合負担

金や学校給食費補助を２分の１から４分の３に

引き上げたことによる影響で約１億4,000万円

（12.7％）の増となっております。また、積立

金は公共施設整備基金積立金や特定防衛施設周

辺整備調整交付金を活用しました村内公園整備

改修及び整備工事積立金を多く積み立てたこと

により約3,000万円（9.2％）の増となっており

ます。 

 次に別紙３、地方債の見込みに関する調書に

ついて御説明いたします。 

 ６ページでございます。 

 地方債（村の借金）の令和５年度末現在高見

込額は約46億2,000万円であります。令和６年

度の起債見込額（新たな借入）は約１億2,000

万円、元金償還（借金の返済）見込額は約４億

2,000万円となっております。令和６年度は償

還額（返済）が起債額（借入）を上回る見込み

で、令和６年度末現在高は約２億9,000万円減

少しまして約43億2,000万円となる見込みであ

ります。 

 次に別紙４、７ページです。 

 基金の状況について御説明いたします。 

 令和５年度末基金残高見込額は約17億8,000

万円です。主な内訳は、財政調整基金が約３億

7,000万円、減債基金が約１億6,000万円、目的

基金が約12億6,000万円です。令和６年度当初

予算においては、財政調整基金約２億7,000万

円の取崩しを行っておりまして、当初予算時の

残高は約１億1,000万円で過去最低の額となっ

ております。同基金は、年度内の財政運営で村

税等の歳入増に合わせて戻入れを行う予定であ

ります。過去10年間の財政調整基金残高の推移

と令和６年度の基金充当予定の事業は右側にあ

ります表のとおりとなっております。 

 次に令和６年度の主な事業について、資料令

和６年度各課の主な事業を添付しております。

８ページから10ページまでとなっております。 
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 一覧表に記載された事業につきましては、村

総合計画や３か年実施計画及び各課の個別計画

のうち令和６年度事業分を記載しております。

青色書きは令和６年度からの新規事業となって

おりますので御一読ください。 

 私からは以上でございます。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、議案第28号 令和６年度北中城村国民

健康保険特別会計予算についてを御提案申し上

げます。 

 

 

議案第２８号 

 

令和６年度北中城村国民健康保険特別会計予算について 

 

 みだしのことについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により議会の議決を求めます。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和６年度北中城村国民健康保険特別会計予算 

 

 令和６年度北中城村国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，２４４，０５２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，

０００千円と定める。 

 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に

過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

（２）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら

の経費の各項の間の流用。 
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第１表 歳入歳出予算 

歳 入   （単位：千円） 

款 項 金 額 

１ 国 民 健 康 保 険 税   372,669 

  １ 国 民 健 康 保 険 税 372,669 

４ 使 用 料 及 び 手 数 料   160 

  １ 手 数 料 160 

６ 県 支 出 金   1,476,370 

  １ 県 負 担 金 ・ 補 助 金 1,476,369 

  ２ 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 1 

８ 財 産 収 入   1 

  １ 財 産 運 用 収 入 1 

10 繰 入 金   289,391 

  １ 他 会 計 繰 入 金 289,390 

  ２ 基 金 繰 入 金 1 

11 繰 越 金   1 

  １ 繰 越 金 1 

12 諸 収 入   105,459 

  １ 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 3 

  ２ 預 金 利 子 1 

  ４ 雑 入 105,455 

1 3 市 町 村 債   1 

  １ 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 1 

歳 入 合 計 2,244,052 

 

歳 出   （単位：千円） 

款 項 金 額 

１ 総 務 費   75,762 

  １ 総 務 管 理 費 59,565 

  ２ 徴 税 費 15,849 

  ３ 運 営 協 議 会 費 128 

  ４ 趣 旨 普 及 費 220 

２ 保 険 給 付 費   1,408,174 

  １ 療 養 諸 費 1,197,474 

  ２ 高 額 療 養 費 189,500 

  ３ 移 送 費 100 

  ４ 出 産 育 児 一 時 金 20,000 
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歳 出   （単位：千円） 

款 項 金 額 

  ５ 葬 祭 費 800 

  ６ 傷 病 手 当 金 300 

３ 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金   688,423 

  １ 医 療 給 付 費 分 469,075 

  ２ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 161,537 

  ３ 介 護 納 付 金 分 57,811 

４ 共 同 事 業 拠 出 金   1 

  １ 共 同 事 業 拠 出 金 1 

６ 保 健 事 業 費   58,683 

  １ 保 健 事 業 費 58,683 

７ 基 金 積 立 金   1 

  １ 基 金 積 立 金 1 

８ 公 債 費   2 

  １ 公 債 費 1 

  ３ 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金 1 

９ 諸 支 出 金   3,006 

  １ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 3,006 

1 0 予 備 費   10,000 

  １ 予 備 費 10,000 

歳 出 合 計 2,244,052 

 

 詳細については、所管課長のほうから御説明

申し上げます。 

○議長（比嘉義彦） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 それでは議案第28号 令和６年度北中城村国

民健康保険特別会計予算について御説明いたし

ます。 

 ６ページをお願いします 

 歳入、１款１項１目一般被保険者国民健康保

険税３億7,266万1,000円、前年度比７％の減に

つきましては、令和５年度の調定額から見込額

を計上しております。 

 ７ページをお願いします。 

 ６款県支出金、１項１目保険給付費等交付金

14億7,636万9,000円、前年度比2.1％の増につ

きましては、主に医療費から試算を行う普通交

付金の増によるものです。 

 ８ページをお願いします。 

 10款１項１目一般会計繰入金２億8,939万円、

前年度比8.2％の増につきましては、８節その

他一般会計繰入金を前年度と比較して2,000万

円増額計上したことによるものです。 

 続きまして14ページをお願いします。 

 歳出、１款１項２目国民健康保険団体連合会

負担金330万7,000円、前年度比22.4％増につき

ましては、国民健康保険基盤システム運用管理

負担金59万7,000円が新たに追加となったため
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でございます。 

 続きまして18ページをお願いします。 

 ２款１項１目一般被保険者療養給付金11億

8,400万円、前年度比2.8％の増につきましては、

医療費給付の実績を勘案し計上してございます。 

 19ページをお願いします。 

 ２款２項１目一般被保険者高額療養費１億

8,900万円、前年度比1.7％の減につきましては、

令和５年度の実績に基づき予算計上をしてござ

います。 

 21ページをお願いします。 

 ２款４項１目出産育児一時金2,000万円、前

年度比20％減につきましても、令和５年度の実

績に基づき予算計上しております。 

 24ページをお願いします。 

 ３款国民健康保険事業納付金、１項医療給付

費分、また25ページ、26ページの後期高齢者支

援金等分と介護納付金分につきましては、県に

収める納付金となっており、県の試算に基づき

予算計上を行っております。 

 説明は以上になりますが、予算書の裏につい

ている別添の令和６年度国民健康保険特別会計

に関する資料も御参照ください。 

 以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 では続きまして、議案第29号 令和６年度北

中城村後期高齢者医療特別会計予算について御

提案申し上げます。 

 

 

議案第２９号 

 

令和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計予算について 

 

 みだしのことについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により議会の議決を求めます。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９８，０７０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
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第１表 歳入歳出予算 

歳 入   （単位：千円） 

款 項 金 額 

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料   255,879 

  １ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 255,879 

２ 使 用 料 及 び 手 数 料   40 

  １ 手 数 料 40 

５ 繰 入 金   41,456 

  １ 一 般 会 計 繰 入 金 41,456 

６ 繰 越 金   1 

  １ 繰 越 金 1 

７ 諸 収 入   694 

  １ 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 10 

  ２ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 621 

  ５ 雑 入 63 

歳 入 合 計 298,070 

 

歳 出   （単位：千円） 

款 項 金 額 

１ 総 務 費   3,379 

  １ 総 務 管 理 費 1,306 

  ２ 徴 収 費 2,073 

２ 後期高齢者医療広域連合納付金   293,969 

  １ 後期高齢者医療広域連合納付金 293,969 

３ 諸 支 出 金   622 

  １ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 621 

  ２ 繰 出 金 1 

４ 予 備 費   100 

  １ 予 備 費 100 

歳 出 合 計 298,070 

 

 詳細については、所管課長のほうから御説明

申し上げます。 

○議長（比嘉義彦） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 それでは議案第29号 令和６年度北中城村後

期高齢者医療特別会計予算について御説明いた

します。 

 ５ページをお願いします。 

 １款１項後期高齢者医療保険料につきまして

は、後期高齢者医療広域連合が算出した資料に

基づき計上しております。１目特別徴収保険料
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は9,851万4,000円、前年度比19.2％の増、２目

普通徴収保険料は１億5,736万5,000円、前年度

比30.8％の増となっております。 

 ５款繰入金、１項一般会計繰入金、２目保険

基盤安定繰入金は3,807万7,000円、前年度比

7.7％増となっております。こちらも広域連合

が算出したものを計上しております。 

 続きまして10ページをお願いします。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金

２億9,396万9,000円、前年度比23.3％の増とな

っており、こちらは被保険者数の増加及び所得

の伸び率に伴うものとなっております。 

 また、予算書の後ろのほうについている別添、

令和６年度後期高齢者医療特別会計に関する資

料も御参照ください。 

 説明は以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、議案第30号 令和６年度北中城村水道

事業会計予算について御提案申し上げます。 

 

 

議案第３０号 

 

令和６年度北中城村水道事業会計予算について 

 

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、令和６年度北中城村水道事業会計予算を提出し、

議会の議決を求めます。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和６年度北中城村水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和６年度北中城村水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

１ 給水戸数 ７，８１５ 戸 

２ 年間総給水量 ２，５２０，８００ ㎥ 

３ 一日平均給水量 ６，９０７ ㎥ 

４ 主要な建設改良事業   

        ・補助事業 

         ・喜舎場ポンプ場機械設備及び弁配管設備改良工事 

        ・単独事業 
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         ・北中城村内配水管改良工事 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     収  入 

第１款  水道事業収益 572,669 千円 

第１項   営業収益 540,829 千円 

第２項   営業外収益 31,838 千円 

第３項   特別利益 2 千円 

     支  出 

第１款  水道事業費用 568,944 千円 

第１項   営業費用 566,869 千円 

第２項   営業外費用 1,073 千円 

第３項   特別損失 2 千円 

第４項   予備費 1,000 千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額１０４，６９１千円は、過年度分損益勘定留保資金９０，３７６千円、当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額７，６５５千円及び減債積立金６，６６０千円で補填する

ものとする。）。 

     収  入 

第１款  資本的収入 38,604 千円 

第１項   企業債 1 千円 

第２項   出資金 1 千円 

第３項   他会計からの長期借入金 1 千円 

第４項   固定資産売却代金 1 千円 

第５項   国庫補助金 36,000 千円 

第６項   工事負担金 2,600 千円 

     支  出 

第１款  資本的支出 143,295 千円 

第１項   建設改良費 135,634 千円 

第２項   企業債償還金 6,660 千円 

第３項   国庫補助金返還金 1 千円 

第４項   予備費 1,000 千円 

 

 （一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 
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 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）営業費用、営業外費用及び特別損失との間 

 （２）建設改良費、企業債償還金及び国庫補助金返還金との間 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費  ５４，１０１千円     （２）交際費  ２０千円 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は、３，３００千円と定める。 

 

 

 詳細については、担当課長のほうから御説明

申し上げます。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 それでは、議案第30号 令和６年度北中城村

水道事業会計予算について御説明いたします。 

 １ページをお開きください。 

 第２条、業務の予定量としては、現時点での

実績を踏まえて、１、給水戸数7,815戸（前年

度比３戸、約0.04％増）。２、年間総給水量

252万800立方メートル（前年度比４万7,300立

方メートル、約1.8％減）。３、一日平均給水

量6,907立方メートル（前年度比129立方メート

ル、約1.8％減）を見込んでおります。４、主

な建設改良事業として、補助事業による喜舎場

ポンプ場機械設備及び弁配管設備改良工事と村

単独事業による北中城村内配水管改良工事を予

定しております。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額として、

収入、第１款水道事業収益の総額は５億7,266

万9,000円（前年度比417万2,000円、約0.7％増）

で、内訳としまして、第１項営業収益が５億

4,082万9,000円（前年度比306万6,000円、約

0.6％増）。第２項営業外収益が3,183万8,000

円（前年度比110万6,000円、約3.6％増）、第

３項の特別利益は費目存置です。 

 続いて支出、第１款水道事業費用の総額は５

億6,894万4,000円（前年度比2,378万円、約

4.4％増）で、内訳として第１項営業費用が５

億6,686万9,000円（前年度比2,388万8,000円、

約4.4％増）。第２項営業外費用が107万3,000

円（前年度比10万8,000円、約8.2％減）。第３

項の特別損失は費目存置です。第４項予備費と

て100万円、前年度同額を計上しております。 

 ２ページをお開きください。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次

のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額１億469万1,000円は、過

年度分損益勘定留保資金9,037万6,000円、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

765万5,000円及び減債積立金666万円で補填す

るものとする。）。 

 収入、第１款資本的収入の総額は3,860万

4,000円（前年度比3,265万円、約548％増）と

なっており、主な収入財源としては、第５項国
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庫補助金3,600万円で、これについては喜舎場

ポンプ場機械設備及び弁配管設備改良工事に係

るものであります。第６項工事負担金260万円

（前年度費約186％増）となっております。 

 続いて支出、第１款資本的支出の総額は１億

4,329万5,000円（前年度比5,180万2,000円、約

56.6％増）で、内訳として第１項建設改良費が

１億3,563万4,000円（前年度比5,169万3,000円、

約61.6％増）。第２項企業債償還金が666万円

（前年度比10万9,000円、約1.7％増）。第３項

の国庫補助金返還金は費目存置です。第４項予

備費は前年度同様に100万円を計上しておりま

す。 

 第５条、一時借入金の限度額は、5,000万円

と定める。 

 第６条、予定支出の各項の経費の金額を流用

できる場合は、次のとおりと定める。（１）営

業費用、営業外費用及び特別損失との間。（２）

建設改良費、企業債償還金及び国庫補助金返還

金との間。 

 ３ページをお開きください。 

 第７条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費といたしまして、（１）職員

給与費5,410万1,000円、（２）交際費２万円で

す。 

 第８条、たな卸資産の購入限度額は、330万

円と定める。 

 なお、４ページ以降に予算に関する説明書を

添付してございますので、お目通し願います。 

 以上です。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、議案第31号 令和６年度北中城村下水

道事業会計予算について御提案申し上げます。 

 

 

議案第３１号 

 

令和６年度北中城村下水道事業会計予算について 

 

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、令和６年度北中城村水道事業会計予算を提出し、

議会の議決を求めます。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

令和６年度北中城村下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和６年度北中城村下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 



― 113 ― 

１ 排水戸数 ２，９５０ 戸 

２ 年間総排水量 １，４５０，０００ ㎥ 

３ 一日平均排水量 ３，９７３ ㎥ 

４ 主要な建設改良事業   

         ・補助事業 

          ・北中城村内汚水枝線工事 

          ・５号調整池整備事業 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     収  入 

第１款  下水道事業収益 378,222 千円 

第１項   営業収益 130,067 千円 

第２項   営業外収益 248,154 千円 

第３項   特別利益 1 千円 

     支  出 

第１款  下水道事業費用 366,235 千円 

第１項   営業費用 340,715 千円 

第２項   営業外費用 24,518 千円 

第３項   特別損失 2 千円 

第４項   予備費 1,000 千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入が資本的支出に対し不

足する額７１，７３２千円は、過年度分損益勘定留保資金１８，８８１千円当年度分損益勘定留

保資金１９，７６３千円、当年度利益剰余金処分額１５，５０４千円、過年度未処分利益剰余金

１７，５８４千円で補填するものとする。）。 

     収  入 

第１款  資本的収入 506,620 千円 

第１項   企業債 200,000 千円 

第２項   他会計補助金 110,300 千円 

第３項   国庫補助金 150,000 千円 

第４項   県補助金 46,320 千円 

     支  出 

第１款  資本的支出 578,352 千円 

第１項   建設改良費 459,243 千円 

第２項   企業債償還金 118,109 千円 

第３項   予備費 1,000 千円 
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 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 千円 （借入方法） 

 

 

５％以内 

 

公共下水道事業 

 

190,000 証書借入又は地方証

券発行 

40年以内の償還、その 

他借入先の融資条件に

よる。ただし、村財政

の都合により繰上償還 

 

流域下水道事業 25,000  

  （借入先） 

 
 

財政融資資金、機構

資金、その他 

 又は低利債に借替える

ことができる。 

 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）営業費用、営業外費用及び特別損失との間 

 （２）建設改良費、企業債償還金との間 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費  ２７，９３５千円 

 

 （他会計からの補助金） 

第９条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１８７，９３４千

円と定める。 

 

 

 その他詳細については、担当課長のほうから

御説明申し上げます。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 それでは、議案第31号 令和６年度北中城村

下水道事業会計予算について御説明いたします。 

 １ページをお開きください。 

 第２条、業務の予定量としては、現時点での

実績を踏まえまして、１、排水戸数2,950戸

（前年度比150戸、約5.4％増）。２、年間総排

水量145万立方メートル（前年度比２万5,480立

方メートル、約1.8％増）。３、一日平均排水

量3,973立方メートル（前年度比70立方メート

ル、約1.8％増）を見込んでおります。４、主

な建設改良事業として、補助事業による北中城
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村内汚水枝線工事及び５号調整池整備事業を予

定しております。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額とて、

収入、第１款下水道事業収益の総額は３億

7,822万2,000円（前年度比512万3,000円、約

1.4％増）で、内訳として第１項営業収益が１

億3,006万7,000円（前年度比716万円、約5.8％

増）。第２項営業外収益が２億4,815万4,000円

（前年度比203万7,000円、約0.8％減）。第３

項の特別利益は費目存置です。 

 続いて支出、第１款下水道事業費用の総額は

３億6,623万5,000円（前年度比1,053万7,000円、

約３％増）で、内訳として第１項営業費用が３

億4,071万5,000円（前年度比1,136万1,000円、

約3.4％増）。第２項営業外費用が2,451万

8,000円（前年度比82万4,000円、約3.3％減）。

第３項の特別損失は費目存置です。第４項予備

費として前年度同様に100万円を計上しており

ます。 

 ２ページをお開きください。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次

のとおりと定める。（資本的収入が資本的支出

に対し不足する額7,173万2,000円は、過年度分

損益勘定留保資金1,888万1,000円、当年度分損

益勘定留保資金1,976万3,000円、当年度利益剰

余金処分額1,550万4,000円、過年度未処分利益

剰余金1,758万4,000円で補填するものとす

る。）。 

 収入、第１款資本的収入の総額は５億662万

円（前年度比2,058万円、約4.2％増）で、内訳

としまして第１項企業債が２億円（前年度比

340万円、約1.7％減）。第２項他会計補助金が

１億1,030万円（前年度比同額）。第３項国庫

補助金が１億5,000万円（前年度比同額で、地

方創生汚水処理施設整備推進交付金によるもの

であります）。第４項県補助金4,632万円（前

年度比2,398万円、約107％増）。内訳としまし

て沖縄振興公共投資交付金及び５号調整池整備

に係る社会資本整備総合交付金によるものであ

ります。 

 続いて支出、第１款資本的支出の総額は５億

7,835万2,000円（前年度比3,010万3,000円、約

5.5％増）で、内訳として第１項建設改良費が

４億5,924万3,000円（前年度比3,704万5,000円、

約8.8％増）。第２項企業債償還金が１億1,810

万9,000円（前年度比694万2,000円、約5.6％

減）。第３項の予備費は前年度同様に100万円

を計上しております。 

 第５条、企業債の起債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法につきまして、公

共下水道事業として限度額１億9,000万円、流

域下水道事業として限度額2,500万円、その他

起債の方法、利率、償還の方法は、表中に示す

とおりであります。 

 続いて、３ページをお開きください。 

 第６条、一時借入金の限度額は、３億円と定

める。 

 第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）営業費用、営業外費用及び特別損失との

間。（２）建設改良費、企業債償還金との間。 

 第８条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費といたしまして、（１）職員

給与費2,793万5,000円です。 

 第９条、他会計からの補助金として、下水道

事業に助成するため、一般会計からこの会計へ

補助を受ける金額は、１億8,793万4,000円と定

める。 

 なお、４ページ以降に予算に関する説明資料

を添付してございますのでお目通し願います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 以上で村長の説明を終わります。 

 

日程第２９．同意第１号 北中城村教育長の

任命について 
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○議長（比嘉義彦） 

 日程第29．同意第１号 北中城村教育長の任

命についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 同意第１号 北中城村教育長の任命について。 

 

 

同意第１号 

 

北中城村教育長の任命について 

 

 北中城村教育長に下記の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

記 

 

   住  所  中城村 

   氏  名  徳 村 永 盛 

   生年月日  昭和３２年生 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、令和６年４月１日付け

で教育長を任命するため。 

 

 

 徳村氏の略歴書等については別添にございま

すので、お目通しのほうお願いいたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 
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 これから同意第１号 北中城村教育長の任命

についてを採決します。 

 お諮りします。本案は同意することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。同意第１号 北中城村

教育長の任命については同意することに決定さ

れました。 

 

日程第３０．同意第２号 北中城村教育委員

会委員の任命について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第30．同意第２号 北中城村教育委員会

委員の任命についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 同意第２号 北中城村教育委員会委員の任命

について。 

 

 

同意第２号 

 

北中城村教育委員会委員の任命について 

 

 北中城村教育委員会委員に下記の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

記 

 

   住  所  北中城村字島袋 

   氏  名  翁 長 麻 紀 子 

   生年月日  昭和４９年生 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 北中城村教育委員 知念 絹代氏の任期満了に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第２項の規定に基づき、令和６年４月１日付けで教育委員を任命するため。 

 

 

 翁長氏の略歴書等については別添にございま

すので、お目通しのほうお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから同意第２号 北中城村教育委員会委

員の任命についてを採決します。 

 お諮りします。本案は同意することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。同意第２号 北中城村

教育委員会委員の任命については同意すること

に決定されました。 

 

日程第３１．諮問第１号 人権擁護委員候補

者の推薦について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第31．諮問第１号 人権擁護委員候補者

の推薦についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につ

いて。 

 

 

諮問第１号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

記 

 

   住  所  北中城村字喜舎場 

   氏  名  安里 恵 

   生年月日  昭和３６年生 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を聞いて
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法務大臣に推薦したいため。 

 

 

 安里氏の略歴書等については別添にございま

す。お目通しのほうお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから諮問第１号 人権擁護委員候補者の

推薦についてを採決します。 

 お諮りします。本案は諮問のとおり答申した

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。諮問第１号 人権擁護

委員候補者の推薦については諮問されたとおり

答申することに決定しました。 

 

日程第３２．諮問第２号 人権擁護委員候補

者の推薦について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第32．諮問第２号 人権擁護委員候補者

の推薦についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につ

いて。 

 

 

諮問第２号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

記 

 

   住  所  北中城村字熱田 

   氏  名  安里 進 
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   生年月日  昭和２５年生 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 法務大臣に再推薦するため、議会に意見を求める必要があるため。 

 

 

 安里氏の略歴書等につきましては別添にござ

います。お目通しのほうお願いいたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから諮問第２号 人権擁護委員候補者の

推薦についてを採決します。 

 お諮りします。本案は諮問のとおり答申した

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。諮問第２号 人権擁護

委員候補者の推薦については諮問されたとおり

答申することに決定しました。 

 

日程第３３．諮問第３号 人権擁護委員候補

者の推薦について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第33．諮問第３号 人権擁護委員候補者

の推薦についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につ

いて。 

 

 

諮問第３号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１
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３９号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

記 

 

   住  所  北中城村字大城 

   氏  名  山下 幸二 

   生年月日  昭和５５年生 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

提案理由 

 法務大臣に再推薦するため、議会に意見を求める必要があるため。 

 

 

 山下氏の略歴書等につきましては別添のとお

りでございます。お目通しのほうお願いいたし

ます。 

○議長（比嘉義彦） 

 これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 略歴書の一番下、人権擁護委員（２期、

「目）」が抜けております。法務大臣に推薦す

るならちゃんとした資料がいいかなと思って。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 申し訳ありませんでした。 

 しっかりした資料で法務大臣に推薦したいと

思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから諮問第３号 人権擁護委員候補者の

推薦についてを採決します。 

 お諮りします。本案は諮問のとおり答申した

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。諮問第３号 人権擁護

委員候補者の推薦については諮問されたとおり

答申することに決定しました。 
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日程第３４．報告第１号 令和６年度沖縄県

町村土地開発公社事業計画書の

報告について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第34．報告第１号 令和６年度沖縄県町

村土地開発公社事業計画書の報告についてを議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 報告第１号 令和６年度沖縄県町村土地開発

公社事業計画書の報告について。 

 

 

報告第１号 

 

令和６年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、令和６年度沖縄県

町村土地開発公社事業計画書を別紙のとおり提出いたします。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 別添、令和６年度の事業計画書が添付されて

ございまして、その４ページと５ページをお開

きいただきたいと思います。 

 現在の北中城村の土地開発公社に債務保証に

入っている事業が２つございまして、１つは北

中城サウスプラザ地区用地の先行取得に係るも

のです。それからアワセゴルフ場跡地健康・ス

ポーツ交流施設用地、これも先行取得に係る用

地取得でございます。 

 まず、サウスプラザ地区の前年度までの状況

が１万2,171平米、そして金額といたしまして

４億3,789万円。そしてまた、アワセゴルフ場

跡地健康・スポーツ交流施設用地取得に関する

もので6,318平米、金額にして５億3,562万

6,000円になっております。 

 それから最終的に次年度に繰り越すものとし

て、償還金が生じますので44万4,000円と72万

3,000円、これが合わせて116万7,000円を利息

として公社のほうに元金として積み増しされる

わけでございます。そこで最終的に次年度に繰

り越す面積、金額といたしまして右端のほうを

御覧いただきたいと思います。 

 まず、サウスプラザに係るものとして、１万

2,171平米、面積は変わりません。下の泡瀬ゴ

ルフ場跡地健康・スポーツ交流施設についても

6,318平米、面積は変わりません。ただ、金額

が変わります。残高が変わりますので残高とし

て４億3,833万4,000円、そしてスポーツ交流施

設用地に係るものとして５億3,634万9,000円、

合わせて９億7,468万3,000円が現在高として公

社に残っているわけでございます。これはいず

れ村が取得しなければならないものでございま

す。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（比嘉義彦） 

 これより質疑を行います。質疑はありませ
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んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 以上で村長の報告を終わります。 

 

日程第３５．報告第２号 専決処分事項の報

告について（北中城小学校擁壁

改修工事 第二回改定契約） 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第35．報告第２号 専決処分事項の報告

について（北中城小学校擁壁改修工事 第二回

改定契約）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 報告第２号 専決処分事項の報告について

（北中城小学校擁壁改修工事 第二回改定契約）

についてでございます。 

 

 

報告第２号 

 

専決処分事項の報告について 

（北中城小学校擁壁改修工事 第二回改定契約） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分

したので、同条第２項の規定により議会に報告する。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日  提 出 

北中城村長 比 嘉 孝 則 

 

 

 

議会の議決を経た工事請負契約に関する専決処分書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により下記のとおり専決処分す

る。 

 

令 和 ６ 年 ２ 月 ６ 日 

北中城村長  比 嘉 孝 則 

 

記 

 

 １ 工  事  名：北中城小学校擁壁改修工事 
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 ２ 原請負契約額：￥５９，６２０，０００－ 

          （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額：￥５，４２０，０００－） 

 

 ３ 改 訂 契 約 額：￥６１，４３５，０００－ 

          （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額：￥５，５８５，０００－） 

 

          原請負契約額を￥１，８１５，０００円増額する。 

          （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額：￥１６５，０００－） 

 

 ４ 契約の相手方：北中城村字島袋６０２番地１ 

          有限会社 向陽技建 

          代表取締役 糸満 俊也 

 

 

 改定契約の内容は契約書を添付しております。

そして工事の変更協議書を添付してございます。

２回目の変更が金額の変更でございまして、工

期は変更ございません。お目通しのほうよろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 以上で村長の報告を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 

午後 ２時３８分 散会 
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令和６年第４回北中城村議会定例会会議録 

招 集 年 月 日 令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 

招 集 の 場 所 北 中 城 村 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 議 令和６年３月８日 午前10時00分 議 長 比 嘉 義 彦 

散 会 令和６年３月８日 午後０時15分 議 長 比 嘉 義 彦 

応（不応）招議員 

及び出席並びに 

欠  席  議  員 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

 １番 川 上 龍 太 出  ８番 大 城 律 也 出 

 ２番 屋 良 朝 春 出  ９番 上 間 堅 治 出 

 ３番 比 嘉   悟 出 １０番 喜屋武 すま子 出 

 ４番 比 嘉 正 志 出 １１番 比 嘉 義 弘 出 

 ５番 平安山 和 美 出 １２番 名 幸 利 積 出 

 ６番 喜屋武   功 出 １３番 山 田 晴 憲 出 

 ７番 伊 集 守 吉 出 １４番 比 嘉 義 彦 出 

会議録署名議員 
 ３ 番 議 員 比 嘉   悟 

 ４ 番 議 員 比 嘉 正 志 

職務のため議場 
に出席した者の 
職 氏 名 

事 務 局 長 比 嘉 直 也 

議 事 係 長 仲 村 静 香 

地方自治法第121 

条により説明の 

ため出席した者の 

職 氏 名 

村 長 比 嘉 孝 則 教 育 長 德 村 永 盛 

副 村 長 大 田   繁 教 育 総 務 課 長 平 田 清 徳 

総 務 課 長 喜 納 克 彦 生 涯 学 習 課 長 比 嘉 利 彦 

企 画 振 興 課 長 仲 本 正 一 建 設 課 長 安次嶺 正 春 

会 計 課 長 喜屋武 のり子 農林水産課長兼農委事務局長 瀬 上 恒 星 

住 民 生 活 課 長 楚 南 兼 二 健 康 保 険 課 長 玉 栄   治 

税 務 課 長 玉 栄 幸 憲 学校教育指導主事  

上 下 水 道 課 長 伊 佐 秀 樹   

福 祉 課 長 喜 納 啓 二   

議 事 日 程 別 紙 の と お り 
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 議事日程第２号 

 令和６年３月８日（金曜日） 

 １．開議 午前１０時 

 ２．付議事件及び順序   

日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

１ 議案第 ８号 北中城村課設置条例の一部を改正する条例について 質疑、委員会付託 

２ 議案第 ９号 北中城村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について 

〃 

３ 議案第１０号 北中城村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について 

質疑、委員会付託
省略､討論、決定 

４ 議案第１１号 北中城村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例について 

〃 

５ 議案第１２号 北中城村税条例の一部を改正する条例について 〃 

６ 議案第１３号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対す

る軽自動車税の種別割の特例に関する条例の一部を改正する

条例について 

〃 

７ 議案第１４号 北中城村公営墓地条例の一部を改正する条例について 〃 

８ 議案第１５号 北中城村老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例について 

質疑、委員会付託 

９ 議案第１６号 北中城村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 質疑、委員会付託
省略､討論、決定 

１０ 議案第１７号 北中城村水道事業給水条例の一部を改正する条例について 〃 

１１ 議案第１８号 北中城村水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正

する条例について 

〃 

１２ 議案第１９号 北中城村地域活動支援センターの指定管理者の指定について 〃 

１３ 議案第２０号 北中城村老人デイサービスセンターの指定管理者の指定につ

いて 

質疑、委員会付託 

１４ 議案第２１号 村道北中城高校１２７号線道路護岸整備工事（Ｒ５）改定契

約について 

質疑、委員会付託
省略､討論、決定 

１５ 議案第２２号 令和５年度北中城村一般会計補正予算（第１２号）について 〃 
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日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

１６ 議案第２３号 令和５年度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第６

号）について 

質疑、委員会付託
省略､討論、決定 

１７ 議案第２４号 令和５年度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について 

〃 

１８ 議案第２５号 令和５年度北中城村水道事業会計補正予算（第６号）につい

て 

〃 

１９ 議案第２６号 令和５年度北中城村下水道事業会計補正予算（第５号）につ

いて 

〃 

２０ 議案第２７号 令和６年度北中城村一般会計予算について 質疑、委員会付託 

２１ 議案第２８号 令和６年度北中城村国民健康保険特別会計予算について 〃 

２２ 議案第２９号 令和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計予算について 〃 

２３ 議案第３０号 令和６年度北中城村水道事業会計予算について 〃 

２４ 議案第３１号 令和６年度北中城村下水道事業会計予算について 〃 
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○議長（比嘉義彦） 

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時００分） 

 

日程第１．議案第８号 北中城村課設置条例

の一部を改正する条例について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第１．議案第８号 北中城村課設置条例

の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 質疑させていただきます。 

 今回、こども未来課を新設するということに

なっておりますが、このこども未来課、例えば

異動してくるとき。そちらの異動される職員、

どちらの課から異動してされてくるのか。これ

をお聞きしたいです。それからこども未来課の

職員は何名予定されているのか。それとそのこ

ども未来課の業務内容をお聞きしたい。今、私

の考えでは福祉課からそのまま異動してくるの

かという気がいたします。この福祉課は一番職

員の数が多い。たくさんの業務を抱えている。

合計すると90名ぐらいになりますか。役場の職

員の約30％が福祉課に集中しています。もしそ

こから職員が異動するというのであれば、福祉

課の対応がどうなるのか。その辺を含めてお聞

きしたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 福祉課から現在の児童福祉係及びこども係が

福祉課から分かれて、こども未来課に移行する

というふうなことになっています。職員は現在、

児童福祉のほうと合わせて係長２人、係員がた

しか５名、７名の職員が配属されています。そ

のまま移行しますので特に増減があるとかでは

ございません。 

 業務内容につきましては、今持っている保育

所の業務及び幼稚園の入園手続業務を１つの窓

口でできるような業務を進めてまいりたいと考

えてございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 ぜひこれはですね、福祉課は業務いっぱいみ

たいなんですね。90業務ぐらいですか、251か。

250件ぐらいの業務を抱えているみたいですね。

そこから支障がないようにやっていただきたい

というふうに思っております。 

 それから先ほど係長２人、職員７名、常勤職

員と会計年度任用職員が何名配置されるのかお

聞きしたいのと。それと大事なことは課長が誰

になるかなんですが、４月１日付で、内定はし

ていると思うんですが、まだ発表できないとい

うのであればこれはやめますが、もし発表をこ

の場でできるのであればお聞かせください。４

月１日付というのであれば、それまで期待して

待っておこうと思っております。その辺いかが

ですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長、課長の件についてはまだ発表され

ていないから出さなくていいです。支障がある

のでしたら。 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 先ほども説明しましたように、正規職員が係

長２名、職員５名の７名。それに課長職が１人

就きます。課長職の発表につきましては、まだ

内示の発表に至っていないので、ここでの発表

は控えさせていただきたいと思います。会計年



― 129 ― 

度任用職員６名の採用を予定してございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 新設、私はこの機構の見直しというのは大賛

成でありまして、しかし、異動されて新設をし

て、また新たな課の役割というのがあります。

そして福祉課にしわ寄せが来ないように配慮も

していただければと思っております。よろしく

お願いします。終わります。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております議案第８号 北

中城村課設置条例の一部を改正する条例について

は、総務厚生常任委員会に付託します。 

 

日程第２．議案第９号 北中城村特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第２．議案第９号 北中城村特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております議案第９号 北

中城村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、総務厚生常任委員会に付託します。 

 

日程第３．議案第１０号 北中城村会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第３．議案第10号 北中城村会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 新年度から会計年度任用職員に勤勉手当が支

給されるということで、これは必ず支給される

ものなのか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 基本的には支給されるものでございます。た

だし、勤務内容によっては査定が入る可能性が

ございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 人事評価などで評価しての支給ではないので

しょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 勤勉手当に関して、人事評価には影響は、よ

っぽどひどいあれでないと影響ありません。あ

と勤務日数によって欠勤が多かったりとかそう
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いったのが評価されるものと考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 ぜひ新年度から活用されるということで、会

計年度任用職員にも周知して、必ずもらえるわ

けではない。人事評価が入ってもらえるものだ

ということも周知して、新年度からまたチーム

北中城で頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第10号 北中城村会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第10号 北中城村

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例については原案のと

おり可決されました。 

 

日程第４．議案第１１号 北中城村職員の育

児休業等に関する条例の一部を改

正する条例について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第４．議案第11号 北中城村職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第11号 北中城村職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 
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 異議なしと認めます。議案第11号 北中城村

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例については原案のとおり可決されました。 

 

日程第５．議案第１２号 北中城村税条例の

一部を改正する条例について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第５．議案第12号 北中城村税条例の一

部を改正する条例についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第12号 北中城村税条例の一部

を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第12号 北中城村

税条例の一部を改正する条例については原案の

とおり可決されました。 

日程第６．議案第１３号 アメリカ合衆国軍

隊の構成員等の所有する軽自動車

等に対する軽自動車税の種別割の

特例に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第６．議案第13号 アメリカ合衆国軍隊

の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自

動車税の種別割の特例に関する条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それでは議案第13号 アメリカ合衆国軍隊の

構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動

車税の種別割の特例に関する条例の一部を改正

する条例についてですけれども、新旧対照表を

見てもそんなに村に対して税を取り忘れたりと

かそういったものはないと思うんですが、確認

の意味で１点目、今の件に関してこの改正が遅

れた分に対して、何か村に対して損益はなかっ

たのかというのが１点。 

 もう１点ですね、自動車税に対してはここに

出ている種別割、今までのように考えると年に

１回払う税金と、あと性能割というのがあると

思うんですが、性能割の部分の条例がない。ま

たほかのところを見ても条例がないと思うんで

すが、最近のアメリカ軍人、軍属の自動車の取

得の動向を見ても、軽自動車に乗られている方

が結構多いんですよ。また、最近の円高と、軽

自動車も結構高級な部類に入ってくる部分もあ

って、この性能割というのは買った時点でどれ

だけの金額に対して税率がかかってくるのか、

この辺はアメリカ軍属、軍人からの徴収はない

のか。その辺も含めてお聞かせください。 

○議長（比嘉義彦） 
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 税務課長。 

○税務課長（玉栄幸憲） 

 まず１点目の条例について、村に対して何か

不都合がないかということですけれども、令和

元年に条例改正して、今回の条例改正について

は地方税法上に種別割の制度が入ったために、

項がずれたという形で、当初すべきものを今回

改正したことによります。 

 あと種別割については、アメリカ合衆国軍隊

の税については、日本国とアメリカ合衆国との

間の相互協力及び日米安保条約第６条に基づく

施設及び地域並びに日本国における合衆国軍隊

の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨

時特別に関する法律というのがございまして、

第４条で、この軍隊については条例で税を定め

ることになっておりまして、軍隊についてはそ

の条例に基づいて税を徴収しているという形に

なっています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 種別割に関しては確認で分かりました。 

 今言っているのは性能割ですね、性能割も本

村に対して軍人軍属からあるのか。今先ほど言

っている地位協定です、簡単に言えば。その中

で13条だったのか、その辺で自動車税に関して

はその限りではないという文言が出ているんで

すよ。それで軽自動車税、年額払う部分も

3,000円というふうに条例をつくっていると思

うんですけれども、村民も同じように種別割で

軽自動車税に対しても高く買ったときは、新車

で買った場合は当たり前に性能割の税金を払っ

ていると思うんですよね。それに対して、だか

ら先ほど言ったように、昨今そういった事情が

あって、軍人軍属もこういった性能がいい軽自

動車を買って金額が高い、それが入ってくる。

それに対して入ってきているのかきていないの

かという確認と、もし入ってきているんだった

ら先ほど言っているように条例でしっかりやら

ないといけないんじゃないかという考えなんで

すよね。その辺はどういうふうにお考えなのか

ということです。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 税務課長。 

○税務課長（玉栄幸憲） 

 環境性能割のことだと思うんですけれども、

環境性能割については、軍人軍属に対しては適

用しないということになっています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第13号 アメリカ合衆国軍隊の

構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動

車税の種別割の特例に関する条例の一部を改正

する条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 



― 133 ― 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第13号 アメリカ

合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に

対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例

の一部を改正する条例については原案のとおり

可決されました。 

 

日程第７．議案第１４号 北中城村公営墓地

条例の一部を改正する条例につい

て 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第７．議案第14号 北中城村公営墓地条

例の一部を改正する条例についてを議題としま

す。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 この件に関して、管理料ですけれども、サー

ビスが開始されて約１年ぐらいになる中で、途

中で管理料を取るというのは、いわば墓地管理

検討委員会に新規で新しい方が入られて、そこ

からの指摘で管理料は必要というふうになった

のか。私もこの公営墓地は管理料が取られてい

ると思っていたんですけれども、なぜ今こうい

う感じになっているのかということを教えてく

ださい。 

 それとこの額ですよ、村内が3,000円で、使

用者の住所が村外は5,000円という、この根拠

も教えてもらえますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 ただいまの喜屋武 功議員の質疑にお答えい

たします。 

 もともと公営墓地の管理料の考え方ですけれ

ども、実際公営墓地整備基本計画において、公

営墓地整備年間管理料については、県内で管理

料の徴収を設定している事例は比較的に少数で

ありますが、公営墓地の清掃や維持管理に費用

がかかるため、管理料を徴収するのが必要であ

るという考え方です。これを走らせた際に、他

市町村というのは公共工事の立ち退きとかそう

いったのがほとんどで、なかなかそういう管理

料の徴収はなかったんですけれども、ただ、今、

令和５年度予算時点で、実際公営墓地に関する

年間維持管理が650万円程度かかるものですか

ら、そのまましていくとなかなかそういうのは

厳しいんじゃないか。そういった受益者負担も

必要ではないかということで、今回管理料の徴

収を議案に上げております。 

 そして２点目の管理料の額ですけれども、年

間3,000円、これは平米当たり250円になります。

公営墓地の全体の面積と、そして墳墓地の面積、

公営墓地全体の面積が１万6,417.8平米、そし

て墳墓地の面積が4,380平米、大体26.6％が墳

墓地。この公営墓地の維持管理費が650万円で

364区画徴収しても109万2,000円、大体16.7％。

その中で民間が大体平米当たり4,000円の管理

料ということで、墓地検討委員会の中でも今回

有識者の方もいらっしゃいまして、その中で維

持管理をしていく上で受益者負担も５分の１に

当たる程度なら必要じゃないかという意見も踏

まえながら、今回の条例の管理料の徴収の提案

となっています。 

 そしてこの中で、村内の方は維持管理3,000

円ですけれども、村外の方が5,000円というの

は差別化、火葬場とかいろんな使用料について

も村内と村外そういう差がありますので、今回

の3,000円と5,000円という管理料の徴収ですか、

そういうことになっております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 
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○６番（喜屋武 功議員） 

 何か話では、もともとの説明会というか、管

理料はないですという、最初そういうスタート

だったというふうに聞いてもいるんですけれど

も、いわば新たな委員が入ってきて、どうして

も維持管理に必要だからと言う、その理由で進

められたと思いますけれども、その利用者に対

しては、もちろんこの説明を含めて納得は、ど

ういう状況ですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 実際、11月１日に公営墓地の管理料について

の、あくまでも協力願いということで説明会を

行いました。これは第２期目の募集の方につい

ては抽選会のときに、今後そういうのも検討し

ていますよとお話ししていたんですが、第１期

目のときには、当初この管理料については使用

料に含むということで、案内をかけて応募して

いたものですから、この辺は使用許可者の皆さ

んには本当におわびを申し上げて理解を求めた

ところです。そして説明会に来られない方もい

らっしゃいましたので、ちゃんとアンケート調

査を行いながら、このアンケートに基づいて

60％の理解が得られたということで、今回の条

例の提案となっております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 今課長の答弁で、年間3,000円と5,000円とい

うことは毎年徴収するということでよろしいで

すか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 年間3,000円でございまして、毎年徴収とい

うことになっております。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 条例の改正で、管理料のところにも、別表に

も年間とか書かれていないんですけれども、条

例に載せる必要はないのか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 別表で今、年間という文言は書いてはありま

せんが、いろいろ説明会でも、この使用許可者

の方が後々まで自分の子供とか孫とかに、引き

継ぎたくないと。自分の世代で終わらせたいと

いうこともあったものですから、実際いろいろ

調べたところ、本土のほうでは１回限りの、何

年間という基準を設けてそういう設定をしてい

るところもあったものですから、この辺はまだ、

今回初めてもう、改めて提案した管理料ですの

で、その辺今削除しております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 使用者が自分の代で終わりたいという方は多

分この、ただし、村長が特に必要と認めたとき

減免することができるに該当できると思うんで

すけれども、今からつくろうと、購入しようと

考える人は条例を見たりして、年間出るんだな

とか、１回きりなのか。水道使用料は工事期間

中の１回だと思うんですけれども、管理料はや

っぱり明記したほうが説明しやすいんじゃない

かなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 お答えいたします。 

 この管理料については、募集要項に明記しな

がら、もし必要があれば今後検討していきたい
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と考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 １点だけお願いしたいと思います。 

 村長が特に必要と認めたときには減免ができ

るということですが、どういったことなのか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 これは規則で減免については、生活保護とか

を含めて、もし特に村長が本当に必要があれば

ということになっております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 それは当然だと思いますけれども、やっぱり

生活のレベルが違う人たちに配慮するというこ

とも大事かなと思いますので、理解できました。

ありがとうございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それでは私のほうから２点ほどです。 

 ６条で新しく追記されている部分があるんで

すけれども、村内に墳墓を所有し、現に使用し

ている者ということですけれども、これ少し例

をたとえながらどういったことなのかというの

を詳しく説明していただきたいのと、本年度補

正予算を見ても募集に対して応募が少なくなっ

てきているという部分もあります。この条例を

新しく制定したときに、総務厚生委員会でも社

会状況等を見ながらどんどん変えていったほう

がいいんじゃないかという話で、附帯意見もつ

けています。それに合わせてやってきていると

ころだろうと思うんですけれども、兼ねてより

懸案になっている生前建立ですか、生前募集で

すか、その辺の考え方は今現在どういうふうに

なっているのか。先ほど言っているように、募

集に対して応募が少なくなってきている部分も

あって、もうそろそろ、今までは持っている方

がいっぱいいてどんどん来るはずだろうという

形で生前募集はしないというような説明もあり

ました。その辺に関してどのような考えを持っ

ているのか、お願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 ただいまの上間堅治議員の質疑にお答えいた

します。 

 ６条の「村内に墳墓を所有し、現に使用して

いる者又は」というものは、例えばお墓が古く

なって山の上とか、行き来に厳しいところ、そ

ういうお墓があって、ただ資格要件で今までは

村内に住所を有する者、祭祀を司る者、そして

焼骨を持っている者という制限があったもので

すから、ただ墓地の散在化のために公営墓地も

造ってきておりますので、例えばもともと村内

の人だけど村外に出たりとか、その辺を緩和す

るということで、もしも村内に墳墓を所有して

いて墓じまいとかをするんでしたら、この使用

資格を緩和しようという考えで今回制定してお

ります。 

 今、また２点目の生前建立について、第１期

目の募集の際は88件、第２期目の募集が28件と

いうことでありましたが、今の墳墓を所有しな

がら住所が村外というので、電話連絡等で10件

余り断った経緯があります。ただやっぱりそう

いう資格要件を緩和しないと、この枠が広がら

ないということで、実際今生前建立、今基本的

にこの公営墓地364区画で、50区画を７年間で

埋めていこうということで、今実際こどもの国
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の公共工事の立ち退きとかいろんな部分が入っ

てきています。ただ、令和６年度、そして令和

７年度はまたユンヂチが来ます。そういう中で

募集が、年間50区画の計画が、もしこれで50区

画埋まらなければ生前建立についても検討しな

ければいけないと考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第14号 北中城村公営墓地条例

の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第14号 北中城村

公営墓地条例の一部を改正する条例については

原案のとおり可決されました。 

 

日程第８．議案第１５号 北中城村老人デイ

サービスセンターの設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第８．議案第15号 北中城村老人デイサ

ービスセンターの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております議案第15号 北

中城村老人デイサービスセンターの設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例については、

総務厚生常任委員会に付託します。 

 

日程第９．議案第１６号 北中城村道路占用

料徴収条例の一部を改正する条例

について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第９．議案第16号 北中城村道路占用料

徴収条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それでは質疑いたします。 

 この提案理由で、道路法施行令の一部改正と

いうことですけれども、確認したところ、この

施行令では所有地が第１級地から第５級地まで

となっていて、この占有料を記載しているのは

第２級地なのかな、村のほうは。その区別、１
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級から５級あるんですけれども、所有地に対し

て。この区別はどういうふうになっているのか

お聞かせください。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 この１級から５級という、地域別の差、都市

部であったり地方であったりというところで、

そもそも土地の状況が違うということがあって、

そういった等級が分かれております。今回北中

城村については、これは県の道路占用条例、徴

収条例に合わせて北中城村が該当する部分とい

うところに合わせております。単価のほうも県

の条例に合わせる単価を設定しているという状

況でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 要は固定資産税みたいにこういった路線価と

かそういったもので区分けしているわけではな

く、県の条例に合わせてやっている。だから私

のイメージからすると、村内も商業地、今発展

しているライカム地区と下のほうとか、また東

海岸、若しくは大城、荻道あたりという形では

この等級も違ってくるのかなというふうなイメ

ージでやっていたんですけれども、確認ですけ

れども、県に合わせてやっているということで、

この施行令もそのような設定なのか。施行令自

体にこういった地域は何等級ですよというのは

なく、ただ県に合わせているのか、その辺をも

う少し確認したいのでよろしくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 まず、この単価の設定に当たって基本的なと

ころが固定資産税の評価額がベースになってお

ります。その中で政令のほう、国のほうの基準

が商業地であったり、その他地域であったりと

いうところの使用料率が掛けられてその単価の

設定に至ってくるという状況ではありますけれ

ども、ただ同じ県内で沖縄県の単価がございま

すので、我々が独自で出すというよりもそれに

準じた額、同じ単価を使用しているほうが差異

がないということでその県条例に倣って単価を

設定しているという状況です。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それじゃあこれは県の話だと思うんですけれ

ども、那覇市のほうも２級の使用料を設定して、

あと国頭とかも、山の中のほうも同じような形

ということで考えてよろしいですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 県内でも那覇であったり北部であったりとい

うところで１種とかですね、等級が分かれてお

りまして、その中で北中城村に属する部分の級

に合わせているという状況です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を
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省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第16号 北中城村道路占用料徴

収条例の一部を改正する条例についてを採決し

ます。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第16号 北中城村

道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につ

いては原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０．議案第１７号 北中城村水道事

業給水条例の一部を改正する条

例について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第10．議案第17号 北中城村水道事業給

水条例の一部を改正する条例についてを議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第17号 北中城村水道事業給水

条例の一部を改正する条例についてを採決しま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第17号 北中城村

水道事業給水条例の一部を改正する条例につい

ては原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１．議案第１８号 北中城村水道事

業の布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第11．議案第18号 北中城村水道事業の

布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに

水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第18号 北中城村水道事業の布

設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を

改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第18号 北中城村

水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格

基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する

条例の一部を改正する条例については原案のと

おり可決されました。 

 

日程第１２．議案第１９号 北中城村地域活

動支援センターの指定管理者の

指定について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第12．議案第19号 北中城村地域活動支

援センターの指定管理者の指定についてを議題

とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 質疑させていただきます。 

 これは議案第19号、20号に関連をいたします。 

 まず、誇張したいのは、指定管理者をどのよ

うにして決定されたかということについてお聞

きいたします。 

 指定管理者というのは民間事業者とか、そこ

には蓄積したノウハウがあるわけでして、その

民間指定企業のアイデアを生かして多様化する

住民のニーズに応えると、これは非常に重要な

ことだと思います。そういう中で、今議案第19

号、20号で行くと年間2,500万円ぐらいの指定

管理料を支払うということになっております。

そこでそれをどう経費を縮減していくかという

ものも一つの課題だろうと思うんですが、そこ

でこの２件ともどのようにして指定管理者を決

定したのか。公募をしてそこに何者が応募して

きたのか。その辺の内容をお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 ただいまの御質疑にお答えいたします。 

 議案第19号の地域活動支援センターと、議案

第20号の老人デイサービスセンターの指定管理

の募集についてでございますけれども、まず、

地域活動支援センターにつきましては公募を行

っておりません。これにつきましては、北中城

村公の施設における指定管理者の指定の手続等

に関する条例第２条のただし書により、合理的

な理由があれば公募を行わなくても選定してよ

いというものがございますので、現在指定管理

者であります北中城村社会福祉協議会が引き続

き管理したほうが経費的に合理的であるという

理由から公募を行っておりません。 

 同じく第20号につきましては公募により、今

回選定を行っております。応募者につきまして

は１者のみの応募でございました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 
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○８番（大城律也議員） 

 何で１者しかこないのかなという気がするわ

けです。この公募をするやり方の問題があるの

か。私、その辺が気になるところでありまして、

競争させれば、民間は競争が原理ですから、競

争させれば両方合わせて年間2,500万円、ある

程度は縮減することも可能だろうと。しかし、

むやみにそこの管理費を下げるわけにもいかな

い。難しいところではありますが、基本的には

競争原理だと思っております。できましたらや

っぱり２者、３者応募してくれるような。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１０時４９分 休憩 

午前１０時４９分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 19号は１者しかなかったということでありま

す。これはやむを得ないと思っておりますので、

できたら今後、できるだけ。村内の社会福祉協

議会、どうまた生かしていくかも大事でありま

すから、それも含めて検討すべきだろうという

ふうに思います。 

 以上であります。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第19号 北中城村地域活動支援

センターの指定管理者の指定についてを採決し

ます。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第19号 北中城村

地域活動支援センターの指定管理者の指定につ

いては原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３．議案第２０号 北中城村老人デ

イサービスセンターの指定管理

者の指定について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第13．議案第20号 北中城村老人デイサ

ービスセンターの指定管理者の指定についてを

議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 これまでですね、北中城村社会福祉協議会が

指定管理を受けていたと思うんですけれども、

社協から職員も派遣されていたんですけれども、

今後、今いた職員はどうなるのか。お聞かせく

ださい。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 
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 現在の指定管理者であります北中城村社会福

祉協議会のほうで受託していただいて、指定管

理を受けていただいているんですけれども、嘱

託職員としてほぼ常勤の形に近い勤務体系で４

名の方が現場に配置されています。それ以外に

村社協の正規職員が兼務という形で現場にも１

名配置されているというふうに報告を受けてお

ります。今後、指定管理が移管するに当たって

社協の正規職員については元の社協、法人のほ

うに戻る形になろうかと思いますけれども、現

在、これまで４名の嘱託職員については引き続

き雇用していただけるかどうかというところで、

新しい指定管理者のほうとの雇用に向けての調

整を行っているというふうに聞いております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 嘱託職員はアガペ会に所属するのか、社協か

ら行くのか、それはこれからということで。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 まだ正式な採用等の報告は受けておりません

けれども、通常考えられる方法としては、その

まま身分を移管して、嘱託職員も新しい法人の

ほうに移管するというような、採用していただ

くというような形になろうかと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 同じく高齢者福祉ということに関連してくる

かと思うんですけれども、今おっしゃるアガペ

会、若松病院を中心にして活躍していただいて

おりますこの病院なんですが、これは本村にお

いても非常に大事な医療機関でありまして、

我々村民は大変安心感を持って地域に住めると

いうことであります。しかし、それでもやはり

業務委託というふうになるのであれば、やはり

何とか１者じゃなくて、できたら二、三者が応

募して、いろんな面でそこの運営の内容とか、

そして金額等が決定できればというふうに思っ

ておりますので、これが４年間このまま続いて

いきますので、今後、できましたら２者以上を

何とか応募していただければというふうに思っ

ております。社会福祉協議会も我々の高齢化社

会、北中城村も23％に達しておりますので高齢

化社会に、社会福祉協議会の役割というのは非

常に大事な組織であります。地域において高齢

者との交わりとか大変活躍しているなというと

ころでありますが、それも含めて福祉関係の施

設については、できるだけ公募、繰り返します

けれども、複数者が参加をして競争させていた

だければなと思っています。よろしく。 

 以上であります。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 ただいまの今回の老人デイサービスセンター

しおさいにおける公募でございますけれども、

公募期間は約１か月を設定して募集をかけてお

りました。ただ、昨今の介護人材であるとか看

護職員の不足というところから、なかなか応募

できる法人が少なかったのかなと考えておりま

す。結果として１者というふうな形となってお

りますけれども、少なくとも選定を行った中で

信頼できる法人であろうというふうに我々は考

えておりますので、また新たな体制でしっかり

と体制を組んで、高齢者福祉の向上に努めてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 
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 ほかに質疑はありませんか。 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 よろしくお願いします。 

 このデイサービスセンター、１日平均何名の

方が利用される。もしくはこれまで何名の方が

利用していたんでしょうか。よろしくお願いし

ます。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 デイサービスセンターしおさいについては、

登録されている方は週１回のみの利用というふ

うになります。１日当たりの利用に関しまして

は20名を上限としております。現在、令和５年

度の実績でございますけれども、平均いたしま

すと１日14.8名の利用というふうになっており

ます。これは登録人数ではなくて、実利用人数

という形になりますので、当日欠席とかそうい

ったものも含めた形で実際の利用者は15名弱と

いうふうな状況でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 １日平均14.8名で理解いたしました。 

 こういった老健施設、介護士１人当たりに対

して何名まで対応できるという、たしかそうい

ったルールがあったかなと思うんですが。そこ

で仕様書のほうに職員の配置について、施設長、

看護師及び指導員を配置しなければならないと

あるんですが、それは１日の使用人数に応じた

看護師及び指導員は派遣していただけるんでし

ょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 この老人デイサービスセンターにつきまして

は、あくまで村単独の生きがいデイサービスセ

ンターという形になりますので、例えば介護保

険法等で利用者何名に対して介護職員を何名配

置しなければいけないという基準はありません

ので、あくまで村が設定するような基準でもっ

て運営していただくこととなります。 

 先ほど提案いたしました条例の中にもござい

ますけれども、現在の１日当たり20名最大の利

用があった場合には指導員が３名以上プラス看

護師が１名以上というような基準が適切だろう

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております議案第20号 北

中城村老人デイサービスセンターの指定管理者の

指定については、総務厚生常任委員会に付託し

ます。 

 しばらく休憩します。 

午前１０時５９分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 

日程第１４．議案第２１号 村道北中城高校

１２７号線道路護岸整備工事

（Ｒ５）改定契約について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第14．議案第21号 村道北中城高校127

号線道路護岸整備工事（Ｒ５）改定契約につい

てを議題とします。 
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 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 お尋ねをします。 

 通常、工事の議会承認事項というのは、契約

書に当事者同士が押印をして、その契約書の写

しが添付され提出されるわけですが、今回は押

印がされていません。契約書の写しでもありま

せんけれども、それはなぜでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 これまでの事例としては、例えば当初発注で

すと、先に相手とその確定をしながら、議会承

認を受けて有効にするという形が取られている

と思います。今回は１回変更で工期延期がなさ

れておりまして、その工期の中に今回議会のタ

イミングがあったということで、それであれば

その議会承認を受けて、それに合わせた日付を

打つべきではないかと、その考えに基づいてそ

れを踏まえてそれぞれで押印をするということ

で、今の段階では案という形を取らせていただ

いております。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 これまでは、例えばこの北中城高校127号線、

12月に改定契約をして、先ほど申し上げました

契約書の写し、押印をされた写しが提出されて

おります。それから昨日も専決処分で小学校の

擁壁工事の議案が可決されましたけれども、そ

れも契約書の写しが提出されております。 

 通常この改定契約書の中に、例えば１番、工

事名、２番、工事場所、それから３番、変更金

額、４番、工期、そして５番に契約保証金とあ

って、その６番に議決を要する契約については

議会の議決を得るまでは仮契約とし、議決後は

本契約に変わり効力を有するものとあるんです

ね。今回はこの６番の議決に関する項目があり

ません。となると、この議案として提出したも

のが、これは議会の承認を得たということにな

るのか。私はこれはこの６番が欠けていること

をこの書類でもって提出することは、これは議

会の承認を得たことには契約上ならないのでは

ないかと思うんですね。これは担当課だけでは

なく、この議案を司る総務課の意見をお聞かせ

いただきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 名幸議員の御質疑にお答えします。 

 今回の案件は、議会開催中で議会の議決を先

に取って契約に移行とする案件でございます。

前回出されている案件に関しましては、どうし

ても契約のほうを優先させて、その後議会の議

決、承認を得るという流れになっていまして、

そのため６番の記載事項が削られている案件で、

今回私たちの見解としてはこれでも十分議会の

議決を得て契約を締結するということに変わり

はないと思います。問題ないと考えてございま

す。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 今課長の答弁で、皆さんの見解であるという

ことでの提案でありますけれども、その辺議会

の承認事項としての自治法とか、その辺のこと

はちゃんと踏まえてのこの提案なのか。その辺

の明確なものがあっての、根拠があってそうい

うことをやればいいんですけれども、見解でそ

れでよろしいですか、そのままで。要するにこ

の契約書に当事者が、発注者である村、そして

受注者である業者側が押印をするということは、
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そのことに対して承諾をしたという証なんです

ね。この証がない議案の提出が、皆さんのそう

いうふうな見解でそれが本当に正しいのかどう

かですね、もう一度答弁求めます。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 今回の整理の仕方について、実は昨年補助金

に係る県の検査を受けておりまして、県の担当

のほうから議会承認事項というところで、基本

的には議会の承認を受けた後の日付とするのが

正しいのではないかと、適正と思われるという

ところがあって、我々も議会承認、このタイミ

ングがあるので、それを踏まえて実施するとい

う形を取りました。 

 先ほど相手方との調整、確認はどうするのか

ということで、これに対して添付してございま

す変更協議書で事前に確認を取らせていただい

ているというところでございまして、今回これ

に基づいて議会承認が得られれば、それを受け

て正式な契約締結に入るということを考えたと

いう状況でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第21号 村道北中城高校127号

線道路護岸整備工事（Ｒ５）改定契約について

を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第21号 村道北中

城高校127号線道路護岸整備工事（Ｒ５）改定

契約については原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５．議案第２２号 令和５年度北中

城村一般会計補正予算（第１２

号）について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第15．議案第22号 令和５年度北中城村

一般会計補正予算（第12号）についてを議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 ３点ほどお願いします。 

 23ページ、２款１項１目18節負担金、補助及

び交付金の自治会育成交付金が447万3,000円の

減となっています。受け取っていない自治会が

あるのかお聞かせください。 

 次に38ページ、３款１項９目18節負担金、補

助及び交付金、電力・ガス等価格高騰支援給付

金1,008万円の減、実績は2,086世帯6,258万円

ということですが、残額で336世帯分が残って

いますね。それは通知しても来なかったのか。 

 次に44ページ、４款１項10目21節補償、補填

及び賠償金、予防接種健康被害給付金127万
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4,000円、どのような被害があったのか、その

３点お願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 自治会育成交付金の減額補正についてですが、

受け取っていない自治会はございません。 

 38ページの18節についてですが、これは実績

額でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 お答えします。 

 ４款１項10目21節、健康被害給付金ですが、

これはコロナワクチン接種によるものです。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 自治会育成交付金、これは多く見積もってい

てその分減ということでいいですか。 

 あと電力・ガスのほうは再通知とかはなさら

なかったのか。 

 あと予防接種はコロナワクチンの、何か被害

があっての補償、補填及び賠償金じゃないかな

と思って。その３点をお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 自治会育成交付金に関しましては、昨年度想

定して予算を編成してございましたが、悟議員

も御存じのとおり税収だったりとかを勘案して、

実績に基づいて算定した額でございます。それ

の残りを減額補正してございます。 

 それと18節に関しましては、３万円の給付金

ですが、実績でこれは副村長のほうでも当初説

明してございましたが、2,086世帯、通知を送

って提出期限が切れたものですので減額補正し

てございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 お答えします。 

 コロナワクチン接種後に副反応の強い反応が

出まして、病状が出たということでこれにかか

った療養費、これについて給付という形で認定

されましたので給付しております。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 自治会育成交付金は分かりました。 

 電力・ガスは336世帯分は残っているんです

ね。低所得者向けだと思うので、ぜひ再通知な

どできなかったのか。あとコロナのほうは１人

でしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 １人の方が該当しております。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長は、再通知できなかったのかという

質疑に対して答弁してください。 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 担当職員のほうでそういった抜けがないよう

には事務は進めてございます。その結果残って

いるものでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それではよろしくお願いします。 
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 ５ページ、第２表、繰越明許費、２款総務費、

１項総務管理費、この４点ですけれども、シス

テム改修ということで、うちの電算システムと

いうのは大体一本化されていて、システム改修

に要する時間はそんなにかからないというふう

に私はイメージを持っています。11月の補正で

出てきて、なぜこの繰越明許になっているのか、

説明をお願いします。 

 同じページの９款教育費、５項社会教育費の

多目的交流施設導入機能調査業務、こちらのほ

うは９月に補正が出てきて、今回また来年度も

繰越しということで、調査に半年以上もかかる

のかという部分もあり、今年度どのような業務

を行ったのか。しっかり業務を行っての繰越明

許なのか。何かやっていそうもないような気も

します。この辺しっかり説明をお願いします。 

 続いて６ページ、第３表の債務負担行為です

が、補正で学校施設等照明設備（ＬＥＤ）賃借

料が限度額も下がっていますけれども、１年延

びています。限度額が小さくなって、契約が減

額されて、減額補正になっているということで

もあります。本来は少なくなれば期間が短くな

るのではないかというふうな思いがあって、な

ぜ１年延びたのか。その辺しっかり説明してい

ただきたい。そういったことはやっぱり、これ

も債務負担行為、我々の負債になるわけであり

ますので、しっかりした説明をしていただきた

いというふうに思っています。 

 続いて歳出25ページ、２款１項７目18節、負

担金ですけれども、北中城村国際交流協会補助

金マイナス35万円とありますけれども、理由で

すね、全額なのか一部なのか。またなぜ補助金

が返還、マイナスになったのかという説明もお

願いします。 

 続いて40ページ、３款２項１目22節、償還金

でありますけれども、保育士等処遇改善臨時特

例交付金が令和３年度、令和４年度分合わせて

償還になっています。去年報道がありました。

監査委員から指摘された主幹、保育教諭の配置

に関して減額調整なされていなかった部分があ

るというふうに報道がなされて、各自治体に是

正の措置をしたという新聞報道がありました。

これに関連しての返還なのか。また、もしそう

であれば、なぜそのような事態になったのか。

今後再発防止も含めてどのような考えがあるの

かお聞かせください。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 繰越明許費の総務課分、電算費に関する説明

を申し上げたいと思います。 

 まず１点目、住民基本台帳システム・戸籍附

票システム改修業務についてですが、事業実施

に向けた仕様書の作成にシステム構築などにつ

いて委託業者との調整に不測の事態を要したた

めの繰越しになってございます。 

 続きまして、戸籍情報システム改修業務につ

いてですが、国の補助金予算繰越に伴い年度内

の改修業務が完了できなかったためでございま

す。 

 引き続きまして、住民記録システム改修業務、

これに関しましては法務省情報連携システムの

オンライン化に伴う疎通確認、意思の確認に伴

う期間を要しているため繰越しになってござい

ます。 

 続きまして、障害福祉サービス等システム改

修業務についてですが、国の仕様書策定が遅れ

たことで年度内の改修業務が完了できないため

でございます。 

 併せて25ページの国際交流への補助金ですが、

これは活動実績が確認されていませんので補助

金をカットしてございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（比嘉利彦） 

 ただいまの上間議員の御質疑にお答えします。 

 ５ページの繰越明許費の９款５項社会教育費、

事業名の多目的交流施設導入機能調査業務とい

うことですね、昨年９月に補正をしてこの事業

が必要だというところでやっております。この

事業において、民間の力を生かそうということ

でＰＰＰ事業を導入できるかというような可能

性調査でございますので、これは県内のほうに

ＰＰＰを取りまとめることのできる企業という

のがなかなかなくて、様々な選定にも時間がか

かっております。そしてこのＰＰＰを導入する

に当たっては業種等も広げないといけないもの

ですから、そのサウンディング調査で企業選定

にも非常に時間がかかったということと、あと

１社１社企業と対面して、民間活力に関する意

見を伺わないといけないわけですが、これに非

常に時間がかかったということで、今現在、パ

ブリックコメントということでこれまでの経緯

の計画ですね、基本となった計画と、あと今後

どうしたいというような住民の様々な意見を聞

くためにパブリックコメントの期間中でござい

まして、それをまとめるにはちょっと時間が足

りなかったなということで、その時間が欲しい

ということで繰越明許、来年１年間かかるわけ

ではないと思っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 上間堅治議員の質疑にお答えします。 

 当初ＬＥＤの照明の契約のほうですけれども、

工事を含めて10年を予定していたんですけれど

も、今年度については使用料という形で組んで

いますので、１年整備が終わってからの期間で

10年ということで１年延びております。予算が

減った理由は、これについては公募型プロポー

ザルのほうを行いまして、５社から提案があり

ました。その中で金額も含めて、私たちが当初

予定していたものより大分落ちたことにより金

額は減っております。 

 以上になります。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 引き続き40ページです。３款２項１目22節、

償還金の令和３年度、４年度の御質疑でござい

ますけれども、まず令和４年度につきましては、

通常の実績確定に伴う償還でございますので、

それとあと令和３年度につきましても金額の修

正に伴う返還金ということになりますので、議

員御指摘のような何か会計検査等で指摘を受け

たものに対する返還というものではございませ

ん。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 順次再質疑したいと思います。 

 繰越明許のシステム改修のほうは大体分かり

ました。特段の事由、事故というふうなものを

含めてあるんですけれども、教育費の多目的交

流施設導入調査業務ですね、こちらのほうは繰

越しにできる項目というのか、事故等何とかと

いうのに当てはまるのかなと、今聞いたら。も

うちょっと調査して、しっかりまとめ上げてど

ういう方向にやって予算を出すべきことじゃな

いかというふうに私は思います。この辺村長ど

ういうふうに考えているのかお答えください。 

 あと最後に、歳出の２款１項７目18節の負担

金の国際交流協会の補助金ですけれども、議会

でも何回か補助団体についての附帯意見いろい

ろなことを言ってきました。今回もしっかりで

きていない、活動ができていないという部分も

あります。村全体として各課にまたがって補助

団体というのはあると思うんですけれども、そ
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の補助団体に対して一定というか、まとまった

規定というのがなく、各課で取りまとめてやっ

ているようなイメージがあって、全然ばらばら

のようなイメージが持たれています、指導する

に当たってもですね。この辺はずっと言ってき

ているんですが、そういった部分で返還に対し

ての条例とか、規定とかも多分出なかったとい

うふうに思っているんですが、この辺はどうい

うふうに指導しているのか。まとまって１つの

基本的なものを持っていてやったほうが私はい

いんじゃないかというふうに思っていますけれ

ども、この辺も村長どういうふうに考えている

のかお聞かせください。 

 以上２点です。お願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 まず、上間議員から御指摘のありました社会

教育の多目的交流施設導入機能調査業務につい

て、基本的に私たち予算編成は通年予算で、予

算計上ということで心がけておりますので、当

然予算編成方針の中で、全職員の説明では通年

予算を通してくださいと。ですから当初から補

正ということは考えていないものでございます。

ただ、こういう不測の事態にあるわけですから、

そういった補正は出てくる。しかし、今回御指

摘のとおり補正しながら繰越ということについ

ては、我々の通年予算の考え方を逸脱している

ものがあるものですから、そういった面はこれ

からそういったことがないように留意したいと

思います。 

 それから全体の補助金の交付規定等がござい

ますけれども、現状といたしましては、それぞ

れ各課でもって補助金交付要綱等を整備したり

しておりますけれども、ある意味では統一した、

全体を補完するようなそれができていないのが

御指摘のとおりでございますので、これから監

査からの指摘もございますので、そのように努

めてまいりたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 今の２件に関しては、しっかり予算内ででき

るような形を皆さん取っていただきたいと思っ

ています。また、補助金団体に対してもしっか

り監督できるような体制を整えていってもらい

たいと思っております。 

 もう１点、ちょっと聞き忘れたんですけれど

も、学校施設ＬＥＤですけれども、先ほど私は

限度額が少なくなった。契約の中で少なくなっ

てよかったなというイメージはあるんですけれ

ども、普通少なくなればこの期間も減るんじゃ

ないか。短くなるんじゃないかというイメージ

なんですよ。何でわざわざ期間を１年延ばして

やるのかという意味合いがよく分からない。こ

の辺をちょっと説明していただきたいというふ

うに言っているんですけれども、その辺はどう

いうふうにお考えなのか。よろしくお願いしま

す。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 上間堅治議員の質疑にお答えします。 

 期間が増えているということですけれども、

整備した後から10年間ということで業者のほう

とも調整というか契約をしまして、令和６年度

からの10年間ということで期間が延びています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 44ページの４款１項10目22節、先ほど比嘉 

悟議員からも質疑がありました。予防接種健康

被害給付金についてですけれども、答弁で１件

ということですが、１件で127万4,000円、この
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数字から見てかなり大きい副反応というか、ワ

クチン接種後に症状が重いものが出ているのか

なと推測するんですけれども、例えばこの年齢

ですよ。年齢も含めて、これは予防接種健康被

害救済制度に基づくものだと思うんですね。今

北中城村への相談件数とか相談窓口的なそれは

どういう状況でしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 現時点で相談を受けている件数は１件となっ

ております。今予算計上されている方の年齢は、

高齢者ということだけで控えさせていただきま

す。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 他の市町村、私も今あまり情報を持ち合わせ

ていないんですけれども、那覇市の相談件数が

79件あるんです。79件で申請している、多分救

済制度に基づくものの申請が20件、申達、いわ

ば担当は厚生労働省になる、上のところへの申

達が19件、申達のうち10代が２件あるんですね。

心筋炎が１件という形で、今後、とても私はワ

クチン接種に対しては、ワクチン自体に懐疑的

なところもあって、その後の健康被害というの

をとても懸念した中で議員になって、２回目の

一般質問ですか、取り上げもしたんですけれど

も、県全体でも申達が132件あって、70件が認

定されているんですよ。いわば給付金を得ての

というものがあるんですけれども、我が村にお

いても多くの方が摂取しているので、それに対

する相談体制というか、とても心配です。この

件に関しては。それに対してはどうですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（玉栄 治） 

 コロナ以外のワクチン等もございまして、現

在健康保険課の中でそういった受け付けもして

おります。コロナワクチンに関しては今年度、

３月いっぱいということになっていますので締

めますが、この業務については引き続き対応を

行っていくこととしております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 ぜひ、相談していますという村の告知の仕方

というか、単に通常の病気の中で症状が出たと

いうふうに思っている方もいると思うんですよ。

まさかワクチンが影響しているというふうに分

からない方もいると思うので、もっと周知させ

て被害に遭われた方を救うというのは、これは

行政が推し進めた政策でもあるので、特に国で

すよ。だから地方行政も、北中城村もしっかり

取り組んで救っていくというのは必要だと思い

ます。村長、これは村長に聞きたいんですけれ

ども、どうですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 喜屋武 功議員の御質疑にお答えします。 

 基本的にそういうワクチン等の接種でいろい

ろ副反応の被害が出た場合、そこから申し出る

制度、その意見を健康保険課のほうでは徴して

おりますので、そういうシステムは出来上がっ

ておりますのでそういった申出は結構ございま

す。ただそういう相談に乗っている職員もしっ

かりした、看護師とか保健師とかでございます

ので、そういった面ではしっかり私としては対

応していると思っております。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 
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 私のほうから２点確認で御質疑させていただ

きます。 

 まず17ページ、18款２項５目14節地域スポー

ツクラブ活動体制整備事業補助金について56万

円減とありますが、昨日の説明で学校部活動地

域移行というところでうまく進められなかった

という御説明がありましたので、具体的に内容

をお聞かせください。 

 もう１点、19ページ、20款１項１目１節、ふ

るさと納税寄附金、国の10月のルール改正によ

りまして、多分全国的にどの行政も自治体も厳

しい現状があると思います。その中で8,000万

円の減となっています。対応とか考えでどうい

った、8,000万円になった結果というのを具体

的にお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（比嘉利彦） 

 川上議員の御質疑にお答えします。 

 17ページ、18款県支出金、２項県補助金、５

目教育費県補助金、14節地域スポーツクラブ活

動体制整備事業補助金ですけれども、全国で行

われている中学校の部活動の地域移行に関して、

本村としましても当初想定していたのは、学校

の部活動を指導する教職員の負担の軽減を図り

ながら、学校部活動以外の日、土日ですけれど

も、土日に指導員を配置して地域部活動として

スタートさせる予定をしておりましたけれども、

実は予定していた補助金が、現在ついている補

助金の仕様が学習指導要領でいう学校部活動、

学校の中で行われる部活動の指導員に係る補助

金ですよという、これが学校以外で行われる地

域部活動の事業としては利用できない、制約が

あるということが実は後から分かったというこ

とがあります。そこで学校部活動として配置す

るには専門的な知識等も必要だというところも

あるので、こういった条件をそろえた人を採用

するというような、我々の準備体制を整えるこ

とができなかったということもあり、そしてま

た昨年の11月でしたけれども、第１回目の学校

部活動の地域移行の推進委員会の検討部会とい

うことで、中学校の教頭先生ですね、あと部活

の顧問の先生、父母教師会、部活の現役の外部

のコーチをしている方、少年野球・少年サッカ

ーの指導をされている方も参加していただいて

意見を伺ったところ、やはり学校以外の地域部

活動への移行のスタートについてももっと時間

をかけながら、理解を得ながらやる必要がある

というような話になりまして、やはりこれは体

制見直しが必要だということで、次年度に向け

てその予算については学校部活動の指導員とい

うのを配置できないかと思って、その体制づく

りですね、学校部活動の指導員の配置と地域部

活動の実行体制づくりをやっていきたいという

ことで考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 川上議員の御質疑にお答えします。 

 19ページ、20款１項１目１節、ふるさと納税

の寄附金がマイナス8,000万円ということです

けれども、実際ふるさと納税は年々増えてきて

いる状況で、例えば令和４年でしたら２億

3,500万円ほどありました。それで令和５年度

は目標を２億5,000万円と上げていましたけれ

ども、令和５年10月より寄附額の返礼品、また

事務費等で使えたのが６割あったのが、５割に

制度改正になったために寄附が伸び悩みをした

ところでございます。実際に、例えばマンゴー

1.5キロを１万円で売っていたのを、1.5キロを

１万7,000円で売るとか、量を減らすか値段を

上げるかという工夫はしていますけれども、な

かなか今回非常に厳しい結果、今現在１億

7,100万円ぐらいしかまだ寄附が届いていませ

んので、本来なら12月に多くの寄附があります
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けれども、今回12月になかなかなかったという

ことで、今回マイナス8,000万円ということを

上げております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 再質疑よろしくお願いします。 

 まず、17ページのスポーツクラブ活動体制整

備事業についてですが、先ほどの答弁で補助金

の仕様が適用できなかった。当初予定していた

土日の地域による部活動、それが学校部活動に

よる補助金のため適用できなかったとありまし

た。委員会、検討部会についてはぜひ体制見直

しづくりを進めていただきたいと思うんですけ

れども、今後この補助金についてどういったも

のがあるのか。適用できるものがあるのか、調

べているのかお聞かせください。 

 あと19ページ、ふるさと納税寄附金について

ですが、５割の制度改正によりちょっと厳しい

ものがあると。当初２億5,000万円を目標にし

ていたのがちょっと伸び悩んでしまったという

ところが答弁でありました。その辺、今後の対

応、この辺の考えもお聞かせください。よろし

くお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 どのような補助金が予定されるかというお話

ですけれども、今次年度に向けては、まずはや

はり中学校の教員の方の負担軽減ということで、

先ほども申し上げた部活動の指導員の配置です

ね、これについては国のほうからも補助がござ

いますので、それを今予定しております。その

ほかに国の補助として、地域クラブ活動への移

行に向けた実験事業をする場合に補助金がある

ということ。あと地域の中で新たなスポーツ環

境の構築ということで、そういった地域移行に

関する施設を造ったり、あるいはその指導員、

指導者の要請のための機関等をつくる、講習会

等そういった啓蒙活動等の実施についても補助

がつくというところですので、このあたりも、

まずは受入れ体制をつくるところから始めよう

かと思っておりますので、その補助等はおいお

い考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 川上議員の御質疑にお答えします。 

 ふるさと納税の今後の対応ということですけ

れども、なかなか離島県、沖縄もそうですが、

輸送料も含めて全国統一のふるさと納税で、沖

縄とか離島とか輸送料を含めて高くなるわけな

んですね。例えば東京とかであればそのまま普

通に輸送料も安くするということで、沖縄は非

常に不利ではありますけれども、何らかの方向

性を考えないといけないなと思っています。例

えば体験型とか北中城村しかない魅力的なもの

を取り入れないと、ほかの市町村と比べて、や

っぱり北中城村の魅力のあるふるさと納税を今

後どのようにしていくかというのを今後検討し

ながら進めていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 ただいまの川上議員の質疑と同じ質疑ですけ

れども、ふるさと納税についてです。 

 経費のルールの厳格化で50％以内に収めなさ

いということですが、９月までに北中城村が返

礼品と経費、今度は寄附金に対する経費率とい

うのは大体平均で何％ぐらいありましたか。 

○議長（比嘉義彦） 
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 休憩します。 

午前１１時５６分 休憩 

午前１１時５７分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 例年12月が一番多い時期です。１月から確定

申告がございまして、今回10月改正があったも

のですから、９月に多く来ていたのは確かです

けれども、数字等については今把握していませ

んので、後ほどまた提示したいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 今課長からも少し答弁がありましたけれども、

結局10月からルール改正、厳格化になるという

ことで結局需要が落ちると、寄附者が落ちると

いうことで、全国の市町村でここぞとばかり９

月にいろんな返戻品とかを工夫して駆け込み需

要を見込んだそういうような取組をした市町村

も多いようですけれども、北中城村でもそうい

うようなルール変更に対しての取組は９月まで

行ったことがあるのか。 

 それからルールの厳格化ともう一つは、地場

商品の変更、できるだけ地場商品に限るという

厳格化になって、これといった地場産業がない

ところが今度は不利益というか厳しくなるとい

うのがこのルールの厳格化ですけれども、これ

から先の対応についても答弁をいただき、北中

城村もこれといった地場産業が見つからないよ

うなところがあるんですけれども、例えば地場

産業の変更でも、よその地場産業を加工したり、

そういうことをすると認められるというルール

になっているかと思うんですが、これは新年度

予算にも関係することですので、そういうこと

も何か考えていますか。商工会とか地元の業者

とかを活用してルールの厳格化の中でも対応で

きるようなことを考えているのかお聞かせくだ

さい。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 まず、９月までに企画として何かやりました

かということですけれども、９月までにやった

かといえば、これを目標にやっていたわけじゃ

ありませんけれども、その都度商品開発に向け

ては随時一応取り組んでいるところであります。

今回地場商品ですね、地場産業も含めた商品で

すが、10月のルール改正によって新たな商品も

含めて、国に承認をもらわないといけないとい

うルールになっているものですから、なかなか

厳しいものはあります。ただ、うちの商工会を

含めて元気ですので、お互いこの制度自体分か

っていますので、商工会と一緒に新しい商品に

向けて取り組めるという可能性というのは随時

持っているつもりであります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 ぜひ頑張ってください。 

 これですね、恐らく今の国の傾向としてはど

んどんふるさと納税を厳しくしていって、あま

り所管する法務省は実は反対だというような話

も聞こえて、そういうふうにして過疎地という

んですか、農業や漁業とかが盛んなところは応

援して、そうでないところはちょっと厳格化し

ていくんじゃないかということも言われていま

す。でもその中でもやっぱり自主財源の確保と

いうことは大事なので、国のそういう情報等も

注視しながら、ぜひ地元の商工会とかいろんな、

漁業組合を巻き込んでふるさと納税を活用する
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ことをよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 では、今ありましたふるさと納税寄附金、名

幸議員の質疑にも関連してきますが、現在北中

城村ではマンゴーだったり、ほかのいろいろな

返礼品があるわけですが、先ほど課長の答弁で

は商工会と相談して新たな商品、そういったも

のを模索していく、国に申請するというような

ことでしたが、その新たな商品というのを商工

会と企画振興課だけで相談していいのか。ほか

の団体等からも推薦とかそういった声を聞き入

れるのか。どのような形でこの商品を選定して

いかれるのかというのを、もうちょっと具体的

に説明していただければと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 比嘉正志議員の御質疑にお答えします。 

 ふるさと納税の商品開発を含めて、商工会と

一緒に模索するというか、商工会会員がいます

ので、会員がつくったものを商工会と一緒に、

この商品であればふるさと納税に生かせるんじ

ゃないかとかという、お互いが一緒につくるわ

けではなくて、商工会会員でつくってもらった

ものを我々がふるさと納税の商品にしていくと

いうイメージであります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 了解しました。 

 では、ふるさと納税の商品化に興味がある

方々がいれば、まずは商工会の会員になってい

ただいて、そこで村とのふるさと納税の返礼品

に取り上げていただけないかというのを調整さ

れていくということで認識してよろしいでしょ

うか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 できれば商工会、観光協会の会員であること

は非常に喜ばしいことではありますけれども、

会員でなくても直接うちの担当が会社から電話

があって、こういう商品を出したいということ

があれば、窓口でいろいろ調整もしていますの

で、必ずしも会員に入ってからということじゃ

なくて、いい商品があればお互いはどんどん推

奨していきたいと思っておりますので、その取

組であります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ありがとうございます。まさに聞きたかった

ことはそういったところでした。 

 今、私のほうにもいろんな声が届いていまし

て、ここで具体的な商品名とかは言えませんが、

ぜひ村の広報紙あたりで幅広く皆さんにこうい

ったものを求めているよとか、そういった紹介

をしていただきたいと思いますが、先ほど答弁

にありました商工会の会員、観光協会の会員の

みならず幅広く受け付けていますよというよう

な、そういったアピールを広報紙あたりで紹介

できないかと思っていますが、その辺はいかが

でしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 今後のふるさと納税について、我々も頑張ら

ないといけないことも含めて、どういう周知を

していくかというのはこれから考えますけれど
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も、村内に向けて周知を図っていければと思っ

ています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第22号 令和５年度北中城村一

般会計補正予算（第12号）についてを採決しま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第22号 令和５年

度北中城村一般会計補正予算（第12号）につい

ては原案のとおり可決されました。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 ０時０６分 休憩 

午後 ０時０６分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

日程第１６．議案第２３号 令和５年度北中

城村国民健康保険特別会計補正

予算（第６号）について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第16．議案第23号 令和５年度北中城村

国民健康保険特別会計補正予算（第６号）につ

いてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第23号 令和５年度北中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第６号）につい

てを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第23号 令和５年

度北中城村国民健康保険特別会計補正予算（第

６号）については原案のとおり可決されました。 
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日程第１７．議案第２４号 令和５年度北中

城村後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第17．議案第24号 令和５年度北中城村

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第24号 令和５年度北中城村後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第24号 令和５年

度北中城村後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）については原案のとおり可決されま

した。 

日程第１８．議案第２５号 令和５年度北中

城村水道事業会計補正予算（第

６号）について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第18．議案第25号 令和５年度北中城村

水道事業会計補正予算（第６号）についてを議

題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第25号 令和５年度北中城村水

道事業会計補正予算（第６号）についてを採決

します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第25号 令和５年

度北中城村水道事業会計補正予算（第６号）に

ついては原案のとおり可決されました。 
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日程第１９．議案第２６号 令和５年度北中

城村下水道事業会計補正予算

（第５号）について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第19．議案第26号 令和５年度北中城村

下水道事業会計補正予算（第５号）についてを

議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第26号 令和５年度北中城村下

水道事業会計補正予算（第５号）についてを採

決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第26号 令和５年

度北中城村下水道事業会計補正予算（第５号）

については原案のとおり可決されました。 

 

日程第２０．議案第２７号 令和６年度北中

城村一般会計予算について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第20．議案第27号 令和６年度北中城村

一般会計予算についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案については議長を除く13

人の委員で構成する令和６年度北中城村一般会

計予算審査特別委員会を設置し、これに付託し

て審査することにしたいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。したがって、本案は議

長を除く13人の委員で構成する令和６年度北中

城村一般会計予算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託して審査することに決定しました。 

 お諮りします。ただいま設置されました令和

６年度北中城村一般会計予算審査特別委員会の

委員の選任については、委員会条例第６条の規

定によって、お手元にお配りしました名簿のと

おり指名したいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。したがって、令和６年

度北中城村一般会計予算審査特別委員会の委員

は、お手元にお配りした名簿のとおり選任する

ことに決定しました。 



― 157 ― 

令和６年度北中城村一般会計 

予算審査特別委員会名簿 

① 川 上 龍 太 ⑧ 大 城 律 也 

② 屋 良 朝 春 ⑨ 上 間 堅 治 

③ 比 嘉   悟 ⑩ 喜屋武 すま子 

④ 比 嘉 正 志 ⑪ 比 嘉 義 弘 

⑤ 平安山 和 美 ⑫ 名 幸 利 積 

⑥ 喜屋武   功 ⑬ 山 田 晴 憲 

⑦ 伊 集 守 吉   
 

委 員 長 喜屋武  功 副委員長 比 嘉   悟 

 

日程第２１．議案第２８号 令和６年度北中

城村国民健康保険特別会計予算

について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第21．議案第28号 令和６年度北中城村

国民健康保険特別会計予算についてを議題とし

ます。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております議案第28号 令

和６年度北中城村国民健康保険特別会計予算につ

いては、総務厚生常任委員会に付託します。 

 

日程第２２．議案第２９号 令和６年度北中

城村後期高齢者医療特別会計予

算について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第22．議案第29号 令和６年度北中城村

後期高齢者医療特別会計予算についてを議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております議案第29号 令

和６年度北中城村後期高齢者医療特別会計予算に

ついては、総務厚生常任委員会に付託します。 

 

日程第２３．議案第３０号 令和６年度北中

城村水道事業会計予算について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第23．議案第30号 令和６年度北中城村

水道事業会計予算についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 ただいま議題となっております議案第30号 令

和６年度北中城村水道事業会計予算については、

建設文教常任委員会に付託します。 

 

日程第２４．議案第３１号 令和６年度北中

城村下水道事業会計予算につい

て 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第24．議案第31号 令和６年度北中城村

下水道事業会計予算についてを議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わり
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ます。 

 ただいま議題となっております議案第31号 令

和６年度北中城村下水道事業会計予算については、

建設文教常任委員会に付託します。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 御苦労さまでした。 

 

午後 ０時１５分 散会 
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令和６年第４回北中城村議会定例会会議録 

招 集 年 月 日 令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 

招 集 の 場 所 北 中 城 村 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 議 令和６年３月21日 午前10時00分 議 長 比 嘉 義 彦 

散 会 令和６年３月21日 午後２時50分 議 長 比 嘉 義 彦 

応（不応）招議員 

及び出席並びに 

欠  席  議  員 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席 

等別 

 １番 川 上 龍 太 出  ８番 大 城 律 也 出 

 ２番 屋 良 朝 春 出  ９番 上 間 堅 治 出 

 ３番 比 嘉   悟 出 １０番 喜屋武 すま子 出 

 ４番 比 嘉 正 志 出 １１番 比 嘉 義 弘 出 

 ５番 平安山 和 美 出 １２番 名 幸 利 積 出 

 ６番 喜屋武   功 出 １３番 山 田 晴 憲 出 

 ７番 伊 集 守 吉 出 １４番 比 嘉 義 彦 出 

会議録署名議員 
 ３ 番 議 員 比 嘉   悟 

 ４ 番 議 員 比 嘉 正 志 

職務のため議場 
に出席した者の 
職 氏 名 

事 務 局 長 比 嘉 直 也 

議 事 係 長 仲 村 静 香 

地方自治法第121 

条により説明の 

ため出席した者の 

職 氏 名 

村 長 比 嘉 孝 則 教 育 長 德 村 永 盛 

副 村 長 大 田   繁 教 育 総 務 課 長 平 田 清 徳 

総 務 課 長 喜 納 克 彦 生 涯 学 習 課 長 比 嘉 利 彦 

企 画 振 興 課 長 仲 本 正 一 建 設 課 長 安次嶺 正 春 

会 計 課 長 喜屋武 のり子 農林水産課長兼農委事務局長 瀬 上 恒 星 

住 民 生 活 課 長 楚 南 兼 二 健 康 保 険 課 長 玉 栄   治 

税 務 課 長 玉 栄 幸 憲 学校教育指導主事   

上 下 水 道 課 長 伊 佐 秀 樹   

福 祉 課 長 喜 納 啓 二   

議 事 日 程 別 紙 の と お り 
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 議事日程第３号 

 令和６年３月２１日（木曜日） 

 １．開議 午前１０時 

 ２．付議事件及び順序   

日程 

番号 
議 案 番 号 事 件 名 摘 要 

 

１ 

 

  

一般質問 

 

 

 

一 般 質 問 通 告 書 

順位 質 問 者 件 名 

１ 比  嘉    悟 １．北中城村の水道インフラについて 

２．災害時の対応について 

３．和仲トンネル上公園整備について 

２ 上  間  堅  治 １．不動産に関わる村の取り組みについて 

２．村長公約 

３ 大  城  律  也 １．岩手県宮古市視察研修 

２．岩手県葛巻町姉妹町村視察研修 

４ 喜屋武    功 １．ハワイ－北中城村の交流事業と比嘉太郎・武二郎記念館の創設を 

２．反戦平和の像の移設で平和村をアピールすべき 

３．ＤＯＴＥプログラム事業の方針・成果目標と海外短期留学先の治安

状況について 

４．ライカム地区公園の方針について 
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○議長（比嘉義彦） 

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時００分） 

 

日程第１．一般質問 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第１．一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 おはようございます。 

 それでは通告に従いまして一般質問を行いま

す。 

 １点目は、北中城村の水道インフラについて

です。 

 今年１月16日に発生した、うるま市での導水

管漏水事故で、生活を支える水道インフラの重

要性が改めて浮き彫りになった。原因は水の流

れを止める制水弁（バルブ）が経年劣化により

生じたさびで完全に閉栓できなかったことが原

因とのこと。また、昨年の台風６号では、整備

の不具合で宜野湾市と中城村の一部で断水が長

時間にわたるなど影響が出た。我が村の水道イ

ンフラの状況について伺う。 

 ２点目は、災害時の対応についてです。 

 ２月５日、琉球新報一面に災害トイレ不足８

割という見出しで記事が掲載された。我が村は

国の基準を満たしている備蓄がある８市町村に

含まれていた。しかし、想定避難者数は県また

は自治体独自の試算とのこと。12月末現在、我

が村の人口は１万7,961名。想定避難者は896名

で人口の約５％である。どのように避難者を想

定し試算がされたのか。また、今後マンホール

トイレの導入のお考えは。 

 ３点目は、和仲トンネル上の公園整備につい

てです。 

 県道81号線、和仲トンネル上に県が整備した

広場ができました。今後の活用として、万が一

の一時避難場所に指定し活用してはどうか。 

 以上３点、よろしくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では比嘉 悟議員の御質問にお答えいたしま

す。 

 まず１番目に、我が村の水道インフラ状況と

いうことで質問されております。 

 本村の水道施設の現状といたしまして、令和

４年度時点で送水管延長4.4キロメートル、配

水管延長106キロメートル、総延長110.4キロメ

ートルで、そのうち耐震管延長は37.3キロメー

トルで全体に占める割合は33.8％となっており

ます。また、法定耐用年数40年を超えた管延長

が5.6キロメートルで全体に占める割合は５％

となっており、経年管を主体に管路更新に併せ

て耐震管へ布設替えする管路改良（耐震化）工

事を実施しております。 

 ２番目の12月末現在、我が村の人口は１万

7,961名、想定避難者は896名で人口の約５％で、

どのように避難者を想定し試算されたのか、ま

た、マンホールトイレの導入についての御質問

です。 

 避難者数につきましては、沖縄県地域防災計

画、平成19年３月において県人口の20分の１、

（５％）が根拠となっています。そのため１月

末人口１万7,961人の５％、898人を試算してア

ンケートには回答をしました。また、マンホー

ルトイレにつきましては、状況に応じ検討した

いと考えます。 

 ３番目の和仲トンネル上に県が整備した広場

ができた。今後の活用として万が一の一時避難

場所に指定し活用してはどうかということの御

質問です。 

 トンネル上部の広場を災害時の一時避難所と
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しての活用について、地域防災計画の見直しと

併せて検討したいと考えます。なお、道路管理

者である県からは、トンネル上部であるため荷

重負担となる建造物は設置不可とされており、

仮に防災設備を整備しようとする場合には制約

がございます。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 それでは水道インフラの件から再質問いたし

ます。 

 本村の水道事業は、昭和39年12月に上水道事

業経営の創設を受け水道事業が開始された。今

年で60年を迎えます。これまで改修等を行われ

てきて、現在では村全体の管路総延長が110.4

キロメートル、そのうち耐震管延長は37.3キロ

メートルで全体に占める割合が33.8％。法定耐

用年数40年を超えた管延長が5.6キロメートル

で割合が５％とのことですが、この法定耐用年

数40年を超えた、残りは5.6キロメートルの中

で、県企業局が設定している更新基準55年を超

えている管路はありますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 御質問にお答えします。 

 更新基準55年については、企業局が局内で検

討して導水管の更新基準を55年としております。

本村の場合、更新基準を送水管、配水管の本管

が40年、配水支管が60年と定めております。令

和４年度末で更新基準に達した管路はありませ

ん。なお、耐用年数40年を超えた管路は全て配

水支管となっております。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 ちなみに年間の更新実績は大体１年に何キロ

ぐらいやっているとか、過去５年ぐらいの平均

でもいいので。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 直近の令和４年度については、既設交換から

１年間で約340メートルを更新しております。

大体平均的にも大体そのぐらい程度でやってお

ります。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 こちらの更新の優先順位等は決まっています

か。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 更新の優先順位については、まず管路で40年

以上経過した管と、あと施設については耐震補

強を優先しております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 今後の整備計画はどのようになっていますか。

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 今後の整備計画としまして、まず喜舎場仲順

配水池の耐震補強と、あと熱田配水池からの配

水本管の耐震化を予定しております。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 村の水道水は、水道用水供給事業者の企業局

の北谷浄水場と石川浄水場から受水して、北谷

浄水場から供給されるのが喜舎場、仲順、島袋、

屋宜原、瑞慶覧、石平、安谷屋、荻道、大城、
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ライカムの全域と、熱田、和仁屋、渡口の一部

で、石川浄水場から供給されるのが、美崎全域

と熱田、和仁屋、渡口ですが、浄水場から本村

の受水点まで、送水管に不具合があった場合、

この送水管の改修は企業局がやる認識でよろし

いでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 議員の認識のとおり企業局の改修となります。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 では村はこの受水点から村内配水管の改修の

みの対応ということでよろしいですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 村としましては、企業局から受水する受水点

６か所から配水池へ送水する送水管と、配水池

から各メーターまで配水する配水管が村の改修

する区間となります。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 では一方の浄水場、北谷としましょう。そこ

の送水管に不具合があって、村の受水点まで水

が届かない場合、村内の７つの配水管で村内全

域にこの配水は可能でしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 北谷浄水場からの送水管に不具合があった場

合は、７つの配水系のうち６配水系で配水不可

となります。一方、石川浄水場からの送水管に

不具合があった場合には、喜舎場仲順配水池及

び大城配水池から熱田配水池への配水は可能で

あります。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 確認です。北谷がもし駄目な場合でも、この

石川から来たので村内全域には。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 北谷に不具合があった場合ということですよ

ね。北谷浄水場からの不具合の場合には、全て

の配水系といいますか、熱田以外はもう配水不

可ということになります。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 村内の配水系が７つでしたか、その管路とい

うのはないということでよろしいですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 管路はつながっておりますけれども、ただ熱

田地区について熱田からほかの地区への配水と

いうのは高低差の関係、水圧の関係で配水がで

きないということになります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 もう技術が発展してきているので、今後こう

いう配水系管をつなぐ必要性はないでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 熱田配水系からになりますと、ポンプ場の施

設の用地の確保とか整備、あと維持管理などの

費用対効果の面から今考慮しておりません。応

急給水での対応を今考えております。 

○議長（比嘉義彦） 
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 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 現在ですね、沖縄県内少雨傾向で県内のダム

の貯水率の問題が出てきています。今日の朝見

たら44.8％でした。村のホームページによると、

昨年の７月と今年の１月の水道水中の有機フッ

素化合物ＰＦＡＳの検出状況について結果が掲

載されていますが、今年２月28日ですね、比謝

川から取水が再開されています。その後ＰＦＡ

Ｓ検査は実施されていますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 今おっしゃるとおり、比謝川から２月28日か

ら取水を開始しております。３月４日これ県の

検査ですけれども、３月４日の検査では北谷浄

水場で原水が17ナノグラム、浄水が２ナノグラ

ム、リッターですね。北谷浄水場の活性炭の処

理により大分低減が図れていると思います。本

村についても２月28日に取水が開始されたこと

を受けて、３月にＰＦＡＳ関係の検査を追加で

やっております。結果はまだ出ておりませんが、

３月５日に検査のために取水を行っております。

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 結果が出たらまたホームページで載せるとい

うことでよろしいですか。できれば毎月発行の

村の広報紙にも村民に安全・安心を伝えるため

にも結果の公表をしていただきたいんですけれ

ども、その件について可能でしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 これについては、検査結果が出ましたら速や

かに公表したいと思っています。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 今年１月１日ですね、お正月真っ只中に能登

半島地震が起きました。本当に災害はいつ起こ

るか分からない、時を選ばない、選んではくれ

ないことを我々は目の当たりにしました。発生

から２か月半が過ぎ、いまだに断水している箇

所もあります。平成７年の阪神淡路大震災では

断水戸数約130万戸、最大断水日数が約３か月。

平成23年の東日本大震災では、19都道府県で断

水戸数約257万戸、断水日数約５か月。津波被

害地区は除いています。平成28年の熊本地震で

は、断水戸数約44万6,000戸、日数が約３か月

半。家屋等破損地域は除いています。このよう

に一度地震や災害が起こると、水道施設が大き

な被害を受け、断水が長期にわたる可能性があ

ります。そういった災害時の対応として、近隣

市町村との応急給水の連携はどうなっています

か。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 この災害時の対応としまして、沖縄県水道災

害総合協定を結んでおります。それにより中部

管内事業体で応急給水訓練体制を整えており、

毎年、県と中部管内水道事業体による応急給水

訓練を実施しております。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 ぜひ水を扱っている上下水道課からも、万が

一の水の備蓄を村民の皆様に周知していただき

たい。防災の両面からその点どうでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（伊佐秀樹） 

 そうですね、災害に備えて住民等についても

十分周知して図っていきたいと思っています。 

○議長（比嘉義彦） 
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 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 総務課の防災対策とかではなくて、上下水道

課が水を扱っているので、万が一水が出ないよ

というのも両面から村民に周知する必要がある

と思います。人は水がなければ生きていくこと

ができません。安全な飲み水の確保は生きてい

くための最低条件です。蛇口をひねれば水が当

たり前のように出る。炊事、洗濯、お風呂、ト

イレなど、日常の生活においても日々多くの水

を使用します。１日でも断水してしまえば、私

たちは普段どおりの生活ができなくなり、あら

ゆる分野で水道インフラは必要不可欠です。 

 令和２年３月に作成した北中城村水道事業経

営戦略に基づき、村民が安全・安心して生活し

ていけるよう、引き続き水の安定供給と持続可

能な水道事業運営に尽力していただきたい。そ

の件について村長、お考えをお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 比嘉 悟議員の御質問をお答えします。 

 水道水の給水等につきましては、我々人間の

当然のライフラインの最も重要なものだと思っ

ておりますので、そこに万全を期したいと思い

ます。災害時における給水・配水等についての

策については万全を期してまいりたいと思いま

す。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 年平均350メートルぐらいしか改修できない、

相当金額もかかりますよね。国、県の補助金も

活用し改修が計画的に進むことを望みます。 

 それでは次に、災害時の対応について再質問

いたします。 

 想定避難者の試算は、沖縄県の地域防災計画

において人口の２分の１、５％が根拠というこ

とですが、もし仮に地震が発生して東海岸側、

熱田、和仁屋、渡口、団地、美崎の方々が避難

すると考えると、１月末５地区の人口で4,075

人、県の人口の２分の１、５％で試算すると

203名。あそこで地震があって避難してよって

言っても4,000名のうち200名しか避難しないっ

て多分あり得ないですよね。しかし、この５地

区の全4,075人が避難しても、１日５回使用の

３日分、６万1,125回分。本村の備蓄は６万

6,900回分あるので充足率は109％。本村の災害

時のトイレは十分に整備されているようでよか

ったです。 

 以前質問した際にトイレ用テント６割、仮設

トイレ30基が備蓄されているとの答弁をいただ

きました。その仮設トイレに取りつけるタイプ

のものが６万6,900回分もあるという認識でよ

ろしいでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 仮設トイレ今現在２種類用意してございます。

１基当たり5,000、これメーカーの公表値なん

ですが5,000回使用可能だというのと、50回を

１パックにしているトイレの合計が先ほど新聞

報道では６万弱の回数です。ただし実際くみ取

りだとか、そういったことが必要になるので、

果たしてそれがくみ取りが現在生きているのか

どうか、それも考えないといけないと思ってい

ます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 これまで全国の災害時における避難所のトイ

レ問題が起きていることとして、集団感染のリ

スク、不衛生な環境下のため排泄を我慢し、食

事や水分摂取を控える。そうすると体調を崩し
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たり、エコノミークラス症候群、誤嚥性肺炎が

引き起こされる可能性があり、集団生活秩序や

治安が乱れ避難所間でのストレスがたまり、避

難所運営に支障を来たす悪循環など影響が出ま

す。災害時のトイレ問題は重要な課題です。高

齢者だけでなく誰もがトイレに行きやすい環境

を整えなければいけない。 

 そこで県内12市町村で導入している我が村に

はまだないマンホールトイレを提案します。先

ほど課長からもあったように、この仮設トイレ

は搬入にも時間がかかったり、し尿処理も必要

になるのに比べ、マンホールトイレは設置が簡

単で迅速に確保できるという利点があり全国的

にも導入が広がっています。我が村も年々少し

ずつですが下水道整備が進んでいます。トイレ

問題は非常に深刻です。状況に応じた対応をし

たいという答弁でしたが、私が今述べたのを聞

いて村長のお考えをお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 このトイレにつきましては、総務課等でも協

議をいたしまして、万が一大きな地震等が起き

た場合、果たしてマンホールトイレ下水道のほ

うでそれが使えるかどうかというのもまた問題

もありますので、そこは状況等に判断したそう

いった対応が求められると思いますので、そこ

を勘案したいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 ぜひ前向きな検討を望みます。 

 ３月８日、国際女性デーの新聞記事に、女性

と防災、市町村アンケートが掲載されていまし

た。我が北中城村は女性に配慮している全７項

目中、生理用品の備蓄の１項目のみが該当して、

他市町村に比べ遅れをとっているのが新聞紙面

で一目瞭然でした。その中で防災会議の設置は

なしということでしたが、先ほど議会の図書室

からお借りしてきたんだけれども、北中城村地

域防災計画は、この北中城村防災会議が作成し

たものでないのか。ここに防災会議って書かれ

ているので、防災会議がてっきり発行したのか

なと思っているんですけれども、アンケートで

は会議はなしとなっていたんですけれども、ど

うなんでしょう。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 議員から御指摘のこの防災会議、実は設置さ

れております。条例上も設置されていることに

なっています。回答する時点で会議が開催され

ているかという勘違いがあったもので会議が設

置されてないという回答をした次第です。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 会議は設置されているけれども、会議を開い

てないからしてないという回答をしてしまった

ということですね。了解です。 

 これまで一般質問に２回、各自治会の自主防

災組織の連携を図る連絡協議会等を提案してき

ましたが、これもまだできていない。村民の生

命・財産を守り、村民が安心して暮らしていく

ための防災・減災対策の提案です。このご時世

に防災意識の低い北中城村。新聞を見た村民は

はるかに驚いていると思います。我が村には東

日本大震災後に結成した県内外から評価されて

いるＹＯＲＩＳＯＩ（よりそい）隊というすば

らしい団体もあります。各自治会自主防災会で

そのＹＯＲＩＳＯＩ（よりそい）隊を巻き込み、

女性に配慮した環境整備のためにも第１回の防

災会議の実施を求めます。村長の見解は。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 
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○村長（比嘉孝則） 

 昨日あった全体防災会議等については、開催

としては十分開催できます。ただこれまで女性

に配慮した対策といろんな施策の方針と、全体

計画を見直す等についての全体防災会議だと思

っておりますので、そういった必要性が今あり

ますので、それに対応した防災全体会議の開催

については前向きに検討します。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 その会議の中で、中央公民館が指定避難所に

指定されますよね。その中で図書室から和室側

を女性専用にするとか、図書室の前にはトイレ

もあるし、ここを完全に女性用にする。授乳ス

ペースも和室あたりで更衣室、そうすると何項

目はもうすぐクリアできると思うんですよね。

ぜひ前向きな会議よろしくお願いします。 

 先月ですね、我々北中城村議会は岩手県宮古

市の行政視察で防災事業の取組についてという

研修に行ってきました。宮古市の防災担当に防

災事業に取り組むに当たり伝えたい言葉との質

問に対して、相手の危機管理課のほうから住民

一人一人の取組が大事。宮古市では防災出前講

座などを開催して、住民一人一人に防災につい

て備える、伝える、逃げる事の重要さを周知し

ていて、日頃からのコミュニティー形成が重要

だ。御近所との日常があって非日常に対応でき

るというとのことでした。宮古市では避難訓練

を年２回実施しているそうです。今年１月の能

登半島地震でも無事に避難された方が、東日本

大震災をきっかけに地域で毎年避難訓練をして、

奇跡ではなく日頃の訓練が生きたと語っていま

した。我が北中城村もいつ起こるか分からない

災害に備え、村民の防災意識向上のためにも、

これも２回目の提案です。村全体の防災訓練を

実施してはいかがでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 お答えします。 

 訓練できていないところに本番ではできない

ものがありますので、本番に対応するためには

どうしても事前の訓練が必要だと思います。お

っしゃるとおりでございますので、ぜひ全体を

巻き込んだ防災訓練等については実施してまい

りたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 まずは防災まつりのような気軽に参加できる

ものでも、コンパクトにできるものでもいいと

思います。 

 それでは最後に、和仲トンネルの公園整備に

ついて再質問いたします。 

 一時避難場所は地域防災計画の見直しと併せ

て検討ということですが、東海岸地域の方々に

もそうですが、仲順に住んでいてもこういった

避難できる整備された広場があるということを

知らない方もいると思います。村民への周知も

必要かと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 現時点でそこの広場がどういった取り扱いに

なっているかというのがそもそもの話だと思い

ます。私たち総務課のほうでまだ指定してござ

いませんので、周知などは逆に誤解を招くのか

なと思います。何か経緯を考えると部落であっ

たり、これ中部土木事務所のほうがですか、ア

スファルトを敷いたと聞いていますので、そも

そもそういった活用を元々想定していた活用も

考えながら広報などしないといけないのかなと

思っています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 
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 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 地域防災計画で見直して、一時避難場所に指

定して周知していただきたい。 

 昨年12月の仲順自治会での孝則村長初の地域

懇談会、この件は和仲トンネルの件で、防災、

トイレ、かまどベンチ、応急給水槽の整備を防

災公園的な想定で質問しました。かまどベンチ

は部落補助で取り組んでほしいとのこと。ちな

みにかまどベンチというのは、普段はベンチと

して使用していて、座る部分を外すとかまどに

なるというものですね。災害時に必要となる炊

き出しに備えたアイテムだと。いろんな全国で

も防災公園とかに設置されています。応急給水

槽は衛生面が懸念されるため、給水車で対応を

検討ということでしたが、給水槽ではなくて水

道を引くことはできませんか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 水道を引くことは何ら問題はございませんが、

その水道の管理者となる人がどちらになるのか、

これは部落になるのか、例えば実際公園に水道

はあるんですが、それは公園管理者となってお

ります。そういった取り扱いはどちらが取り扱

うかという問題があるのかなというふうなこと

を思っています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 広場、公園を活用するにあたり防災面でも何

をするにも人が集まればやっぱり水道とかトイ

レが必要になります。防災トイレは周辺の下水

道状況を確認して整備かどうか検討するとのこ

とでした。先ほども災害の対応のところで提案

しましたが、その和仲トンネルに普段はベンチ、

東海岸は初日の出も見えるきれいな場所なので、

そこにかまどベンチを置いて、トンネルの上整

備可能ならマンホールトイレを設置するのはど

んなでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 これ一般質問を受けてちょっと調べさせてい

ただいたんですが、当該箇所については下水道

整備が実際なされていません。また計画自体も

まだ未定ということで、マンホールトイレの設

置は難しいという認識しております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 和仁屋、仲順の両自治会を通る和仲トンネル

なので、行く行くは私の地元、仲順自主防災会

と和仁屋自主防災会との合同防災訓練をできな

いか今考え中です。和仲トンネルのことを考え

ていろいろアイデアがワチュン。アイデアが湧

き出るってことですよ。和仁屋地区の地域懇談

会で避難経路の整備についての質問で、和仁屋

地区は里道を通って仲順方面へ上る方法が現時

点での避難経路になると回答しています。せっ

かく県がきれいにアスファルト舗装してもらっ

た広場です。今後活用できるような整備を望み

ます。 

 以上、これで私の一般質問終わります。あり

がとうございました。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それでは、通告に従い２人目ですね、一般質

問したいと思います。 

 まず１点目、不動産に関わる本村の取組につ

いて。 

 その中で空家対策改正法が2023年12月に改正

され、管理不全空家も空家対策の推進に関する
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特別措置法に新たに加わり、一定の条件を満た

せば村から指導や勧告を行えることになってい

る。しかし空家対策の推進に関わる特別措置法

では、村の空き家対策計画、その他必要な項目

を定めることにより推進とある。本村において

空家対策計画はあるのか、また空家対策の推進

に関わる特別措置法に関わる空き家の現状を伺

う。 

 続いて２番目、相続登記が今年４月より義務

化されます。不動産を取得した相続人は所有権

の取得を知った日から３年以内に相続登記の申

請をしなければならない。本村でも過去、また

現在においても公共用地取得で相続登記がなさ

れていなく、事務または経費がかさみ、それど

ころかいまだに取得に至らない事業もある。こ

の相続登記義務化に対する本村の対応を伺う。 

 ２つ目です。村長公約です。 

 ４年前に、様々な公約を掲げ当選しました比

嘉村長ですが、今年は村長選挙もあります。４

年前に揚げた公約の中に給食費の無償化が含ま

れていますが、令和６年度予算には４分の３の

補助が計上されています。ここに来てようやく

の前進が見られましたが、村長の公約は無償化

であり、さらには私立の児童生徒への給食費無

償化です。 

 以上のことを踏まえ、４年間での給食費無償

化は実現できない状況である。この件に関して

意見を伺いたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では上間議員の御質問にお答えいたします。 

 まず１番目の不動産に関する村の取組につい

てということで、本村において空家等対策計画

はあるのか。また空家等対策の推進に関する特

別措置法に関わる空き家の現状を伺うというこ

とであります。 

 総務省の住宅・土地統計調査、平成30年によ

る本村の空き家（二次的住宅、賃貸用住宅、売

却用住宅含む）戸数は280戸、率にして4.3％と

なっており、全国13.6％、沖縄県全体の10.4％

に比べて少ない状況にあり、現在のところ空家

等対策計画の策定、特定空家の実態調査等は実

施しておりません。なお、管理不全と思われる

住宅に関する自治会等からの相談は、直近３か

年において３件程度あり、その都度所有者を特

定し適正な管理を求めている状況であります。 

 ２番目の相続登記義務化に対する村の対応に

ついて。 

 この相続登記義務化に対する本村の対応とい

うことですので、固定資産所有者の死亡に係る

相続人手続通知は毎月実施しております。また、

令和５年７月には未相続該当者を抽出し相続手

続を促す通知を実施しております。次年度、令

和６年度より会計年度任用職員を１名配置し、

未相続登記調査及び固定資産所有者に対して相

続登記の申請手続の啓発を強化いたします。 

 次に村長公約についてでございます。 

 現在村では給食費の半額補助と併せて準要保

護世帯への全額補助を実施しています。また最

近の物価高騰の影響により食材費が増加し給食

費では賄うことができず、その差額分について

も補塡し、保護者負担増が生じないよう取り組

んできました。令和６年度から給食費の完全無

償化については、財源などの面からも厳しい状

況ですが、４分の３補助を実施予定であります。

無償化に向けて段階的に取り組んでいるところ

であります。まずは村立学校の無償化を進めて

いきたいと考えています。その後に私立の児童

生徒の給食費無償化について進めていきたいと

思います。私の公約である給食費無償化につい

ては、国や県の動向、財源の有無を見極めなが

ら実現に向け取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 
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 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それでは本村の不動産に関わる対策取組です

ね、そちらのほうから順次質問したいと思いま

す。 

 まず空き家対策なんですけれども、村内の空

き家の状況が全国より低いということで特定空

家の実態調査等はやらない、計画も行わないと

いう考えでよろしいのか、この辺をお願いしま

す。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 私のほうからとりあえずお答えさせていただ

きます。 

 この空き家対策、どういう視点でどういう取

組をしていくのかというところの方針で担当課

も異なってまいります。そういった中で今主務

的な立場、取り扱っている所管課がないという

状況がまず一つございます。そういった中で、

特段大きな問題が生じていない状況というとこ

ろで、今の段階でいつ頃どうやってこれを定め

ていくのかというところを明確になっていない

と。しかし今後そういった状況が顕著になって

くるというような状況が見られれば、また改め

て検討の余地はあるのかなというふうに考えま

す。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 今の答弁だとまだ担当課がない。この状況に

しても村内はそれほどではないというふうな認

識ではあるんですけれども、実際自治体から３

件も特定空家について相談が出ている。３年前

からにもかかわらずできていないということは

どういうことなのかというのを、私は今まで議

員をやっていて議員の言葉より住民からの言葉

のほうが大切だよというふうに言われてきまし

た。いろいろあれやれこれやれと言っても住民

からの意見なのか、そういったのは住民からう

ちには何も来てないよという話をよくされてい

ました。その件に関して住民から自治会から３

件も来ているということであるのに、まだどこ

が対応するかというのができてない。そこはど

ういうふうにお考えになりますか、村長。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 上間議員の御質問にお答えいたします。 

 今過去３か年で３件の対応ということがござ

いました。そして対応ということですけれども、

確かに今私が住民の要望等に応えるためには、

少数であろうがそれに対応すべきだろうという

ことです。ただ今例規のほうでそういった今空

家対策等の担当が今まだ不透明でございますの

で、これは今後早めにこの所掌業務の条例整備

を例規等の整備を努めてまいります。そして少

ないからといって対応しないというわけではご

ざいませんので、これからしっかりと担当課を

決めて対応するように努めてまいります。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 私この法律もいつだったか、大分前にできて

全国的にも危険な空き家が出てきているという

ので報道でも問題視されてきています現状。そ

れでも足りないから、去年この現状にならない

ために管理不全空家という形で新しくやられて

いるというのが全国的な取組だと私は認識して

いて、もうあるのかという、しっかり対応でき

る課を持ってやっているのかというイメージで

質問したんですけれども、また３件あっていろ

いろ指導していますという答弁もあったので、

できているのかなというふうに思っていて残念

なところもあります。なぜ私がこういった質問
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するかというのは、最近また私、結構村内を歩

きます。いろんな議員の仕事で。島袋地域でも

これちょっと危ないなというのも３件ほどあり

ます。ほかの地域行っても２、３件見当たりま

す。全体的な部分ではないんですけれども、ま

だ近隣住民に迷惑をかけていないからクレーム

が来ないだけであって、今からなる可能性があ

るから、しっかり把握してくださいということ

で、去年法律も改正されたというふうに認識を

しているんですけれども、ぜひこの辺もしっか

り地域、自治会長会等も合わせながら相談しな

がら取組をやっていって、早めにやっていただ

きたい。なぜかというと、この質問の繰り返し

になるんですが、この答弁の中でも全国的に

４％とは言っているんですけれども、これはす

ぐ住めるアパート、今建っている新築の物件等

も含めて４％です。今の村内の現状というのは、

私不動産の関係も結構知っているんですけれど

も、アパートも空き室が出たらすぐ埋まる。入

りたいという人もいっぱいいるんだけれどもな

かなか入れない。そういう状況です。そういう

状況で４％もあるということは、この４％は本

当に住むのか住まないのか分からない人が所有

しているということだと思うんですよね。４％

の割合がどのくらいなのか、この特定空家に対

してつながるのか、というのも考えながらしっ

かり村の中で担当課を早めにつくってやってい

ただきたいと思います。 

 次に移りたいと思います。相続登記ですが、

これも法律関係ではないかもしれないですけれ

ども、国のほうで強化していただきたいという

ことで来ていると思います。答弁の中で死亡に

係る相続人、相続人手続通知は毎月実施してい

る。また去年７月に未相続該当者を抽出して相

続登記手続を促す通知を行っているという答弁

ですけれども、この２つの通知の違いは何です

か。なんか一緒だというふうに私は思うんです

が、どういった状況でこの通知を出すのか、ど

ういう目的でこの通知を出しているのか、いろ

いろあると思いますけれどもその辺詳しく説明

してください。 

○議長（比嘉義彦） 

 税務課長。 

○税務課長（玉栄幸憲） 

 まず毎月実施しているこの死亡者の相続に係

る通知ですが、まずこの死亡の届出を住民生活

課のほうで届出した後に、このデータが税務課

のほうに届きます。そのデータを基にこの死亡

された方が固定資産を所有しているかどうか、

そういったのを調査してそこで所有しているの

であれば、この相続手続等にも係りますので、

これを国のほうに村は通知をするという流れに

なっています。令和５年７月に通知した相続の

手続については、今回上間議員から御質問なさ

れている令和６年４月から罰則規定が設けられ

ています相続が義務化されるということで、再

度通知したという手続になっています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 確認ですけれども、初めに死亡されたときに

相続手続通知というのは、新規で新しくそうい

った事例が出たときにそういった手続を行って

通知をする。広報のほうは今まであるそういっ

た手続されていない事例の方に対しての通知と

いうことで理解はしました。今まで通知を抽出

してやったというにもかかわらず、また答弁で

は来年度また相続登記調査及び固定資産調査に

対していろいろやっていくということなんです

けれども、さらに何をやるのか、来年度。今回

こういう抽出をして、これだけ過去にこれだけ

の人数が北中城村にはいます。相続登記されて

ない方がいます。分かっているのにまたさらに

来年もそういった調査を行いながらやるという

ことは、さらに輪をかけて誰が相続人なのかと
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か、そんなつながりまで調べるのか、そういっ

た部分も調べながら早く相続してください。１

人の方に相続手続してください。あるいは分割

登記してくださいという形を進めるのか、この

辺少しお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 税務課長。 

○税務課長（玉栄幸憲） 

 まず毎月通知している件については、相続の

手続をしてくださいという通知及び相続人を選

任するに当たって時間がかかる場合が多分ある

と思います。そういった方については、相続人

代表者の手続をしてくださいということで通知

を促しております。今回新年度に向けてこの調

査をするに当たっては、まず相続人の調査、戸

籍住民票等の請求をして調査をします。その後、

名義変更手続完了の有無を登記所のほうで調査

をして、それがなされていなければ相続放棄者

等がまだいるのかどうかというのを裁判所のほ

うで調査をしたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 これは国からの指導があって通達があってや

るのか、私からすると、やらなくてもいいのか

なというふうなイメージがあります。村として

は早めに相続してもらいたい。固定資産税とい

う税を早く取りたいという意味合いでやるにも

かかわらず、そこまでやってもやらない方はい

るというふうなイメージがあるんですけれども、

この辺は国の指示があったのか、その辺お聞か

せください。 

○議長（比嘉義彦） 

 税務課長。 

○税務課長（玉栄幸憲） 

 令和６年４月実施の件については、国からは

協力依頼がございます。そもそも登記に当たっ

ては、固定資産を所有したのであれば登記をし

なければいけない義務があります。不動産登記

法で明記されていますが、私が先ほど言った相

続等で時間がかかる場合に、代表者を立てて相

続に代表者の手続をしてくださいというのは、

今回の義務化についても関連はしないといえば

関連はするんですけれども、国からの協力依頼

でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 協力依頼ということは別にやらなくてもやっ

てもいいのかなというふうに私は理解している

んですけれども、そのために会計年度任用職員

を１人置く、そういった費用対効果、どのくら

い村にいるのかというのは分からないんですけ

れども、そのためにまた新しく職員、会計年度

任用職員を置くというのはどういうふうな考え

で、本当に必要であればそこから相当な金額が

取れます。今まで登記されていなかったから不

明であったから、さっき言ったように固定資産

税が取れないというふうな話があるんですが、

そういった費用対効果の面からしてもちょっと

疑問が残る部分だなというふうに思うんですけ

れども、その辺どういうふうにお考えかお願い

します。 

○議長（比嘉義彦） 

 税務課長。 

○税務課長（玉栄幸憲） 

 まずは協力依頼ということですけれども、費

用対効果というより固定資産はやはり村内に固

定資産がある場合には、全ての方に賦課はして

います。本来固定資産税というのは、この所有

者に課する課税ですので、その方が亡くなった

場合にはもちろん死亡者課税はできませんので

その方の相続された方に課税をします。死亡さ

れたからといって課税はできないんですけれど

も、それでストップするのではなくて、その方
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の相続人に対して通知をする。そこで税を支払

ってもらうということになります。費用対効果

の件からすると今回は人件費がちょっとかさむ

ということになります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 そうなんですよね、人件費がかさむ。いろい

ろと新しく課もつくって人件費もかさむという

ことでもあるんですが、それは置いといてです

けど、今回の件に関してちょっと今話聞いたら

協力依頼という形です。村は村で何が重要かと

いうことでやらないといけないのかなというふ

うに思っていて、先ほどから言っているように

固定資産税をしっかりいただく。あとこういっ

た土地の収用に関しても公共の収用に関しても

そういった形でやれば早めに済むというのが村

の一番のプラスなのか。そこに持っていけばい

いはずだと思うんですが、この辺はもう少しこ

れからという話なので議論していきたいと思い

ますけれども、先ほどから言っているこの相続

人申告登記なんですよね。ここにちょっと私は

問題があるのかというふうに思っていて、これ

をやれば誰かが税金だけ納めてくれるよという

だけのイメージ。村はその人に対して税金を申

請するだけのイメージであって、私が言ってい

るのは先ほどから言っているように、しっかり

早めにやってもらう。誰か１人にやってもらう

という相続をやってもらうというのが一番重要

じゃないかなというふうに思っているんですけ

れども、この辺は、国からどういうふうにやり

なさい、指示とかあるんですか。例えばこの相

続人申告登記、代表者を１人立てておけばいい

という話でしたよね。それだけやっておけばも

うそれでいいのか。この登記自体は３年という

くぐりはあるのにそれをやればもうずっとその

代表者１人がやるのか。そうするとどんどん枝

葉が分かれてくるんですよね。相続人の相続で

きる人、権利がある人が。その辺はどういうふ

うな国から指示があるのか、その辺は指示があ

るとか、情報とかそういったのももらいながら

やるのが一番いいというふうに思っているんで

すけれども、この辺どういうふうなことでやっ

ているのかお聞かせください。 

○議長（比嘉義彦） 

 税務課長。 

○税務課長（玉栄幸憲） 

 繰り返しになるんですが、不動産登記法では

固定資産を所有した場合には登記をしなければ

ならない。これがもう基本なんです。村として

はその登記をする前までの間、この税を徴収し

ないわけにはいかないので、その間手続をする

までの間については相続人代表者の手続をして

くださいということで、この代表者の方に納税

通知書は発送しています。なので国からどうこ

うしなさいという指導はないんですが、もちろ

ん不動産登記法に基づいて相続はしてください

というふうに指導はしています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 ありがとうございます。 

 ごめんなさいね、国の施策なのになかなか言

えない部分もあると思うんですよ、今からのこ

とだし。法律だったらしっかりできるけれども

義務化、なんか曖昧な言葉でどんどん進めてい

こうとしている部分もあるということで認識し

ながら。わざとというか村民がそれを知らない

方もいるかなというふうに思っていて一般質問

もしています。そういった形で分かっていけば、

この議会を見ながら村民もしっかり理解、相続

に当たりどういうふうな形、登記に当たりどう

いった形で理解をしてもらういいきっかけにな

るのかな。村からももしそういう不具合、村に
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対してマイナスにならないような形もしっかり

議論しながら、国に対しても物を言う形にして

いただきたいなと思っています。ありがとうご

ざいます。 

 続いて村長の公約であります。 

 給食費無償化の件ですけれども、準要保護世

帯にも全額補助されているということで回答も

らっています。この準要保護世帯に対して何件

か、それとあといつ頃この全額補助は始まった

のかお聞かせください。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 上間堅治議員の質問にお答えします。 

 準要保護の人数のほうが402名、補助額が

1,901万円となっております。いつ頃始めたか

というのはちょっと資料のほうが手元にありま

せんので、また後で報告したいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 要保護の場合は国の補助、県の補助があると

思うんですけれども、この準要保護は補助はあ

るのかお聞かせください。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 上間議員の質問にお答えします。 

 この準要保護については、村の負担となって

おります。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 分かりました。今質問したのはある程度後か

ら質問するんですけれども、重要なのは答弁の

中でいろいろ取り組んでいるということで、半

額補助、今言っている準要保護世帯の全額補助

というふうにありましたけれども、それは多分

今調べられないって言ってましたが、それは大

分前から準要保護も大分前からやっていると思

うんですよ、我が村は。そういった世帯には手

厚く。この半額補助も比嘉村長がなる前からや

っています。物価高騰の部分も国からの補助が

あってしっかりやりなさいよということでやっ

ています。 

 村長のこの公約の中でできたというのが、来

年度始まる４分の３の補助だけなんですよ、こ

ういったいっぱいメニューありますよって言っ

ている割には、やっと始まったという私はイメ

ージがあって今質問しています。遅いか早いか

はどういうふうな形で取るかは後でまたやりま

すけれども、この今度６年度で４分の３補助を

やります。4,800万円ですか予算ベースで出て

いますが、この財源の内訳をお聞かせください。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 上間堅治議員の質問にお答えします。 

 財源については特に補助等はございませんの

で、村の一般会計からの持ち出しになります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 分かりました。また給食費ですね、３年前、

４年前から始まっていますけれども半額補助。

１人に対して基準をやると、中学生１人幾ら給

食費として支払っているのか、今回４分の３補

助になった場合に、この中学生１人幾ら払うの

か給食費として、この辺はしっかり出ていると

思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 上間堅治議員の質問にお答えします。 
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 小学校の給食費のほうが、令和６年度の小学

校の給食費が年間４万6,200円、村の補助が３

万4,650円、保護者の負担が１万1,550円。中学

校の給食費、令和６年度が年間５万2,800円、

村の補助が３万9,600円、保護者の負担が１万

3,200円となっております。２分の１のときの

小学校の給食費のほうが年間４万2,900円、村

の補助が２万1,450円、保護者負担のほうが２

万1,450円。中学校の給食費については、令和

５年度年間４万9,500円、村の補助が２万4,750

円、保護者の負担が年間２万4,750円となって

おります。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 内訳は大体分かりました。しっかりやられて

いるというふうに、ちょっとできる計算ざっと

ですけれども。ただ令和５年の予算で2,600万

円あって、４分の３の補助をやったときには

4,800万円となっています。前年度、普通は踏

襲しながらやる部分であると思うんですけれど

も、それを４分の３に直すと3,900万円ぐらい

が今年度の補助金ぐらいになるというふうに思

っているんですが、この差額900万円ぐらいに

なると思うんですけれども、この差額はどうい

うふうな計算で出しているのかお聞かせくださ

い。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 上間堅治議員の質問にお答えします。 

 今令和６年度の給食費の予定については、令

和６年度より給食費の値上げのほうを予定して

おりまして、その値上げの部分も含めての金額

になっているので差額が生じております。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 ちょっと計算ができないんですけれども、給

食費２分の１から４分の３になって、家庭の負

担は下がるのに今値上げするという話をしてい

ますけれども、これちょっと詳しく、なぜ値上

げなのか、なぜ家庭の負担が増えるのか、この

辺ちょっとお聞かせください。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 上間堅治議員の質問にお答えします。 

 学校給食費については、平成13年度から23年

間値上げのほうを行ってきておりませんでした。

昨今の物価高騰等でちょっとこのままの給食費

では量とか質を維持するのが厳しいということ

で、一応給食の運営委員会の中で値上げすると

いうことで決定して取り組んでおります。その

中で今300円ずつの値上げになるんですけれど

も、小学校の場合の親の負担のほうは、４分の

３にすることによって値上げしたときとしない

ときでマイナス990円の負担減にはなっており

ます。中学校のほうで値上げする前と後で１万

1,550円の一応負担減になっております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 せっかく負担をしていく４分の３やっていく

なら、もう全部村で持ったらどうか、この辺は

村長、値上げした分やりながらやったほうがい

いんじゃないかというふうに思うんですが、ど

ういうふうな考えで決めたのかお聞かせくださ

い。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 私はむしろ給食の無償化等については段階的

な措置でもよろしいかと思っておりますので、

ただいきなりそれをやりますと相当な一般財源
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負担等ございます。一昨日もですか、将来の負

担等について皆さん承知していると思います。

相当なこれから財政需要が出てきますので、そ

ういった面も勘案して、さらには今財源となる

財政調整基金等のほうの残高としても非常に今

底をつきそうな勢いでございますので、財政上

はものすごい旺盛なものがございます。ですか

らいきなり全額という補助ではなくて、段階的

に負いたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 財政的に負担も大変だから給食費を一旦値上

げして、その４分の３ということでありますけ

れども、年間900円ぐらい変わるとかそういう

話しているんですけれども、やはりそのぐらい

変わってどうなのかというふうな部分もありま

す。コロナのこの時期のときから地方創生臨時

交付金ですか、そういったのを使いながらいろ

いろほかの自治体でも給食費無料化にやりなが

ら有効に使っているという考えもありましたけ

れども、今後の動向はどういうふうに、来年度

はこの交付金というのは予算に計上されていな

くて補正でやるのかどうなのか分かりませんけ

れども、今後の動向も踏まえた部分であります

けれども、過去を遡ってそれを活用しながらや

るという考えはなかったのか。ただ高騰分だけ

上げてという話ではあるんですけれども、この

辺はどういうふうな考えでいるのか。例えば、

もしこういった来年度交付金が決定されて給食

費にも使えるというふうになれば、しっかり措

置できるのかこの辺をお聞かせください。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 これについては必ずしも特定財源ができたか

らといってそれを予算措置するというものでは

ございません。ただ、なぜそこに躊躇しますか

というと、一度補助金制度をつくりましたらこ

れは今後簡単に変えられないものがあると思い

ます。そこですぐ一緒になって特定財源がつい

てからやってしまいますと、これは恒久的な補

助金になってしまう恐れがありますので、段階

的にやっておいたほうが、そして今当然給食費

の値上げもございます。これは物価高騰による

大変長らく10何年間もそれはこれまで改定がな

かったと。これからまた公共料金の検討する、

これから結構出てくると思いますので、当然

我々また物価高騰によるその値上げ等も考える

べきだと思います。そしてまた今おっしゃる一

気にやるという、特定財源が使えれば一気にや

るというわけではなくて、段階的にやはりそう

したほうが適切かと思いました。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 段階的にやるという考え方もいいんですけれ

ども、村長の公約なんですよ、これは無料化に

やるというのは。せっかくそういった財源で使

えるというのはあるのに使わなかったというの

がちょっと寂しいというわけじゃないですけれ

ども、その辺も考えてやったほうが次につなが

るのかなというふうに。この使い方に関しては

この６月にちょっとまたシルバー人材センター

のほうのやり方も少し問題なのかなというふう

に思っているので、話しながらやりたいと思い

ますので、この辺は次の意図ですね、この財政

難に関しては。あとその物価高騰の中で私立に

一度無償化ということで予算つけてやったと思

いますけれども、これの実績、どういった形で

やったのか、父母の中からのこの評価、そうい

ったのも取れたのかよろしくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 上間堅治議員の質問にお答えします。 
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 私立への無償化ではなくて半額補助というこ

とで村の学校給食費の半額相当分の一応補助を

行っております。実績としまして小学校で46名、

中学校で49名。支出の内訳として2,190万450円

の支出を行っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 私立は結構いろんな給食費一律ではないと思

うんですよ。弁当なりいろんな考え方があるん

ですけれども、どういった基準で１人当たり幾

らというふうに出してこの予算を使ったのか。

それとまたこれは１回きりだったのか、この年

の１回きりだったのか、去年はなかったように

見えますけれども、この辺もお聞かせください。

○議長（比嘉義彦） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 上間堅治議員の質問にお答えします。 

 議員のほうからもありましたように、各私立

の学校によって給食であったり弁当とかいろい

ろあるので、それをちょっと把握するのは難し

いということで、村の給食費の年間の額の半額

を助成しております。令和４年度についてはコ

ロナによる家計急変等の補助金を活用してその

場合はやっておりまして、令和５年度について

は実施しておりません。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 それではですね、この給食費先ほどから答弁

あるように無償化ですね、結構な金額もかかり

ます。今の私立の場合でも今聞いて半額でもこ

のぐらいかかるのかなというふうに驚いていま

す。初めの答弁で国、県の動向を見極めてとい

う話もありますけれども、いち早く無償化にす

るのを掲げたのは比嘉村長であります。そのこ

とを踏まえて他力本願でこの公約ができたよと

いうふうになると、またちょっと違うのかなと

いうふうに思っています。財政厳しいとは言っ

ていますけれども、財政も厳しいのは多分で分

かりながらその無償化を打ち出したというのも

あるんじゃないかなというふうに思っています

ので、ぜひ来年４分の３やって段階的にという

ことなので、再来年無償化できるような形でや

っていただきたいなと思いますけれども、村長、

この辺の取組、今後どういうふうにやっていく

のか、これが10年、20年、30年のスパンで段階

なのか、その辺も少しはっきりさせないと公約

にもならないし、いつまでに財政計画も立てて

いるという話もしていたので、その辺も多分そ

の中に入ってくると思うんですよ、その大きい

金額なので。その辺も含めてできたらいつまで

に無償化にしますというふうに答えをもらえれ

ばいいんですけれども、できない場合はどうい

った形でやるかというのをお答えください。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 明言はできませんけれども、村の財政事情が

好転した、今それに耐え得るような財源を確保

できる財政事情になったらそれは十分いつでも

可能だと思います。ただ今は大変厳しい状況で

すので、現段階では厳しいものがございます。

そしてまた私たちもそれができるように財政を

引き締める、そういった措置等も含めてこれか

ら計画をつくり上げていく。そしてそれに給食

費の無償化に向けたそれも取り組んでまいりま

す。これはただおっしゃったようにいつとは申

し上げられませんけれども、できるだけ財政上

好転させて取り組めればいいかなと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 しばらく休憩します。 

午前１１時２２分 休憩 
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午後 １時００分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 屋良朝春議員のほうから、午後の本会議を休

む旨の届出が出ております。 

 では午前に引き続き、一般質問を行います。 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 こんにちは。それでは午前に引き続き、一般

質問をいたします。 

 春３月から４月、卒業、入学、進路、就職、

転勤、人事異動、定年、まさに悲喜こもごも、

人は去り人は来るときであります。若鳥は巣立

った後に羽の重さを知るというふうに言われて

います。さて一般質問に入ります。 

 １．岩手県宮古市の教訓を生かした防災対策

と、葛巻町姉妹町村に関連して質問をしてまい

ります。 

 石川県能登半島を震源とする最大７の地震は、

被害が続々と判明し増え続けている。必要な支

援の拡大、拡充に備える必要があります。災害

はいつ起こるか分からない。新年を祝う元日の

発生である。寒い季節の避難生活となっている。

未曽有の激震である。1995年の阪神淡路大震災

から29年。2011年３月、東日本大震災。2016年

４月、熊本地震。2024年１月、能登半島地震で

ある。自然の脅威はあまりにも突然で容赦ない。

被災した住民への万全な支援である。心を一つ

にして力を結集したいものです。自然の猛威の

前では人は助け合うことしかできない。 

 岩手県宮古市視察研修より。 

 2011年３月11日東北地方太平洋沖地震、東日

本大震災が発生し、宮古市全域で震度５を観測。

さらにこの地震に伴って発生した大津波に襲わ

れ、大きな被害を受けた。沿岸集落は壊滅的被

害を負った。 

 宮古市の被害調査状況。人的被害、死者517

人、うち行方不明94人。住家被害4,449棟。被

災世帯4,582世帯。これは宮古市東日本大震災

概要資料からであります。宮古市は地域特性や

様々な災害リスクの想定から、防災・減災に必

要な事業に取り組んでいる。 

 （１）教訓を生かした防災対策の推進につい

て。 

 防災事業の取り組み。これは村長施政方針４

の（４）に関連してまいります。 

 ①災害対策室を常設して、多岐にわたる災害

対応を全庁的に統括して、新しい人と物の流れ

を生かし、観光産業など経済発展に取り組んで

いる。大地震や津波、台風、洪水などの大規模

災害発生時に被害状況を把握するために、市内

各地域の現場映像で気象情報、災害情報など

様々な情報を収集するため、緊急防災・減災事

業債を活用し、防災情報システム等を整備して、

速やかに現場把握・分析を行い、総合的な判断

のもと適切な意思決定をして災害に強い“まち”

を構成して、市民の生命と財産を守っている。

本村も災害対策室を常設して、宮古市の防災・

減災対策事業の取組を参考にして、緊急防災・

減災事業債を活用して防災情報システムを導入

して、村民の生命と財産を守る取組が必要であ

る。見解を伺います。 

 ②地域防災力の強化について、人口減少社会

においても平時における火災・救急等の業務に

ついて、行政、消防機関のより柔軟な連携、協

力等の強化を図るとともに、消防団・地域自主

防災組織など地域の防災に関する多様な主体の

参画による地域防災の充実化が求められていま

す。大地震、津波による災害や台風、集中豪雨

による災害など、様々な様相を見せる大規模災

害に対して、行政・消防機関による対応力の確

保と、消防団・地域自主防災組織、地域住民も

一緒になって総合的な地域防災力の充実強化を

図る必要があります。地域防災力の底上げに向

けた取組が期待される。見解を伺います。 

 ③災害支援需要への影響について。少子高齢



― 179 ― 

化が進む中で、支援の需要が大きく変化する要

素が数多く存在している。高齢者、特に高齢者

独居世帯の増加に伴い、災害時要支援者の数が

増加していくことが想定され、災害支援活動に

おける対応力の強化が求められることになる。

災害即応体制を確立していく必要がある。見解

を伺います。 

 ④大規模災害発生時は被害の範囲が広大であ

ることから、特に東沿岸集落の情報の収集をは

じめ、避難誘導活動などにおいて関係機関との

連携が不可欠である。特に共同のまちづくりで

中城村・北中城村、消防本部と消防団、地域自

主防災組織との情報共有及び連携活動が重要で

ある。通信手段の確保、連絡体制の確立である。

災害時における活動の分担や連携方法について、

事前に計画を策定して、共同して避難訓練等を

実施しておく必要がある。見解を伺います。 

 ⑤被災地から離れた沖縄県であるが、いつ起

こるか分からないということも肝に銘じる必要

がある。沖縄も琉球海溝と南海トラフで揺れが

連動するマグニチュード９級地震の巨大地震が

起こると懸念されている。改めて自然災害の経

験や教訓をどう継承して、想定される巨大地震

など大災害に生かすかが重要である。1771年に

は琉球海溝を震源とする高さ30メートルの大地

震が八重山諸島を襲い「明和の大津波」呼ばれ

る激甚災害が発生している。大地震、津波、高

台へ逃げるという反射神経を訓練したいもので

あります。教訓は必ず命を救います。備えるこ

とで救える命もあります。学ぶことで助かる命

もあります。改めて見解を伺います。 

 東北一の酪農郷、岩手県葛巻町視察研修より。 

 葛巻町と北中城村は令和６年８月24日姉妹町

村締結35周年を迎えます。篤志家、上原清善氏

の取り計らいで始まりました。この絆は両町村

に受け継がれ、今も温かな交流が続いています。

今回の視察研修では氷点下の中、鈴木町長、副

町長、教育長、議会議長、副議長をはじめとす

る役場の方々の玄関前で出迎えの大歓迎を受け

ました。見送りもありました。改めて心から感

謝を申し伝えたい。さらなる両町村の交流の発

展であります。両町村は様々な分野での交流を

深めて友好の絆をさらに強くしたいものです。

今後は教育行政も含めた山村留学の継続と発展、

民間主体の商工業や観光産業など、それぞれの

魅力、資源を生かした交流も期待したいもので

す。 

 （１）地域における情報化。これも村長施政

方針４の（４）に関連いたします。 

 町では地域における情報化で「安全・安心な

災害に強いまちづくり」を目指して、地域情報

通信基盤整備に取り組み、光ファイバーによる

ネットワーク網を整備して災害時における効率

的、かつ効果的で即応性のある情報伝達を行う

ため、ワンオペレーションで一括配信できる防

災連絡システムの構築で情報伝達手段の拡充を

図っている。本村も導入に向けて取り組む必要

がある。改めて見解を伺います。 

 （２）山村留学という選択。 

 高校教育の充実のため、平成14年に地域連携

型中高一貫教育を導入し、県立葛巻高校と町内

中学校の教育連携を推進している。平成27年度

に創設され全国から募集する「くずまき山村留

学生」では、町営の寮を整備し受入れ体制を整

えている。また無料公営学習塾も開塾している。

豊富な参考書と設備が整い、学校の授業の復習

など個別指導により目的に合わせた学習が可能

である。保護者の負担が軽減されるのはもちろ

んのこと、学力向上と将来の地域やふるさとを

担う人材や社会で活躍する人材育成の取組も図

られている。山村留学の継続、発展に期待する

ものであります。見解を伺います。 

 （３）葛巻町の環境。 

 葛巻町は人口6,000人に満たない過疎の町が

町政のリードによるビジネスで成功を収め、町

外から多くの交流人口を創出。ハード・ソフト
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共に豊かな町になっている。歴代町政が築き上

げた町、葛巻町である。観光資源もなく、鉄道、

高速道路も通っていない。温泉もない山奥の町

であった。民間の主導もなく役場の方々のモチ

ベーションが豊かな町を築き上げた。「北緯40

度ミルクとワインとクリーンエネルギーの町」

をキャッチフレーズとして、町の事業である一

次産業（酪農：くずまき高原牧場）、二次産業

（ワイン：くずまきワイン）、三次産業（観

光：ふれあい宿舎グリーンテージ）を立ち上げ、

第三セクターが運営。いずれも経営は好調であ

る。鈴木町長いわく、「ない」と嘆くよりも

「ある」資源を生かせという。自治体の規模や

環境は異なるが、学ぶべき点が多々ありました。

北中城村にはあふれる魅力ある資源がある。温

暖で緑の山、青い空、紺碧の海、世界遺産中城

城跡、中村家住宅、ライカム地区大型商業施設、

大型総合病院、民間大型ホテル、国道、県道、

沖縄自動車道インターチェンジ、スマートイン

ター、ゴルフ場など、これを生かすのは行政次

第である。広域化の時代です。スクラップアン

ドビルドで中城村・北中城村一体の共同のまち

づくり計画に参考にしたいものであります。見

解を伺います。 

 以上、２項目について私見を述べました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 大城律也議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、岩手県宮古市視察研修から、岩手県宮

古市の教訓を生かした防災対策と葛巻町姉妹町

村に関連しての質問ということで、まず１つ目、

岩手県宮古市視察研修より。 

 （１）教訓を生かした防災対策の推進につい

て。①の質問でございます。 

 本村も災害対策室を常設して宮古市の防災・

減災対策事業の取組を参考にして緊急防災・減

災事業債を活用し、防災情報システムを導入し

て村民の生命と財産を守る取組が必要であると

いうその見解についてでございます。 

 ①庁舎スペース（執務室、会議室）の関係で

対策室の常設はできませんが、地方公共団体の

役割は、住民福祉の増進を図ることを基本とし

ており、当然そこに住む住民の生命と財産を守

ることも大変重要なことである。本村でも、緊

急防災・減災事業債を活用し、デジタル防災無

線を整備してございます。 

 続きまして②のほうですけれども、大規模災

害に対して行政、消防機関による対応力の確保

と消防団、地域自主防災組織、地域住民も一緒

になって総合的な地域防災力の充実強化を図る

必要があるというその取組の見解をお伺いした

いということですけれども、②の回答といたし

まして、地域防災力の強化を図ることは、自

助・互助の強化にもつながることであり、役場

のみならず社会福祉協議会、各字自治会と連携

しながら自主防災組織設立、活動等をサポート

しております。 

 ③のほうで、高齢者、特に高齢者独居世帯の

増加に伴い災害時要支援者の数が増加していく

ことが想定され、災害支援活動における対応力

の強化についてでございます。 

 ③の回答といたしまして、大規模災害が発生

した際、その対応につきましては、自助及び互

助による対応がとても大切になります。高齢化

が進む中、地域防災力をさらに向上させるため

に自主防災組織の役割が重要になると認識して

おります。 

 ④についてですけれども、災害時における活

動の分担や連携方法によって、事前に計画を策

定して共同して避難訓練等の実施について見解

を伺うということです。 

 ④村は県、近隣市町村、公共機関等とは互い

に連携をとりつつ、災害対策の推進を図るとと

もに、防災関係機関、住民等、行政機関の間で
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情報が共有できるように取り組まなければなら

ないと認識しております。 

 ⑤についてですけれども、大地震、津波、高

台へ逃げるという反射神経を訓練したいもので

す。教訓は必ず命を救う。備えることで救える

命もある。学ぶことで助かる命もありますとい

うことで、その見解を伺うということです。 

 ⑤の回答といたしまして、地震や津波など、

私たちはいつ災害が起こるかは想像できません。

だからこそ災害対策に関する知識を持っておき、

いざというときに命を守る行動が取れるように

備えておく必要があると考えます。 

 大項目の２は岩手県葛巻町姉妹町村視察研修

からの御質問でございます。 

 （１）地域における情報化ということで、光

ファイバーによるネットワーク網を整備して、

災害時における効率的かつ効果的で即応性のあ

る情報伝達を行うため、ワンオペレーションで

一括配信できる防災連絡システムの構築で情報

伝達手段の拡充を図っている。本村の導入に向

けて取り組む必要があるのではないかという御

質問に対して、葛巻町においては、防災対策室

で各地域の状況をリアルタイムで確認すること

ができ、自主放送「くずまきテレビ」で災害情

報も発信するシステムが構築されています。葛

巻町と同様な設備整備は難しいですが、今後も

防災無線、エリアメール、ＬＩＮＥ等を活用し、

迅速に情報発信ができるよう努めてまいります。 

 （２）の山村留学という選択ということです

けれども、山村留学の継続発展に期待するもの

である。山村留学についての見解ということで

すので、（２）「くずまき山村留学」について

は実際に拝見して、地域事情に応じた取組だと

感じました。今後の山村留学の継続発展につい

ては、進路先の一つとして情報提供を行ってい

きたいと思います。 

 （３）葛巻町の環境ということで御質問です。

広域化の時代、スクラップアンドビルドで中城

村・北中城村一体の共同のまちづくり計画に参

考にしたいものであると。その見解をお伺いし

たいということで、中城村との共同のまちづく

りにあたっては、世界遺産である中城城跡など

両村の有する資源を生かしつつ、両村の将来に

有益となる計画の策定を図ってまいります。御

提案の葛巻町の取組事例についても参考にした

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 それでは、宮古市視察研修からの再質問であ

ります。 

 ①番についてですが、対策室の常設はできな

いとあります。また防災無線を整備してありま

すというふうにあるわけですが、これは基本的

には気象情報を参考にしての放送になるわけで

す。自主的な情報発信ではありません。これは

気象情報を参考にした放送になり、独自の防災

情報システム導入をするということはですね、

この気象庁あるいは県からの発表の前に、自主

的にこの村の地域は何ミリ雨が降ったら普天間

川はどうなる、あるいは渡口はどうなる、それ

から島袋に今計画している物件ですね、あれが

どうなるというもの。これが役場で瞬時に防災

システムを活用すれば把握できるわけです。こ

ういう情報が必要なんですこれからは。ですか

らいかにこの補助をどこから持ってくるかとい

うことも大事ですが、そういうものはできませ

んとかいうことじゃなくて努力はしますという

ことが必要ではないかというふうに思っており

ます。これはですね、今後いつ起こるか分から

ない状況ですから、津波であっても特に沿岸区

域、これは熱田、和仁屋、渡口だけでも駄目な

んですね。中城方面からやってくるかも分から

ないし、泡瀬方面かも分からない。そのときは

やっぱり広域化の情報収集なんですね。少なく
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とも村民の命をどう守るか、そういうことにな

るとやはり教訓をどう生かしていくかなんです。

そのためにはやはりいろんなものができないと

かじゃなくて、無線は整備してありますとか、

これが本当に現在に見合っているのか、防災シ

ステムとして。ですから葛巻とか宮古市の情報

を確認して、取り入れるべきものは取り入れて

いただきたいというお願いをしているわけであ

ります。改めて見解を伺います。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 律也議員がおっしゃるとおり、あらゆる情報

を確かに確認しないといけないと思っています。

それで我が村に対して取り入れられるもの、そ

れを研究していかないといけないのかなと考え

てございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 これ宮古市はあんな大変な被害を受けたんで

す。ですから必死なんですね。それから葛巻町、

海抜400メートルとか中心地の平均が400から

500メートルぐらいだと。周囲の山は1,000メー

トルとかあるんです。向こうは津波ありません

よ。しかし豪雪地帯になりますね。雪解けの水

が河川をオーバーしたりとか、そういうものが

あるから向こうはそういう情報システム整備が

広いんです。町土の面積が広い、それが分散し

ているものですからこの集落がですね。なかな

か北中城村みたいにぱぁっと車で30分、40分あ

れば一周するような状況じゃないものですから、

そういうものが必要なんです。しかし我が村は、

この東沿岸あるいは西側、屋宜原と瑞慶覧、海

に面した部分があるわけですから、津波対策と

いう意味からもぜひこのものについては取組を

していただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 次に行きます。１番目のですね②について再

質問です。 

 地域防災力の活性化を図るため、地域防災活

動をきめ細かく指導できる地域防災員、指導員

ですね、それぞれの地域には、例えば東沿岸地

域は自主防災組織を立ち上げておりますけれど

も、これはほとんどが自治会を中心にして、そ

れから防災会長を中心にして活動しているわけ

ですが、それに対して防災指導員、役場からあ

るいは公的な役場あたりの指導員がこの組織と

してこういう方がいらっしゃるのか、それから

できるだけ防災士を要請する必要があると思っ

ておりますので、村内に役場の中でも結構です

が、その地域的においても防災士の資格を持っ

ている人が何名いるか、それを確認できている

のであればそれもお聞きしたいなというふうに

思っております。それについて伺います。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 確かにそういった災害・防災に対しての指導

できる方の人材は必要だと思います。実際、和

仁屋の防災訓練の中で社協を通してそういった

リーダーの講演であったりというのが実際行わ

れました。そういった必要があるのであればお

声を上げていただければこちらのほうからそう

いった要請をしていきたいと思います。 

 それと防災士の資格を職員が持っているかと

いうことですが、申しわけません。今現時点で

職員の数、持っているかどうか把握してござい

ません。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 課長、防災指導員、防災士の要請をそういう

のやっているのか。そしてあと各地域にそれが

あるかどうかも確認したいと思いますので、地
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域になかったらなかったで答弁してください。

そういう育成、そして各地域にもそういう資格

を持つ人たちが配置されているのかということ

を問いているので答弁してください。 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 指導員、防災士の育成については、こちらは

直接行っているわけではなく、各自治会でそう

いった資格を目指している方が本土の方に行っ

て資格を取得してきているような状況です。現

在、後ろにいらっしゃる悟議員も内地のほうに

行って取ってきているので、各地域の自主防災

組織のリーダーが何名か持っていると記憶して

ございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 防災士というのも大事なことですし、私も何

年か前に防災士の件について、村からこの支援

補助金は出ないのかという質問をさせていただ

きました。そしたらありませんということでし

た。今後はやっぱりこれだけ地震、津波が日本

全国あちこちで発生して大変な被害を被ってい

るわけですので、防災士を育成するためには補

助金とかいうものも必要になってくると思いま

すよ。今悟議員は個人的に九州に行って取って

きた。資格を取得してきたという話を聞いてお

りますが、最近では県内でもその防災士の資格

が取れるようになっているということでありま

すから、経費的にもかなりの節減をしながら対

応できると思いますが、今後この防災士の行政

から支援の考えがあるかどうかお伺いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 まずどこでその防災士の資格が取れるのか、

そういった講座がどこで受けられるのかをまず

確認して、今律也議員がおっしゃっていたよう

に、県内で取れるようだったら少しそれを調べ

てみてどのぐらいの費用がかかるのか、それも

含めて確認して判断材料にしたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 この各地区、自主防災組織を立ち上がってい

るところは、責任者とよくコミュニケーション

を図って、何が今必要かというと防災士が必要

でありますので、やっぱりその支援体制も行政

として取り組む必要があるだろうというふうに

思っておりますので、ぜひこれも早急に調べて

防災士の養成に全力を挙げていただきたい、そ

れから地域防災指導員もぜひ必要であります。

今やっぱり地域で一生懸命やっていますけれど

も、役場も一緒になって行政も一緒になってや

るべきことだろうというふうに思っております

ので、地方の防災組織がやっていますじゃなく

て、行政も一緒になってやっていただきたいな

というふうに思っております。 

 それから１番目の③の再質問をさせていただ

きます。 

 災害時に自力で避難することが困難な高齢者、

避難行動要支援者に対して、災害情報の連絡や

避難行動の解除など、支援が地域の中で行われ

る体制づくりが必要ですね。遠い親戚よりも近

くの他人なんです。遠くに親戚いましたってこ

れはないようなもんですね。だから近くの他人

なんです。頼りは向こう３軒両隣なんです。も

う隣近所、これが大事なんです。隣保共助と言

っているようですね。近所なのかというと、こ

れは近い、助ける、近所と言っているようであ

ります。これの役割を築き上げていかなければ

なりません。これもやっぱり自治会の大きな役

割がありますが、行政からもその辺の情報を収
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集して、情報を地域に提供する。特にそこに避

難困難が何名いるか我々分かんないんです。こ

れ個人情報でなかなか教えてくれないんです。

どこの誰を助けに行けばいいのか。そういう自

主防災組織には個人的な情報資料はないんです。

これは社会福祉協議会センターとか、それから

民生委員の方々は存じ上げているわけです。し

かし教えてくれない。ですからいざというとき

に何をどうすればいいのか健在の方々は。それ

も昼とか、もうこの震災というのはいつ起こる

か分からない。昼間は若い人たちはみんな仕事

ですよ。地域に残っているのはみんな女性、あ

るいは高齢者がいっぱいいる。そのときにどう

いう助けをするかというのも非常に大事なとき

が来ているわけであります。それも含めて行政

ももっと真剣に各地区の自治会とも防災組織と

も連絡を取って、この体制を改めて取るべき必

要があるというふうに思っていますが、改めて

見解を伺います。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 避難行動要支援者に関しましては、確かにま

ず情報を把握して、答弁でもありましたように

互助、議員がおっしゃる近所のそういった取組

が必要だろうというふうに考えております。

我々といたしましても、特に津波からの避難と

いうことを想定して、沿岸地区にはすでに自主

防災会が立ち上がっていますので、今後村社協

と連携しながら、まずはその沿岸地区における

避難行動要支援者の支援体制、避難体制を再度

また構築していこうということで取り組む予定

でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 福祉課長からもその説明がありましたが、こ

れ非常に大事なんですね。誰が体調悪くて支援

が必要としてもよく分からないものですから、

ぜひこの辺も含めて部落の皆さんが全部分かる

というわけじゃありませんが、特に防災関係に

関わっている人たちにはそういう名簿とか個人

情報ですから、これが漏れないような形で各地

区の例えば民生委員とかという方々と一般の組

織の役員と連絡取れればなというふうに思って

おりますので、ぜひこの辺早急に対応をお願い

したいと思っております。 

 それから次に行きます。④番について再質問

であります。 

 大規模災害発生時に人的、物的援助を受ける

ため地域防災協定を締結した村内の関係機関は、

どこと協定を結んでいるかお聞きします。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 大きくはライカム地区にある病院、スポーツ

施設、もちろんライカムの商業施設でございま

す。ＬＮＧも当然協定締結してございます。合

わせて社会福祉協議会、商工会の建設部会あた

りとも協定を締結してございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 これでいいのかなというふうに思うわけです

ね。先ほど商工会の建設部会かなというふうに

思いますけれども、それから医療法人中部徳洲

会病院、説明があったかと思います。イオンモ

ール株式会社、それからルネサンスライカム24

等々あるわけです。私はもっと取り組む企業は

あると思っています。民間で言えば営業なんで

すよ。私は提案したいのは大西ゴルフ場は広大

な駐車場もあるし、それから広いレストランも

ある。そして大きな風呂場もあるわけです。そ
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ういうときにこれを活用していただくというよ

うな感じで、大西ゴルフ場も追加提案をしたい

なと。それからＥＭウェルネス暮らしの発酵ラ

イフスタイルリゾート、先ほどこれの名前は出

てきませんでした。こことも協定を結ぶ必要が

あると思いますよ。向こうは部屋も結構な部屋

があります。そのときに女性、高齢者、それか

ら障害を持っている方々、ちゃんとより分けで

きるだろうというふうに思っています。そして

そこも大きなレストランがあります。そして浴

場もあるわけですね。そういうところとやはり

協定を結ぶべきだろうと。そのためにはやっぱ

り３役が出掛けてお願いしに行くしかないと思

っています。その辺はいかがですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 先ほど答弁では申し上げませんでしたが、Ｅ

Ｍホテルとは実際協定締結して実際去る台風時

のお風呂、サウナの提供を行っておりました。

申し訳ありません、大西ゴルフ場とはまだ協定

の締結はしていないんですが、少しどういった

締結ができるのか、これ少し考えてみないとい

けないと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 台風６号のときに、中央公民館に避難箇所の

設置状況を確認しに行ってきました。確かに立

派になっています。そこで女性は女性用で畳間

にこれは女性用の避難場所でありますと。それ

からこのホール、それから控え室といいますか

ね、３か所ぐらいに分けられておりました。生

涯学習課長が案内をしていましたよ。そのとき

に思ったのが、食事どうするんだろう。例えば

これが長引いたときに、あれは一泊ぐらいで帰

られたと思いますが、帰っても停電が続いてい

るわけですよ。長期間停電してましたからね。

だからそれをどうするかということ。生涯学習

課長が何人か車に乗せてＥＭホテルにお風呂入

れてきますと言って、私も出かけて行って見て

います。そういう状況見たら、これが避難して

きた方が四、五名いましたか、それぐらいなん

です。しかし津波とか来たらもう大変な、あの

東沿岸。一遍にどっか行かないといけませんの

で、その時に大衆浴場とかいろいろ備えている

ところ。これは大事だろうというふうな思いを

したわけでありますから、それも提案としてや

りますので、ぜひこの辺も大西ゴルフ場とも提

携できるように交渉をしていただきいと思いま

すが、改めて総務課長に。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 先ほども述べましたが、大西ゴルフ場とはま

だそういった災害時の応援協定締結はしていま

せんが、大西ゴルフ場とどういった協定の締結

ができるのか考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 これは提案ですので、ぜひ何とかしていただ

けたら。 

 時間も迫ってきましたので、葛巻町、行って

きましたよ。初めて。すごいです。役場の皆さ

ん、北中城も負けないぐらい北中城もすごいで

す。しかも向こうは何もないですよ。本当に。

夜行ったらネオンもないですよ。出てくるのは

猪か熊かそういう感じですよ。周囲は雪でした

からね。そういう感じです。しかし生き生きと

しているんですね。このまちづくり。 

 それに関連して最後になりますが、この葛巻

町教育一貫ということでものすごい力を入れて

いる。寄宿舎があるんですね。これ何かという
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と共同生活を送ることで規則正しい生活時間や

公共マナーを身につけることを目指しています

ということを言ってました。学校活動のほかに

まちづくり事業の一環として、葛巻町ＤＭＯ若

者高校生検討部会というのがあって、町の若者

たちと一緒になって、町を今後どうするかとい

うものを課題に取り組んでいるんですね。土曜、

日曜になるとですね。山村留学多くの課題を抱

えている中で、まさにこういう厳しいこの町、

村の縮図なんです。生き残るためにどうするか

というようなものをその場所で学べる貴重な機

会なんです。ぜひ本村の将来担うこの子供たち、

北中城中学校もぜひそれに２人は送れるような

体制ができないかというふうに思っております。

この町の未来を担う人材づくりなんですね。こ

れすばらしい取組をされてましたよ。村長も企

画課長も何人か行かれたようでありますから、

改めてその辺も見ながら、もともと全体を強化

して教育面も一生懸命やっていただければなと

思います。 

 改めて葛巻高校も進路指導の選択先として、

検討する必要あると思いますが、改めて見解を

伺って質問を終わりたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 律也議員の御質問にお答えいたします。 

 今葛巻高校の山村留学制度が始まって５年ほ

どになるかと思いますが、本村からも今年葛巻

中学校を卒業する生徒も、山村留学を利用して。

議員からありましたように、それぞれの子供さ

ん、それから保護者も含めてですけれども、将

来の進学先であったりというのは本人の意思が

大きく尊重されるべきことではありますが、や

はりそういう長い35年の提携している葛巻町と

の子供同士の交流も進めてきておりますので、

やはりそういう葛巻町がやっている山村留学に

ついては一つのまた選択肢として学校側のほう

には情報提供したいなと思っています。これま

でも葛巻高校のほうからほかの県外県内の高校

と同じようにパンフレットがちゃんと送られて

きております。その辺もまた毎年学校のほうに

提供して、そういうふうにまた子供たちが閲覧

できるようにしていますので、今後ともそうい

う形でまた紹介をしてまいりたいなと思ってい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 大城律也議員。 

○８番（大城律也議員） 

 ぜひこの取組は真剣にやっていただきたい。

この村は即戦力なんです。学校の教え方は高校

卒業しても大学卒業しても村に対する愛情、す

ぐ湧いてきますよ。教育委員会の職員の関係者

お一人が今年３月にめでたく葛巻高校を卒業さ

れておりますので、女性の生徒でしたけれども、

今度は国外に挑戦しますということで、もう目

も輝いていましたよ。すばらしいですから。ぜ

ひ葛巻町の教育行政も取り入れながら、できる

だけ北中城中学校から最低毎年１人、２人は送

れるようになればなというふうに思っています。 

 これを申し上げて一般質問を終わります。あ

りがとうございました。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 １時４５分 休憩 

午後 ２時００分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 通告に従いまして、４点の一般質問を行いま

す。 

 まず初めに、ハワイ－北中城村の平和文化交

流促進事業として比嘉太郎・武二郎記念館の創

設をということで取り上げていきます。 
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 今年の２月４日に行われた令和５年度の平和

を守る北中城村民の会の平和講演会、「ハワイ

に生きる」上映会と比嘉太郎について語るに参

加したんですが、本当に心が揺れ動くというか、

とてもすばらしい企画だったなと感動したとこ

ろです。だからこそ今回、比嘉太郎・武二郎さ

んの件をぜひ一般質問で上げていきたいという

ことで今回の場になっています。 

 ハワイと沖縄の関係、歴史、比嘉太郎さんと

比嘉武二郎さんの行ったことを、政治がイニシ

アチブを持って多くの村民、県民の方々に伝え

るべきだと感じたところです。移民から始まっ

たハワイ－北中城村のつながりは、双方にとっ

て経済的・文化的な影響や恩恵を受けたことは、

確かであります。ただそれだけではなくて愛郷

心や肝心（チムグクル）も深めていったと言え

ます。戦中戦後の比嘉太郎氏や比嘉武二郎氏ら

の行動はその表れであり、二人の勇気ある行動

が北中城村の戦争被害を少なくし、復興を早め

たことは周知の事実だと思っております。しか

し、それらについて先ほども言ったように、多

くの村民にはあまり知れ渡っていなくて、それ

を伝えていくべきだと思っております。我が村

における戦前・戦中・戦後の多くの歴史的事実

は非常に価値があり、今を生きる多くの北中城

村民、また後世に伝えていくことは非常に重要

で必要であります。 

 世界で戦争・紛争が現実のものとして今頻発

している今の状況だからこそ、先の大戦や沖縄

戦の歴史、比嘉太郎氏と武二郎氏の取組を中心

にして、次の50年を見越した我が村の平和事業

を推進する上でも、ハワイ－北中城村の相互交

流を促進する上でも必要だということで３点の

この取組を私から提案したいと思います。 

 冒頭に言いました比嘉太郎・武二郎記念館の

創設。２つ目に、ハワイ－北中城村アロハ・か

りゆしシャツの製作。そして中高校生の人材交

流、文化交流としての海外短期留学としてのハ

ワイについてであります。 

 ２点目に反戦平和の像の移設で平和村をアピ

ールすべきということで取り上げました。 

 今現在中央公民館に設置されている反戦平和

の像でありますが、もっと多くの方々の目に触

れる場所に移動すべきではないかと思っており

ます。平和の発信力を強化すべきという観点か

ら、今ある設置場所が見たときに周辺に多数の

植木鉢が置かれて、乱雑した環境の中にこの象

が置かれている。もうそれを見るととてもこの

平和の像の最初の理念であるとか、そういう価

値というものが私は下げられているのではない

かというふうに思っております。そこで今役場

前から走っている県道81号線沿い、ちょうど和

仲トンネルと言うんですか、を超えたところ渡

口に向かって交差点の左側のところに、ちょっ

としたスペースがあるので、そこが東海岸も望

める場所になって、不特定多数の方に見てもら

う、発信するにはいい場所ではないかというこ

とで提案したいと思います。 

 次に、ＤＯＴＥプログラム事業の方針・成果

目標と海外短期留学先の治安状況について。 

 ＤＯＴＥプログラムというふうに今書いてい

るんですが、今回からは中学生英語学習講座に

変わっているので、ちょっと表現をまた訂正し

ていきたいと思います。 

 村長が施政方針の中に、高度な学習を提供す

る事業を継続する。中学生に向けては資格取得

を目指す事業を実施するとあるが、その方針と

するところの細かな点、成果目標などを伺いた

い。 

 中高校生海外短期留学については、まず留学

先の安全面ですね。実はバイデン政権になって

アメリカが今不法移民ですごい深刻な状況にな

っています。数的には2023年度で247万人。前

年度比４％増で３年連続過去最多を記録してい

るんですよ。どちらかというと、民主党系の知

事、市長のところに不法移民がかなり多く移動
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しているので、そこから来る治安悪化というの

はもう計り知れないものになっています。そう

いうのも考慮した意味で留学先を子供たちの安

全が一番なのでそこを考慮した意味で考える必

要があるんではないかということです。 

 ４点目、ライカム地区公園の方針について。 

 ライカム地区には４か所の公園整備予定地が

ありますが、どのような公園にするか伺うとと

もに、現状の利用上の安全対策について、また

高台に位置するライカム地区の公園だからこそ、

防災機能を備えた公園にすべきではないかとい

うふうに考えております。 

 これについてよろしくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 喜屋武 功議員の質問にお答えいたします。 

 まず１番目のハワイ－北中城村交流事業と比

嘉太郎・武二郎記念館の創設ということで①の

回答といたしまして、記念館の整備については、

今後の公共施設整備から優先順位、財政的にも

非常に厳しく、まず両氏の功績を広く住民に知

ってもらうことが重要であり、機運が高まった

後に検討すべきだと考えております。 

 ②ハワイ－北中城村のアロハ・かりゆしシャ

ツ制作についてですけれども、ハワイ－北中城

村アロハ・かりゆしシャツ製作については、村

の観光土産品、ふるさと納税返礼品などになる

可能性があり、「きたポロ」や「ＡＺＡポロ」

のように行政としてではなく、商工会や観光協

会の会員の事業者が主体となって製品化してい

ただきたいと思います。 

 ③中高生の人材交流・海外短期留学としての

ハワイ。 

 ハワイとの結びつきは戦後沖縄を支えた先人

たちへの感謝と、その子孫と我々村民との絆の

継続の観点から学生同士の交流は大変意義深い

ものと考えます。まずは、お互いの歴史や文化、

相互理解の交流を中心とし、お互いの機運が高

まるようこれまで実施してきた海外短期留学と

は階層を分けた事業展開が望まれるのではない

かと考えます。 

 ２．反戦平和の象の移設で平和村をアピール

すべき。 

 平和を守る北中城村民の会が建立した２つの

モニュメントは、もともとは中央公民館上側に

ある広場に設置されていましたが、平成10年の

仲順地滑りの影響で、現在の場所に移設した経

緯があります。当初、建立に際し計画策定委員

会が設置され検討された経緯を考えますと、東

海岸を望め利用者の多い現在の場所が適当であ

ると考えております。 

 ３番目のＤＯＴＥプログラム事業の方針・成

果目標と海外短期留学先の治安等については、

教育委員会のほうから回答をさせていただきた

いと思います。 

 ４番目のライカム地区公園の方針についてで

す。 

 ライカム地区の公園整備については、ライカ

ム地区の住民参加によるワークショップを通し

て住民の意向を踏まえて整備していくこととし

ており、現時点で具体的な方針の決定には至っ

ておりませんが、防災機能を有する施設整備も

検討の一案になると考えます。また現状の利用

上の安全対策について、現時点では整備途上で

あり、正式に供用開始しているものではありま

せんが、立ち入り可能な状況であることから、

安全確保のため他の公園と同様に禁止行為や安

全利用について啓発を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 喜屋武 功議員の質問事項の３点目、英語学

習の事業としての方針・成果目標と海外短期留

学先の治安等についてお答えいたします。 
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 令和６年度の英語学習の事業といたしまして

は、これまで行ってきました米国教育機関ネッ

トワーク形成事業ＤＯＴＥプログラムを見直し、

一般公募による事業提案を実施することとして

おります。中学生の英語学習に焦点を絞り、成

果目標といたしましては、英語検定４級から３

級の取得を目標としております。 

 また、海外短期留学につきましては、参加者

はプログラム中、大学の施設内の寮で生活をい

たします。また、期間中のアクティビティなど

については、引率つきの団体行動となっており、

滞在するワシントン州プルマン市の全面的なバ

ックアップも受けておりますので、安全性は確

保されております。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 最初の質問からですけれども、村長、比嘉太

郎・武二郎さんの取組、功績を広く住民に知っ

てもらうことからが重要だよという１点と、機

運が高まったら検討するということについて答

えてもらえますか。機運が高まったらというの

は、何をして機運が高まったと言っているのか。

誰かが平和を守る北中城村民の会が取り組んで

機運が高まってきたらやるのか、広くこの武二

郎さん、太郎さんの取組を村民の会がやるのか、

それとも村長がこの機運を高めていくのか、広

く知らしめるのかという具体的に。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 お答えいたします。 

 機運が高まると言いますのは、今私たちが周

知・啓発等を行った際に、かなり住民に浸透し

た状態、そういったところで機運が高まってき

たというのではないかと考えます。ですから比

嘉太郎さんについては我々が説明しなくても、

住民がおのずからその太郎さん、武二郎さんに

ついては承知していると、そういう状態になっ

たとき機運が高まるのではないかと思います。

ただ今の段階で武二郎さん、太郎さんが知らな

いままにそれを建立して建設していくというこ

とについては、ある意味で拙速ではないかなと

思いますので、まずは回答いたしましたように

周知を図るための広報活動が重要かと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 機運を高めるのは誰が。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 機運を高めるのは当然行政もそうですし、あ

るいはまたその他の機関として平和を守る北中

城村民の会もございますので、それぞれが機運

を高めるための所掌を行うことが適切かと思い

ます。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 本当に講演会聞いて、こういう過去の北中城

のゆかりのある方、日系２世の太郎さん武二郎

さんの取組というのに、こんなにまでいろんな

取組されたんだなというのを考えたときに、一

番の功績は何かとなったら、もう究極的にはで

すよ、私たちが今生きているということなんで

す。この武二郎さんと太郎さんが方言でガマと

か墓の前に行って方言で「出てきなさい大丈夫

だよ」って声かけて戦争被害が少なくなった。

戦争被害が少なかったということは亡くなった

方も少なかったということなんす。言えば生き

長らえてきて今の我々に来ているので、だから

その功績は私はもうとても重要。それが北中城

にゆかりがあるんだったら、この行政がイニシ

アチブ、もう特に村長のトップのイニシアチブ
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でそれを進めていく。もちろん限りある予算な

ので議員が提案する１から10まではできないで

すよ。絶対にできない。だけれども私が提案し

ているのは新しいこの施設を造れということで

はないんですよ。まさに今回ライカム地域に多

目的交流施設がありますよね。そこのものを見

たときには、スポーツ交流拠点と防災拠点とし

ての位置づけがされているんですよ。防災とい

う観点で戦争を起こさせない、平和を推進して

いく拠点づくりというのは、ストーリー的に私

は可能じゃないかなと思っているんですね。な

ぜかというと、災害というものを分けるときに

は２つに分けられる。自然災害と人的災害。自

然災害はもう分かるように、地震、津波、洪水、

土砂崩れ、台風、竜巻など。人的災害は工場の

爆発、ビルの倒壊、原発事故、戦争も含まれる

んですよ。だからその人的災害、戦争を食い止

める取組の拠点として、この多目的複合施設に

この太郎・武二郎さん記念館を通して村民の人、

県内外の多くの人たちに平和を訴えていく。太

郎さんの功績というのを伝えていくというのは

とても私は重要で、しかもこのストーリー展開

でいけばいけるんじゃないかなと思うんですけ

れども、ただもちろん防衛省とのやりとりもあ

ると思うので、もう少し言えば太郎さんが日系

２世として米兵でヨーロッパ戦線に参加した。

その時に向こうのヨーロッパの女性の方々が、

自分の弱さ、生きるためにもう身を売る、そう

いう悲惨な状況を見た。それが沖縄であっては

ならないという思いの中で、日米開戦が始まっ

てこの沖縄にいよいよ米軍が上陸するよ、この

ヨーロッパ戦線のことを考えると、ウチナーン

チュもあんなされる。だったら沖縄に行こうと

いう経緯なんですよ。これは本当に伝えるべき

だと思います。どう思いますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 当然に行政としても両氏の功績というのは継

承すべきだと思っております。ただその継承の

仕方が今多目的交流施設にするのか、あるいは

顕彰碑として別個また設定するのか、そしてま

た館を造るというのでしたら、あるいはもしか

するとあやかりの杜とかそういった中央公民館

とか図書館とかそういった部屋を作ってそこに

やるのか、そういったことも考えられますので、

今喜屋武議員がおっしゃられただけではなくて、

いろんな多様な考え方があると思いますので、

そこは皆さんの意見等をお聞きして決めていき

たいと考えております。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 大きい提案になるので、すぐできますという

ことはないと思います。ただ平和運動って考え

たときに、私は沖縄左翼の方々の平和運動とい

うのは、本当にこんな取組では平和はつくれな

いと思っているんですよ。言えば反対運動で拳

を振り上げるだけで米軍基地は出ていかないで

すよ。平和もつくれないです。実は去年ぐらい

にユーチューブで有名なひろゆきさんという方

がいて、この人が辺野古の座り込みのこの立て

看版の数字を見て、そこにテント村の方々とや

り取りする場面がありました。そのときのこの

座り込みしている人たちのこの言葉、もう暴力

的な言葉の投げ方なんです。もうまさにあれが

ヘイト。あんなやり方を多くの若い子たちに知

らしめたというのは、あれは沖縄の汚点だった

んじゃないかなと思っています。だからそうい

うものの展開ではなくて、きっちりこの歴史的

事実に基づいて、戦争というのは悲惨でどんな

したら食い止めるかというのは、まさに武二

郎・太郎さんは、愛郷心、肝心（チムグクル）

というのがすごい原動力になったというのもあ

るから、私たちがこれを子供たちに、県外の修

学旅行生でもいいですよ、呼び寄せてそれを知
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らしめるという活動というのが私は今後の平和

促進という意味では必要だと思っています。そ

れはぜひ予算のかかることなので、だけれども

次の50年を考えたらこういうのが必要だと思っ

ているので、ぜひ孝則村長、これは田園文化村

というか、もう平和村として北中城は有名なの

で、そういう取組をぜひお願いしたいと思いま

す。 

 その関連の中で、アロハシャツ、かりゆしと

いうの私ちょっと浮かんだんですけれども、こ

のきっかけは、この平和講演会のこのフライヤ

ーなんです。このフライヤーを見たときに、す

ごい歴史もあってデザインもいいものだなと思

って、それをあしらった太郎さんの顔、武二郎

さんの顔、その時の村長の顔とか城跡、平和と

戦争をいろんなモチーフにしたかりゆしという

のを作ることが、もちろん答弁では商工会とか

いろんなものとのやり取りもあると思います。

だけどこれを村がまたイニシアチブを取って、

一種各市町村でもプロ野球のキャンプ地のとこ

ろは、行政側も議会側も同じジャケットを着て

とか、シャツ着てというふうな取組しています

よ。北中城は幸いこれはないのでそういう一種

のユニフォーム的なアロハ・かりゆし、しかも

ハワイとの関係性があるからそういうデザイン

だよというふうに売り込んでいけば、これは観

光資源にもなると思っています。積極的に北中

城を売り込むという元気さも私は行政のトップ

は一種ロマンとして持ってもいいんじゃないか

なと思っているんですけれども、改めてちょっ

といいですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 喜屋武 功議員の提案には大変これはいいア

イデアだとは思うんですけれども、これを今沖

縄県でせっかくかりゆしウエアというのが浸透

している。それもう対外的にそれを着けるとい

うことについては、また観光立県沖縄県もまた

ちょっと何と言うんですか、メンツを潰すとい

うんですか、沖縄県もちょっとそんなに好まし

いと思わないと思うんですけれども、我々にと

っては対内的、内部のそれでしたら私は構わな

いと思うんですけれども、ただそれが北中城村

内でかりゆし・アロハでこれを通すという、そ

れは一つのいいアイデアでそれを皆さん役場内

なのか、あるいは社会教育関係団体も含めての

全体の村内なのか、そういったことを含めて検

討しないといけないなと思うんですが、ただア

イデア的にはいいと思うんですけれども、我々

が対外的にはそれを着けるというのは、ちょっ

と私はあまり好ましくないとは言いませんけれ

ども、ふさわしくないのではないかなと思いま

す。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 私が言っているのは、リゾート地に観光客が

着るようなアロハシャツとかというものではな

くて、ハワイアロハ、北中城沖縄かりゆしとい

う名称の中でアロハ・かりゆしで、洋服のデザ

インとか服というのは、今いろいろ「ポロゆし」

とかいろんなデザインがあるので、ただこれ語

弊があるかもしれないですけれども、私的には

サンエーさんとかジャスコさんとかで売ってい

るかりゆしとかは着れないですよ。ちょっとね。

なんかもっと若い人にも着てみたいというふう

なかりゆしというのをデザインしたら、観光資

源にもなって収入にもなると思っているんです

よ。極端にかりゆしは本土の方は着ないと思い

ます。沖縄ローカルになりすぎて、デザインも。

それをもっと県内外となったときには、やっぱ

りこのデザイン性も重視したアロハの要素も入

っているかりゆしという感じのアプローチがい

いと思っています。でもこれももうすぐに答え

は出ないものだと思うので頭の中に入れて進め
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ていってほしいと思っています。 

 ３点目の子供たちの交流も、さっきの武二郎

さん、太郎さんのものにもつながるけれども、

やっぱり北中城の次を担う子供たちに歴史的事

実を沖縄で学んでハワイで学ぶ。向こうには県

人会とか村人会はあるんですかね。そういう

方々との交流を通して英語を学ぶってなったら、

私は今のワシントンに行くよりかはハワイのほ

うが断然費用対効果がある。村長、さっき上間

議員の質問の答えにもあったように、すごいも

う財政が厳しくなっている中で、いろんなもの

が抑えて抑えてという中ですよ、そういう中で

比較したらどこに費用対効果が大きいのかとい

う観点から事業は私はやるべきだと思うんです

けれども、この点、さっきの答弁である程度理

解はするんですけれども、北中城の子供たちを

ハワイに連れていって、また公約ですから公約。

給食費も公約だったけれどもハワイとの交流も

公約ですよ。この公約はどうなっているんです

か。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 ハワイとの交流ですけれども、ハワイとのま

だそういう機運の醸成というんですか、醸成期

間だと私は思っておりますので、これからいろ

んな向こうのハワイの機関と組織と情報交換等

出てまいります。そういった中で何とかそこで

姉妹交流とかそういったことが関係性を持てれ

ばいいかなと思っていますので、ぜひそういっ

たときにはハワイのほうに積極的なアプローチ

をして関係構築をしてまいりたいと思います。 

 そして留学の件ですけれども、今まだまだそ

この我々との付き合いが浅いところがございま

すので、向こうの受入れ体制とかそういったの

はまだ不十分だと思います。ただ、これまで今

ミネソタからワシントンに移りまして海外短期

留学をしておりますけれども、そこから長い経

緯がございます。そしてまた向こうとの信頼関

係を構築しているところもございます。そして

また沖縄県内でも市町村がそこに参入する市町

村が増えておりますので、そういった面ではこ

の海外短期留学としては評価を受けているので

はないかと考えます。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 ハワイに対しては機運が醸成されたらという

ことですけれども、これは村長が公約に掲げた

から機運を高めるのは村長なんですよ。醸成さ

れてないということは村長がやってないという

ことにもなりますよ。だから積極的にという。

海外短期留学は後からも質問するので、これで

終わるんですけれども、とにかくハワイとの関

係とはすごい価値あるものだと思うので、ぜひ

ぜひお願いしたいと思います。 

 ２点目、反戦平和の像移設ということで、仲

順の土砂崩れで１回目の場所から今の場所に来

てという、これもまた移設するに当たってはお

金のかかることなので簡単ではないと思ってい

ますよ。だけれども本当に去る12月議会の議会

だよりの表紙は、反戦平和の像を写したんです

よ。それが一つきっかけになって見たときに、

もう平和の像の周りにどこのお家から持ってき

たか分からない植木鉢がたくさんあって、あれ

見てきれいと思う人絶対いないですよ。だから

私は本当に正直、平和の像を重んじてないと思

っているんです。一般のお家の庭だったらこれ

個人の自由だから何植えてもいいですよ。あん

な中央公民館の正面のところに、もう何の木か

分からんのが置かれて、これは公民館を訪れる

人が像を多分見ないですね。だから移設ができ

ないんだったらあっちもきれいにして、季節の

花を花壇に植えて、もう本当にきれいに見せる

取組というのは私は必要だと思いますよ。何で

あんな誰の指示、村長の指示ですか、あんな植
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木鉢置けというのは、それももう本当に疑問で

すよ。だからこそさっき言った県道81号線沿い

の溜まり場というんですか、そこに統一感の取

れた花も植えて平和の像を置いたら、あれ絶対

みんな写真写しに来ますよ。また私表紙にした

いと思っていますよ。それについて。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 今回の質問で実際現場も確認して過去の資料

も全て調べました。あの平和の像が最初にこう

いった両手を挙げているモニュメントが設置さ

れ、その２年後にもう一つの碑が設置された経

緯があります。その設置場所についても多くの

人が訪れる中央公民館の上部が平和の交流の場

所となるようにという願いが込められて向こう

の場所に設定してございます。さらに申し上げ

ると仲順の地滑りの後、移設先の候補地として

恐らく検討されています。この20周年記念式典

の表の寄稿にも、安里要江さんのほうが、今の

移設後の場所を平和の発信の場所にしてほしい

と載っていますので、それも事前にそういった

のを含めて向こうの場所に検討されて決まって

います。それを今の状態が少し見栄えしないと

いうことで移設はちょっと難しいと思います。

そうするよりも今の設置場所をもう少しきれい

にしてというか、今おっしゃっていた花鉢は移

設すればいいので、この植栽ですね花の上は中

央公民館を管理している生涯学習課と少し話し

て、多分たまたま花が咲いているときに御覧に

なったと思いますが、私も６年ぐらい中央公民

館にいますが、訪れたお客さんから「すばらし

いね」と、「花が咲きほこってとってもきれい

です」って言われていることも実はあるんです

よ。たまたま見たタイミングが枯れた時期かも

しれません。そういったのが悪いかもしれない。

中央公民館を管理する生涯学習課と相談しなが

ら、できるだけきれいに保てるように話したい

と思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 ぜひあの乱雑さはもう本当に私的にはみっと

もないと思っています。 

 じゃあ次に英語学習の件ですけれども、答弁

にもあって高度な学習というふうに村長が施政

方針で言っているんですね。この高度ってどう

いうことなのかというのと、治安面でもプルマ

ン市が全面バックアップするという、この全面

バックアップというのも抽象的で、どの程度全

面バックアップなのか。北中城村から10名、１

市５村、大体七、八十名の子供たちがアメリカ

に短期留学で行くと思うんですけれども、その

時の引率者というのは何名なのか。その点聞か

せてもらえますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（比嘉利彦） 

 喜屋武議員の御質問にお答えします。 

 御質問の中であった村長の施政方針の中にあ

ります高度な学習を提供する事業というのが施

政方針の中にある前の段のほうですね、英語学

習機会の創出について、米国ワシントン州立大

学への短期留学や、米国ワットコム・コミュニ

ティカレッジから提供されるものというような

ふうにして、それにかかっております。といい

ますのも、ワシントン州立大学のほうで短期留

学というのは行っておりますけれども、ＴＥＳ

ＯＬと呼ばれる資格、英語を母国語に持たない

学習者に向けた英語授業法という教育を実施す

ることとしております。 

 それとプルマン市の全面バックアップという

ところなんですけれども、この海外短期留学を

やる際に、こちらの引率だけではやはり足りな

いところもありますので、向こうの留学生の方
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もサポートしてくれております。さらには市内

を参加した子供たちが回ったりするときに、例

えば警察であったり、消防署であったり、そう

いったところも見学の中に含まれておりまして、

そういう見学する際にはやはり市の許可がない

とできませんので、そういった形で参加者をサ

ポートしているというところです。それと令和

５年度の参加者の今６市村で行っている実行委

員会の中で、令和５年度が42名参加しておりま

す。全体で参加している中で引率は５人となっ

ております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 分かりました。 

 40名に５名ぐらいとなれば十分なサポートが

できているのかなって感じはします。全面バッ

クアップが向こうの市役所職員が一緒にアクテ

ィビティのときにサポートするのではなくて、

許可のことが全面バックアップというのも理解

しました。それと英語学習、新しい事業になっ

て英検の合格、成果目標がどれぐらいあるのか。

たまたま卒業式に最近行ったときに、これに北

中城中の英検の合格者数が出ているんです。令

和３年から令和５年ベースで出ているんですけ

れども、時間の都合令和５年度のだけ言うんで

すけれども、英検４級が25名、３級40名、準２

級９名、２級３名、準１級ゼロとなっています。

去る予算審査特別委員会でも４級、３級、中学

生に対してそれを資格取得するように向けてい

く。キャリア教育だという答弁していました。

基礎的なもの、４級、３級取らせて次にアップ

するという意味ではとてもいいと思います。た

だ高校進学、推薦って考えたら４級、３級で全

然影響ないですよ。だから準２級、２級という

感じで持っていくようなシステムを。だからど

れぐらいの合格者を目標としているのか伺うと

ともに、私の提案としては準２級、２級取った

ら図書券5,000円分あげるよとか、もう安いで

すよ。合格者が大体20名前後ってなったら10万

円ちょっとなので、令和５年のＤＯＴＥプログ

ラムで円安の影響で補正しましたよね。これ質

疑でもあったけれども、補正で170万円補正し

たんですよ。円安の効果で。その170万円レー

トで出すぐらいだったら、子供たちにモチベー

ションを上げるために図書券、合格者にという

のもありだと思うんですけれども、これはどん

なですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（比嘉利彦） 

 お答えします。 

 この間の予算委員会の中でもお話ししました

けれども、新しく英語学習を始めるに当たって

の目標として、英検の４級から３級を取得して

もらうという、まずは英語に親しむとかきっか

けづくりを広く展開したいというようなところ

で、一応目標値としては参加者の50％が取得で

きるようにというふうに考えております。それ

で御提案された準２級、２級というところが高

校入学には意味があるんだよというようなとこ

ろで、そこに対する図書券等を配るというとこ

ろがありますけれども、これについては後での

検討かなと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 ４級３級の程度を公の事業できっかけ作りす

るにあたって、予算をつけるのも妥当、やるべ

きだと思っています。 

 次の質問になるんですけれども、アメリカの

治安なんですよ。さっきバイデン政権の話もし

たんですけれども、実はですね、民主党政権の

知事、市長のところは移民が年間200何十万人
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って来る中で、民主党政権のところに行くんで

すよ不法移民が。ワシントン州にもかなり多く

行っています。今ワシントンはこれニューズウ

ィークの記事ですけれども、ニューズウィーク

の記事では、プルマンとシアトルはちょっと距

離的に遠いではあるんですけれども、犯罪悪化

率は、シアトルはワースト１位になっています。

言わばコロナ禍におけるロックダウンであると

か、ＢＬＭ運動といって「Ｂｌａｃｋ Ｌｉｖ

ｅｓ Ｍａｔｔｅｒ」という黒人の権利を主張

するあの暴動で警察の力を弱くしようという動

きがあって、それから暴動、略奪、殺人事件も

増えているんですね。これが今シアトルかなり

企業も撤退、人も撤退しているんですよ。人口

流出があるからそれに対して市町村県はバスを

無料にしようって無料にしたら、無料にもいろ

んな人が入ってきて、そのバスの犯罪も増えて

います。これも細かな数字ですけれども、人口

10万人当たりの年間犯罪発生率というのがあっ

てですね。アメリカの平均で凶悪犯罪が392件、

10万人当たり。窃盗が1,945人。アメリカが39

人に比較したらシアトルは757人。窃盗は5,744

件。もうシアトルすごいんですよ今。もうとて

も有名です。でもネット上では、シアトル、ワ

シントンは治安がいいですというふうに発信さ

れているんです。これどっちが正しいというの

もあるけれども、でも大体この情報を発信して

いるところは留学を事業としているところ。で

も私が調べているのはニューズウィークなので、

私よくユーチューブを見るんですけれども越境

3.0という番組があって、国際ジャーナリスト

の方の石田という人の番組ですけれども、彼が

言うにはチャンネルで、不法移民の８割がギャ

ングだそうです。中国とかニカラグアとかいろ

いろ、８割ちょっと強いんじゃないかなと思う

けれども、言えばすごいアメリカは調べれば調

べるほど本国には行く価値はない、危ないとい

うふうに見ています。私的には調べた中で。だ

からその点も去年教育長が見て、今度、村長行

きますよね。それをしっかり見て判断しないと、

英語を学ばせることは重要ですよ。だけれども

子供たちを送るから子供たちの安全確保が一番、

その点を何かしらのバイアスかかって必ずどこ

どこに行くという考えは、私は厳しいんじゃな

いかなと思っています。それについて。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 お答えします。 

 これまでの実績としてそういった報告は全く

受けておりませんので、治安としては大丈夫か

なと思っています。今おっしゃったように確か

に国境を境にする州というのは大変犯罪率が高

い、不法移民が高いと。ある意味では全体的な

バランスとしては南部地域のほうで多いんじゃ

ないかと私は認識しておりますけれども、北部

は確かにアラスカというのは非常に悪い、高い

ということは聞いております。ただアメリカの

北部のほうでも治安のいいというお話はユーチ

ューブのほうでもそういった情報があると思い

ますので、私もそれを見ましたので、そして報

告の中でもコミュニティカレッジの中での生活

ですから、そこはしっかりされたサポートもあ

るし治安も安定しているということを聞いてお

りますので、ですからそういった条件が揃って

いるものですから、そういった事件等について

の報告は受けていないもので、そこが私として

は環境としては恵まれているのではないかと考

えます。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 ちょっと疑問ですね。治安に対してそういう

治安悪化の報告がないから大丈夫と思うという、

私はすごい見解は浅い。私はこれ調べています

から。このニューズウィークってここいらの雑
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誌じゃないですよ。もう世界的な雑誌なので。

このジャーナリストも有名な専門家なので、そ

れでも「大丈夫やさ」と言うんだったらそれは

それでいいと思っています。 

 次に移ります。ライカム地区の公園について

です。 

 今日も防災に関して２人からいろんな細かな

提案があったので、私の提案のほうもちょっと

重複しているところがあるので、すごい抑えて

いこうと思うんですけれども、特にライカム１

号公園と言うんですか、今幸いこれから中身を

検討するって中で、遊具もない今芝生だけの公

園なんですけれども、逆に遊具もなくてもいい

のかなという個人的な考えがあります。なぜか

というと数年前に沖縄のファストフード店の公

園遊具で子供が落下して裁判かけられて、去年

かな、那覇地裁から3,800万円の賠償支払命令

が出ているということからすると、やっぱり管

理上の瑕疵があると厳しいのかな。だったら今

の何もない公園の中に防災機能を備えたもので

展開してはどうかと思っています。いろんな提

案があってもう全てとてもああいう提案が形に

なればいいものになるなと思っているんですけ

れども、その中にやっぱりいざ避難者が困るの

は、もちろんいろんな細かなところもあるけれ

ども、電気、太陽光で充電できるようなこうい

う防犯灯もあってもいいんじゃないかなと思っ

ています。それと、今現状を見たときに道路沿

い、このライカム１号公園の西側道路沿いがオ

ープンになっているんですよ。何のフェンスも

何もない。たまたま私が信号待ちでいるときに、

お父さんと３歳、４歳ぐらいの子供が遊んでい

るんですね。ボールがバーって流れていって道

路側に、子供はもう道路に向かってこのボール

を追っていくんですよ。でも幸い歩道前でボー

ル取って、これ多分フェンスが今ない状態です

から、そのまま行っていたら子供はボールしか

見てないから車にひかれていますよ。そうなっ

たときに管理上の問題は村に来ますよね。だか

らできるだけ早めに向こうにフェンスして安全

管理したほうがいいんじゃないかなと思うんで

すけれども、それについてどんなですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 公園の整備、フェンスが必ずしも必要なのか

どうかという問題があるかと思います。まずは

一次的にはその利用者の責任、自主的な子供と

遊ぶという中での親子でしっかり安全対策を取

っていただきたいという問題があります。仮に

それを抑制しようとすると、例えばフェンスが

いいのか、それは簡易な対応になるかと思うん

ですけれども、例えば花壇を設けるとか、いろ

んなやり方があると思います。それとまた本当

に公園の利用方法ですね。せっかくそのオープ

ンな空間があるのにわざわざ仕切りをつけてし

まうということに対して本当に望ましいのかど

うか、この辺りも含めてワークショップを通し

ながら皆さんの意見を伺いながら今後整備に向

けて調整したいと考えます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 公園の在り方がどうこうとか、望ましいとか

何とかじゃなくて、こんな答弁じゃないですよ。

子供たちが遊ぶ公園の中で、子供たちがどんな

動きを取るか分からない中でパッと走っていく

ところもある。だから安全管理上これは明らか

に何かあったら事故を誘発するよねというのが、

今私は見て取れるんですよ。だから花園でも何

でもいいですよ、フェンスでも。何かあったと

きの行動にストップをかけるようなものがない

とこれは危ない。せっかく今オープンだからそ

のままというんだったら、これ村がこんな考え
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方するんだったら私は厳しいと思っています。

それについて。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 公園の利用の方法でいろんな利用方法がある

かなと思います。そういった中で、もしもその

行為が危険であるというふうになるのであれば、

そういった行為を禁止するというのも一つの対

策になるかなと思います。あらゆる事象に対し

て全てに責任を負うような対策が取れるのかど

うかとなると、そこは本当に疑問もございます

ので、全体の評価としてどのような対策がある

のか、そこは検討してまいりたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 私はあらゆる事象に応えれとは言っていない

んですよ。子供たちがこのオープンな入口から

出る可能性があるものに対して、どういう安全

対策が取れるのかって言っているんです。あら

ゆるものに応えきれないですよ。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 子供たちという枠でも幅広な考えがあると思

います。本当に小さい子供、二、三歳からある

いは小学生、中学生というような対応、それに

応じていろんな対策を取らなきゃいけない。こ

れを管理者としての責務があると思います。今

議員がおっしゃるような着目しているのは小さ

いお子さんだと思うんですが、管理者としては

幅広に捉えざるを得ないということを御理解い

ただきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 

午後 ２時５０分 散会 
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○議長（比嘉義彦） 

 皆さん、おはようございます。 

 上間堅治議員から本日の本会議、午前中を欠

席する旨の届出が出ております。 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時００分） 

 

日程第１．一般質問 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第１．昨日に引き続き一般質問を行いま

す。 

 順次発言を許します。 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 それでは、本日のトップバッターで質問をさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

 私から２点です。 

 まず第１、本村のまちづくり構想について。 

 現在、本村ではまちづくり関連の事業を幾つ

か展開し、計画を策定しながら進められていま

す。 

 昨年、策定された「中城村・北中城村共同の

まちづくり計画」では、世界遺産中城城跡を核

に、両村の共通する様々な課題を解決し、両村

の特性や独自性を活かしたまちづくりや、保全

と開発を両立させながら、産業振興・観光振興

及び良好な居住環境づくりに資する土地利用を

広域的かつ計画的に展開していくこととしてい

ます。今後は、本村が属している那覇広域都市

計画区域から区域区分の定めのない中部広域都

市計画区域への移行を目指して、区域区分を廃

止した場合の無秩序な市街化防止や計画的な市

街化の誘導を行うために地域住民の意見等を聞

きながら具体的な土地利用計画や立地適正化計

画の策定等に、両村で連携しながら取り組んで

いくこととしています。 

 また、北中城村内の旧跡や祭祀などの歴史的

風致資産を踏まえた「歴史まちづくり計画（歴

史的風致維持向上計画）」を策定、国からの認

定に向けて取り組んでいます。 

 さらに、荻道・大城地区で開発が進められて

いる「農を活かした健康・福祉の里づくりに向

けた推進事業」では、バイオガス発電施設、農

家レストラン、農産物直売所、医療・福祉・健

康増進施設等の事業を関係機関や民間企業との

連携により進められています。 

 このように幾つかのまちづくり関連事業が同

時に展開されていく中、本村全体でどういった

まちづくりを目標にしているのか村長の考えを

伺います。また、各事業の進捗状況についても

伺います。 

 続いて、２つ目の村当局のＤＸ化と職員の業

務負担軽減について質問します。 

 令和２年12月、政府において「デジタル社会

の実現に向けた改革の基本方針」が決定され、

目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デ

ジタルの活用により、一人一人のニーズに合っ

たサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実

現できる社会～誰一人取り残さない、人に優し

いデジタル化～」が示されました。 

 また、令和４年６月、「デジタル社会の実現

に向けた重点計画」が閣議決定され、このビジ

ョンが目指すべきデジタル社会のビジョンとし

て改めて位置づけられました。 

 このビジョンの実現のためには、住民に身近

な行政を担う自治体の役割は極めて重要である。

自治体においては、まずは、自らが担う行政サ

ービスについて、デジタル技術やデータを活用

して、住民の利便性を向上させるとともに、デ

ジタル技術やＡＩ等の活用により業務効率化・

職員の業務負担軽減を図り、人的資源を行政サ

ービスのさらなる向上につなげていく必要があ

ります。このように自治体でＤＸを導入する目

的は、住民サービスの向上や経費削減、業務効

率化、行政の透明性明示等、よりよい行政サー
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ビスを提供することにあります。 

 そこで村当局のＤＸ化の現状と考えを伺いま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、川上議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１番目に本村のまちづくり構想につい

てでございます。 

 本村には、世界遺産である中城城跡、国の重

要文化財である中村家住宅をはじめ多くの歴史

的資産、丘陵、起伏に富んだ緑豊かな環境が多

く残されている一方、米軍基地返還地の開発に

よる大型商業施設も含めた新しい都市構造が形

成されており、本村は古くからの情緒ある住宅

環境とにぎわいのまちが両立した田園都市であ

ると認識しております。これからのまちづくり、

むらづくりに当たっては、これまで先人が築い

てこられたよき伝統文化を守りつつ、新たな時

代に向けた取組を図ってまいる所存でございま

す。 

 歴史まちづくりによる歴史的資源及び風致景

観の維持向上、農を活かした健康・福祉の里づ

くりによる新たな持続可能なまちづくりとライ

フスタイルの創出。また、これらを取り入れた

本村にとって望ましい未来に向けて中城村との

共同のまちづくりを推進してまいります。 

 なお、各事業の進捗状況については以下のと

おりです。 

 中城村との共同のまちづくりに関する作業と

して、現在、立地適正化計画の業務を進めてい

るところであり、今後、各地域住民との意見交

換を行いつつ、令和６年度中に案として取りま

とめる予定です。 

 歴史まちづくり計画は、歴史的な活動、歴史

的建造物やその周辺の街並みを保全、保存しな

がら地域固有の財産を活用した地域活性化を目

指すための歴史まちづくりに関するアクション

プランです。 

 令和４年度においては基礎調査を行い、令和

５年度には法定協議会である歴史的風致維持向

上計画推進協議会を開催し、計画書（案）を策

定しております。 

 令和６年度においても引き続き協議会を開催

し、内容を精査した上で年度末には国土交通大

臣、文部科学大臣、農林水産大臣から認定を受

け、令和７年度より事業を実施する予定です。 

 農を活かした健康･福祉の里づくりに向けた

推進事業の進捗は、令和５年度までに第一段階

整備区域で造成及び水耕栽培施設建築、学童農

園などの整備を完了しています。令和６年度に

おいて第一段階整備区域で夏場以降よりバイオ

ガス発電プラントの試験運用を行う予定です。

第二及び第三段階整備区域においては、各事業

者による地権者との交渉や現地調査及び設計・

整備計画の策定が進められます。 

 続きまして、２番目の村当局のＤＸ化と職員

の業務負担軽減についてでございます。 

 少子高齢者社会が迫る中、持続可能な自治体

の行政サービスを継続するために組織や業務の

あり方を変革し、住民の利便性向上、行政サー

ビスの向上、充実が求められております。その

実現の手段として、本村のＤＸ化は重要である

と考えております。 

 本村のＤＸ化の現状としましては、令和３年

度にＤＸに関する施策を推進するための北中城

村ＤＸ推進本部を立上げ、取り組む体制を整備

しました。 

 また、国より示された重点取組事項の中でも、

さらに住民サービスに直接影響を与える、（１）

自治体の情報システムの標準化・共通化、（２）

マイナンバーカードの普及促進、（３）自治体

の行政手続きのオンライン化を重要課題として

取組みを実施しております。 

 以上でございます。 
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○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 それでは、まず１つ目、本村のまちづくり構

想について。その中でも中城村・北中城村共同

のまちづくり計画について、再質問していきま

す。 

 そもそも両村の背景としましては、１つの村

でありましたが、終戦後、米軍基地により南北

に分断され現在のような形となり、分村後も中

城城跡を共有して、中城城跡共同管理協議会、

中城北中城消防組合、中城村・北中城村清掃事

務組合も両村で共同で運営を行い、事業等も共

同で行われております。 

 現在ですね、両村の全体の人口は増加傾向に

あり、特に中城村は昭和60年からの人口伸び率

が、中南部都市圏17市町村で一番高く、また、

我が北中城村では、イオンモールライカムの大

型商業施設の立地により交流人口が増加するな

ど、両村の発展可能性が顕在化しております。 

 一方で、本村はライカムの新市街地への人口

の偏在や交通渋滞の発生、既存地域における人

口、特に若い世代、本村でよく言われます次男、

三男世代の村外への転出、耕作放棄地の増加や、

それらに伴う地域の伝統や文化、慣習の喪失の

おそれなど様々なまちづくり問題が顕在化して

おり、今後のまちづくりに向けてそれぞれの視

点で課題への対応が必要であると考えます。 

 この課題については後ほど触れていきたいと

思いますが、まず、答弁にありました立地適正

化計画について質問していきたいと思います。

そもそもこの立地適正化計画を調べたところに

よりますと、人口の急激な減少と高齢化を背景

として、高齢者や子育て世代にとって安心でき

る健康で快適な生活環境を実現すること。財政

面及び経済面において持続可能な都市経営を可

能とすることが大きな課題。こうした中、医療

福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地

し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によ

り、これらの生活利便施設等にアクセスできる

など、福祉や交通なども含めて、都市全体の構

造を見直し、コンパクト・プラス・ネットワー

クの考えで進めていくことが重要とされていま

す。 

 平成26年度に都市再生特別措置法が改正され、

行政と住民や民間事業者が一体となって、コン

パクトなまちづくりを促進するため、この立地

適正化計画制度が創設されたとあります。 

 先ほど両村の関係で申したとおり、両村の全

体人口は今増加傾向にある中、この立地適正化

計画、人口の減少を背景としてというところが

あると思うんですけれども、今、進めるべきな

のか、今やる必要があるのか、やらないといけ

ないのか、そういった内容をお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 まず、今我々は中城村と共同のまちづくりと

いうことで、中部広域への移行を目指しており

ます。そうした中で、では具体的にどういった

その未来像、まちづくりをしたいと考えている

のか。それを明らかにする必要がございます。

なぜ中部に行く必要があるのかという。そうい

った中でまちづくり構想をしっかりつくらなけ

ればいけないということがまず求められる要件

となってまいります。 

 そうした中で、広い意味で立地適正化計画と

いうものが、国から作成するように進められて

いるという状況がありまして、この立地適正化

計画の中で、その未来像をしっかり作っていき

たい。示していきたいという考えでございます

ので、単に社会的な要因コンパクトシティとい

うものも念頭にあるんですけれども、まず無秩

序な開発の抑制、それを踏まえた上で将来どの

ような村づくりにしていきたいのかということ



― 204 ― 

を示すための１つの計画になるというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ちょっと認識を合わせるために、これは法律

改正により国から下りてきたものなので、本村

としても、市町村としてもやらないといけない

という認識でよろしいでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 義務的なというよりも、今後のまちづくりと

いうものをしっかり示す必要があるという中で、

国が今推し進めております立地適正化計画、こ

れを作成することで、我々両村が共同まちづく

りでどういった方向を目指したいのかというの

を示していきたいと。この計画をもって示した

いという思いでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 では、この立地適正化計画について、メリッ

ト、デメリットというところで、まずメリット

から、中心部の狭いエリアに人が集まって住む

ことで人口が減少しても都市機能を維持できる

ようにしていく。これにより様々な場所へアク

セスしやすくなるなどのメリットが生まれます。

反対に、居住誘導区域外となる可能性がある場

合には早めの対応が必要だと考えられます。国

が示しているこの居住誘導区域という文言です

けれども、本村で見ると、まず、居住誘導区域、

人口が多く入ってくる区域と考えられると思う

んですけれども、これが恐らく喜舎場、仲順、

島袋、ライカム。それ以外の区域、それが居住

誘導区域外となるのか。また、その対応につい

てどのように考えているのか、お願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 本村の中でもう既に居住地域、集落が形成さ

れている地域が多くあります。そういったとこ

ろを、では今の段階で、居住誘導区域から除外

できるのかというとこれは難しい問題だと思い

ます。 

 我々としましては、まずは、防災の観点、地

滑り地域、津波浸水区域、そういった場所に積

極的な誘導を行えるかというとなかなか厳しい

問題があると。とはいえ東海岸地域低地部では、

既に集落が形成されていて、ではそれをどうす

るのかという、どういった対応ができるのかと

いうところも踏まえながら、その位置づけをし

っかり整理する必要があるなというふうに考え

ています。 

 ただ、将来的にはやはり安全なところに移っ

てほしいと。そういうふうな長期的なまちづく

りの視点も含めながら、今回の立地適正化計画

の中で整理をしていきたいというふうに考えて

おります。その上で、例えば都市機能、利便性

施設とかですね、やはり徒歩圏内でそういった

生活施設が整えば、住みやすい環境になるんで

はないか。そのあたりも含めて、先ほど議員か

らもございました次男、三男の問題、そういっ

た方々が定住できるような環境というところで

は、例えば集合住宅の建築が可能になるとかで

すね。そういったものも含めながら、将来どう

やって村を維持していくのか、維持できるよう

になるのかというものを検討していきたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 
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○１番（川上龍太議員） 

 それでは、この立地適正化計画ですけれども、

国が示しているところで、この内容について、

計画について、都道府県都市計画部局あたりと

協議することが望ましいと考えられているとあ

りました。このことについて、こういった県と

の調整とか、この計画を作成するに当たってそ

ういった調整、それから今後の予定、その辺が

あるのか、お願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 その都市計画の策定に当たっては、やはり国、

県、関係機関との調整も含めながら進めるのが

望ましいと考えております。場合によってはそ

の策定委員会に参画いただくとか、いろいろ方

法があると思いますけれども、今、県の担当部

局ともこの立地適正化計画を進めていくという

ことでのお話はしてございます。ただ、具体的

にどういう関わりを持っていただくのかという

のはこれからの調整となってきます。しかし、

何らかの形でその検討、協議という形での関わ

りは持っていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひ県とも連携して、国とも情報を得ながら

やっていただきたいと思います。 

 答弁の中で、令和６年度中にも案として作成

していくという方向で進められていくと思うん

ですけれども、こういった場合、何か協議会、

村内の中でも委員会とかそういったものを設置

する予定はあるのでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 この立地適正化計画の策定に当たって、特に

今回中城村との共同で取り組むことにしており

まして、両村でその策定委員会なりを設置した

いと考えております。その中には有識者、この

前段で共同まちづくりの計画をつくっておりま

すけれども、そこに参加いただいた有識者のメ

ンバーも含めて、これからどういった委員会を

構成していこうかというところを、今両村で調

整しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひ、本村の住民のため、本村の将来像も考

えていただきながら、ビジョンも考えていただ

きながら、この委員会を早めに策定して有識者、

それから県との調整も踏まえてつくっていただ

きたいと思います。 

 次に中部広域に移行することについて質問し

ていきたいと思います。 

 本村は、現在那覇広域に指定されておりまし

て、市街化区域と市街化調整区域で区分され、

斜面地での開発も少なく、緑地の保全等もあり、

現在の地域風景となっております。 

 これが中部広域に移行することで、この区域

区分ですね、この区分がなくなり、用途地域外、

農振農用地外で広範囲に開発が進む傾向。特に

景色がいい場所での土地であれば、斜面地での

開発も考えられていきます。本村は地滑りの地

域もある中、このあたりをどのようにお考えか、

お願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 非線引き区域になることで、従来その調整区
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域とされていたところが、いわゆる白地という

形で制限がなくなるような、そのままではです

ね、ということになってまいります。そういっ

たところで無秩序な開発がなされないように、

我々としては何らかの用途制限をかけるとか、

いろいろそういった制限対策を設けることで、

その抑制を図りたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 課長がおっしゃるように、ぜひ、無秩序な開

発が進められないように、今ある風景とかよさ

を維持しながらも、住民のため、今いる住民の

ため、それから今から来られる住民のためにも

考えて、ぜひ開発をお願いしたいと思います。 

 また、この中部広域区域でも農振農用地は存

在し、農振除外をしなければいけないため、那

覇広域よりも比較的ゆるい規制とは言われてお

りますが、それでも開発は困難と考えられます。

移行しても規制は厳しいままということもあり、

那覇広域でも中部広域でもどちらでもいい面、

悪い面も考えられ、ただし、このまま中部広域

に移行を進めてよいのか、その辺の考えをお願

いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１０時２４分 休憩 

午前１０時２４分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 今回の取組については、これまで多くの方が、

先ほどからもあります次男、三男が家が建てら

れないとか、いろんな規制が強すぎて住民の方

に不満があるというようなこともあって、両村

で非線引き区域である中部広域への移行を目指

したいということを掲げております。 

 確かに那覇広域、線引き区域があったために

いろいろ開発の規制があって自然が守られてい

るといういい面もあれば、片方でその開発抑制

が厳しくてなかなか次男、三男の定住化に結び

つかないという課題もありますので、どちらが

本当にいいのかというものは、正直どちらにも

いい面、悪い面、メリット、デメリットあると

思います。ただ、私たちはこれから各地域、村

がですね、自分たちの意思でその村づくりをし

ていく、まちづくりを進めたいという意向のた

めに非線引きの中部広域を目指すと。そういう

ふうに今理解をしております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 今の質問ですが、村長の考えもお聞きしたい

んですけれども、このまま移行を進めていく。

移行して、また問題も発生するかと思われます

が、この辺の将来的な考え、目的、目標、その

辺の村長の考えをお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 中部広域のほうに移行する狙いといたしまし

ては、これまで開発の偏在等いろいろ出てきま

したし、そして過疎地の地域からかなりそうい

った要望が高かった。そしてまた住民からもそ

ういう要望が高いものがございます。私として

は、ただ、那覇広域で守り抜いた景観とかそう

いったのをしっかり保持しつつ、また開発でき

る範囲についてはしっかり把握して開発を進め

ていく。そういった面で、中部広域もまたメリ

ットがあるかと思いますので、中部広域の、先

ほど課長からありました中部広域のメリット、
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デメリット、また那覇広域のメリット、デメリ

ット、斟酌いたしまして両方がうまくいくよう

な計画策定に向けて尽力したいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひ、住民の要望、意見も取り入れていただ

きながら、本当にこれでいいのか。このまま進

めて問題がないのか。その辺も将来的にイメー

ジをして、ぜひ取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 では、次に農を活かした健康・福祉の里づく

り事業について質問していきます。 

 現在、土地の開発も進行し、事業が進められ

ていて、学童農園等の整備も進められています。

試験的に学童農園の体験等も行っているようで

すが、学校の先生たちや生徒たちの反応や声は

いかがでしたでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 川上議員の質問にお答えします。 

 実際、私どもがその場に立ち会ったわけでは

ないので報告事項として承っているのが、実際

これをやられましたＥＭ研究機構と、実際参加

された三育小学校の６年生の皆さんが、今回は

農業体験ということで、収穫体験と、また別日

に植え付けの体験をされたというふうに伺って

おります。 

 報告としましては、やはり土に触ること自体

が、今体験することが少なくなっているという

ような状況もあるようでして、大変好評だった

というふうに伺っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 こちら農林水産課のほうからお借りしてまい

りました。今ですね、この第一段階、議員の皆

さんにも見せますね。第一段階のほうが開発が

進められています。この学童農園というのが、

三育小学校の横のほうになっておりまして、こ

ういった形で進められて、里づくり事業は進め

られていくんですけれども、まずこちらであっ

た、先ほど申した体験等、これは、まず北中城

小学校、島袋小学校、北中城中学校のほうの体

験の実施も考えているのか。その辺をお願いし

ます。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えいたします。 

 現在、第一段階の部分では、さすがに北中城

小学校、島袋小学校に開放することはちょっと

今、面積的にちょっと小さいものですから、そ

こではなくて、第二段階の一部でやりたいとい

うふうな計画を聞いております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 実はですね、ちょっと私のほうで耳にした話

をしますと、学生時代に農業を行っていた方と

いうのは、大人になって出世したり、大成する

という学者の話を耳にしました。恐らくいい作

物を育てるためにはどうしたらいいかという工

夫とか考えを凝らして、それに向けて努力しな

がら実行していくという能力が備わるところだ

と思っております。ぜひ、本村独自の学校教育

の課程や授業のカリキュラムに、この農業体系

を含めたらどうかと考えましたが、教育長、い

かがでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育長。 
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○教育長（德村永盛） 

 川上議員の御質問にお答えいたします。 

 議員がおっしゃったように、これは先ほど出

世とかそういう話もありましたが、やっぱり心

の教育にもつながっているのかと思っています。

現在、今年北中城小学校においては、近隣の、

それからＪＡの御協力も得て、田植えから、そ

して収穫して、最後収穫した稲でまたしめ縄づ

くりまでを一連の学習の中で実践したこともあ

ります。本当にそういう地域の皆さんの協力、

それから、やはり学校の中には畑がないので、

そういう土地をまた貸していただけるというん

ですかね。一緒に指導していただける地域の人

がいれば、また学校のほうも一緒に子供の教育

のために展開できるのかというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひ、その辺も考えていただいて、子供たち

のためになるように、考えて検討していただけ

ればと思います。 

 次に、この事業の第三段階、こちらの場所で

すね。こちらに若松病院の移転計画があると思

うんですけれども、現在の進捗状況について伺

います。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えいたします。 

 村長からの答弁でもありましたとおり、現在、

第二段階、第三段階の２か所を同時進行で現在

進めておられまして、第二段階の整備事業者が

ＥＭ研究機構、第三段階が医療法人アガペ会が

協力して進められているところではあるんです

けれども、現在アガペ会が計画されている施設

の規模につきましては、現在第三段階の面積の

みでは、ちょっと希望する施設全ての配置が難

しいということの相談がありました。これにつ

きまして第二段階の整備事業者からの協力もあ

りまして、多少第二段階も含めた、この第二、

第三を一体で開発しようというような計画を現

在進められております。令和６年度につきまし

ては、まだ用地交渉も若干残っているところも

ございまして、現在その用地交渉と事前調査で

すね、地盤の調査とか施設がちゃんと建てられ

るものかどうか。こういった調査を令和６年度

に計画されているというふうに聞いております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 この第三段階の当初の計画では、今ある若松

病院、それから若松苑全てを移す計画があった

と思われるんですが、多分、課長がおっしゃる

ように土地の規模の状況とかによって計画が変

更という形になって、第二段階事業者と相談し

ながら、協力しながら進める形となったんです

が、その認識でよろしかったでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 現在アガペ会からは、既存建物の老朽化とい

うのもございまして、できたら医療施設と老健

施設ですね、これを同時に移動したいというよ

うなお話もございました。ただし、その規模感

でいきますと、現在のアガペ会が計画されてい

る土地の中での建設がちょっと難しいというと

ころがありまして、第二段階の事業者に協力を

求めて、一部、そちらの土地も使わせてもらえ

ないかというような話が事業者間で調整されて

いるというふうに聞いております。 

○議長（比嘉義彦） 
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 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 この計画の変更といいますか、変わったとこ

ろで、村としてこの事業者ともうまく協力でき

ているのか。今、この第一、第二段階の事業者

と第三段階の事業者の中で話がいっているよう

なイメージもあるんですけれども、その辺はう

まく行くようにしてほしいんですが、この辺ど

うでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 先ほどお話ししたことにつきましては、第二

段階、第三段階の双方の事業者が協力的で、そ

こに私どもも法律的に問題があるかないかのア

ドバイスも含めて、実際この計画に対する会合

といいますか会議ですね。これを最低でも月１

回は行って、進捗状況についても把握していっ

ているつもりでございますので、特に問題ない

かと思っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひ、村行政、それから事業者とも連携しな

がら、うまくいい形で進めていってほしいと考

えます。 

 次に第六段階、端っこのほうについて伺うん

ですけれども、先日大城公民館のほうで住民説

明会がありまして、私も参加したんですけれど

も、その中で住民の方から、この第六段階の大

城側のほうの地滑りの懸念があって、ここに優

良住宅を造る予定ではあるんですけれども、私

の記憶としては、昨年の住民説明会でもそうい

った声があったと思うんですよ。今回さらにあ

ったので、この辺の地滑り地域に対してどうい

うふうに考えて進めていくのか。その辺よろし

くお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 今、川上議員がおっしゃった第六段階の東エ

リアというふうに私どもは呼んでいるんですけ

れども、大城側のほうですね。こちらの部分に

つきまして県の地滑り防止区域には指定されて

いる場所ではございません。こちらからもう少

し、既存の若松病院のある村道から、その部分

から過去にそこから約100メーターほど若松病

院側のほうに上ったところで、そういった地滑

りの実績があったという記録が残っております。

現在、まだそちらにつきましては開発計画も計

画中でございますので、またこれから、実際の

地域の調査を実際進めた上で、現在の計画がそ

のまま継続できるかどうかも検討していきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひ検討しながら進めていってほしいと思う

んです。 

 ただ、もしちょっと優良住宅を造るには危な

いなという考えに至った場合、この変更とか、

そういったことも可能なのか。住宅以外で使い

道が進めていけるのか。その辺お願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 この地域につきましては、農を活かした健

康・福祉の里づくりを根本として考えておりま

すので、やはり住宅が難しいというような条件

が、はっきり明確になったとしましたら、やは
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り計画変更すべきだと考えております。ただ、

計画変更するに当たっても、農を活かせるよう

な、ちょっと違うプランをまた改めて考えて、

これもまた、これを検討する委員会もございま

すので、その委員会に諮った上で、今後の計画

の修正がある場合には、そういった場で検討し

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 では次に、歴史的風致計画についてお伺いし

ます。 

 答弁の中にありました令和５年度に歴史的風

致維持向上計画推進協議会を開催し、内容を精

査した上で年度末には国から認定を受けて、令

和７年度より事業を実施する予定とありました。

この計画を進めていこうとなった背景は、先ほ

どとの関連もあると思うんですが、国からこう

いったのがあったから、受けたから進めていく

のか。その辺の背景をよろしくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（比嘉利彦） 

 川上議員の御質問にお答えします。 

 この歴史まちづくり計画については、やはり

本村の重要文化財、あるいは世界遺産である中

城城跡があるたたずまい、それの風景を残して

おく必要があるだろうというようなところで始

まっております。その中でこの歴まち計画をつ

くって国の認定を受けないことにはですね、国

からのサポートが受けられないので、そのあた

りも考えて策定をしたということになっており

ます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ではこの計画の中で、重点地区、重点地域と

いう考えがあるのか。それがどの地域なのか、

お願いいたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（比嘉利彦） 

 この計画の中では、議員おっしゃるように重

点区域というものを定めなければいけませんが、

今のところですね、この重点区域の中には重要

文化財、重要有形民俗文化財、または史跡名勝、

天然記念物として指定された建造物がある場所、

ある地域に限るということになっておりますの

で、今、この計画の中では大城、荻道、安谷屋

も含めたところで重点区域を定めようと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 この重要文化財、史跡等、そういった歴史的

な文化があるところが地区に設定する理由とい

うふうな認識でよろしいでしょうか。それが喜

舎場、仲順にも、そういった歴史的にもあるも

のが残っていると思うんですが、喜舎場、仲順

あたりは、この地域には含まれないのか。お願

いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（比嘉利彦） 

 今申し上げている重点区域というものが、こ

れは国指定の文化財重要文化財等でございます

ので、重点区域となると、今申し上げた３地区

になりますけれども、風致区域といってですね、

人々の活動が営まれて50年以上というような定

めがありますので、そういったところについて

は風致地区として、この計画の中に入れるとい

うことになっております。 

 以上です。 
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○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 それでは、この計画を作っていく中で、令和

７年度より事業を実施する予定とあるんですが、

この辺、住民への説明、どういった形でやって

いるのか。説明会をやったのか。その辺もお願

いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（比嘉利彦） 

 まず、令和４年度において、基礎調査という

ところで、住民を招いてですね、その３地区重

点的ですけれども、どのような風致のものがあ

るかというところで調査を行っております。そ

してまた令和５年度についても、この計画を立

てるに当たって地区の方に意見を聞きたいとい

うことで、安谷屋、荻道、大城の３地区で説明

会を行っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 私の地元大城、先ほど課長からもありました

ように、世界遺産中城城跡、国指定重要文化財

中村家、それから平成の名水百選にも選ばれた

荻道大城湧水群があります。この大城地域は花

咲爺会があり、何十年も前から地域の美化活動、

湧水周辺の美化清掃、草木の水やりなど、組織

の枠を超えて区民が率先してボトムアップ、底

上げですね。ボトムアップで取り組んできまし

た。さらに、観光地修景緑化事業により、蘭や

ブーゲンビリアを湧き水周辺及び地域の歩道等

に植え、住民が日々手入れを行い、中城城跡や

中村家に観光として訪れる人々を楽しませてき

た、そういった自負があります。この湧水群に

ついては、地元の諸先輩方や昔の人たちにとっ

ては命の水であり、そういったところも保存し

ていく、保持していく。この大切な水がきれい

になるように、水がなくなっていかないように

保持していく必要があると思います。この辺も

関連してくるかと思いますが、その辺の考えは

どう思われますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（比嘉利彦） 

 議員おっしゃるように大城地区については、

非常に美化活動が活発で、湧水群の水を守って

いくというような活動も非常に活発にやられて、

大変すばらしいなと思っております。実はこの

計画の中でも、今の町並みあるいはそれの背景

にある、その人々の活動までサポートできると

いうことになっております。この計画策定する

に当たって、令和６年度も協議会は続くわけで

すけれども、その中でも、やはり水源というん

ですか、水源を守る取組は必要であるというこ

とのお話も出ておりますので、このあたりも含

めて計画の中に入れることができればと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひこの人々の活動、住民たちの活動のサポ

ートも考えていただいてというのが、結構今、

大城地域ですけれども、農を活かした健康・福

祉の里づくり事業とか、この歴史的風致とか、

いろんな面で、行政側からとか。または県から

も県道沿い、中城城跡の前の県道、これをモデ

ル地区、モデル事業にしたいという話も直接大

城に来ていまして、大城的には進めていきたい

考えもあるんですけれども、マンパワー的に人

口も少ないので、結構あっぷあっぷの状態とい

うところもあります。気持ち的にはもちろんや

りたい気持ちはあるんですが、仕事もしながら

ボランティアでそれを全部進めていくとなると、



― 212 ― 

結構厳しいものがあると思いますので、住民の

ために活動のために、このサポートが入るので

あればぜひ考えていただきたいと思います。 

 先ほど例に挙げました湧水群とまちづくり、

開発についてリンクして考えていきますと、現

在大城にマンション予定地となっている看板が

立てられている場所があり、ちょうどこの真下

が湧水群のある地域となります。昔から山の上

のほうから水が来ていると言われておりまして、

もし、このマンション建設によって開発が進む

ことによりこの湧水群に大きな影響が出ないか、

とても心配であります。このように、今ある環

境資源に影響がないように、現在住んでいる人

たち、守ってきたこの生活が安心して維持でき

るようにまちづくりを行っていきたいと思いま

すが、この辺どう考えておりますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 建築そのものを制限というのはなかなか難し

い面はあるんですけれども、開発規模の抑制で

あるとかそういった工夫はできるのかなという

ふうに思います。ただ、湧水群、地下水脈とい

うところはなかなか見えないところにありまし

て、どういう影響が生じるのかというのは難し

い面がございます。しかしながら、大規模の開

発に至らないような工夫をしていきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 この辺ですね、住んでいる人たちにとっては

とても重要なことで、諸先輩方も昔はこの水を

使って生活をしてきたというところもありまし

て、この考えは村全体にも広がるんですけれど

も、今あるものを決して壊さないように維持で

きるようにぜひ考えていただきたいと思います。 

 最後村長に伺いますが、いろんなまちづくり

計画が今進められていく中で、村長として、こ

の北中城村をどういうふうにしていきたいのか。

将来像をどういうふうに考えているのか。人の

生活も含めて開発も含めて、村長の考えをお願

いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 今、個別にまちづくり計画が進んでおります

けれども、ただ基本的にはうちの総合計画に沿

った範疇の計画でございますので、それぞれが

整合性を図れる。そして総合計画の整合性を図

れる計画だと思っております。そして、私たち

の将来像ですけれども、これは我々の将来像で

ある標語に、平和で緑と、うちの標語で、大変

申し訳ございません。将来像とするそれに沿っ

たまちづくりをいたします。基本的には活力が

あって、自然景観の保持、そして伝統文化が維

持されている村。平和で。当初の標語が平和で

活力ある田園文化です。平和で、賑やかで緑が

輝く、文化の村北中城ですから。まず、基本的

には平和と文化をしっかりこれまでずっと保持

しています。さらにそこににぎわいのある。そ

して自然景観を保持したまちづくり、そういっ

たまちづくりを目指しておりますので御理解い

ただきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 ぜひ、住民のため、人のためにも考えていた

だきながらまちづくりを進めていってほしいと

思います。 

 では次に、２つ目のＤＸ化と職員の業務負担

軽減について再質問していきたいと思います。 

 このＤＸ化ですけれども、ただ単に、今の時

代に合わせて進めていくのはよくないと私のほ
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うも考えておりまして、効率化、それから安全、

安心、そういったことを踏まえてＤＸ化を進め

るべきと考えます。さらには、ペーパーレス化、

それによる業務負担軽減、予算削減、それも視

野に入れて取り組むべきだと考えます。国が出

しているこの日本でＤＸ化が進まない理由とし

て、主にＩＴ人材の不足、古いシステムを利用

し続けていること。企業体質の３つが関係して

いるとあります。本村はそのような状況はない

のか。現状どういった形でやっているのか、お

願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 現状、今取り組んでいるＤＸ推進で自治体の

情報システムの標準化、これクラウドに移行す

るシステムを今構築してございます。併せてマ

イナンバーの普及促進、これは継続で取り組ん

でいて、マイナンバーカードを使っていろいろ

な交付申請だったり書類が発行できるようなも

のを目指してございます。それとセキュリティ

ー対策の徹底、これはクラウドに行くことによ

ってセキュリティーの脆弱性を突かれないよう

に、そういったセキュリティーも自前で強化し

ていくように取り組んでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 私のほうで調べた幾つかの事例というのを紹

介していきたいと思うんですけれども、まず、

兵庫県神戸市ではこのＤＸ化に関連して、ＤＸ

化だけじゃなくて、働き方改革推進チームとい

うものを構築して、その中で職員のために働き

方をよくするためにＤＸ化を進めていこうとい

う事例もあります。 

 また、岡山県鏡野町、ここではスマートフォ

ンを利用して各種証明書の郵送請求、ごみやリ

サイクルに関する申請、補助金等の交付申請が

可能なシステムを導入、マイナンバーカードと

スマートフォンを利用して、こういった各種交

付申請がオンラインで可能になり、来庁時には

専用のタブレットとマイナンバーカードを活用

することで、こういった業務負担軽減がされて

おります。証明書等の郵送請求にかかる手数料

の支払いについてはクレジット決済、これによ

って役場窓口への来訪が不要となりキャッシュ

レスで決済、スマホで完結というふうに、手続

も住民のために簡素化、職員も負担軽減という

ように、このシステムを導入して進められてい

る事例があります。 

 あとは茨城県笠間市、ここでは、契約書の印

刷、郵送、押印、保管といった業務を電子契約

サービスに移すことによって、この負担軽減を

しています。紙ベースではなく、電子契約サー

ビスになりますので、印刷製本、押印等が簡素

化され、今まで一、二週間要していた作業が電

子契約で約10分で完了。こういった事例もあり

ます。 

 あとは、今本村でもＬＩＮＥ、行政のＬＩＮ

Ｅを活用していると思うんですけれども、支援

が必要な人ほど制度を調べる余裕がないことで、

このＬＩＮＥを活用して、この支援が必要な人

が受けられるサービスを行政側から通知、こう

いったサービスがありますよ。あなたはこうい

ったサービスが受けられる可能性がありますよ

という通知をプッシュ型でお知らせ、そういっ

たことで受給漏れとかを防止する。市民がサー

ビスを調べる負担を軽減。そういった事例もあ

ります。 

 例えば、お子さんの予防接種、いついつです

よというふうにプッシュ型で通知。それから児

童扶養手当を受給できる可能性があります。窓

口まで御相談くださいというふうに行政側から

プッシュしてあげる。そういった事例もありま

す。 
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 事例紹介、最後に、窓口を一本化して受け付

けシステムを導入しながら、このバックヤード

の負担を軽減。住民があっち行ってこっち行っ

てと窓口を移るのではなく、一本化することで、

そこに行けば全ての申請というのができるよう

な体制も北海道ではつくられております。そう

いったことも業務負担の軽減になるのではと思

います。 

 このようにいろんな事例があるのでいろいろ

調べていただきながら、住民サービスのため、

それから職員の業務負担軽減、ペーパーレス化

といった形で、よくなるように効率化できるよ

うに本村もぜひ考えていってほしいと思います。

村長、最後にこの辺どうお考えか、お願いしま

す。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 おっしゃるとおりで、時代は確実に高度情報

化社会ですので、そういった面に即した自治体

づくりをしていかなくてはならないと思います。

今おっしゃったようないろんな業務の負担軽減、

そしてまた効率化、さらにはこれはまた環境に

も影響してくるということを聞いておりますの

で、そういった面でぜひ積極的にＤＸ推進に取

り組んでまいりたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 以上で終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（比嘉義彦） 

 しばらく休憩します。 

午前１１時００分 休憩 

午前１１時１１分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 通告に従いまして、一般質問をいたします。 

 １．令和６年度の施政方針の４ ゆいまーる

（相互扶助）で築く安全・安心な地域にづくり

について。 

 去る３月11日は、東日本大震災から今年は13

年を迎えました。私たちは災害の教訓をどれだ

け学んだだろうか。村長の施政方針の４ ゆい

まーる（相互扶助）で築く安全・安心な地域づ

くりの中から質問いたします。 

 児童福祉・子育て支援の充実について。 

 子供たちの健やかな成長を育むため、産後・

育児・就学・進学等の過程において、きめ細か

な支援に取り組むため課を新設し、子育て支援

の充実を図ってまいりますと述べておりますが、

切れ目のないきめ細かな子育て支援は、村民に

とっても希望の持てる事業の展開だと思います。

国においてもこども家庭庁ができ、こどもまん

なかの社会を形成しようとしております。 

 ①保育所（園）への入所、学童クラブへの入

所は、希望する子供たちが入所できるよう願っ

ておりますが、令和６年４月１日の待機児童数

は、解消できるのかお伺いします。 

 ②保育園や学童クラブの基盤整備は、微増な

がらの人口増加の中で将来をどのように見通し、

計画をしていくのか伺います。 

 次に障がい児（者）の福祉の充実についてで

す。 

 ①障がい児（者）の現状（人数と施策）と課

題について伺います。 

 ②医療的ケア児（人数）の現状と課題につい

て伺います。 

 （４）地域防災力の向上について。 

 ①災害時等に迅速、確実な情報提供ができる

よう防災無線設備の点検、調整、整備に努める

ことは重要です。一方、瞬時に各字の地域の情

報（浸水、崖崩れ、家屋の倒壊、道路網の状況

等）を得るのは大切です。災害はいつ起こるの
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か、予想がつきません。これまで以上に職員の

スキルを磨き、防災を強化する必要があると考

えます。見解を求めます。 

 ②災害時の性被害を防ぐために避難所に女性

専用避難室を設ける必要があるが、当局の見解

を伺います。 

 ③保育所や保育園などは、乳児や幼児を抱え

て避難する方に避難所としての位置づけられて

いるのか、伺います。 

 ④非常食等の備蓄品や資器材の充実に取り組

むとありますが、具体的計画について伺います。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、喜屋武すま子議員の御質問にお答えい

たします。 

 まず１番目の施政方針からであります。４ 

ゆいまーる（相互扶助）で築く安全・安心な地

域にづくりについてということで、まず児童福

祉・子育て支援の充実についてということです。 

 ①の回答といたしまして、令和６年４月１日

の待機児童の見込みについて。認可保育所等に

つきましては、３月15日現在、21人の待機が発

生すると見込まれます。とりわけ１歳児が10人

と多くの待機が見込まれます。放課後児童クラ

ブ、いわゆる学童クラブにつきましては、３月

１日時点の調査では、31人の利用できない児童

が発生しております。そのうち島袋小学校区内

では16人となっております。 

 ②保育所や学童クラブの基盤整備についてで

ございます。本村では、ライカム地区を中心に

戸建てや集合住宅の建築が進み人口の増加が見

込まれます。今後の人口推計と保護者ニーズを

踏まえ、今後の基盤整備を検討してまいります。

具体的には既に実施いたしましたニーズ調査の

集計を急ぎ、令和６年度に策定する第３期村子

ども・子育て支援事業計画において方策を検討

してまいります。 

 次に障がい者（児）の福祉の充実についてに

関するものでございます。 

 ①障がい者（児）の現状と課題についての御

質問です。村の障がい児・者数につきましては、

令和５年４月１日現在で、身体障害者手帳所持

者650人、療育手帳所持者177人、精神障害者手

帳所持者175人となっております。施設や医療

機関に長期入院されている方々の地域移行や障

がいを持ちながら就労等による安定した生活の

確立、また、介護職等の不足による今後のサー

ビス提供の確保が大きな課題であると認識して

おります。 

 ②医療的ケア児の現状と課題については、村

で把握しております医療的ケア児数は８人でご

ざいます。一人一人に応じた支援が求められま

すが、制度上の制約や災害時の支援、とりわけ

未就学児の保育所等での受入れ体制の構築等が

課題と認識しております。 

 （４）地域防災力の向上についてでございま

す。 

 ①の回答といたしまして、議員の御指摘のと

おり、職員は普段から気象情報等を意識すると

ともに、未然に災害を防ぐよう各施設の点検、

対策を講じなければなりません。また、研修等

に参加しながら最新の情報、スキルを身に着け

ることが防災や減災につながるものと認識して

おります。 

 ②今回の新聞報道で災害時、本村が女性に配

慮した備蓄品、環境整備が不十分だと認識しま

した。今後は、そういった配慮ができるよう努

めていきたいと考えます。 

 ③の回答といたしまして、喜舎場保育所は、

福祉避難所として乳児や幼児のいる方の避難所

として位置づけされています。 

 ④の回答といたしまして、備蓄計画としては、

避難者の３日分の非常食、飲料水、トイレ、毛

布の備蓄を優先的に整備しつつ、新聞報道でも

ありました、女性に配慮した備蓄品、環境整備
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に必要な備品も併せて整備する必要があると考

えます。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 それでは順を追って再質問いたします。 

 児童福祉・子育て支援について。 

 令和６年４月１日の待機児童数の見込みは、

認可保育所等で３月15日現在21名の待機が発生

するとあります。とりわけ１歳児が10人と多く

の待機が見込まれるとの答弁でしたが、原因は

どこにありますか。 

 ３月は、子供の保護者にとって、保育所に入

るか入れないか。役場から通知が来るので、ハ

ラハラ、ドキドキしながら保護者は待っている

のです。保護者が入所を希望しながらも保育が

受けられない。保護者にとっては死活問題です。

子供を預ける施設がないとなると働けない。収

入は減る。生活に困ってしまうことなどがあり

ます。待機児童の発生の原因は何でしょうか。

お答え願います。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 現状待機が発生する見込みでございますけれ

ども、まず既存の施設、保育施設等の保育士の

確保が十分にいかないために定員数を受け入れ

できない施設が幾つかまだございますので、ま

ずそこが一番大きな要因と考えております。 

 あと特に、今回１歳児がとりわけ多く発生し

ておりまして、そこについては我々としても定

員ベースで見たとしても１歳児の受入れという

のが非常に厳しい状況がございましたので、そ

こについてはまた次年度以降もその数というの

は引き継がれていきますので、２歳３歳と上が

っていくにつれてどういうふうな形で解消でき

るかというものについては、引き続き我々とし

ても検討しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 保育士の確保の問題については、ずっとここ

三、四年続いているわけなんですね。それがな

かなか解消しない。やはり皆さん頭を悩ませて

いることだと思いますけれども、でもこれはど

うしても確保しないと困ってしまう。確保でき

ないからいいというものでもない。子供はやは

り平等に育てないといけないんですよね。大事

なお子さんですので、保護者にとっても大変な

んです。生活にすぐ直結いたします。これはぜ

ひ、これはまだ少し時間が４月１日に向けてあ

ると思いますので、最善の努力を生かして、あ

ちこち保育所はたくさんありますので、ぜひ交

渉して保育所に入れるようにお願いしたいんで

すけれども、今、実際に空きはあるんだけれど

も保育士がいなくて児童が入れないというとこ

ろは、もし具体的にお分かりでしたらお願いし

ます。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 具体的な園の名称につきましては、今手元に

資料ございませんけれども、村内の認定こども

園の２か所から３か所程度が定員を満たす保育

士を確保できていない状況だというふうに認識

しております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 こちらのほうとも交渉なさって、何とか御理

解をいただいて、受け入れていただけるように

最善の努力をしてほしいなと思うんですけれど
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も、いかがでしょうか。本村の保育所において

はどういう状況なのかもお伝えお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 保育士確保につきましては、国、県等からも

各種補助金等の活用を我々としても各園のほう

にお願いしつつ、まずは採用、確保していただ

くこと。それとあと定着して、辞めないような

支援を我々としてもぜひ続けていただきたいと

いうふうに各園のほうにお願いをしている現状

でございます。 

 各園といたしましても、採用につきましては

努力していただいていて、今回３月15日現在で

集計をさせていただいておりますけれども、そ

の後も採用があったということでの動き等もご

ざいますので、最終的には若干この数字よりも、

４月１日現在は低くなるとは見込まれますけれ

ども、我々としては、やはり、まずは保育士を

確保して、施設として定員をオーバーしてです

ね、面積が満たすのであれば、保育士さえ確保

できれば定員オーバーして受け入れていただけ

る園もございますので、そういった努力を続け

ながら我々としてはその待機解消に向けて取り

組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 本村の保育所の状況は、１歳から５歳児まで

の状況はどうなっているのでしょう。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１１時２６分 休憩 

午前１１時２６分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 村立喜舎場保育所につきましても、日々状況

が変化しておりますけれども、まず保育所にお

ける保育士の確保につきましては、必要数は現

在確保できる見込みとなっております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 ぜひ、まだ少し時間が残っていますので、最

後まで努力をして、少しでも待機児童を減らし

てほしいと思います。よろしくお願いします。 

 課長も御存じのとおり、児童福祉法にはこう

うたわれております。総則のほうですけれども、

第１章総則、第１条全て児童は、児童の権利に

関する条約の精神にのっとり、適切に養育され

ること、その生活を保障されること、愛され、

保護されること、その心身の健やかな成長及び

発達並びに自立が図られることその他の福祉を

等しく保障される権利を有する。 

 第２条全て国民は、児童が良好な環境におい

て生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、

児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見

が尊重され、その最善の利益が優先して考慮さ

れ、心身ともに健やかに育成されるよう努めな

ければならない。国及び地方公共団体は、児童

の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに

育成する責任を負うとあります。 

 ぜひ肝に銘じて業務を遂行していっていただ

きたいし、村長のほうも待機児童を出さないよ

うに、ぜひいろいろ工面をなさってやっていた

だければなと思います。よろしくお願いします。 

 次に進みます。 

 次に、学童クラブにおいては、３月１日、調

査で31人の利用が発生している。そのうち島袋

小学校区内では16人となっているとの答弁があ

りました。あと、学童クラブのほかに他の学童

クラブの状況をお聞きいたします。 
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○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 島袋小学校区においては先ほど村長から答弁

ありましたとおり16名の待機が発生している状

況、あと北中城小学校区におきましては、15名

の待機が４施設で発生している状況でございま

すが、一部、学童につきましては、11名ほどの

空きがあるというような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 そうすると北中城小学校区内では11人の空き

があるということですので、それはできるだけ

解消してほしいんですけれども、どういう現状

になっているんでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 福祉課といたしましても空いている状況等が

ございますので、そういった保護者からの問合

せ等がありましたら、その空いている施設等を

案内紹介することは対応しているところでござ

いますけれども、中には希望する園、学童が特

定されている保護者もいらっしゃいますので、

その場合には空いている施設を希望されないと

いう状況も想定はされているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 訪ねてきたらという話になるんですけれども、

訪ねてきたら案内するという話になっているの

で、もうちょっと利用する方が瞬時に利用でき

るような体制とかは、例えばホームページに流

すとか、もちろん秘密の情報を守るという話に

なるんですけれども、そういったこともできな

いか。あらゆる方法をやるべきではないかと思

っておりますけれども、いかがですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 従来は、学童の入所申込みについては、各園

各々で対応していただいていたところでござい

ますけれども、昨年度あたりから一斉申込期間

を決めて、また各施設の空き状況等の情報交換

は常に我々福祉課から発信して、各施設にも情

報提供していますので、もし入れないお子さん

がいたら入れなかった施設から空いている施設

を御紹介いただくというような対応を現在は取

っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 できるだけ分かりやすいというか、住民が非

常に手の届くような情報を確保していただけれ

ばと思っております。 

 島袋学童クラブですけれども、16人。昨年も

１つ増設して２つ島袋学童はあるんですけれど

も、なおももう今年は16人ということなので、

そこをどうにか急いでですね。例えば学校の敷

地内にしばらくプレハブを借りるとかはできな

いものでしょうか。もう今はこどもまんなか社

会と言われていて、やはり縦割り行政じゃなく

て、つなぐ行政をやっていただきたいんですけ

れども、そういった学校敷地内のプレハブであ

るとか、あるいは民間を借りてということは今

のところ想定していないんでしょうか。何か工

夫していることがありましたらお伺いしたいと

思います。 

○議長（比嘉義彦） 
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 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 島袋小学校区につきましては、現在新たな学

童クラブの施設を公設という形で、今、建築に

向けて取り組んでいるところでございます。そ

の間の待機をどうするかという部分につきまし

ては、我々といたしましては北中城小学校区で

の空きがございましたので、そういった空いて

いる施設が島袋小学校への送迎を対応していた

だけないかというような交渉は従来やっており

ましたので、そういった取組でもってまずは対

応していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 もう４月は時間も迫っているのでなかなか難

しいかもしれません。でもやはり努力をなさっ

て、そうであれば送迎がきちんとしておれば、

またニーズも増えていくと思いますので、そこ

ら辺も各学童クラブと皆さんの福祉課のほうで

しっかりと連携を取りながらやっていただけれ

ばなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 議員御指摘のように、学童、しっかり子供た

ちを安全に放課後を過ごしていただくためには、

必要なサービスといいますか、施設でございま

すので、ぜひ待機が出ないよう我々としても引

き続き努力をしていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 次に障がい者、障がい児の福祉の充実につい

てお伺いしたいと思います。 

 先ほど御説明がありましたとおり、やはりこ

れは障がい者、障がい児、あるいはまた医療的

ケア児というのはたくさんの人の手を借りない

といけない社会の中に、やはり生きていくのは

厳しい面があります。 

 特にそれは、第三次の計画に任せましてです

ね、私のほうからまた災害の視点からお伺いし

たいと思います。特に災害が起きたときに、や

はり二次災害で災害時関連死という方が、障害

者手帳を持っている方が多くいるということが

明らかになっております。やはり当事者、ある

いは行政、専門職員が一丸となってこの方たち

に寄り添って、どういうふうにすべきかという

ことが今問われているということが社会問題に

なっておりますけれども、そういうことに対し

て課長の見解を求めます。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 障害をお持ちの方々が災害時の避難に際して、

やはり、それぞれの状況に合わせた環境を作っ

ていく必要がございます。 

 特に大規模の避難所等での避難が厳しい状況

がございますので、現在の村の地域防災計画に

おいても、各福祉施設、児童福祉施設も含め、

細かく避難所を分けることも対応可能だという

ふうに考えておりますので、あとはそれを運営

する側の、我々が各個人に応じた対応ができる

かという部分の備えはさらに必要だろうという

ふうに考えております。今年度、国からのヒア

リング等も受けまして、特に発達障害等をお持

ちのお子さんに関しましてはですね、通常の避

難所ではなくていつも通っている、例えば特別

支援学校等、そういったところの避難所を県と

連携して活用していく方向性も、ぜひ今後は考
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えるべきだろうというふうな御指摘も受けまし

た。そういったことを含めて、村内にもそうい

った学校等がございますので、将来的には県と

の連携を含めて、そのお子さん、あるいは障害

をお持ちの方の適切な避難場所の確保に努めて

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 こういう障がい者障がい児については、やは

り専門職の方、介護職等のそこによる、今後の

サービス提供というのが非常に大きな課題にな

っておりますので、ぜひこれを第三次の計画の

中でクリアをしていただければと思っておりま

す。 

 次に医療的ケア児の現状と課題について、村

で把握しております医療的ケア児は８人という

ことでありますけれども、どういった施設を御

利用なさっているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 まず、医療施設のほうに入院されているお子

さんもいらっしゃいます。また、在宅あるいは

施設等で生活されているお子さんもいらっしゃ

います。その内訳につきましては今手元にはご

ざいませんけれども、あくまでこの数字は行政

が現時点で把握している数でございますので、

実態としてこちらが把握していないお子さんが

いらっしゃる可能性もあるということをお伝え

しておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 現在、喜舎場保育所にはこの医療的ケア児は

もういないんですか。いらっしゃるんですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 現在、村立喜舎場保育所につきましては医療

的ケア児の受入れは、対象となっているお子さ

んはいらっしゃいません。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 ぜひ、こういう困難を抱えた方たちの支援を

十分にやっていただければなと思っております。 

 次に地域防災力の向上についてお伺いしたい

と思います。 

 先ほど、各施設の点検、対策を講じなければ

なりませんということでしたけれども、特に福

祉課などにおいては非常に施設を多く持ってお

りまして、ややもするとやっぱり見逃しという

こともあるかと思いますので、やはりそれは職

員一丸となって、そして職員一人一人スキルを

磨いて、お互いに切磋琢磨しながらその施設を

守っていっていただければと考えております。

防災とか減災はいつ来るか分かりませんけれど

も、やっぱり職員のスキルを身につける。そし

て情報を多くキャッチするということはとても

大事なことなんですね。もちろんこれは全職員

に言えることですし、福祉課にとどまらず全庁

的な体制を取る必要があろうかと思います。普

段の努力が大事かと思いますけれども、村長、

御意見を伺いたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 喜屋武議員の御質問にお答えいたします。 

 役場のほうでもそれぞれ各課において防災・

減災、そういったあたりのスキルは持っており

まして、また総務課、そして全体としてはそれ
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を統括するそれがございます。そういった訓練

等、また研修等についてもしっかりやっていっ

て、対応がしっかりできるような体制をこれか

らまたさらに高めていきたいなと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 職員が全庁的に取り組んでスキルアップする

ことが、村民への安心安全につながると思いま

すので、ぜひよろしくお願いします。 

 次に、今回の新聞報道で災害時に本村が女性

に配慮した備蓄品、環境整備が不十分だという

認識を新聞に出ておりましたけれども、今後は

そういった配慮ができるように努めていきたい

ということでしたけれども、具体的にどういう

ことに配慮していくのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 まずは避難先となる避難場所での女性に配慮

した避難場所、普通の一般の避難者と女性の避

難者を分けて、区別していくことも重要だと思

いますし、併せて備蓄品に関しましては女性に

配慮した備蓄品も備えていく必要があると認識

してございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 やはり今総務課長がおっしゃっておりました

けれども、ちょっとアバウトではいけないと思

いますので、女性用向けの用品といたしまして

は、もちろん皆さん御存じのように、生理用ナ

プキンであるとか、女性用の下着、あるいは衣

類ですね。防犯ブザー、それから妊婦用下着、

あとは乳幼児用品の粉ミルクであるとか液体ミ

ルクであるとか、離乳食、紙おむつ、お尻拭き

などですね。ぜひ備蓄を添えていただければと

思っていますけれども、これ一遍にはできない

かもしれないけれども、今後計画の中でこれを

いつまでになさろうとしているのかお伺いした

いと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 そういった女性に配慮した備蓄品、今回の報

道で初めてというか、認識させられました。今

特に具体的にじゃあ幾つ整備するのかという計

画はございませんが、一般的に必要とされる備

蓄品を確保しつつ、そういった女性に配慮した

幾つかの備蓄品も少しずつではあるとは思いま

すが整備していきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 やはりアバウトじゃなくて、実際の実施計画

として、今年度は何する、来年度はどうすると

いうことを具体的に計画を立てていただければ

と思っております。 

 次に喜舎場保育所は福祉避難所として、乳児

や幼児のいる避難所として位置づけられている

ということですけれども、これまで台風時とか

に活用されたのか、実績をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 私が知る限り開設したことはございません。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 台風時によく社会福祉センターとか中央公民

館とかに避難をしておりますけれども、乳児を
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持つ母親に対しては、やっぱり母乳とかがある

のでどうしても遠慮がちになって、心が狭くな

って、共同で一緒にここで二、三日でも生活す

るというのは非常に心が病むというか、悩むと

いうことがあるので、やはり今後はこうした配

慮した、女性に配慮したところをですね、皆さ

んあちこち、一遍に集中してやったほうが管理

しやすいということがあるかもしれませんけれ

ども、やはりもっと心に配慮していただいて、

村民に寄り添う形でやっていただければと思い

ますけれども、そういう避難所、特に今は喜舎

場保育所について言っておりますけれども、そ

れについていかがでしょうか。乳児、幼児を抱

えた母親に対する配慮として。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 災害時避難者に対してはできるだけストレス

がないような環境を整備しないといけないと感

じています。同じ避難所でも完全に個別に分け

られる避難場所、部屋ですね。そういったのも

併せて活用していかなければならないと考えて

ございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 特に子供に関してですけれども、喜舎場保育

所はありますけれども、例えば子育て支援セン

ターであるとか、幼稚園であるとか、児童館で

あるとかそういう類のところもみんな避難所の

指定を受けているのでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 福祉避難所として指定は受けてございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 次に整備計画についてですけれども、避難者

の３日分の非常食、飲料水、トイレ、毛布の備

蓄等を優先的に整備するとありますけれども、

それについて３日分というのが最近、本土のほ

うで大災害を受けまして、７日分を推奨すると

いうことも報じられておりますけれども、いか

がですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 ７日分というのはすみません、情報として持

っていなかったのですが、県としても県の備蓄

計画にもございますように、とりあえずまずは

３日分、３日目以降からは外部からの物資補給

があるというふうなことも想定されていますの

で、まずは３日分を目指して備蓄整備していき

たいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 今政府の考え方としても、７日間という文書

が結構あちこちにありますので、そこもやはり

今後考えていただければなと思っております。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１１時４９分 休憩 

午前１１時５１分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 防災についてですけれども、かなり答えてい

ただきましたので、今後全庁的な取組として、

どのようにして強化していくのかをお伺いした

いと思います。 
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 これまでの防災会議の見直しもあろうかと思

うんですけれども、やはりさきの能登半島の地

震も受けて皆さんもいろいろ感じられたところ

があると思うんですけれども、防災については

やはり常時見直していくということが大事かと

思います。そこら辺をどういうふうに今後を考

えていくのか、強化していくのかをお伺いした

いと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 防災計画につきましては防災会議の中で決ま

っていくんですが、やはり新しい情報、新しい

技術などもあります。そういったのをきちんと

捉えながら防災計画を逐次見直す必要があると

私も考えてございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 ぜひ逐次、皆さん防災会議を持って、改正す

るなりやっていただければと思っております。 

 次に防災会議のメンバーについてですけれど

も、今女性の割合は何名ぐらいでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 現在組織している委員が24名になっています。

外部の委員に関しましては今人事異動などでち

ょっと把握してございませんが、24人中、課長

も含めると１名の女性の委員がございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 災害が起こったときに子供、幼児とかを抱え

ている。あるいは老人を抱えている女性たちが

多くいます。女性の視点を生かして、そしてジ

ェンダーの視点を考える防災ということで、女

性委員を増やしてほしいと願っております。こ

れは任期もあるでしょうけれども、次回の任期

改正のときはいつでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 特に任期は定めてございません。充て職にな

っていますのでそのときの委員が女性かどうか

によって構成メンバーが違ってくると思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 今のところは充て職になっていますよね。充

て職だけじゃなくて、やはり別途に必要かと考

えておりますので、ぜひ女性をですね、２分の

１と言わずとも少なくとも３分の２とか２分の

１、それに近いような形でぜひ採用して、女性

の声を反映さした防災のむらづくりをやってい

ただければと思いますけれども、再度総務課長

の答弁をお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 委員として参加していただくのか、もしくは

女性の意見を取り入れるために逐次必要な方の

女性が参加していくのは、その際に考えていき

たいと思います。ぜひ女性の意見が反映できる

ような委員会にしたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 喜屋武すま子議員。 

○１０番（喜屋武すま子議員） 

 これで私の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（比嘉義彦） 
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 休憩します。 

午前１１時５６分 休憩 

午後 １時３０分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 山田晴憲議員と喜屋武 功議員から、午後の

会議を欠席する旨の届出が出ております。 

 では、午前に引き続き一般質問を行います。 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 では、議席番号４番、比嘉正志。通告に従い

まして一般質問を行います。よろしくお願いい

たします。 

 今回、大枠４件の質問を行います。 

 まず１件目は、道路のカラー舗装についてで

す。 

 昨年11月21日、喜舎場自治会を皮切りに８年

ぶりに地域懇談会が開催されました。地域ごと

に防災の面、環境衛生の面等々で地域ならでは

の意見が出され大変有意義な地域懇談会になり

ました。各地域から出された意見の中で共通な

訴えがありましたので一般質問に取り上げたい

と思います。 

 まず、道路のカラー舗装についてですが、村

内３か所のカラー舗装を求める声がありました。

まず１件目ですが、北中城中学校入り口の村道

です。こちらは県道側から右折し中学校へ進入

する際に対向車が列をなし、右折がままならな

い状況が見受けられます。中学校側へ進入が容

易にできるよう「おゆずりゾーン」などのカラ

ー舗装ができないか伺います。また、同箇所は

右折帯の車線もなく、右折車が停車中は道幅も

狭く、追い越し車との接触事故も危惧されます。

そこで右折帯の確保と、それと同時に道路の拡

張ができないか伺います。 

 ２件目は、北中城小学校から県道81号線、旧

道路への進入が困難なところです。ここは直近

に新たに整備された県道81号線の交差点があり、

信号待ちの車両が連なり喜舎場地域から県道側

へ右折進入が困難な状況が見受けられます。こ

の箇所については県道のため道路管理者である

県へ「おゆずりゾーン」のカラー舗装について

強く要望していただくようお願いしたい。 

 ３件目も県道81号線なので県への要請になり

ますが、石平地区への出入口についてです。同

箇所は既に停止禁止部分が白色で示されていま

すが、色も薄くなっており目立たず、また停止

禁止部分の距離も短いことで石平地区から県道

へ右折をしたい場合に視認性が悪く、交通事故

の懸念があります。仮に、交通事故の懸念から

同箇所の中央分離帯を封鎖した場合、石平地区

の生活道路が奪われ、日々の活動に支障を来す

ことや、救急車などの緊急車両等も大きく迂回

をせねばならず、迅速な救急搬送にも影響が出

ることが必至です。 

 そこで同箇所については、①白色ではない停

止禁止部分のカラー舗装。②安谷屋側へ停止禁

止部分の拡張。③中央分離帯へ石平地区への出

入り口を示す看板の設置について、道路管理者

である県への要請を強くお願いしたい。 

 大枠２件目の質問は、野良猫のふんの被害に

ついてです。こちらも地域懇談会のほうで様々

な地区から意見が出ておりました。 

 野良猫のふん被害についてですが、これは自

宅の庭に野良猫が侵入しふんをしていくとのこ

とで、毎回毎回ふんの片づけに追われ、臭いも

すごいので不衛生であり非常に困っているとの

ことでした。また、地域の方が野良猫に餌をあ

げたりすることで、いつまでもふんの被害に悩

まされ精神的にも悪く切実な訴えでした。野良

猫の保護を行うなど条例等を整備し、動物のふ

んの被害に対策は取れないでしょうか。 

 大枠３件目ですが、こちらはバリアフリート

イレの生理用品の配置についてです。 

 過去に平安山議員により一般質問の中で、公

共施設の女性用トイレに生理用品を配置してほ
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しいとの質問があったと記憶しております。令

和４年度に村婦人会から北中城中学校女子トイ

レに生理用品の提供があったと聞いております。

今回、私が訴えたいのは公共施設の女性用トイ

レではなく、公共施設のバリアフリートイレへ

生理用品の配置を要望したい。これは、セクシ

ャルマイノリティー（性的少数者）への対応と

して理解していただきたい。村の今後の対応と

して公共施設のバリアフリートイレへ生理用品

の配置を行っていくのか伺いたい。 

 大枠４件目の質問ですが、こちらは防災会議

の設置についてです。 

 ３月８日付新聞報道で、本村は防災会議の設

置がないような報道がされていたが、私が調べ

てみたところによると、北中城村防災会議条例

（昭和52年10月13日条例第８号）があると認識

している。真偽のほどはいかがか伺いたい。ま

た、同新聞報道によると女性に配慮している項

目が少ないように感じた。そこも事実かどうか

伺いたい。 

 以上、大枠４件の質問を行います。 

 答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、比嘉正志議員の御質問にお答えいたし

ます。 

 まず１番目の道路のカラー舗装についてでご

ざいます。 

 １件目の村が管理する村道喜舎場荻道線の北

中城中学校入り口部の改良については、交通量

調査の必要性も含めて検討してまいります。 

 ２件目の県道81号線北中城小学校近くの旧道

からバイパス取付部及び、３件目の県道81号線

石平交差点付近（石平集落出入口）については、

道路管理者である県に要望してまいります。 

 ２番目の野良猫のふん被害につきましてです。 

 野良猫のふん被害についてですが、現在の対

応としては相談者宅周辺に適切な動物の飼育に

関する注意文書を投函したり、ふんの処理に関

する注意看板を立てるなどの対策を行っており

ます。餌やりの禁止や野良猫を保護するなどの

条例につきましては、県の条例や他市町村の動

向を見ながら対応を検討する必要があると考え

ます。 

 ３番目のバリアフリートイレへの生理用品の

配置についてでございます。 

 衛生用品である生理用品については、十分な

管理の下配置されるものと考えており、他の自

治体で設置されている例を参考に検討したいと

考えます。 

 ４番目の防災会議の設置について。 

 新聞アンケートの設置という設問で「設置し

ていない」と回答していますが、防災会議自体

は条例も制定し設置済みですが、定期的な会議

開催をしていないため「していない」と回答し

たところであります。また、女性に配慮した備

蓄品、環境整備などは不足していると認識をし

ております。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 では、再質問に移らせていただきます。 

 まず大枠１件目の道路のカラー舗装について。 

 １件目の１、北中城中学校の入り口の件です

が、まず、こちらを御覧ください。こちらは嘉

手納町の道路であります。このように、ここか

ら「おゆずりエリア」というふうに、すごいく

っきり、はっきり見えるようになっております。

この黄色い看板自体もすごい大きくてとても目

立つようなっております。このおゆずりエリア

の看板のさらに10メーターほど手前でしたか。

「さらにお願い」という形で、このおゆずりエ

リア内では右側の車に譲ってくださいと。右か

ら来る車を入れてくださいというような細かい
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案内までできております。さらに嘉手納町とい

うことで下段のほうには英語での表記、そちら

のほうもきめ細やかな説明となっております。

こういったようなものを本村でもつくれないか

というふうに提案したいと思います。 

 まず、今問題になっている北中城中学校の入

り口のほうですが、この写真の通りです。右側

のほう、皆さんから見て左側ですね。左側のほ

うに中学校の入り口があるんですが、信号待ち

の車両が連なって右に曲がれない状況です。こ

こでまた右折車両も１台止まっているんですが、

１台、もしくは２台が止まってやっとじゃない

かなと。なので交差点の手前で右折車が止まっ

ていれば交差点に進入できないというような、

すごく短い距離が取られております。また、こ

の右折車両の左側も傍から車が通っていくこと

はできるんですが、大きく広がっているわけで

はなく、接触事故の危惧もあるなというふうに

見ております。 

 続きまして、２件目は北中城小学校正門側か

ら、旧県道81号線に下りていくところです。朝

は一方通行の時間帯規制があるところですが、

こちらについても、右側に新しい県道81号線の

交差点ができてしまったために、信号待ちの間

はこのように車両が連なって道路に進入できな

いような感じになっております。これを仮に進

入しようとすると、車両の後方がセンターライ

ンを越えて、たまに止まるところが見受けられ

ます。このとき対向車が来たら手前の横断歩道

のほうに進入してしまうとか、そういう二次災

害のおそれも危惧されているところであります。 

 ３件目ですが、これは石平地区から県道側へ

出る際に撮った写真であります。このように車

が少ない場合は視界が良好に見えるんですが、

これが渋滞の時間帯とかに重なりますと、やは

り気が焦った車両がどんどんどんどん前に詰め

てきたりとか、そういったのも見受けられるよ

うです。また、この道路には停止禁止というふ

うな、オレンジで標記もされていますが、これ

をドライバーの目線で見た場合、実際の道路標

識にある停止禁止の白線はもうほぼ消えていて

見えない状態。このような感じになっておりま

す。今、オレンジの停止禁止の文字があるので、

そこで、辛うじて車が止まってくれているとい

う状況ですが、この停止禁止の部分がちょっと

短いような感じがします。これを安谷屋側手前

のほうにもう少し寄せられないかというふうに

思っております。 

 以上の今、カラー舗装について３件説明を行

ったんですが、これについて改善ができるのか

どうか、ちょっとお聞きしてみたいと思います。

答弁お願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 まず、村道のほうからですけれども、中学校

入り口部ですね。これは以前から御相談もあっ

て、一時県道に向かっての方向、取付部、中学

校入り口の手前のほうに「信号待ちの間おゆず

りください」という看板を設置した経緯がござ

います。現在取付部が故障しまして今取外しを

させていただいていますけれども、その取り付

けた後、一応それを気づかって手前で止められ

ている車が多くなったかなというふうに感じま

す。 

 この部分、取付部のカラー舗装、あとは県道

側から右折して中学校に入る部分、この辺り一

帯の改良について、全体の交通量も含めて検討

が必要かなと。主たる流れというのはどうして

も直線部に交通量は多いのかなと思います。そ

ういった中で、どれぐらいがこのおゆずり区間、

右折帯として設置すべきかどうか。総合的に考

えていきたいと思います。 

 また、県道の部分については、これは県の道

路管理者との調整が必要となってまいりますの
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で、そこに要望していきたいというふうに思い

ます。実際いろんなところでおゆずり区間、お

ゆずりエリアというものが設置されております

ので、そのこと自体は問題ないのかなというふ

うに思います。あとは調整を図っていきたいと

いうふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 分かりました。 

 今から何年前ですか。30年以上なりますか。

たしか昭和62年あたりに沖縄自動車道が開通し

たと思います。そしてその後、2021年の３月に

この県道81号線、喜舎場から渡口まで、和仲ト

ンネルも含めて開通しました。そういった状況

から車がどんどん増えてくるというのは予測で

きたんじゃないかなと。その間、石平地区の住

民の生活道路の確保。やはりそこはしっかり石

平地区の住民がこれまで同様、交通に不便を来

さないような対応も考えていくべきだったんじ

ゃないかなと思っております。 

 先ほど嘉手納町の例を示しましたけれども、

このようにくっきりはっきり分かりやすく、や

っていただけたらもっと石平地区のほうからも

出ていく車両、石平交差点側からまた右折して

入ってくる車両、そういった方々がすごい利用

しやすいようになるんじゃないかなと。今の状

況では直進する、県道を利用しているドライバ

ーの皆さんが、あまり止まるという意識がちょ

っと少ないのかなと思います。やはりこのよう

に視認性をしっかり確保していただいたほうが、

その石平地区の入り口、確実に確保できるんじ

ゃないかなと思っております。 

 また、課長の答弁の中で以前は案内看板があ

ったということでしたが、その案内看板につい

ても、嘉手納町のこの看板、すごい大きなもの

でとっても目立つような形になっております。

さらに、また事前に予告ですね、こういった感

じで二段にお知らせをしているところです。そ

ういう形で、もう手前手前で、ここは空けてく

ださいよというのをより強力におゆずりエリア

の標識、石平地区については停止禁止部分です

ね、そういう道路標識、そういったものを強く

県のほうに要望できないかどうか。あと、県の

ほうが道路についてはやるけれども、この表示、

看板についてはやらないということであれば、

本村のほうでも対応ができないかどうか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 まず、県への要望についてですけれども、例

年、中部市町村の首長を交えて県の幹部職員と

の意見交換会がございます。その場で提案した

いというふうに考えております。より村長から

直接お話できるような体制で臨みたいというふ

うに思います。 

 また看板につきましては、県とも調整しなが

ら必要に応じて、場合によっては村のほうで対

応をという話もあるかもしれませんが、その場

合はまた内部で検討させていただきたいと思い

ます。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 前向きな検討ありがとうございます。 

 あと、中学校への入り口のほうですが、先ほ

ど答弁を聞き漏らしたといいますか、右折帯の

確保も、今あまりにも交差点から近いというと

ころと、直進車両がよく利用するだろうという

ことで、検討するというような形の回答だった

かなと思いますが、県道側から中学校へ右折す

る際にそばの、右折車のそばは道幅が狭くなっ

ておりますので、そちらのほうの用地買収、そ



― 228 ― 

して道路拡張、そういったのは検討できないで

しょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 当該路線、どちらかというと、ゴルフ場のほ

うからおりてくるラインですね。かなり交通量

が多いと思います。そういたしますと、県道に

右折で入る車両がかなりあるだろうと。その右

折隊の確保も含めて改良が可能なのかどうか。

これは財政的な問題もありますので、今の段階

でできるとはまだ申し上げられないんですけれ

ども、検討してまいりたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 今私が強く、この用地買収とか、そこを早め

に整備したほうがいいんじゃないかと申し上げ

るのは、先ほど説明しました石平地区の入り口

についても、沖縄自動車道ができた県道81号線

が４車線になった。どんどんどんどん進んでい

けば交通量は恐らく増えてくると思うんですよ。

今のうちに早めに手を打ったほうがいいんじゃ

ないかというところを強く進めたいんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 できるだけ早目に対応したいという思いはご

ざいますけれども、いろんな事業、課題を抱え

ている中で、優先的に取り組めるのかどうか。

特にその補助事業の採択が得られるようなもの

であれば比較的早くできるんですけれども、村

の単費でとなってまいりますと、また財政的な

問題で調整があるということを御理解いただき

たいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 了解しました。 

 先ほどから重ね重ね説明しているんですが、

この沖縄県の交通事情が、沖縄自動車道ができ

た、県道81号線が道路拡張で４車線になった、

広がってきた、交通量が増えてきたというのを

度々申し上げております。その間、例えば住民

の生活、道路の確保、これまで支障のないよう

な生活道路の確保というのを喜舎場も島袋も石

平も、村内村民全てが不利益を被らないように、

先を先を見据えて道路整備、そういったものの

計画をしていくべきじゃないかなと。一部の村

民だけ生活道路に不利益を被るようなことがあ

ってはいけないんじゃないかなと思っておりま

す。これはもし単費でも、一般財源でも可能で

あれば整備していただけないかと思うんですが、

村長どうでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 これは先ほどから建設課長が回答しておりま

す。ただ、緊急性というのを感じますので、財

政とも相談して一般財源で可能かどうかも検討

しながら、考えてみたいと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ありがとうございます。 

 ぜひ、村民にやさしい北中城村になっていた

だきたいなと思います。 

 これまでも村政の行政の皆さん、すごい頑張

っているのは重々分かっておりますが、この石

平地区の入り口については、これまで交通量が

どんどんどんどん増えていった中で、やはり石

平地区から県道側へ出にくくなっているという
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現状があるものですから、これまでずっと見守

っていたというところは、やっぱり少しそこは

早めにどうにかできなかったかなというのを考

え直していただいて、よりいい方向に、視認性

を高めて、石平地区のほうからも出やすいよう

に、入りやすいように、村民が不利益を被らな

いように改善に努めていただきたいと思います。 

 この大枠１件目についてはここで終わりたい

と思います。 

 ２件目の野良猫のふん被害についてですが、

これは野良猫ですので、神出鬼没といいますか、

しかし、大体同じ場所によくやるんですね、野

良猫というのは。なので同じ方が被害を受ける。

私も以前住んでいたところはそういった被害を

受けて、毎朝猫のふんを片づけるという状況が

ありました。 

 例えば、今、野良猫撃退について、スプレー

とか超音波とか、そういったものが販売されて

いるようですが、それを例えば村のほうで、あ

まりにも被害がひどいところには助成してあげ

る、補助してあげるというのは、これは可能で

しょうか。担当課どうでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 比嘉正志議員の御質問にお答えいたします。 

 今超音波とか、そういった野良猫の対策です

か、その辺また財政とも相談してからしかいけ

ませんので、今後また検討していきたいと思い

ます。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 分かりました。 

 以前も野良猫のふん被害に悩まされたときに、

さくら猫というのを対応していたような感じが

します。野良猫を捕獲して去勢不妊手術を受け

て、耳の先端を桜の花びらのようにＶ字カット

にするというところからこの名称が来ていると

思われます。このさくら猫は殺処分ゼロを目指

す、そういう方々が行っている取組のようです。

これは以前に本村でもやられたことありますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 さくら猫、ＴＮＲと申しますが、Ｔはトラッ

プ、捕獲すること。そしてＮはニューター、不

妊手術のこと。そしてＲはリターン、猫を元の

場所に戻すということで、本村でも令和３年か

ら取組を行っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ありがとうございます。 

 令和３年から行っているということですが、

これは現在も行っているということでよろしい

でしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 はい。令和３年度から５年度まで。まず、令

和３年度からチケットを配布しておりまして、

希望枚数が200枚、そして実際配布した枚数が

140枚、ＴＮＲ事業実施頭数が124頭。そして令

和４年度、希望枚数が270枚、配布枚数が83枚、

ＴＮＲ事業実施頭数が83頭。そして令和５年度、

希望枚数が235枚、配布枚数が186枚、ＴＮＲ事

業実施頭数は147頭という実績があります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 これは例えば実績にばらつきがあるんですが、

その実績が多い年は猫のふん被害、そちらの被

害の訴え等は少ないものなんでしょうか。 
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○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 この被害が少ないというわけではなくて、今

全県的にそういう課題があって、限られた枚数

であるものですから、そういう中でその実績と

なっております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 では、この猫のふん被害について、具体的に

どういった対策を取ったほうがいいのか、教え

ていただけますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 お答えいたします。 

 実際、地域懇談会でも５自治会からそういう

猫のふん被害に対する苦情はありました。 

 今、沖縄県が動物の愛護及び管理に関する条

例、これ一概に猫をどうするかじゃなくて、や

っぱり動物愛護の観点から飼い主ですか、所有

者の責務を明らかにしながら、そういう中で今

後条例等も含めて整備しながらそういった対応

を図ったほうがいいんじゃないかと考えており

ます。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 県と調整というか、足並みをそろえていくと

いうような感じで理解していますけれども、こ

れはいつ頃県のほうは条例制定とか検討されて

いるんでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 今、各自治体にそういう意見も伺いながら、

恐らく令和６年度以内には整備すると思ってお

ります。 

 そしてやんばる北部、大宜味、国頭そういっ

たところは天然記念物とかそういった関係でそ

ういう条例が整備されていますけれども、近隣

市町村はまだそういう整備を模索しているとこ

ろで、県と調整しながらそれを早めに検討でき

るように進めていきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ありがとうございます。 

 ぜひ、より実効性のある条例制定ができたら

いいなと思います。よろしくお願いします。 

 では、大枠３件目のバリアフリートイレへの

生理用品の配置について再質問に移りたいと思

います。 

 こちら写真ですね。多目トイレと書かれてお

りますが、これ、お隣ちょーでー村の中城村の

庁舎のトイレですね。このように中のほうもす

ごい広く快適な感じで造られております。車椅

子の方も使いやすいようにすごい広くなってい

るところなんです。そこで、今回私が提案して

いる生理用品の配置についてですが、お隣中城

村では予備のトイレットペーパーのそばに生理

用品が配置されているんですね。これは以前、

何か月前でしたか、私が中城村役場へ伺った際

にこれを見て、ああ、こっちはやっているんだ

なと。この写真も実は昨日撮ってきました。ま

だずっと継続しております。こういった対応で

すね、以前平安山議員のほうからも一般質問で

取り上げておりましたが、女性の方は、平安山

議員は貧困対策とかそういったところで訴えて

いましたけれども、私のほうはＬＧＢＴＱ＋で

すね。いわゆるこの中ではＴのトランスジェン

ダーのほうですが、生まれたときの性別と自分

の認識している性別が一致していない方、そう

いった方は女性のトイレに行くのか、男性のト



― 231 ― 

イレに行くのか、すごい迷うと思うんですね。

それがバリアフリートイレ、そういったところ

にこの生理用品を置いておけば、容易に利用で

きると思うんですが、これについては再検討い

ただけないでしょうか。どうでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 正志議員からもあったように、生理の貧困と

いう問題で平安山議員から過去質問がありまし

た。これを常設するのではなく、保健室のほう

から直接手渡ししていただくというようなこと

になっていたと思います。 

 これをうちの職場内で話し合ったんですけれ

ども、こういった生理用品、とてもデリケート

なもので、不特定多数の者が利用するところに、

そういった密封されているやつを置くのは構わ

ないんですけれども、それに何かしら注入をさ

れるとか。そういったおそれもある。だから、

そういった可能性をあえて役場がつくるという

のはいかがなものかというのがございました。

もし必要であればどこかの窓口で受け取るなり、

何なりのほうがいいかと思います。 

 併せて申し上げますと、多目的トイレをジェ

ンダーの方が使うのは構わないのですが、こう

やって自由に入るトイレですので、ご利用にな

る方は事前に持っているんじゃないかなと思う

んですね。あえてそこに常備する必要が果たし

てあるのかなというのが疑問に残った点で、県

外のほうを調べてみますと、女性用トイレには

あるんですよ。しかも広告を見せながら機械の

中から出てくる。そういった衛生管理がしっか

りされているものは見受けられたんですが、こ

ういった、お隣でやっているからあれなんです

けれども、こういったものちょっと探し切れな

かったもので、逆に言うと今びっくりしている

ような状況です。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 では例えば、本村のこの役場の建物内のトイ

レで、私男性なのでよく分からないんですが、

急にそういう生理が始まったとか、そういった

方がいた場合に、始まってしまったらもう手遅

れですけれども、そういった場合に、例えば、

この生理用品というのは役場では今置いてない

んですが、例えば総務課とかに行けば受け取る

ことは可能でしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 特段急に生理が始まった。そのために備蓄し

ているものはあるかということはございません

が、災害時の生理用品は一応備蓄してございま

すので、必要であればそれを提供することもや

ぶさかではないと考えます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 女性の方が役場のロビーへ行って、「すみま

せんナプキンください」というのはなかなか言

いづらいんじゃないかなと思うんですよ。衛生

面のこととか、そういったのを危惧されていま

したが、今言うとコマーシャルですか、コマー

シャルを利用しながらその機械から出てくると

か、そういったのがもし可能であれば、そうい

った対応を検討していただけないかなと思うん

ですが、この令和６年度、そういったのを模索

して、そういう企業とタイアップしたようなナ

プキンの自動販売機というか、そういったもの

の設置は検討できないでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 
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 事例では自動販売機ではなくて無料配布にな

るんですよ。ただし、果たして広告を見ていた

だける利用者がそれだけいるかという疑問がご

ざいます。一応それに関してはちょっと調べさ

せていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 分かりました。 

 この問題は、お隣の中城村役場の設置方法に

ついてもいかがなものかなというような形も、

説明も受けて、そこも十分理解はできます。し

かし、お隣はお隣で何かできることはないかと

いう思いでやっていらっしゃるところもありま

すので、そこもまた何とか、本村についてもど

うにかできないかなと思っているところです。 

 この問題については、今課長のおっしゃった

ようなそういう広告を経て無料で村民の皆さん

に利用できるようなものを、こちらもまた調べ

ていきたいなと思います。 

 続きまして、大枠４件目の防災会議の設置に

ついてですが、実際会議自体はあると。しかし、

開催していないので、ないというふうに答えた

という勘違いから生まれた新聞報道でしたけれ

ども、朝の質問で喜屋武議員のほうに答えてい

た、たしか女性の数が少ないといいますか、現

在24人中、女性は１名ということでしたが、こ

れは令和５年度のことでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 現在令和５年度、充て職の外部の方の充て職

がどうなっているかは存じ上げませんが、令和

５年度、役場の管理職でいくと女性が１名とい

う考えで、先ほど喜屋武すま子議員のほうには

答弁させていただきました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 了解しました。 

 では、もう間もなく令和６年度となりますけ

れども、令和６年度はどのような状況になりそ

うですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 令和６年度に関しましては、女性管理職１名

増えて２名になりますので、会員も２名になる

予定でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 朝の喜屋武すま子議員の質問でも、３分の１

とかもう少し増やしていいんじゃないかという

ような、女性の意見を反映する場を設けていい

んじゃないかなというようなことがありました

が、それについては前向きに検討される予定で

しょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 繰り返しの答弁にはなりますが、委員として

ではなくてでも、そういった女性の意見が反映

できるような呼び方もあるんじゃないかなと思

います。今回、新聞報道でもありましたなかな

かうちが女性に配慮したことができてないとい

うのもございますので、次の会議開催にはでき

るだけ女性の意見が反映できるような会議運営

をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 
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 ありがとうございます。 

 これまでの県外の大きな地震災害については、

先ほど課長のほうは認識されていましたけれど

も、女性と男性のトイレを分けたりとか、距離

をあけたりとか、そういった対応をされている

んですね。しかし、それもこれもやはり女性の

意見が反映してから始まってきたことだと思う

んですよ。それだけではなくて、やはり避難所

にも、例えば女性の方が通行しやすいような移

動のラインとか、避難所内でもそういった区分

けというんですか。女性に配慮したような区分

けとか、そういったものももしかしたら検討す

る余地があるんじゃないかなと思っております。

それもこれも全て男性だけで固めてしまうので

はなく、女性も入れて、女性目線も入れながら、

そういう会議が進められていけたらなと思って

おります。 

 あと災害備蓄の件で、本村はちょっと足りな

いんじゃないかなというふうな報道だったんで

すが、先ほど申し上げました生理用品の件につ

いても、やはり災害備蓄用品、ローリングスト

ックをしながら、各地域の防災の訓練とか行っ

ているところがありますので、そこに提供しな

がら本村の備蓄倉庫には新たなものを備蓄して

いく。そういった考えはどうでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 当然、その考えは重要だと思っておりまして、

実際に防災訓練を実施する自主防災組織に対し

ましては、備蓄品を提供して防災訓練の実施を

行っています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ちなみに本村の防災備蓄倉庫はどこどこに何

か所あるんでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 村内に４か所ございます。中央公民館、中学

校、防災広場、別館の駐車場に４か所ございま

す。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 その４か所の備蓄倉庫に、本村の1万7,000、

8,000人、そういった方々が避難したときの３

日分とか、そういった蓄えがあるのかどうかち

ょっと分からないんですが、実はうちの喜舎場

自治会のほうである催し物が行われまして、防

災広場の備蓄倉庫を見て、この中はどういった

ものが備蓄されているんだろうかと興味を示す

区民の方がおりました。何かの機会に、機会を

見てその防災備蓄の中身を見学する。そういっ

たことは可能でしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 ぜひですね、こういったのも、防災意識の啓

発にもつながることですので、可能です。やっ

ていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 ありがとうございます。 

 実はこの方が防災備蓄倉庫の中身に興味を持

ったのはですね、じゃあ私たちは防災に備えて

何を準備したらいいのか、村は何を準備してい

るのか。村がやっていないもので私たちがやら

ないといけないものは何が必要なのか。そうい

ったところに着目して、自宅でそういった防災

備品を備蓄しようというような話でした。 
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 今回の正月にあった能登半島地震、そこでも

住民だけではどうしようもない、もちろん行政

だけでもどうしようもないというような、そう

いったことがありました。しかし、各家庭、住

民同士で災害備蓄をやっていけば、３日、５日、

どうにか生きながらえる、そういった対応をし

ていけば県外から応援部隊が来るまで何とか生

き延びていけるのかなと思いますが、そういう

村民に向かって村長のほうから、防災意識を高

めるような一言を最後にまとめてお願いしたい

と思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 比嘉正志議員の御質問にお答えします。 

 防災意識の向上といいますのは、日頃普段の

災害訓練、そしてまた研修等で醸成されると思

っています。そういった普段の努力をしっかり

と重ねてまいりたいと思います。 

 それから防災会議につきましても、村長が認

めるものということがございます。そして議員

ということもございますので、議員からの女性、

あるいはまた村長が認めるものの女性と、でき

るだけ女性を増やすような努力もしていきたい

と思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 すみません、最後にと言ったんですが、あと

ほんのちょっとありますので。先ほど喜屋武す

ま子議員への答弁でしたかね、県の備蓄の約

３％が基準になっているということで、本村の

備蓄も人口の３％分を準備しているというよう

な回答だったんですが、５％でしたかね。３日

分というようなことで認識しております。 

 実はですね、沖縄県というのは東北のような

大きな地震、津波があったときに、恐らく那覇

空港は潰れると思うんですね。そうなると、県

外からの物資が届くのが、まず船に頼るととて

も３日４日の話ではないと思うんですよ。そこ

で嘉手納飛行場が使えるのかどうか、日米との

協定がどうなっているのか分かりませんが、沖

縄県においては、離島県については災害物資が

届くのがすごく遅れるというのは容易に予想で

きます。それを村民に対して３日ではなく、５

日、１週間持ちこたえるような形でこれから行

政としては村広報なり、ホームページなりで訴

えかけていくべきじゃないかなと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 正志議員がまさにおっしゃっていたとおり、

本県は島嶼県でございます。物資の輸送が船、

飛行機が主なものとなってございます。そうい

った大規模災害時の港湾であったり空港施設、

恐らく使えないだろうというのはもう想定され

ています。だからこそ住民一人一人がそういっ

た防災意識を持ちながら、普段からそういった

備品、自分たちで用意できる食料であったり飲

み水、そういったものを備蓄する必要があると

思いますので、そういった機会の広報紙なり何

なりを通して周知できればと考えてございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉正志議員。 

○４番（比嘉正志議員） 

 災害は本当にいつ起こるか分かりませんので、

村民の皆さんに情報提供と、これからも啓発活

動をお願いしたいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 ２時１７分 休憩 

午後 ２時１８分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 
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 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 引き続き、喜舎場出身の議員が一般質問をや

らせていただきます。よろしくお願いします。

本来なら休憩があるようですけれども、それも

我慢していただきたいと思います。 

 通告に従い一般質問を、項目別に５点ほど行

いたいと思います。 

 １点目、沖縄県道85号沖縄環状線についてで

あります。 

 ①ライカムの東十字路当たりから沖縄市の比

屋根に向け約１キロが橋になっております。そ

の橋の上からの眺望は実に素晴らしく同時に交

通の利便性も非常によくなっております。市民

や村民が生活する上において非常に快適でもあ

ります。ただ橋から高低が約60メートルぐらい

あるのではないかと思いますけれども、危険性

もあることも事実であります。それについて行

政は認識しておりますか。 

 ②最近は橋の上から予期せぬ事故が増えてい

ると感じるがいかがでしょうか。 

 ③橋の上は県道だが、その下は我が村であり

ます。基本的には県道で問題が発生しても迷惑

をするのは下の北中城村であります。その対策

はいかがでしょうか。 

 ④ごみや空き缶等の投げ捨てもあるとのこと。

これは私は実際見てはいませんけれども、県道

は県の管轄ということもあり直接村が対策は打

てないと思うがということであります。 

 ２点目、義本王の墓の周辺の街灯設置につい

て。 

 ①今回３回目の取上げであります。１回目は

前村政時代に質問を行ったが、自治会からの要

望や要請もないので無理だとの回答でありまし

た。２回目は新しい村政になってから改めてそ

の件を取り上げました。観光立村を目指してい

るのであればその通りは街灯が必要でないかと

の質問に検討したいとの答弁でした。今回の質

問もそろそろ暖かくなり観光客も増加しつつあ

るので、ぜひ実現してほしいという内容であり

ます。 

 ②義本王の墓参りがありますが、墓参りは全

県からやってまいります。少し遅くなると暗く

なり不便を来すのでその点も考慮してほしいと

思います。 

 大きい３点目、サウスプラザの土地の活用に

ついて。これは財政も含めてです。 

 ①たしか前村政時代の当初はサウスプラザは

公的施設を考えていたが、いつそれを断念した

かは記憶からは消えてしまいましたが、現在は

沖縄市とともにまちづくりを計画して着実に進

んでいるようだが進捗状況を問います。 

 ②土地開発公社の資金を利用しての計画です

が返済のめどは大丈夫でしょうか。 

 ③前村政時代から引き継ぎだが正直しっかり

計画を立てての事業であれば財政の心配はなか

ったはずであります。ということでの質問です。 

 ４点目、しおさい市場について。 

 これまでこの件については度々質問を行って

おります。その理由は農家の皆さんから不満を

直接聞くからであります。 

 ①３月いっぱいで取りあえず指定管理の契約

は切れると思うが。 

 ②しおさい市場から農家に対する注文が極め

て少ないようでしたが、いかがですか。 

 ③なぜ、村外の問屋から野菜等を仕入れるの

か。 

 ④職員が退職するケースが多いことがありま

した。経営的には大丈夫でしょうかとの質問で

す。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では、比嘉議員の御質問にお答えいたします。 

 まず１番目に、沖縄県道85号沖縄環状線につ
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いてでございます。 

 ①の回答といたしましては認識をしておりま

す。 

 そして、事故が増えているかどうかというこ

とですけれども、例年より増えていると思われ

ます。 

 それから③と④ははまとめて回答したいと思

います。 

 事故防止のために、中部土木事務所へ対策を

要請しているところであります。 

 ２番目の義本王の墓の周辺の街灯設置につい

てでございますけれども、①と②まとめて回答

したいと思います。 

 観光面からの街灯はあればいいと思いますが、

防犯灯または街灯間で優先度を加味し、計画的

に検討すべきものだと考えます。 

 ３番目のサウスプラザの土地の活用について

でございます。 

 ①サウスプラザ地区については、令和３年７

月にロウワープラザ地権者と一緒にキャンプ瑞

慶覧ロウワープラザ地権者会が発足し、沖縄市

と跡地利用に向けた取組を行っているところで

あります。 

 ②土地開発公社の資金利用とその返済めどに

ついてですけれども、サウスプラザ地区は、現

在イオンモールへ賃貸しており、毎年度約450

万円の収入を積立てしている状況であります。

いずれ利用目的が決まり次第、清算計画をする

ことになります。 

 ③についての回答です。どの事業でもしっか

り計画を立てて行うことは必要であると思いま

す。 

 大枠の４番目のしおさい市場についてです。 

 ①の回答といたしまして、現指定管理者との

契約は３月31日で完了となります。 

 ②しおさい市場から農家へ取引価格の情報提

供や、今後の値段変動の予測及び売れ筋の品目

の栽培要請などについて連絡を取り合っていた

と聞いております。頻度については四半期に１

回程度だと思われます。 

 ③の回答といたしまして、しおさい市場で取

扱う村内産の野菜量のみでは、出荷先である大

型商業施設での売り場スペースを通年での確保

をすることが困難であるためでございます。 

 ④職員の件ですけれども、野菜の取扱量が時

期により大変流動的であるため正規職員として

の採用が困難で、パートタイマーの方を取扱い、

状況に応じ募集採用していると聞いております。 

 ⑤の経営についてでございますが、決算報告

書がまだ提出されておりませんが、黒字となる

見込みの報告はございません。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 １点目の沖縄県道85号沖縄環状線について質

問をしたいと思います。 

 まず１点目、沖縄県道85号沖縄環状線につい

ては、直接村の管轄ではないと考えていたので

質問はどうかと思いましたが、環状線の橋の下

は北中城村ということで質問を決めました。 

 沖縄環状線は、朝は通勤する人や通学する生

徒たちが多く、夕方はジョギングや散策する人

も多いが、そのあたりの状況は御存じですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 ２時２７分 休憩 

午後 ２時２７分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 お答えいたします。 

 朝のウオーキングとか、夕方にジョギング等

の把握はしております。 

○議長（比嘉義彦） 
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 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 実は、私も最近までは知らなかった。こうい

う状況になっているということを。たまたま、

例のシルバー人材の仕事で、その近くのそうい

うお墓の掃除等をしている中で、そこでよく見

かける。そういったことで、そこで見かける中

で問題があるということに気づきました。今日

は、多くの人たちがそこを利用しているという

ことを知ったので、我が村はそういったことは

認識していますかということを質問しました。

どうですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 公営墓地のいろんな報告等でもそういうあた

りは認識はしております。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 もう少し具体的に入ります。ちょっと質問前

後しますけれども、中には、そこを通る人たち

のせいもあるかもしれませんけれども、ごみや

空き缶等もその下に捨てる人もいるということ

も耳にすることもありますが、そのあたりはど

うですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 お答えいたします。 

 確かに空き缶とかそういったのも、報告があ

った場合は中部土木事務所のほうにも情報は投

げております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 橋の下は、いわゆる村ですよね。地域的には。

その中で今ごみや空き缶が落ちていたりする。

その回収等も行っていますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 お答えいたします。 

 あくまでも、公営墓地敷地内にポイ捨てされ

ている部分については、シルバーの方が片づけ

等も行ってはおります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 やっぱり下は村ということもあって、できれ

ば汚れもないような形で、できるだけ協力して

もらいたいなと思います。 

 もう１つ、橋の上から見ると、ある意味では

非常に眺望がすごい最高なんですよ、見ていて

ね。しかし、逆に高いこともあって、普通の人

間は吸い込まれるような、ちょっと嫌な気分に

なったりはしますけれども、私は目視したこと

があり、少し怖いぐらいですが、目視でそこに

立ったことがありますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 一度、中部土木事務所へ、県へ要請する場合

にどういった状況なのかというのを把握するた

めに立ったことはあります。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 普通の人でもそこへ立ったら、風光明媚では

あるけれども、何となく怖い感じはしますよね。

どうですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 
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 確かに高さがあるので、怖い気持ちにはなり

ます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 そういうことで、問題がもう一つあります。

それはその橋の上でよくトラブルがあると。ま

だ見てはいませんけれども、聞いたりしますけ

れども、そういったトラブルがある。具体的に

は申し上げませんけれども、そういったことも

聞いたことがありますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 いろいろ予期せぬ事故とかそういう話も聞い

ておりますので、その対策を今中部土木事務所

のほうに要請しているところでございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 この橋の、１つ対策とすれば、具体的には、

ここはフェンスがありますけれども、このぐら

いの１メートルぐらいの高さなんですよね。そ

ういう意味からすると、環状線の先には高くし

ているところもあります。あの辺りまで持って

いけば、いろいろ安心じゃないかと思いますけ

れども、そういったことも具体的にお願いを県

にはしていますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 ２月20日に中部土木事務所の道路維持班の担

当の方と直接お話しして、全体的に防護柵です

か、そういう中での要請を行いました。そして

県のほうも事情は変わりますけれども、やっぱ

り予算の面があるので、その辺をまた今後、こ

の防護柵の前にいろいろ看板とか、そしてプラ

ンターに花を植えたりもどうかという話もあり

ましたけれども、その辺はまた村に持ち帰って

検討しながら、今後また中部土木事務所のほう

に機会があるたびに要請していきたいと考えて

おります。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 県との交渉については、やはりしっかり交渉

していかないと簡単には実現できないと思いま

す。予算がかかるということもあって。過去に、

実は村民体育館を造るときに、与那原町は２億

円ぐらいで完成できたけど、我々の村は14億円

ぐらいかかったんですよ。そのときに与那原は、

一括交付金を利用させてもらったと。しっかり

県と交渉してそれで実現できたと。じゃあ我々

はそれができないんですかと質問したら、逆に

電話でお願いしたけれども、断られたという形

では駄目ですよということで、一生懸命頑張っ

てもらいたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 先ほども申し上げましたが、やはりあれです

ね。いろいろ予算の面もありますので、また機

会があれば積極的にそういう要請を行っていき

たいと考えております。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 御尽力いただきたいと思います。 

 それから、確かに我が村の管轄ではないので、

少しやりにくい面もあるかもしれませんけれど

も、県とタイアップしてこの監視というかパト

ロール、特に完成するまではできないものか。

それはどうですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 
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○住民生活課長（楚南兼二） 

 対策については県のほうも、一緒になって考

えていきたいという返事をもらっていますので、

その辺は今後また調整していきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 いわゆる県もかなり意識していらっしゃるよ

うです。今トラブルというのはどんどん増えて

きているので、余計に心配になるので、真剣に

捉えて考え、行動してもらいたいと思います。 

 次、２点目に義本王の墓の周辺の街灯設置に

ついてということで、この点は今回で３回目の

質問ですが、１回目は自治会から特に要請がな

いということで取り上げられませんでした。２

回目は観光立村を目指しているのであれば、夜

の道路のハブの危険性を除去してほしい旨を訴

えた。２回目に検討するという答弁をもらいま

した。念のためにその後、検討したかどうか伺

いたい。財政が苦しいことは承知しています。

いかがですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 前回の答弁では、観光視点ということでの取

組の検討というお話だったと思います。それに

対して、建設課のほうでは直接検討は行ってお

りません。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 質問を間違えたかな。今徐々にですね、もう

コロナが収束したということもあってか、観光

客が多くなりつつある。これがまた暖かくなれ

ばさらに増えてくるだろうと思っています。そ

こにまた、先ほどの義本王の墓は全県からお参

りするお客さんがいらっしゃるので、そのあた

りも、そこを利用する人も夜遅くなる人もいる

ので、そしてさらにＥＭホテルの隣近所に高層

マンションもできて、そのあたりも散策のため

に歩かれる。そしてなぜ、観光客だけじゃなく

て人が多くなったか。そこにまた、これも申し

上げますと仲順地区には立派な割烹がありまし

て、そこも利用する方が多くなり、そしてライ

カムがあり、徐々に発展してきているので、よ

くそこを利用する人たちが多いために、そこを

ＥＭホテルから、義本王の墓の前を通って歩く

人たちが非常に多くなっています。またなりま

す。そういった面から、そこには実はハブが出

る回数が多い。これはハブ捕り名人が、北中城

で一番どこがハブが出るかというと、喜舎場の

あの通りだそうです。本土の方からしたらその

ハブを見たら立ちどまって固まってしまう。非

常におびえてしまう。そういった意味では、私

はこのハブの写真を２回ここまで持ってきたこ

とがありますけれども、そういった意味からす

ると、やはり順番はできるだけ急ぎ、検討しな

いよりかはいいと思いますけれども、ぜひ検討

していただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 そういった防犯灯に関しましては、やはり数

多くの要望がございます。何度も申し上げます

ように自治会、特に仲順のほうから、向こうを

整備してくれという声はなかなかございません。

逆に別の場所を整備し、つけてくれというのが

ありますので、どうしても優先順位は低いのか

なと考えています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 課長、念のためにそこを夜歩いたことがあり

ますか。ぜひ歩いてみてね。特に夏になったら、
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歩かれると、この必要性を感じると思いますが、

ぜひ歩いてもらえませんか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 直接歩いたことはないんですが、車では、通

ったことがある。ただ、どうしてもヘッドライ

トを照らしているもので、実際その怖さという

のは分かりません。何度も申し上げますように、

まず、ここより先にもっとつけてくださいとい

うところがございますので、そういった事情も、

もちろん当然議員がおっしゃっている必要性と

いうのは分かりますが、同じ必要性があっても

優先度があるところはどうしても行政というの

は、そういうのを対応したいと思いますので、

そういった考えを理解してください。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 予算が厳しいことも知っています。できれば

その優先順位を上げてもらいたい。あるいはま

た提案してもらいたいという考えで申し上げま

した。 

 ちなみにちょっと、質問外ですけれども、通

告外ですが、義本王の子孫は分かりますか。今

てっぺんは。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 申し訳ございません。勉強不足で存じ上げて

ございません。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 我々村の議長になったこともあります。花崎

為継さんです。現存のてっぺんです。 

 じゃあ次に行きます。 

 サウスプラザの土地活用、これは財産も含め

てですが、そこで１点目行きます。 

 検証の意味でサウスプラザの土地は、当初の

計画は公的施設を建設ということではなかった

かと思います。その点が分かれば説明はできま

せんか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 詳しくは存じませんけれども、平成25年度に

土地開発公社から買い取ったときには、何らか

の公共施設を建てる目的があったから買い取っ

たと思っていますので、何らかの公共施設をや

る計画はあったと思っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 あの地区は、屋宜原には私の友人もいるもの

ですから、とてもそのときに喜んでいたような

気がします。そこでまた、公共施設ができれば

私はもうよく利用できるなということを言って

いましたのを覚えています。 

 現在はロウワープラザの地権者とともにまち

づくりを計画しているようだが、間違いなく屋

宜原地区の皆さんは理解していると思うが、そ

の点はいかがですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 屋宜原地区というか、今地権者会が発足して

います。その中に屋宜原出身もいますので、地

権者会自体は一緒にサウスプラザとロウワープ

ラザ一緒にやるということは周知しております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 
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 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 ぜひ、また頑張って実現をしてもらいたいん

ですが、このサウスプラザの土地を購入したと

き、土地開発公社からお借りしていますよね。

その状況が若干気になりますが、返済のめどは

どうですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 先ほど村長から答弁があったとおり、今、計

画自体がロウワープラザを一体的にやっている

ところです。そうするとこのサウスプラザが、

もし建物を建てて、補助メニュー等を含めてあ

るのであれば、もちろん補助を使って土地を買

い取るつもりです。だからある程度計画があっ

て、何もないのであればもちろん土地開発公社

から買い戻ししないといけないということにな

っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 今、たしか４億円ぐらいだったと思いますけ

れども、その利息は、例の駐車場の件で支払い

が間に合っているということですが、それです

よね。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 現在450万円ぐらい賃貸しております。利子

が約45万円ぐらいですので、一応収入的には利

息を上回っているという形です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 先ほどと重複しますけれども、私は借金をい

つ頃返済しますかと言いましたけれども、実際

まだ計画も立てられていないので、借金を返す

ということは、まだ考えていないということで

すか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 令和６年度の当初予算の委員会でもお話しし

ましたけれども、今現在、土地開発公社ですね、

２件土地を持っています。サウスプラザと泡瀬

ゴルフ場のスポーツ交流施設、今、令和７年度

の12月に、この泡瀬のスポーツ交流施設をまず

は買い戻したいということで計画を立てて、そ

の後にこのサウスプラザの土地の買戻しという

流れとなっております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 実は、研修で例の土地開発公社の件が話題に

なったんですけれども、その中で当初土地開発

公社ができた頃は、非常に借りやすい、便利で

あると。自治体でよく利用されたようです。と

ころが現在は、逆に借りる行政、自治体は結構

厳しい経済状態に、財政になっていますという

ことを言っておりましたが、そのあたりも事実

かどうか、もしあれば。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 すみません、私はそういう事実は把握してお

りません。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 
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○１１番（比嘉義弘議員） 

 ちなみに、北中城村が借入れが一番多いよう

です。沖縄県の自治体では。それでちょっと気

になったので言いました。 

 ５点目に行きますが、サウスプラザ、いわゆ

るロウワープラザのまちづくり。北中城村と沖

縄市との共同で計画されていますけれども、完

成したときどういった影響が出るか、やっぱり

明るい村、財政的にも非常にいい村になると思

いますけれども、そういった考えはどうですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 ２時４６分 休憩 

午後 ２時４７分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 ロウワープラザ含めてサウスプラザも、返還

跡地の区画整理に向けて今取り組んでいるとこ

ろです。サウスプラザ、今は全然使っていない

土地を区画整理することによって、いいまちづ

くりができるということを今期待しているとこ

ろであります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 期待をしております。 

 そして４点目のしおさい市場についてですが、

①で現在の指定管理者との契約は３月31日で完

了ですが、その完了する大きな理由は何ですか、

説明いただきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 比嘉議員の御質問にお答えいたします。 

 今回のしおさい市場の指定管理につきまして

は、令和３年度から令和５年度までの３年間と

いう期間限定での指定管理契約ということにな

っておりまして、令和６年３月31日をもって完

了するということでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 指定管理者との契約としての結果は、今回ど

うだったか、いわゆるどういう影響をもたらし

たかということについてはまだ分かりませんけ

れども、ぜひ次のもし計画があるのであれば、

それを生かしてほしいと思いますが、いかがで

すか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 当然、新しくしおさい市場を展開する際には、

また、今回の教訓といいますか、実際のやって

きた結果に基づいた、またさらによくするため

の計画、工夫をやっていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 ３点目です。当初からいろんな面から成果に

ついては心配をしていました。まず、たまたま

農家の皆さん方とお付き合いがあるということ

でそこからの情報ですけれども、職員が定着し

ない。あるいは農家の皆さん方と少し溝がある

ようなことも聞きました。仕入れが他市町村の

野菜問屋からも入ってくる。これも実は、もち

ろんそれもいいと思いますが、たまたまローソ
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ンの方が、あるスーパーに搬入しているけれど

も、しおさい市場からも野菜が入ってきている。

その隣の野菜はどこから入ってくるかというと、

沖縄市の問屋から入っている野菜が置かれてい

るということで、非常に不満を持っておりまし

た。 

 もう１点は、管理者にはもう一つの事業があ

って、これがいい意味かどうか分かりませんけ

れども、そこにも神経がいっているので、この

指定管理者に対する、私は少し懸念がありまし

た。 

 そういった意味からすると、今回この契約が

３月31日で契約完了するということですけれど

も、大いに次計画するときにはしっかりそのあ

たりも判断の材料に入れていただきたいと思い

ました。 

 ４点目に行きます。基本的に農家の言い分だ

が、野菜を高く購入してもらいたかった。逆に

なっていると。これについては農家の言い分で

す。そういった傾向があったことを知っていま

すか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えいたします。 

 当然生産者の場合は、同じものでも高く買っ

てくれるほうに売りたいという御希望はあるか

と思います。ただし、これが市場価格と比較し

て、よくないものを高く買ってくれというのは

ちょっとわがままが前面に出すぎている話にな

るかもしれませんので、このあたりはしっかり

商品、作ったものを見定めて、ちゃんと適正な

値段をつけていったものと考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 確かに今課長のおっしゃるとおりですよね。

ある意味ではわがままですが、そのわがままが

希望という形で発言になっていました。 

 そういった中で、地元の野菜生産者、あるい

は農家の皆さん方の、農家との信頼関係が若干

薄かったのではないかなと思いますが、そのあ

たりはどうですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 しおさい市場で取り扱っている野菜、特に野

菜につきましては地産地消出品者協議会の会員

の方から入荷していただいていたということが

ございますけれども、やはり村産品の野菜につ

きましては、本当に各月によって生産高がもう、

各月ごとですけれども、一月100万円取り扱え

るときと、１万円２万円分ぐらいしか取り扱え

ない月が結構頻繁に四半期ごとぐらいで大体サ

イクルします。そのために、今回指定管理をや

っていただいた方には売り場を確保するために

はある程度の商品の量も必要となるのは多分御

理解いただけると思うんですけれども、逆に村

内産の野菜をバックアップするために、その他

の県産品あたりの野菜も入荷しての売り場確保

だったというふうな報告を受けております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 最後の質問になりますけれども、あくまでも

想像ですけれどもね、流れを見ていると、やっ

ぱり指定管理者は数字的には非常に厳しかった

んじゃないかと思いますが、このあたりは分か

りますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒
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星） 

 各年度におきまして、決算書類、令和３年度、

令和４年度分の決算報告書はいただいています。

また令和５年度、最終年度につきましては今度

３月末で一度締め切りますので、実際生産等の

期間を置いた上で、５月の中旬ぐらいには報告

いただけるものかと考えております。実際指定

管理者とお話する際には、やはりもうけを出す

べき施設ではなくて、もし仮に黒字が出た場合

は生産者さんに還元しないといけない施設であ

るということを本人も重々申しておりましたの

で、やはり黒字には恐らく難しかったのかなと

いう気はしておりますけれども、実際またこれ

が正確にはまだ報告も上がっておりませんので、

私のほうからはそのあたりは控えさせていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 ２時５５分 休憩 

午後 ２時５５分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 比嘉義弘議員。 

○１１番（比嘉義弘議員） 

 ただやっぱり非常にもうけを出さなくちゃい

けない、運営をしっかりしなくちゃいけないと

いう意味では、非常に厳しい指定管理というか、

いわゆるあやかりの杜とはちょっと違った、そ

ういった意味で難しい要素はあったのかなと思

います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさまでした。 

 

午後 ２時５６分 散会 
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 議事日程第５号 
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 １．開議 午前１０時 
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日程 
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１ 

 

  

一般質問 

 

 

 

一 般 質 問 通 告 書 

順位 質 問 者 件 名 

９ 伊  集  守  吉 １．地域懇談会について 

２．村道１号線（仲順屋宜原）傾斜地の崩壊危険性について 

３．中部広域都市計画区域に移行した場合の土地利用について 

１０ 屋  良  朝  春 １．アンテナショップしおさい市場について 

２．村産品推進事業について 

３．観光、観光協会について 

１１ 平安山  和  美 １．防災について 

２．ヤングケアラーについて 

３．学校教育について 

１２ 名  幸  利  積 １．二酸化炭素排出抑制について 
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○議長（比嘉義彦） 

 おはようございます。 

 上間堅治議員のほうから、本日の会議を欠席

する旨の届出が出ております。 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時００分） 

 

日程第１．一般質問 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第１．一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 これより通告に従いまして、３点ほど一般質

問を行います。 

 まず１点目です。地域懇談会について。 

 昨年、数年ぶりに地域懇談会が開催された。

地域懇談会では地域住民から村政に対しての要

望や意見も多くあったと思う。村三役及び各課

長が参加し住民の声を直接聞くことは、村行政

を運営していく上でとても意義深いと考える。

そこで以下について伺います。 

 ①地域懇談会開催で住民の反応はどうだった

か。また、どのような意見が多く寄せられたか。 

 ②地域住民から寄せられた意見、要望をどの

ように村政に反映させていくか。 

 ③地域懇談会は毎年開催する予定か。 

 次２番目に、村道１号線（仲順屋宜原線）傾

斜地の崩壊危険性について。 

 村道１号線の危険性については、私はこれま

での議会で何度も質問してきました。この村道

では平成26年７月９日の大雨により一部斜面が

崩壊、一時期通行止めになり全面復旧まで長時

間かかりました。私は台風、大雨等の後は村道

１号線の状況を確認していたが、昨年台風の影

響による大雨後、一部斜面崩壊が見られました。

村道１号線は交通量も多く、村民の生活道路及

び幼稚園、小中学校の通学路としても重要な道

路で、安全性を十分確保しなければなりません。

今後大雨等で前回のような斜面の崩壊を大変危

惧しています。そこで以下について伺います。 

 ①昨年、一部崩壊を確認した後、役場に連絡

したがどのような対応をしたか。 

 ②以前より崩壊の幅が大きくなっているよう

に見えるが確認はしているか。 

 ③斜面崩壊で被害が出てからでは遅いので、

早急に対策が必要だと考えるがどうか。 

 次３点目です。中部広域都市計画区域に移行

した場合の土地利用について。 

 現在、北中城村、中城村と共同で那覇広域都

市計画区域から中部広域都市計画区域移行を目

指し計画を進めていると思います。将来に向け

人口減少も想定されており、今後限りある土地

を有効的に活用するには中部広域都市計画区域

移行はとても重要なことである。北中城村は村

の面積が中部地域でも一番小さな村だが、地形

は起伏に富み、風光明媚な自然に恵まれ住みよ

い村だと評価も受けており、開発が可能であれ

ば多くの方が住宅を建築し定住していくと考え

る。ただ、それを実現するには、様々な課題も

ある。村内には広大な米軍基地キャンプ瑞慶覧

施設が存在する一方、多くの地区にある平坦な

土地が農用地区域に指定されている場所が多い

と思う。そこで以下について伺う。 

 ①北中城村の総面積のうち、軍用地、市街化

区域、市街化調整区域の割合は。 

 ②市街化調整区域のうち、農用地区域に指定

されている面積は。 

 ③中部広域都市計画区域に移行したら、現在

農用地区域に指定されている場所が農用地区域

から除外できるか。 

 ④市街化調整区域のうち自己用住宅の開発許

可等が一部緩和されている地区と面積は。 

 以上です。 
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○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では伊集議員の御質問にお答えいたします。 

 まず１番目に地域懇談会についてでございま

す。 

 ①として住民の反応、そしてどのような意見

が多く寄せられたかということですけれども、

村三役及び課長職等が直接自治会へ出向くこと

は、地域住民にとって話しやすい雰囲気があっ

たのではないかと思っております。また意見と

しては、直接住民生活に関わることが多く寄せ

られたと思います。 

 ②住民から寄せられた意見要望等について、

村政にどのように反映させていくかということ

ですけれども、多くの意見、要望があり、優先

順位を見ながらできることから取り組んでいき

たいと思っております。 

 ③の地域懇談会は毎年開催する予定かという

ことですけれども、地域懇談会の開催は、基本

的に首長・議員選挙がない年に行うことにして

おり、４年に１度のペースで行うことにしてお

ります。 

 ２番目の村道１号線傾斜地の崩壊危険性につ

いてでございます。 

 ①、②、③まとめて回答をさせていただきた

いと思います。 

 当該場所については、連絡を受けて現地を確

認しています。また村道１号線から大分離れた

場所であり、周辺に民家や公共施設等もなく、

特段周辺住民に大きな影響を与える状況ではな

く注視していきたいと考えます。 

 ３番目の中部広域都市計画区域に移行にした

場合の土地利用についてでございます。 

 まず①の北中城村の総面積1,154ヘクタール

のうち、軍用地が164.2ヘクタール（14.2％）、

市街化区域が263ヘクタール（22.8％）、市街

化調整区域が726.8ヘクタール（63％）となっ

ています。では農用地区域の面積ということで

すので、農用地区域の面積は138.6ヘクタール

となっています。 

 ３番目の農用地の除外等についてですけれど

も、農用地の除外等に関しては根拠とする法令

が違いますので、当該法令にのっとり判断され

ます。 

 ④の市街化調整区域のうち自己用住宅の開発

許可等が一部緩和されている地区と面積という

ことですので、市街化調整区域のうち自己用住

宅の開発許可等が一部緩和とは、いわゆる緩和

区域のことと理解します。各地区とその面積は

以下のとおりでございます。熱田地区が2.8ヘ

クタール、和仁屋地区が2.3ヘクタール、渡口

地区が0.1ヘクタール、大城地区約13.2ヘクタ

ール、荻道地区約11.7ヘクタール、安谷屋地区

21.6ヘクタール、屋宜原地区17.5ヘクタールで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 地域懇談会の①のほうから行きます。 

 地域懇談会は久しぶりの感じがしましたが、

何年ぶりの開催でしたか。また、参加した村民

の総数は何名ぐらいでしたか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 ８年ぶりの開催でして、すみません。村民の

数等は今ちょっと手元にありません。一応15か

所全て回らせていただきました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 直接住民生活に関わることが多く寄せられた
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との答弁ですが、具体的にどのような意見、要

望が寄せられていましたか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 台風６号の後の地域懇談会ということもあり

まして、多くは防犯灯とか街灯の修繕・新設、

また道路の改修、野良猫のふん対策、また中部

広域の移行など、151の意見がございました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 たくさんの意見や要望があったと思います。

ところが参加人数が少ない自治会もあったと思

います。ただ、参加人数が少ない地区は参加し

た村民が日頃から地域で話合っている多くの意

見、要望を代弁していると思っています。よっ

て地域懇談会は意義があると私は思いますがど

うですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 行政が直接住民の意見を聞く機会ですので、

大変重要なものだと思っております。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 屋宜原の地域懇談会に私も参加しました。４

点ほどの要望が出されました。その中で公民館

入口は夜はもう暗くて、道路はまたカーブにも

なっています。いつも危険だと思っていました。

今回、村当局に街灯を設置してもらい安全にな

っています。本当にありがとうございます。 

 続きまして次に②について伺います。 

 意見、要望について優先順位を見ながら、で

きることから取り組んでいくということですが、

令和５年度の地域懇談会は、11月から12月にか

けて開催されました。年末の開催になると地域

懇談会で出された意見、要望等を検討するには

時間もかかり、村民から出され、すぐにでもで

きそうな要望等も新年度予算に反映されないの

ではないかと思っています。次回からは、もう

少し早い時期に開催したほうがいいと考えます

が、いかがですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 開催時期については、担当課のいろんな会議

等を含めた中でこの時期になりました。どうし

ても今年度やりたかったものですから、時期は

ずれてしまいましたけれども早めにやるという

ことであれば、それは検討に値すると思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 ぜひ検討をよろしくお願いします。 

 村長に再度伺います。村長就任後、最初の地

域懇談会でしたが、開催しての率直な感想をお

聞かせください。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 住民の考え方、意見等がかなり多く出されま

したので、本当に真摯にそれを受け止めており

ます。大変貴重な懇談会だったと思っています

ので、できるだけ住民の意見を聴取して行政を

進めるということが基本だと思っておりますの

で、これからもまた住民の意見に対しては真摯

に向き合っていきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 
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 ③について伺います。 

 地域懇談会は首長・議員選挙のない年に４年

に１度との答弁です。村民の声を聞いて行政を

運営していくということは意義があると思う。

できる限り多く開催したほうがいいと考える。

４年に１度では期間が長いので、首長選挙がな

い年に任期期間中２回開催することも検討した

らどうですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 回数については検討する余地はあると思いま

すが、ただ地域懇談会だけが意見とか要望を伺

っているわけではなくて、陳情要請含めて各自

治会からの要望は毎年度受けているところでし

て、例えば４年度であれば47件、直近でいろん

な要望を受けて回答しているところです。５年

度についても現在今38件受けているところなの

で、必ずしも毎年とか２年に１回とかというの

ではなくて、各自治会の要望を聞く機会がある

ということを御理解いただきたいなと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 やっぱり地域、自治会長からの要望とかもい

いと思うんですけれども、各住民から聞く要望

が上がるのも、やっぱり大事じゃないかなと思

っています。もしできたら４年に２回ぐらいは

やってほしいと思っています。ぜひ検討してく

ださい。 

 では次２点目の村道１号線（仲順屋宜原線）

の傾斜地の崩壊危険性について伺います。 

 質問の前に、平成26年７月９日の傾斜地崩壊

について説明しますけれども、皆さんのほうに

26年度の崩壊時の写真をお配りしてありますの

で、ただちょっと枚数が足りなくて回して見て

いただければと思います。平成26年度の崩壊時

の写真です。平成26年７月９日午前８時頃、村

道１号線で傾斜地崩壊が起こりました。この時

間帯は幼稚園バスが通過する時間、小中学校登

校、また職場の通勤時でもあります。私は当時

自治会長を務めており、すぐに現場に向かい状

況を確認したところ、幸いにも車両等の巻き込

みはなく安堵しました。それから村道の全面封

鎖、一方通行が続き、全面開通には長い時間が

かかりました。手元に配付した写真のとおり土

砂が村道１号線を埋め尽くし、車も通行できな

い状態でした。私も長い間この村道を利用して

いますが、初めて見る光景に本当にびっくりし

ました。それでこのようなことがないようにと

今回の一般質問で取り上げています。 

 それでは質問に移ります。①から③まで関連

しておりますので、一括して質問したいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 答弁では連絡を受けて現地を確認したとのこ

とですが、現地の状態はどのようになっていま

したか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 ちょっと一部しか持ってきてないんですけれ

ども、こちら望遠で撮ったんですよ。こちらが

以前ホテルとして使われていたところ。こちら

の上部の一部に少し山肌、土が見えるような形

で滑っているような状況を確認しています。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 役場に連絡したときより屋宜原の高台から見

たら崩壊の幅が大きくなっているみたいです。

さらに斜めの位置から見たら、西に向かって長

さも広い感じがしますが、こちらは確認しまし

たか。 
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○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 こちらが先ほどから何回もおっしゃる画像で

す。こちらが一番最新のもので、多分この写真

のことだと理解しておりますが、うちの職員が

一般質問を受けて提供していただいた資料で、

多分一般質問後の写真だと理解しております。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。ぜひ確認して本当に広くなっ

てないか、そういうのをちゃんと調べてくださ

いね。 

 ③の答弁で、村道１号線から大分離れた場所、

周辺に民家や公共施設等もない。特段周辺住民

に大きな影響を与える状況ではないとの答弁で

すが、私が懸念しているのは傾斜地の崩壊危険

性です。生活道路、通学路の村道１号線に影響

は及ばないか懸念しています。前回のような災

害が起きないよう、村としても日頃より現場を

確認し対策を立てていく必要があると考えるが、

どうですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 傾斜地に関しましては、どういった傾斜地で

も当然斜面になっているので、そういった崩壊

する危険性は全部はらんでいると思います。今

回の場所はちょっと分かりづらいとは思うんで

すが、答弁でも申し上げたように村道１号線が

あってホテルのさらに上部です。ここから普通

事業採択するのに事業をする場合なんですが、

近隣に公共施設や民家などが幾つかないと事業

採択にならないんですが、今回そういった場所

でもないし、ただしそれが道路まで及ばないか

というと及ばないと言い切れませんので、それ

は答弁でもあったとおり、やっぱり注視してい

く必要があるのかなと考えています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 今回斜面崩壊したのは一番頂上近くなんです

よね。最初役場に届けたときは、屋宜原のちょ

っとした高台のほうから見て正面から見たんで

すけれども今回斜めから見たんですよ。斜めか

ら見たら幅が広くなっている感じがするんです

よね。最初見たときに崩壊したところは頂上近

く、これが本当に崩れ落ちたら間違いなく急斜

面ですので、１号線まで来ると思うんですよ。

以前のこの写真ですね。崩れたときに人や車が

通っていたら生き埋めか流されています。道路

外に。そういう状態でした。だから今回取り上

げたのも、ああいうようなことにならないよう

に、ぜひ役場としても確認しながら、大雨とか

その後はぜひ確認して、十分注意してください

ね。よろしくお願いします。 

 次３番目の中部広域都市計画区域に移行した

場合の土地利用について。①のほうから伺いま

す。 

 北中城村の総面積のうち、軍用地14.2％、市

街化区域22.8％、市街化調整区域が63％となっ

ているとの答弁です。村面積が小さな北中城村

で規制がかかり、土地の有効活用ができない状

況をどう考えますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 この規制区域が多くあるということで今中城

村とともに共同まちづくりということで中部広

域への移行を目指しているというところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 
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 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。 

 ②と③について関連しますので一括して質問

したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 農用地区域の面積と質問しましたが、138.6

ヘクタールは農振農用地面積ということでよろ

しいでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 伊集議員の質問にお答えいたします。 

 農業振興地域自体は658ヘクタールございま

すけれども、この中の農用地と呼ばれる区域が

138.6ヘクタールでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 農用地区域ですか、農用地以外ですか。

138.6ヘクタール農振農用地の全部の面積です

よね。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えいたします。 

 農業振興地域の中にもいろいろな用地の指定

がございまして、農用地に指定されている部分

が138.6ヘクタールになっております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。 

 村内で多くの平たんな土地が農地として耕作

もされず、荒蕪地で原野状態の場所が多くあり、

土地改良された区域を除き、それ以外の農地に

ついては中部広域都市計画区域に移行する機会

に、農振農用地から除外して土地を有効活用し

たほうがいいと思います。農振農用地除外の可

能性がありますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 先ほど村長からの答弁もありましたとおり、

農用地の除外ですね、農業振興地域整備計画の

変更に伴う農振除外などにつきましては、関連

する法令が農地法及び農業振興地域の整備に関

する法律という２つの農地を守っていこうとい

う法律と大変深い関わりを持つ事項になってお

りますので、やはりこの法律に照らし合わせた

上で除外が可能かどうか、これは各筆によって

の条件等もありますので、この辺りと照らし合

わせた上で判断していくことになるかと思われ

ます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 分かりました。 

 次に③のほうに行きます。 

 市街化調整区域内の緩和区域で、自己用住宅

建築が可能になった７地区、約69.2ヘクタール

のうち、屋宜原地区は安谷屋の21.6ヘクタール

に次ぐ17.5ヘクタールです。屋宜原地区が緩和

地区になってから約10年経過していると思いま

すが、その間で建築された自己用住宅は約10件

です。ほかの地区の状況はどのようになってい

ますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１０時２９分 休憩 



― 253 ― 

午前１０時３０分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 詳細な件数までの把握はできておりませんけ

れども、それぞれにおいて住宅建築が徐々に進

んでいるというふうに捉えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 ほかの地区も同じような状況があると思いま

すが、屋宜原地区は道路沿いに住宅が建築され、

中のほうは袋地になり土地の有効活用ができな

い状況になっています。今後中部広域都市計画

区域への移行に向け、どうしても多くの村道整

備が必要になると思いますが、道路整備できそ

うですか、いかがですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 過去の一般質問でもたびたび同様な御質問が

あったかと思います。まず村道として整備をす

るというものは、地域全体に公共性のあるもの、

あとは幹線道路としての整備というところにな

ってまいります。個々の住宅のための道路整備

というものは、これはあくまでも個人単位での

自助努力によるところが多くあります。これは

ほかの地域でもそうなんですけれども、接道を

自ら設けていただく、あるいは一体的な開発と

して整備されるものなどがございます。村道と

してあらゆる事象に対応するということは、こ

れは正直言うと困難な場合がございます。あく

までも村全体の土地利用を考えた上での整備に

なるというところになってまいりますので、そ

の辺りを御理解いただきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 今本当に緩和されるというのは、本当にメリ

ットとデメリットがあるんですよね。メリット

は道路沿いの方々はどんどん家を建築していく。

だけれどもデメリットとして中のほうはもう完

全に袋地。何にも使い物にならない土地になっ

てしまっているんです。これを何とかしないと

いかないもので、役場としても何とか考えてほ

しいなと。道路を造るとかこういうのをやって

いかないと、もう村内全部こんな道路沿いだけ

が有効利用できる。でも中は何もできない。税

金払えばいいってもんじゃないですよね。だか

らどうしても何とかやってほしいと思っていま

す。答弁お願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 建設課長。 

○建設課長（安次嶺正春） 

 お答えいたします。 

 先ほども申しましたとおり、これ全体の土地

利用計画をまず考えていく必要がございます。

そういった上で広い意味で村づくり、まちづく

りの中で、その整備が必要だろうということに

なれば村としての整備もございますけれども、

個々の事情、個々の土地利用のためのものとな

るとなかなか難しい面があるということは御理

解いただきたいと思います。あくまでも全体的

な計画として必要に応じて整備をしていくとい

うところになります。 

○議長（比嘉義彦） 

 伊集守吉議員。 

○７番（伊集守吉議員） 

 何とか役場としてもこういう袋地みたいな、

それも自治会の中のど真ん中にこんなのがある

ものですから、もう何とかしてほしいと。それ

は村のまちづくりに対しても、ものすごいあれ
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だと思うんですよね。なんとか村の発展のため

にもやっぱり袋地とかそういうのはなくして、

みんなが有効利用できるような土地にしていっ

てほしいと思っています。ぜひよろしくお願い

します。 

 以上で私の質問は終わります。 

○議長（比嘉義彦） 

 一般質問を続けます。 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では通告に従い、私からの一般質問を行いま

す。 

 ３点ほど行います。 

 １．アンテナショップしおさい市場について。 

 ①アンテナショップしおさい市場は中止する

のか、休止するのかについて伺う。 

 ②これまでの運営状況について伺う。 

 ③指定管理者から撤退の意向はあったのかに

ついて伺う。 

 ④農家さんに対し説明会を開催し了解を得た

のか伺う。 

 ⑤運営当初の目的は達成されたのかについて

伺う。 

 ⑥新年度、農家さんに対する販路について伺

う。 

 ２．村産品推進事業について。 

 ①予算で600万円について根拠と詳細につい

て伺う。 

 ②今後の事業内容について伺う。 

 ③今後の委託業者について伺う。 

 ３．観光、観光協会について。 

 ①新年度の体制、営業時間について伺う。 

 ②村政の観光に対しての考え方を伺う。 

 ③観光客の来村者数、経済効果はどのくらい

あるかについて伺う。 

 ④施政方針でガイドツアーを展開しとあるが、

年間の受入れ実施回数、目標人数について伺う。 

 ⑤今後、観光客が我が村にもたらす経済効果

は村政はどれくらい期待しているのか。どのよ

うな事業を展開していくのかについて伺う。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では屋良議員の御質問にお答えいたします。 

 まず１番目のアンテナショップしおさい市場

についてでございます。 

 ①アンテナショップしおさい市場は中止か休

止かということですけれども、北中城村アンテ

ナショップ事業推進委員会からの答申を受け、

アンテナショップとしての位置づけは見直すこ

とといたします。そのため事業内容を全面的に

見直すに当たり、当面休止といたします。 

 ②これまでの運営状況ですけれども、令和３

年４月１日より３年間の指定管理期間として運

営していただきました。この期間はコロナ流行

期間とほとんど重なってしまい、計画していた

イベントの開催なども自粛せざるを得ない状況

でした。指定管理者には御苦労いただいたと考

えております。 

 ③指定管理者からの撤退の意向はあったのか

について、これについては特にございませんで

した。 

 ④農家さんに対し説明会を開催し了解を得た

かということですけれども、地産地消出品者協

議会の役員会で、今後について副村長より説明

をしております。 

 ⑤運営当初の目的を達成されたのかというこ

とですけれども、②でもお話ししたとおり、コ

ロナの流行が大変大きく影響したこともあり、

指定管理者の努力では賄いきれなかったと感じ

ております。 

 ⑥新年度、農家さんに対する販路についてで

すけれども、出品者協議会会員の方々へ販路に

ついてアンケートを取っており、御自身で販路

を確保されている方が多数いらっしゃいました
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ので各自対応していただきたいと考えておりま

す。 

 ２番目に、村産品推進事業についてでござい

ます。 

 ①予算で600万円についての根拠についてお

伺いということですけれども、計画内容と人件

費等の上昇なども踏まえ、仮に現事業を継続し

た場合、補塡可能な金額として算出をしており

ます。 

 ②今後の事業内容についてでございます。今

後関係する農林水産課、総務課、企画振興課、

教育総務課等と協議した上で、事業内容につい

て検討をしてまいります。 

 ③委託業者について伺うということですけれ

ども、②の検討結果を踏まえて判断をしたいと

思います。 

 続きまして３番目の観光及び観光協会につい

てでございます。 

 ①新年度の体制、営業時間について伺うとい

うことですけれども、役場から職員１名派遣を

行い、新年度は６名体制で行う予定であります。

また営業時間を基本月曜日から日曜日の８時半

から17時15分で観光協会（案内所を含む）業務

を運営していく予定であります。 

 ②村政の観光に対しての考え方を伺うという

ことですけれども、令和６年３月に第２次北中

城村観光振興基本計画を策定し、観光振興を推

進する上で５つの基本方針で進めてまいります。 

 ③観光客の来村者数、経済効果はどのくらい

かについて伺うということですけれども、直近

令和４年度来訪者数は６万8,050人、１人当た

り観光消費額は２万862円となり、約14億円の

試算をしております。 

 ④施政方針でガイドツアーを展開しとあるが、

年間の受入れ実施回数、目標人数について伺う

ということです。今年度21名のガイドを養成し、

令和６年度からガイドツアー初年度に当たるた

め具体的な目標人数は設定しておりませんが、

令和６年度の実績を踏まえ、令和７年度以降の

目標人数を設定していきたいと考えております。 

 ⑤今後、観光客が我が村にもたらす経済効果

を村政はどれくらい期待するのか。どのように

また事業を展開していくのかについてですけれ

ども、第２次北中城村観光振興基本計画では、

「地域の暮らしを大切に、村民も来訪者も事業

者も幸せを感じる村」を基本理念として掲げて

おり、５か年計画で数値目標としましては、１

村民が居住することに対して幸せと感じる割合。

２観光客（県内客・県外客）の消費額。３観光

客（県内客・県外客）の満足度を設定しており

ます。また事業展開については、観光協会と協

議して決めていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では順に質問したいと思います。 

 ①のアンテナショップしおさい市場を中止す

るか休止するかについてなんですが、この①の

答弁では事業推進委員とありますが、事業推進

委員は何名で委員の構成は農家さんがいるのか

どうか、会議は何回してどのような会議が行わ

れたのか、詳しく詳細をお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 屋良議員の質問にお答えいたします。 

 北中城村産品アンテナショップ推進委員会に

つきましては委員の数が８名です。この中には

出品者協議会、北中城村地産地消出品者協議会

の会長さんも含まれております。それ以外に委

員長として副村長と佐敷中城漁業協同組合支所

より１名、あと商工会事務局から１名、それと

役場の関係課、農林水産課及び企画振興課より

各課長１名ずつ、あと観光協会事務局から１名、
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それと近隣の自治会代表としまして北中城村団

地自治会長が委員として参加いただいておりま

して、アンテナショップの運営に関する協議の

場としてこの推進委員会は行っていたんですけ

れども、令和３年、令和４年が実際実施できて

いなくて、令和５年度よりこの推進委員会を開

催し協議を進めておりました。委員会の頻度と

しましては全て４回ほど開催しておりまして、

令和６年度以降のアンテナショップの在り方に

ついて、この委員会で協議を進めていたところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 ４回の会議の中でそれはいつ頃でしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えいたします。 

 令和５年度の後半ですね。前半の決算収支関

連の資料が出てくるころから始めましたので、

10月ぐらいより実施しております。この内容に

つきましても、令和６年度以降の予算の編成の

関係上、12月までにはそういった回答、ないし

考え方を固めたいということで継続してやった

というような状況でございました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１０時４７分 休憩 

午前１０時４８分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 失礼いたしました。 

 推進委員会で答申を村長に上げるという必要

性もあったものですから、ちょっと申し訳あり

ません。私の記憶違いでした。１回目が９月７

日に行っております。第２回目を11月14日、そ

して11月30日に３回目ですね。最終的に12月20

日に最終的な答申の案を推進委員会で作成、決

定いたしております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 ３か月に１回行われた運営委員会は開催され

ていましたでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 もともと開催予定としましては３か月に１回

程度やりたいというふうに考えておりましたけ

れども、なかなか開催に至っておりませんでし

た。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 この３年間で１回もやってないっておかしく

ないでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 ３年間で全くではなくて、３年目に実施した

ということでございます。１年目、２年目に関

しましては、私どももこの推進委員会を開催す

るまでの準備がちょっとコロナ等の対策等でな

かなかこの結果報告事項も順次遅延しているよ

うなところもございまして、私どももやはりこ
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れに対応できていなかったという、確かに御指

摘のとおり反省する点でございました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 この運営委員会が事業推進委員会に変わった

理由と根拠をお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 なぜこの推進委員会というものに変わったの

かといいますのが、もともと出品者協議会でア

ンテナショップ自体が運営されていた過去は御

存じかと思うんですけれども、これからまた指

定管理者での管理で、これに切り代わったとこ

ろで実際この運営がいかなるものになるのかを

検討すべきということで、この推進委員会とい

う形で管理する組織、こういったものをつくっ

たということでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では運営委員会と事業推進委員会のメンバー

構成は一緒ですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えいたします。 

 当時、運営委員会の際にはほとんど直営の形

に近いような状況でしたので、委員長に関しま

してはその当時、村長が委員長として運営委員

会の会長職をされておりました。ただし指定管

理に移行しましたので実際指定管理者と契約者

でございます村長は、いかがなものかというよ

うな意見もございまして、やはりここは副村長

に委員長職に入っていただいて、関係する地産

地消出品者協議会会長が副委員長としてやって

いただいていたところでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 課長の答弁では、契約時に運営委員会から事

業推進委員会でしたか、これ事業推進委員会が

構成されたこの日付は分かりますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 アンテナショップ事業推進委員会には設置要

綱がございまして、もともとこちらの改定が令

和３年４月１日付で１度改定を行っているとこ

ろです。また内容につきまして、先ほど委員会

名簿の変更等もございましたので、令和５年４

月１日に再度改定を行っているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 事業推進委員会は令和５年４月１日に構成さ

れたでよろしいでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 いいえ、令和３年４月１日ですね。内容のま

た修正等がございましたので、令和５年４月１

日に内容について改定しているところでござい

ます。 
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 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 当初契約時に運営委員会があったと思います

けれども、契約時以降に村長が会長だとおかし

いということで事業推進委員会になったんです

か。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 指定管理をする際にはやはりそれを審査する

べき委員会、こちらで言う推進委員会ですね。

運営委員会の場合はもともと村長が委員長でし

た。この推進委員会に当たっては、やはり指定

管理も管理していかないといけないということ

で、この推進委員会という名称も変えた上での

指定管理者への診断というか判断ですね。こう

いったものをやるためには、やはり委員長がそ

のまま村長ではまずいということもありまして、

やはり委員の見直しですね、こういったものを

行ったという次第でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では再度確認します。 

 事業推進委員会は令和３年４月１日構成でよ

ろしいでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 議員のおっしゃるとおりでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では当面の間休止するとあるが、ではいつ頃

再開の予定ですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 今農林水産課のほうに明示しておりますので、

次のプロポーザル開始を喫緊に進めてください

ということでこれから検討する。そして募集期

間等ありまして、それから審査をいたしまして

プレゼンテーション等を経て審査を終えまして

決定するということになります。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 村長、これ予算つけているんですよ。いつ頃

かお答えください。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１０時５６分 休憩 

午前１０時５７分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 これについては関係課を集めて協議をいたし

ます。ただ具体的にいつというのが決まってな

く、予算としての600万円との措置がある。し

かし、これは必ずしも６月、９月という意味合

いではなくて、早めにこれを進めてくださいと

いうことで申し上げておりますので、基本的に

は今やはり募集期間等かなり時間を要しますの

で、６月か９月頃に議会の承認を得るというこ

とになるわけです。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 
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 では②のほうに移りたいと思います。 

 ３年間の指定管理者は赤字だったのか、詳細

を伺います。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 屋良議員の質問にお答えいたします。 

 令和３年度につきましては、収支報告により

ますと約130万円ぐらいの黒字となっておりま

す。令和４年度におきましては100万円の赤字

というふうな収支報告でございました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 令和５年12月まで決算報告書が出ていると思

いますが、その辺はお答えください。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 令和５年度の12月までは実際収支報告が上が

っておりまして、現在純利益として報告が上が

っているのが279万円のとりあえず黒字ですね

現在。12月時点では279万円で報告されており

ます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 比嘉義弘議員が黒字かということを問いかけ

たら、課長は黒字の見込みはありませんと答え

ていますよね。それはどういうことですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えいたします。 

 実際、令和５年度その後、１月、２月、３月

とまだ四半期が残っております。この時点では

確かに黒字的な報告があるんですけれども、や

はりどこで消耗品関係の修理とか、意図せぬよ

うな出費等も出る可能性もございます。そのた

めに実際の指定管理者からは赤字とか黒字とか

という報告がなかったということで、比嘉義弘

議員にはそういうお答えをしております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では令和３年から指定管理の期間中の令和５

年12月までなんですけれども、その辺を含めて

この指定管理者が赤字か黒字か、どちらですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 先ほど申し上げたとおり、現在指定管理期間

はまだ残っております。実際報告の最終報告が

上がっておりませんので、その辺りはお答えし

にくい話でございますので、現在ではお答えは

できません。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 現在でお答えできないではなくて、令和５年

の４月、12月まで決算報告書が出ているんです

よ。３か月に１回この報告書を出しているみた

いなんです指定管理者は。それなりに今年の１

月、３月分計算してできるはずなんですけれど

も、黒字か赤字かはもう見込みで分かるじゃな

いですか、その見込みを聞いているんです。 

○議長（比嘉義彦） 
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 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 この見込みはこれは私の私見でしかないもの

ですから、実際に過去３年、４年とずっとコロ

ナが続いていまして、実際に参考になる一番最

終の第４四半期とはちょっと違うと思われます。

またこの見込みに関してそのまま通年どおりで

いきますと、やはりある程度その赤字まではい

かないような数字になるのかなというふうな考

えではおります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では③のほうに移らしてもらいます。 

 指定管理者からの撤退の意向はあったのかに

ついて伺いたいと思います。指定管理者は継続

の意思がありましたか。そういう相談事とかも

なしでしたか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 実際指定管理というのは期間を決めて契約さ

れているものでございます。必ず期間は令和６

年３月31日をもって契約期間が終了しますので、

それ以降の事業を展開するに当たっては、改め

てプロポーザル、ないしは公募という形でやる

べき必要がございます。これに関して継続して

やりたいというような相談は実際ありませんで

したが、実際経営されてきたことにあたりまし

て、いろいろやはり指定管理者としての視点、

見方ですね、こういったものへの私どもの考え

方への御助言等はございました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では④について農家さんに対し説明会を開催

して了承を得たのかについて。 

 出品者協議会の役員会で今後について副村長

より説明しておりますとありますが、では出品

者協議会の役員は何名で構成されていますか。

いつ頃開催されたのか、年に何回開催されたの

か。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１１時０６分 休憩 

午前１１時０６分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 副村長。 

○副村長（大田 繁） 

 出品者協議会の役員の数でありますけれども、

役員及び幹事まで含めまして９名のメンバーで

ございます。そして事務局に農林水産課の職員

が入っております。開催の時期でありますけれ

ども、ちょっと手元に資料がございませんので

後でまた答弁させていただきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１１時０７分 休憩 

午前１１時１６分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 失礼しました。 

 令和５年度につきましては、４月25日、６月

19日、７月27日、11月22日、１月24日、２月５

日、２月26日に実施しておりまして８回となっ

ております。 



― 261 ― 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では副村長に伺います。 

 出品者協議会で今回しおさい市場が休止する

ことに当たって、どのように説明したか詳しく

お願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 副村長。 

○副村長（大田 繁） 

 出品者協議会、先月の開催だと思いますけれ

ども、そこにおきましては、まずアンテナショ

ップ事業推進委員会を開きまして、そこでアン

テナショップに関するこれまでの取組から今後

の方針等を審議していただきまして、そこで答

申の案が出来上がりまして、その答申につきま

しては12月に答申をいたしまして、出品者協議

会に対しましては２月に私から一時中断すると

いうことを皆さんに説明を申し上げました。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 先ほど担当課長が言った令和３年は黒字、令

和４年は赤字、大まかに言いますと令和５年12

月までは黒字見込みになっておりますが、それ

を出品者協議会のメンバーには説明されていま

すか。 

○議長（比嘉義彦） 

 副村長。 

○副村長（大田 繁） 

 出品者協議会で説明をしましたのは、アンテ

ナショップの今後について一時中断するという

ことで、中身の運営等につきましては私のほう

からは説明してございません。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では一時中断するという理由をおっしゃって

ください。 

○議長（比嘉義彦） 

 副村長。 

○副村長（大田 繁） 

 まずこのアンテナショップでございますけれ

ども、設置から10年という期間が経過しており

まして、昨今の社会情勢等が変化することも見

まして、再度アンテナショップ自体を検討して

いくことが求められているんじゃないかという

ことで、令和６年度からは運営を一時停止いた

しまして、今後のアンテナショップの在り方と

いいますか、運営の仕方について６年度におき

まして検討を加えていくということでございま

す。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では⑤番目の運営当初の目的ですが、達成さ

れたかに対しては、コロナの影響もあり達成で

きないと。 

 ⑥番に進みます。 

 出品者協議会にアンケートを取っていると言

っていますが、出品者協議会は何名いて何名の

アンケートを取ったのか。それと現農家さんの

活動している人たちに取ったのか、辞めた人ま

で取ってないか、それを確認します。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 屋良議員の質問にお答えします。 

 現在、この出品者協議会の会員さんは、全体

で61名いらっしゃいます。やはりこの事業推進

委員会からこういったアンケートを取るべきだ、

実際に今の利用者さんの意見を聞くべきだとい

うようなお話でアンケートを取らせていただい

ております。ただし現在の会員さんのみではな
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くて、逆にこれまで会員ではあったんだけれど

も、この期間中お辞めになられたという方にも

お話を聞くべきじゃないかということもござい

まして、こういったやめられた方が、手元の資

料ではその人数まではっきりありませんけれど

も何名かいらっしゃいましたので、こちらの連

絡先が分かる方にアンケートに協力していただ

いたというような状況でございました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 販路のアンケートなんですが、販路を個人的

に持っている方とありますが、ただその61名中、

何名にアンケートを取って、何名が自分の販路

を持っているかお答えください。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 先ほど申し上げました61名のうち、実際農家

さん、集積所に野菜を卸すことが可能な方は50

名いらっしゃいます。この50名の中で実際しお

さい市場が廃止になった場合でも御自身で売り

場を確保できていますかという方は42名いらっ

しゃいました。約８割いらっしゃいました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 ではその42名販路確保していると言ってまし

たが、しおさい市場に61名のうち卸している人

たちは何人いるんですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 これは私の持っている令和４年度分の資料で

取扱い農家さんの名簿がございましたので、そ

の人数につきましては登録されている方で28名、

令和４年度中に納品された方がいらっしゃいま

した。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 令和４年に28名、令和５年は分からないとい

うことなんですが、では42名のうちしおさい市

場に卸していた人たちは28名、ではその中で28

名中何名の人が自分の販路を持っているって言

ったのですか。アンケートを取ったはずですよ

ね。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 アンケートにつきましては記名ではなくて無

記名のアンケートでやっております。そうしな

いと結局正直な話が答えきれないというような

方もいらっしゃるかと思うところもございまし

て、無記名で回答いただいておりますので、屋

良議員の御質問にお答えしかねます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 ではアンケートの集計の結果をアンケートを

取っただけじゃなくて、アンケートの集計の結

果を農家さんたちに報告したのか、いつ頃した

のか、お聞きします。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 
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 お答えします。 

 アンケートの結果自体につきましては、出品

者協議会の役員会で役員の方々に報告しており

ます。実際のこのしおさい市場の今後の事業展

開ですね、この辺りにつきましては一旦休止す

るというお話は、うちの営農指導員が全ての農

家さんに回りまして、こういった書面で案内文

を配布させていただいております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 全ての農家に回ったとありますが、しおさい

市場を休止する件に関して。ではいつ頃全員に

回ったんですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 ４月１日からはやはり集荷ができなくなると

いうようなお話でしたので、ひと月前にはこう

いった連絡を取りたいということもございまし

て、３月１日から３月８日までの間に各集荷対

象となる農家さん全てにこういったお知らせを

配付したところでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 この配布は口で言ったのか、文書を出したの

かどちらですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 しおさい市場としてとりあえず３月期間中も

集荷の受入れとかがありますので、ちゃんと書

面でお渡しすると同時に、営農指導員から口頭

でもこういった内容でということを説明も含め

てやっております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 それは農家さん全員にですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 会員の農家さん全てにやらせていただいてお

ります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では村長に伺います。 

 村長、この結果を見て、なぜ村長はそのしお

さい市場を休止するに当たって、その経緯を教

えてください。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 基本的にこの契約は請負契約ではございませ

ん。どこの指定管理者も期間があってその期間

を過ぎたら契約が切れます。新たにまたプロポ

ーザルとかやって契約をし直します。その一環

として今回も同じようなものです。基本的に今

申し上げました請負契約でないということは、

これは成果品を求めるものではない。ただ委任

契約でございますので、そういった辺りは必ず

しも成果があるかないかで判断するのではない

契約でございます。請負契約というのはちゃん

とした対価をする。納品として納めなくちゃい

けません。これはそうではございませんので、
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だから今各施設のいろんな指定管理者でやって

いますけれども、大体３年から５年で期限が切

れたら、新たにまたプロポーザル、企画提案書

を出してもらって再度決めるというのが定石だ

と考えております。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１１時３０分 休憩 

午前１１時３０分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 ですから休止ということにしたのは、我々も

ワンストップ、一度考えてみたいと、私自身も

そう思っています。こういう運営の仕方で果た

していいのかと。それをワンストップ置いて、

考えをまたさらに新たに今農水のほうで今考え

ている最中だと思いますので、これから先次の

指定管理者を決めるためにこれをやるわけです。

ただ私としては、経緯というのはもともとこれ

については我々が1,000万円を出してここに指

定管理を指定するので、費用対効果としてどう

なのかということもあるので、今黒字というこ

とが出ましたけれども、黒字は基本的には

1,000万円を考慮しての黒字だと思いますので、

そういうことがあるものですから、果たしてこ

の毎年1,000万円を補助いたしましてそれを継

続していく必要があるのか、そういったことを

考え直してみようじゃないかということで関係

課に申し上げて見直そうということになったわ

けでございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では見直すことは大いに結構ですが、では50

名中42名が販路を確保していると。村長はこの

８名分はどう対処していくんですか今後。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１１時３２分 休憩 

午前１１時３３分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 お答えいたします。 

 今８名の中に必ずしもずっと年中出している

というわけではなくて、月に１回とか年に数回

とかそういった方々ということであります。そ

ういった方々には説明をしているということで

すので、皆さんに対して必ずしも100％のケア

ではございませんけれども、そういったケアは

しているつもりでございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 100％のケアをしないと多分おかしいと思い

ます、私は。８名の農家さんに対して月１回し

か出してない、週に何回。じゃあ村はそれを全

部、農家さんは高齢者なんですよ今。それを村

は買い取るんですか今後。その意見をお願いし

ます。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 それについては村が回って買い取るというこ

とは十分可能です。ただし、やはり今給食セン

ターとの関わりもございますので、そういった

辺りの供給する品としての買い取りと思ってお

ります。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 しおさい市場がなくなっているのに買い取る

ってどこで買い取るんですか。農林水産課で買
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い取るんですか野菜を。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 それについては出品者協議会で買い取るとい

うことになるわけです。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 出品者協議会はどちらにありますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 今休止ですので、中断している期間について

は新たな組織をつくって、そこで買い取るとい

うことになるわけです。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 新たな組織というのはどちらにあるんですか

と聞いているんですよ。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 この対応については必ずしも全てを救済する

ということは難しいかもしれませんけれども、

ただできるだけのことについて、これは給食セ

ンター辺りでそれに必要なものを買い取って納

品していただくと、そういうことが十分可能だ

と思っておりますので、今屋良議員が言うよう

に８名全てを救済するという、彼らにもある意

味では自助努力を求めるところがございますの

で、これは御理解いただきたいと思います。今

どこで買い取るとか、あるいはまた軽トラの市

場とかそういったことも可能と考えますので、

そういった辺りの買い取り、あるいはまた給食

センターの買い取り、それも可能だと思ってお

ります。そこのところを利用していきたいと思

います。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 軽トラの買い取り、ではその事業は村が行っ

ていくことでよろしいですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 先ほど村長から話が出ました軽トラ市などに

つきましては、各生産者さんたちが何名か集わ

れてそういったイベントをやって集客をした上

で売買されるというようなイベントでございま

す。事例としましては、結構ＪＡとかが企画さ

れているんですけれども、またこの出品者協議

会の会員さんにはＪＡの会員でない方もいらっ

しゃいます。なのでＪＡのイベントとかに参加

できない方々も恐らく販路がないというふうに

お答えになられた方もいらっしゃるかと思われ

ますので、逆に御希望されるのであれば出品者

協議会の中でそういった意見を吸い上げた上で、

この協議会の中でそのイベントを企画していけ

たらというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 今後そのイベントを農林水産課が企画するこ

とでよろしいですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 仮に出品者協議会で提案がございましたら十

分検討する意義はあると思っております。 

 以上です。 
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○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 十分に分かりました。 

 では村長に最後に伺います。村長は今後第１

次産業、農業、漁業、振興についてどのような

お考えがあるのか、詳しくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 はい今の就業構造からしますと、農業の就業

構造は今１％を割る勢いでございます。ですか

らある意味で若い人たちの農家を育成すること

が大事かなと思います。農家のほうも大変高齢

化しておりまして、それがだんだん減る傾向に

ある。ですからこの若い人たちをどう農業とし

て引き寄せるか、そういったことが非常に課題

だと思っておりますので、それがまたどのよう

に引き止めるか、どのように魅力ある農業に従

事させるかということが出てくると思いますの

で、今先進的な農業をやっている方々がいらっ

しゃいますので、そういった辺りのいろんな広

報等で紹介して、魅力ある農業をどのように構

築していくかもこれからの課題でございます。

そして広報にこういったことも周知することも、

またこれから若い人たちに農業の魅力というの

を周知させることもまた農家に引き寄せる手だ

てだと思います。ただ、直接的にすぐ即効性の

ある農業政策というのは、今なかなか持ち得て

おりませんけれども、今後総合計画、これから

策定等出てきますので、そういった辺りもまた

鑑みながら計画策定のほうに向けていきたいと

思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１１時４２分 休憩 

午前１１時４２分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 同じようなものでございまして、第１次産業

が農業・漁業ですので、農業・漁業の従事者が

１％割る、もう既に割っていると思います。こ

の前までは1.1％、去年、一昨年まで1.1％でし

たので、もう１％を割っていることと思います。

そういった意味からしても農業と同じように漁

業もそういった先端技術を使った漁業も必要か

と思います。ただなかなかそこまで今零細な漁

業従事者、農業従事者ですので、何とかそこに

農業・漁業を魅力あるものにするための啓発等

を頑張っていきたいと思います。そして今先端

技術と申し上げましたが、今大変非常に若い

方々が今農業のほうで頑張っていますけれども

そういったことの周知、さらにそこに初期投資

という感覚で農業の政策として初期投資として

大変な金がかかるので、ビニールハウスを構築

するとかそういったものもまた特定財源の確保

等努めてまいりたいと思っております。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 農業は高齢者がいっぱいいますので、ぜひ若

い者を惹きつけてそういう農業に発展、漁業の

ほうも一緒でお願いします。 

 では２番目の村産品推進事業について伺いま

す。この600万円の根拠なんですが、時給は幾

らか、何人雇うのか、税理士、経理はいるのか、

お答えください。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒

星） 

 お答えします。 

 例えば、この野菜の受入れと販売、卸ですね、

こういった業務のみでやろうとした場合、店舗、
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ないしはその集荷場所の管理が必要になります。

こちらに必ず常駐すべき人がお一方と、あと経

理関係の方はパートタイム、ないしは毎日いら

っしゃらなくてもいい職業なので、この方は定

期的に。あと実際業務、配達とかやっていただ

ける方はパートタイムなどで、恐らく約２名か

ら３名程度となるかと思われますけれども、や

はり今沖縄県の最低賃金というのが令和５年９

月に改正されておりまして、896円最低賃金に

なっております。ですのでこの最低賃金の改正

を遵守しながら、金額を設定すべきかとは考え

ておりますけれども、勤務する時間帯につきま

しては、半日ないしは６時間とか７時間、これ

は業務の内容によっても変わると思います。ま

た取扱いの野菜の数量ですね。こういったのに

も加味されるものがございますので、私からは

これが１人当たり幾らなのかとかというような

言い方はちょっと差し控えたいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 予算600万円取ってこれで委託をするに当た

って、１人当たり幾らかってもう予測はついて

いますよね。そうじゃないのに予算計上したん

ですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 必ずしも600万円という根拠が、例えばこれ

まで1,000万円というのをされています。当初

からその計画としては1,000万円の計画で、具

体的な詳細なことが出ています。1,000万円で

やってくれという指定管理料でございます。た

だ我々としてもこれまでの当初1,000万円、前

の人たち、これにかかった経費として約600万

円という数字が出ましたので、ですから基本的

には600万円で可能なのかということで600万円

を示しました。そしてまた年度途中ということ

でもございますので、必ずしも細かい数値とか

そういったのを上げて600万円を計上したわけ

ではございません。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では村長は、その600万円で運営が成り立つ

という方向性でよろしいですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 今、年度途中ですので、我々これから考えま

す。我々がこれの金額を投げかけることもまた

必要かと思います。我々が予定価格を設定する

ようなものでございますので、ある意味でその

予算内でやってくれということもあります。こ

れまで600万円でやった経緯もあります。そし

てまた今1,000万円という委託料をやっていま

す。それをまた今100万円余りの黒字が出たと

かそういうのが出ていますけれども、じゃあ

900万円でもいいじゃないかということになる

わけで、そうしますと我々も年度途中から出す

と約半分ぐらいということを考えますと600万

円でも妥当かなという気はいたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 分かりました。 

 では今後関係する４つの課等と協議するとあ

りますが、村長がさっき言った６月、９月頃に

提案する予定と言っていましたが、どういうふ

うに会議してどういうふうに行うのか、何回や

るのか、もう６月まで時間ないですよね。どう

いうふうに動きますか今後。 

○議長（比嘉義彦） 

 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長（瀬上恒
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星） 

 お答えします。 

 現在、こちら村長からもあったとおり、農林

水産課、総務課、企画振興課、教育総務課等と

ありますけれども、各課におきましても関係係

ですね、こういった人事異動も含まれますので、

実際新メンバーになりまして４月に入ってまず

第１回目をやりたいと考えております。内容と

しましてもそんなにゆっくりできるようなもの

でもございませんので、せめて月１回は定期的

にこういった事業進捗を図っていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 ちょっと伺いますけれども、教育総務課は給

食のほうですよね。現在その野菜とかはどうい

うふうに仕入れているんですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育総務課長。 

○教育総務課長（平田清徳） 

 屋良議員の質問にお答えします。 

 八百屋さんのほうから見積りを徴取して、一

部しおさい市場からも購入をしております。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では今後６月、９月村産品推進事業について、

私は期待をしております。 

 では次の観光、観光協会について伺います。 

 役場から１名派遣を行い、新年度６名体制で

行う予定とありますが、ではお聞きします。そ

の体制で365日こなせますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 この人数６名でできる体制で事業を展開して

いく予定でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 ②について、観光振興に推進する上で５つの

基本方針を進めていきますとありますが、５つ

の基本方針を確認いたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 今現在ですね、第２次の観光振興計画を今策

定で、もうほぼ出来上がっている状態で、その

中の基本方針として１つ目が、地域資源を生か

した高付加価値な観光まちづくりの推進。２つ

目として、北中城村ならではのライフスタイル

の発信。３つ目として、受入環境の整備。４つ

目として、維持可能な観光推進体制の構築。５

つ目として、観光ＤＸの推進という５つの基本

方針の中で観光を進めていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 ありがとうございます。 

 ③に対して約14億円の試算をしているとあり

ますが、村に入ってくる財源は幾らかお分かり

ですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 村に入ってくるのはございます。基本的にホ

テルとか飲食店がもうけた税だと思っておりま

す。 
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 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 ④に対して伺います。 

 施政方針でガイドツアー展開とあるが、年間

受入れ実施回数、目標人数を今後検討するとあ

りますが、これって最初計画した時点で何人受

入れする、何回ガイドツアーを実施するという

のは決めていないんですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 まずガイドのツアーをするためのガイド育成

するものですから、これが何回というわけじゃ

なくて、まず何名来るかも含めて今回21名、最

終的に残ったんですが、この21名おのおの登録

して好きな人がこの人を指名するというやり方

を取りたいなと思っています。今後の事業展開

で人数も変わってくるかと思っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 令和６年度の実施回数は、では何回ぐらいか

予測できていますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 まずガイドを登録して、実際に何名荻道、大

城のツアー、仲順、喜舎場のツアーに来られる

かも含めて、今後検討していく所存であります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 分かりました。ぜひとも何名か決めてもらっ

て、そのガイドの人たちに対しても今年10名、

10名クリアした。その達成感で次年度は何名に

する。そしたらもっと我が村が観光で潤うと思

うんですよ。そういうふうにやっていただけた

ら今年の目標も決めて新たにやってもらえたら

ありがたいと思います。 

 ６万8,050人来村しているわけじゃないです

か村は。その中でホテル税とか宿泊税を取った

らいかがですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えいたします。 

 今後の沖縄県も含めながら宿泊税を取るかど

うかを含めて検討することになると思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 では今後の私からの提案なんですが、今北中

城村まつりがあります。それ日本広告に委託し

ているわけじゃないですか、それを村長の公約

にもあったと思いますが、村の事業者に落とす

ということで、それを商工会、観光協会、社協

で３団体含めて、ステージとかは広告さんに任

せて委託事業のほうは。あとその祭りの運営の

仕方をその３団体にできることは可能でしょう

か。 

○議長（比嘉義彦） 

 企画振興課長。 

○企画振興課長（仲本正一） 

 お答えします。 

 事業者の今話が出ましたけれども、あくまで

入札した後で事業者が決まっているので、どの

事業者というのは今決まっていなくて、たまた

ま同じ会社が今受けているという状態。今言っ

た３社で請負うことができないかとありますけ
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れども、まつり実行委員会の中のメンバーでも

ありますし観光商工を含めてですね、できるこ

とであれば十分降ろしていける価値はあると思

っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 屋良朝春議員。 

○２番（屋良朝春議員） 

 ぜひ村にお金を落とすために、村の事業者を

使っていただきたいと思います。 

 観光協会も去年度は９名いたはずなんですけ

れども今年から６名で運営する。これまでより

きつい状態にもなると思いますので、村のイベ

ントごととかにも多分出されると思いますので、

その辺は何とか６名で賄えるように、今後病気

とかそういう退職者が出ないように、ぜひとも

観光協会のほうにも目を届かせてもらいたいと

思います。 

 以上で終わります。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時３０分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 上間堅治議員の欠席届は午前中のみの欠席届

けでありましたので訂正いたします。 

 では午前に引き続き一般質問を行います。 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 通告に従いまして、これから一般質問を行い

たいと思います。 

 １．防災について。 

 1975年に国連によって３月８日は国際女性デ

ーに定められました。女性の地位向上や差別の

撤廃などについて考え、平和・平等・人権・生

活向上を求めて行動する国際連帯の日で、世界

各地で記念行事が行われます。自然災害など非

常時の生理の備えや支援の中で、内閣府の調べ

によると、全国の市区町村の防災・危機管理部

局の６割で女性職員がゼロという現状。改善の

必要性からジェンダー視点を取り入れることが

防災全体の底上げにもなり、よりよい社会の一

歩になると思います。 

 （１）１月19日に琉球新報社が県内41市町村

を対象に実施した「女性と防災」市町村アンケ

ートの結果から、本村の実態について伺います。 

 Ⅰ．災害時に女性に配慮した防災計画の内容。 

 Ⅱ．防災会議の設置がされてない理由。 

 （２）内閣府の調査によると（2022年末時点） 

 Ⅰ．女性・妊産婦の調査対象９品目のうち、

生理用ナプキンを除く８品目で県内全市町村の

備蓄率は10％を下回っている。下記の品目につ

いて本村の実態を伺います。 

 ①おりものシート。②サニタリーショーツ。

③防犯ブザー・ホイッスル。④女性用下着。⑤

女児用下着。⑥妊産婦用下着。⑦妊産婦用衣類

⑧母乳パッド。 

 Ⅱ．乳幼児品の備蓄状況。 

 ①粉ミルク・液体ミルク。②授乳用ケープ、

バスタオルなど。③乳幼児飲料・軟水。④哺乳

瓶・コップ。⑤離乳食。⑥乳児用紙おむつ。⑦

おしりふき。 

 ２．ヤングケアラーについて。 

 ヤングケアラーは病気や障害のある家族の介

護や、幼い兄弟の世話をする子供の負担が過度

になれば、学業や生活に悪影響が出る懸念があ

ることから、行政が早期に発見し支援につなげ

られるかが重要だと思います。沖縄県は令和４

年９月12日から10月28日に、県内の国公私立学

校の小学校５年生から高校３年生の全ての児童

生徒を対象にアンケート調査を行い、令和５年

３月に報告書が作成されました。 

 （１）沖縄県が実施したアンケート結果を共

有されていますか。または本村独自でアンケー

トを実施したことがありますか。 
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 （２）対象となるヤングケアラーの人数は。 

 （３）ヤングケアラーへの支援体制は。 

 ３．学校教育について。 

 県内公立学校で教職員が不足している問題で、

１月時点で137人の教職員未配置があることが

県議会の代表質問で明らかになったところです。

依然教職員を取り巻く環境は厳しいものがあり

ます。本村の状況について伺います。 

 （１）休職者の数と補充、支援について。 

 （２）１学級当たりの児童生徒の数（学校・

学年別） 

 （３）特別支援教育を必要とする児童生徒の

数。 

 （４）医療的ケアを必要とする児童生徒の数。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 平安山和美議員の御質問にお答えいたします。 

 まず１番目の防災についてでございます。 

 （１）新聞報道県内41市町村を対象に実施し

た「女性と防災」市町村アンケートの結果から

ということで、１番目に、災害時に女性に配慮

した防災計画の内容についてでございます。 

 避難所の環境について、妊産婦等の災害時要

援護者に配慮した避難の実施に必要な施設・設

備の整備に努め、運営に関しては男女のニーズ

の違い等に配慮するものとする。 

 ２番目の防災会議の設置がなされてない理由

ということで、新聞アンケートの設置という設

問で「設置してない」と回答していますが、防

災会議自体は設置済みで、定期的な会議開催を

してないため「していない」と回答したもので

ございます。 

 （２）の内閣府の調査の件でございますけれ

ども、１番目の女性・妊産婦用の調査対象９品

目のうち、本村の実態ということですので、ま

ず１番目に、女性・妊産婦用品９品目のうち、

生理用ナプキン以外備蓄しておりません。 

 ２番目に乳幼児品の備蓄状況についてでござ

います。 

 ①番の粉ミルク、②番の授乳用ケープ、⑤番

の離乳食については備蓄していません。③の乳

幼児飲料・軟水については、専用品ではなく飲

料水の備蓄がございます。④についてですけれ

ども、哺乳瓶・コップについては50個。⑥乳幼

児紙おむつについては、乳幼児用Ｌサイズ12パ

ック528枚、一般の紙おむつ10パック740枚。そ

して⑦のおしりふきについては、30枚入り100

パック、10枚入り930パックを備蓄しておりま

す。 

 続きましてヤングケアラーについてでござい

ます。 

 （１）沖縄県が実施したアンケート結果が共

有されているか、また本村独自でアンケートを

実施したことがあるかということについてです

けれども、アンケートに関する御質問について

ですが、県のアンケート結果は本村でも共有さ

れております。また、本村独自のアンケート調

査につきましては実施しておりません。 

 （２）対象となるヤングケアラーの人数とい

うことですので、本村のヤングケアラーの数に

つきましては、県の調査結果から推計いたしま

すと、小学５年生から高校生までのうち5.5％、

約90人がヤングケアラー、また1.8％、約30人

が何らかの影響があり支援が急がれる子供の数

と見込まれます。 

 （３）ヤングケアラーへの支援体制について

ですけれども、支援体制につきましては、まず

ヤングケアラーの状態にある児童を把握し、関

係者間で協議し支援を講じることとなりますが、

情報の集約や司令塔機能として福祉課児童福祉

係が担っております。 

 ３番目の学校教育につきましては、教育委員

会のほうから回答いたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育長。 
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○教育長（德村永盛） 

 平安山和美議員の大枠の３点目、学校教育に

ついて本村の現状についてお答えいたします。 

 （１）休職者の数と補充、支援についてお答

えいたします。 

 現時点での休職者の人数は、小学校で12名、

中学校で３名となっており、補充については小

学校12名中11名、こちら訂正をお願いいたしま

す。12名中11名と記されておりますが、12名中

10名の補充教員が配置され、配置されていない

学校では、学級担任１名と音楽専科１名の計２

名の補充教諭が配置されていないため、主幹教

諭が学級担任として日々の学習指導にあたり、

４年生から６年生の音楽の授業につきましては、

学級担任が授業を実施しております。また中学

校においては、事務職員を含む３名の休職者の

補充として全て補充教諭が配置されてございま

す。 

 ２点目の各学校の学年別１学級当たりの児童

生徒の人数については、現時点での人数は以下

の表のとおりとなっておりますのでお目通しく

ださい。 

 ３点目の特別支援教育を必要とする児童生徒

の数につきましては、現時点での特別支援学級

在籍児童生徒は、小学校で78名、中学校で19名

となっております。 

 ４点目の医療的ケアを必要とする児童生徒の

数につきましては、小学校で２名の児童が医療

的ケアを受けております。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 では再質問を行っていきたいと思います。 

 防災時に女性に配慮した防災計画ですが、策

定した時期はいつですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 平成31年３月に策定してございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 女性に配慮した防災計画の内容についてです

が、避難所の環境について、妊産婦等の災害時

要援護者に配慮した避難の実施に必要な施設・

設備の整備に努め、運営に関しては男女のニー

ズの違い等に配慮するものと答弁ですが、具体

的にお聞きしたいと思います。要援護者である

対象者は把握されていますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 例年ですと福祉部門のほうで、社協で避難さ

れている方が大体１世帯から２世帯、中央公民

館で実際避難されている女性の方はいますが、

妊産婦の方で避難されている方の実績はござい

ません。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 災害というのはどこでどう起こるのか分から

ないんですよね。今社協で１、２世帯、中央公

民館ではまだ実績はないということなんですが、

妊産婦がどこにいる、対象者がどこにいるかと

いう数が把握できているかということなんです

が。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 総務課のほうで妊産婦の数自体は把握してご

ざいません。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 
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○５番（平安山和美議員） 

 それでは要援護者をどのような形で援護して

いくのかというのは、本人が避難所に行かない

といけないということでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 私たちが作成している防災計画の中で想定し

ている方というのは、こちらに来ていただいて

避難されている方の妊産婦を対象として計画づ

くりをさせていただいています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 情報弱者とか、また交通手段のない方につい

ては、そこはもう行政としては難しいというよ

うな考えでよろしいですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 避難する際にどうしても高齢者で車がない、

だけど避難したいという御要望がございます。

実際にそういった方をお迎えに上がったことも

あります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 そういった方は事前に当事者からの連絡があ

るんですか、それとも役場のほうからそういっ

た方にお声掛けをしているというような感じで

しょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 こういったケースは事前にそういった避難さ

れる方からこちらのほうに問合わせがあって、

そういうふうな対応をさせていただきますとい

うことをしています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 では妊産婦もそのような形で事前にそういう

ふうに登録というんですか、あればお迎えに行

くなりとかというような対処の仕方はあるんで

しょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 平安山議員のおっしゃるとおり、まず妊婦を

含めたそういった要配慮者というような形で国

が定めておりますけれども、その方々がさらに

御自身で避難することが困難な場合、例えば妊

産婦でありながら車椅子とか、そういった移動

が困難な方の場合には、こちらとしても事前に

申し出ていただければお手伝いすることは可能

だろうというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 そういった対象の方について、こういった周

知とかというのはされているんでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 我々これまでの取組の中で妊産婦についても

要配慮者というような認識を持っておりますけ

れども、これまでそういったことを実際に取り

組んだことはございませんので、今後の課題と

いいますか、まずはしっかりと母子手帳、親子

手帳を発行する健康保険課等とも情報連携しな
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がらそういった災害対策については取り組んで

いくべきものだというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 では施設・設備の整備の進捗状況はいかがで

しょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 そういった配慮が必要な方に関しましては、

施設の中で区分けするなり、テントを分けるな

りして対応できると思っています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 その施設というのは具体的にどういったとこ

ろを指していますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 現在、中央公民館でやっていますが、災害の

状況等によっては役場庁舎が対象になります。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 男女のニーズの違い等に配慮するとは、どの

ようなことを想定されていますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 プライベート、授乳のときの視線であったり、

トイレですね、男女を確実に分けるとか、例え

ば大災害時に女性用のトイレを多く設置すると

か、そういったことを配慮してございます。計

画の中に盛り込んでございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 施設が今中央公民館、役場というようなこと

でしたので、役場でしたら階がありますので、

専用のトイレ等を設けることは、かなりやりや

すいのかなというふうに思うんですが、まず中

央公民館をどのように仕切っていくのかという

のは一つ課題があるのかなというふうに思いま

す。 

 識者は、トイレ問題は災害関連死につながる。

命に関わる緊急事項として取り組むべきと指摘

しています。避難時に配慮が必要な災害弱者で

ある妊娠中の女性が避難生活を強いられる場合、

急激な環境の変化によるストレスで血圧の上昇

や膀胱炎、切迫早産などが指摘されています。

産道感染の恐れもあるので、被災地で清潔なト

イレの整備は急務だと思います。また、能登半

島地震では、妊産婦や乳幼児を専門に受け入れ

る福祉避難所の重要性が確認されたところです。

授乳や着替えができる女性専用のスペースを、

性暴力、性被害の防止のための女性専用の避難

所の確保、不安を相談できる窓口を設ける必要

があると思います。いかがでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 まさに平安山議員がおっしゃっているとおり

だと思います。プライベートだったり、そうい

った女性に配慮したことを今後積極的に進めな

いといけないかなと思っています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 
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 ぜひ早急に進めていただきたいというふうに

思います。 

 それでは次の質問に行きたいと思います。 

 防災会議が設置されてない理由の質問に対し

て、新聞アンケートの設置という設問で「設置

してない」と回答していますが、防災会議自体

は設置済みで定期的な会議開催をしてないため

「していない」と回答したとの答弁ですが、直

近で防災会議が開催されたのはいつですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 正確な日付は、申し訳ありません、今お答え

できないんですが、この防災計画書をつくった

前ですね、会議をもって防災計画書を策定され

てまして、31年の恐らく１月か２月その辺りに

は最終の開催日となっているはずです。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 防災会議は通常どれぐらいのスパンで開催さ

れるものですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 防災会議の開催につきましては、その防災計

画書の中身の審議であるとか、法律の改正、そ

れに基づき会議開催を行うのが常でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 通常定期的に年に何回というような開催の仕

方はしてないということでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 特段決まった開催日を設けているわけではご

ざいません。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 先ほど31年３月に防災計画を策定したという

ことでしたが、令和４年９月の議会の一般質問

で、本村での災害備蓄事業が開始したのは平成

30年からとの答弁でした。そのあとにそういっ

た防災計画を策定したということでよろしいで

しょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 １時５３分 休憩 

午後 １時５３分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 最後に防災会議をいつ開催したのかというふ

うなお答えをさせていただきました。これが防

災計画の作成というか改定に合わせて31年３月

に開催しているという答弁でした。防災計画自

体それぞれ見直しがありますので、一番最終の

見直しが31年３月ということです。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 では31年３月以降は、これまで全く開催され

てないということの認識でよろしいですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 その認識で間違いございません。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 
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 比嘉村長が就任した令和２年12月当時はすで

にコロナ感染症がパンデミックと言われる世界

的に流行した時期でした。コロナ禍でいろいろ

と制限や自粛がなされていた３年間でした。昨

年令和５年５月にはコロナが５類感染症に移行

になったことで、ようやく通常の生活が戻って

きたところです。防災会議が開催できなかった

のも、それも要因の一つではなかったでしょう

か。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 特段コロナがあったから防災会議が開催でき

なかったのではなくて、制度の改正、法律の改

正、あと改正する何ら緊急的なものがたまたま

なかったというふうなことで理解してもらって

大丈夫です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 では備蓄品について伺います。 

 女性・妊産婦用品９品目のうち、生理用ナプ

キン以外備蓄していませんとの答弁ですが、内

閣府の調査、令和４年12月末に調査があったか

と思うんですが、生理用品のナプキン以外の８

品目について備蓄の必要性を認識できなかった

のでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 生理用ナプキンを主に意識してましたので、

それが少し気が抜けたというか、意識が足りな

かったのかなと思っています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 同じく全国的にその調査が行われているんで

すが、女性・妊産婦・乳幼児の備蓄品がいずれ

もなかったのが宜野湾市ですね。同年12月には

県が策定した備蓄方針や他市町村の事例を参考

に、令和５年３月に市の備蓄計画を立てて体制

を整えています。現在は生理用ナプキンやミル

クなど備蓄していて、令和６年度は備蓄品を拡

充できるよう準備を進めているということです。

本村でも備蓄計画を立て体制を整えていただき

たいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 今回の報道を受けて、そういった女性だった

り子供たちに配慮した物品・備品などないとい

うことが明らかになったので、ほかの備蓄品と

の兼ね合いも考えながら購入して備蓄していき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 よろしくお願いいたします。 

 また乳幼児用品について、①の粉ミルクや液

体ミルク。②授乳用ケープ、バスタオル。⑤離

乳食の備蓄なしとのことですが、赤ちゃんにと

ってミルクや離乳食は栄養を補う大切な食事で

す。しっかり準備していただきたいと思います。

授乳用ケープはかぶるものなんですけれども授

乳用ケープというのは。それを上からかぶるこ

とで赤ちゃんも慣れない場所で安心して母乳を

飲んでくれると思います。また、性被害防止の

観点からも大切なアイテムなので、早急にそれ

も備蓄していただきたいと思います。紙おむつ

Ｌサイズのほかにも、体重に応じたサイズでＳ

サイズ、Ｍサイズ、ビッグサイズもありますの

で、それもしっかり準備していただきたいと思

います。 

 元旦の能登半島地震、2016年熊本地震、2011
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年東日本大震災、1990年阪神淡路大震災、最近

では千葉県、埼玉県、栃木県などでの地震、３

月５日には伊江島で竜巻がありました。昨年は

大きな台風もありました。1960年にはチリ地震

があり、沖縄県でも津波の被害がありました。

２月に議会として、岩手県宮古市に行政視察に

行ってきました。津波が起これば「逃げる」

「自分の身は自分で守る」教訓ということでし

た。自然災害は伝承しなければ時とともに忘れ

られてしまう。自然災害はいつ起こるか分かり

ません。災害の知識を学ぶこと、訓練を繰り返

し行うことが大切だと思います。 

 今自治会の自主防災組織の立ち上げを進めて

いるところだと思いますが、村役場においては

防災訓練、避難訓練の実施はどのような状況に

なっていますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 避難訓練、防災訓練はまだ実施したことはご

ざいませんが、昨今のこういった状況ですので

自主防災組織と何かしら協力し、社協と一緒に

連携しながら防災訓練を開催できればと思って

います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 いつ災害が起こるか分かりませんので、窓口

に住民の方が来たり、役場職員の身の安全を守

るためにも、ぜひ防災訓練、避難訓練を実施し

ていただきたいというふうに思います。 

 地震や豪雨など各地で自然災害が相次ぐ中、

防災会議で女性委員の割合が30％を超えたのは

８都県にとどまったことが内閣府の調査で分か

りました。国は第５次男女共同参画計画で、

2025年までに女性委員の割合30％の目標を掲げ

ていますが、警察や消防組織などの長などが充

て職として委員になることが多く男性に偏りが

ち。しかし一方で大幅に改善した自治体もある

とのことです。兵庫県立大学院の准教授は、か

つての災害対策はハード面での整備と人命救助

を中心で力仕事が主だったと、会議が男性主体

になりがちと分析しています。だが早期の復興

には多様な人たちが防災計画をつくる段階から

加わる必要があり、対応は待ったなしと警笛を

鳴らしています。 

 本村は令和５年は、委員は24名中１名が女性

とのことです。村長が防災上必要と認めるもの

を委嘱または任命することができると先日の一

般質問の答弁でした。ぜひ、その部分を強化し

ていただきたいと思います。村長へ、その件に

ついて一言お願いいたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 今回の異動の中で女性の昇格もございました

ので、確実にそこに入ります。そしてこれから

また委員の任命等を村長に依拠するところがご

ざいましたので、条文に従ってまたできるだけ

積極的に女性を登用していきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 では２番目、ヤングケアラーについて再質問

を行っていきたいと思います。 

 県の実施したアンケート結果は本村でも共有

されており、また本村独自のアンケート調査に

つきましては実施しておりませんとのことです。

県のアンケート結果はどの程度共有されている

のでしょうか。例えば県がホームページで公開

している範囲なのか、本村に関わる実態が分か

る内容なのか、お願いいたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 
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○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 県が実施したアンケート調査の共有でござい

ますけれども、まず関係する福祉課、それから

教育総務課のほうともその辺の共有は行ってお

ります。既に公開されております県の概要版と

全体の調査報告書に加えて、各市町村の結果に

ついても求めがあれば県は配布するとされてお

りましたので、その辺につきましても入手して

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 本村の大体の状況というのは今把握されてい

るというようなことでよろしいでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 お答えいたします。 

 まず県のアンケート調査でございますけれど

も、全児童を対象にアンケート調査を実施して

おりますけれども、回収率に関しましては約

40％程度であったということがございます。ま

た県の調査した結果の公表につきましては、特

定の市町村ごとに結果を公表することは差し控

えるようありましたので、我々としても個別の

結果を公表することは差し控えて、あくまで今

回お示しした数字につきましては、県が推計し

た数から算出し得る村内のヤングケアラー、そ

れから特に支援を急ぐ必要のある児童数という

形での推計結果を村長の答弁として示している

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 県の実施したアンケートの自由回答を読むと、

とても切実です。普段地域で生活をしていてヤ

ングケアラーの支援対象となる児童生徒の実態

が見えない。正直言って分からないです。子供

たちの声を一部紹介したいと思います。「いつ

も私が妹にしていることを全て代わってもらい

たい」「自分に自由な時間が欲しい」小学生か

らです。「先生が否定せずに親身に聞いてほし

い」「自分だってやりたくてやっているわけで

はなく、まだ学生である私たちは役所に行くこ

ととか、病院に行くとか車がないので連れて行

くことができない」「そんなときにつながるイ

ベントが欲しい」「頼れる大人が欲しい」高校

生からです。「学校の先生や周りの大人が家庭

の状況を知ることが大事だと思う」「あとは自

分の場合、家族の病院の付き添いで学校を早退

することが多い。しかし先生には家庭のことは

言えないから、通院しているので早退しますと

いうことが多い。本当は自分自身は通院してい

ないけれども、家族の病院付き添いをやらない

といけないから、嘘をつかないといけない。ま

た、嘘をつくことに対しても心が苦しい」高校

生からの意見です。ヤングケアラーの人数につ

いて県の調査結果から推計ということで、小学

校５年生から高校生まで90人、また30人が何ら

かの影響があり支援が急がれる子供たちの数と

見込まれるとの答弁ですが、アンケートの結果

から世話を始めた年齢が未就学児からの頃から

だったとの回答があります。それを踏まえると

もう少し変動があるかと思われますが、いかが

でしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 福祉課長。 

○福祉課長（喜納啓二） 

 今回の調査はあくまで小学５年生からの調査

ということでございますので、実態としてはさ

らに拡大するだろうというふうに認識はしてお

ります。 

 以上です。 
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○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 よく実態を把握していただきたいというふう

に思います。 

 子供たちは「学校のいじめのアンケートのよ

うに、ヤングケアラーのアンケートも定期的に

したほうがいいと思います」小学生です。同じ

意見が高校生からもありました。また、中学生

からは「ヤングケアラーがどれだけいるのか確

認し、学校や市町村で手厚い保護をするべきだ

と思う」「教育は誰にでも受ける権利があると

思うから支援は絶対したほうがいい」中学生の

お子さんです。子供たちの素直な気持ちです。

教育長へ、児童生徒の切実な声を聞いてどう思

われますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 今議員のほうからアンケートの結果というこ

とで子供たちの本当に切実な声を聞いて、また

学校現場で直接子供たちの家庭になかなか今の

学校現場は入っていくというのが非常に難しい

場面もありますが、やはり学校に登校している

中で子供たちのそういういろんなサインをしっ

かりキャッチをして、子供たちにまたヤングケ

アラー以外の面も含めて家庭で困っていること

の支援ができるように、学校の先生方にも常日

頃から持ってくださいというお話はさせていた

だいているところですので、今後ともそういう

ことを重ねていきながら関係機関とも連携をし

ながら、１人でもそういう子供たちの学習する

時間の確保とか精神面のケアとか、その辺もで

きたらいいなと思っています。学校現場と連携

しながら努力してまいりたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 子供たちは自分からなかなか声を上げること

はとても難しいと思います。先ほどもありまし

たように、学校の先生や大人たちが気遣ってほ

しいというようなこともありますので、ぜひ関

係機関、役場のほうとしては児童福祉係とも一

緒に連携されて、児童生徒のために頑張ってい

ただきたいというふうに思います。 

 では３番目の学校教育について再質問してい

きたいと思います。 

 １月時点で137人の教職員未配置がある厳し

い状況の中で、休職者の数と補充支援について

はしっかりと取り組まれているので安心しまし

た。令和６年度の見通しはいかがでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（島袋 淳） 

 お答えいたします。 

 現時点では県中頭教育事務所の人事担当と調

整をしているところでございまして、まだ確定

してないところがあります。大幅に配置がされ

てないかということではなくて、あと２、３名

ずつその配置の内示を今待っているところでご

ざいますので、この調整がずっと年度末、４月

１日、第１週目ぐらいまで続くかなと思われま

す。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 令和６年度も引き続き未配置がないよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 次２番目、１学級当たりの児童生徒の数です

が、昨年に引き続き沖縄県の基準を維持されて

います。教員が不足している状況で相当の努力

をされたと思います。引き続きよろしくお願い

いたします。 

 ３番目の特別支援教育を必要とする児童生徒
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の人数ですが、昨年、令和５年３月現在で、小

中合わせて192名でした。今現在は小学校で78

名、中学校で19名、合わせて97名とのことです。

年度によって多少の増減はあると思いますが、

95名減になった要因は何でしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（島袋 淳） 

 お答えいたします。 

 昨年度からということで６年生の卒業であっ

たりとか、特別支援教育に関する理解が深まっ

てきてしっかりとこの障害に合った子が入級し

ているかどうかという見直しも図られながら、

毎年更新というか継続していくところでござい

ますので、退級があったりとか、転出があった

りとかということで変動があることになります

ので。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 ２時１１分 休憩 

午後 ２時１２分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（島袋 淳） 

 お答えいたします。 

 前回の190何名というのは在籍児童のみでは

なくて、支援が必要な子であったり、通級の子

であったりということが全て含まれて支援を要

する子という答弁で回答させた人数でございま

すので、今回のこの人数と95名の差というのは

通級が必要な子であったりとか、通常の学級に

いるけれども支援が必要な子も含まれた数です

ので、その辺の少し内容の誤差があるのかなと

思っております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 では４番目の医療的ケアが必要な児童が小学

校で２名とのことです。対象児童の通う学校と

学年を伺います。 

○議長（比嘉義彦） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（島袋 淳） 

 お答えいたします。 

 小学校２名ですね。まず北中城小学校、現在

５年生、４月から６年生になる男子児童１名、

それから島袋小学校、現在１年生、次年度４月

からは２年生になる児童、女の子１名の計２名

となっております。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 高学年となると教室は北小だと３階になると

思うんですね。たしか学校にはエレベーターは

ないと思いますが、対象児童の教室への移動は

どのようにされているんでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（島袋 淳） 

 お答えいたします。 

 車椅子での移動になりますと学校にエレベー

ターが備えつけられておりますので、それを活

用しての移動ということになります。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 すみませんエレベーターは設置されているの

か。北小です。 

○議長（比嘉義彦） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（島袋 淳） 
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 お答えいたします。 

 北中城小学校に設置されております。島袋小

学校に関しても設置をされておりますが、人が

乗れるような大きさではないという、一応エレ

ベーターとしては２小学校とも設置されている

ということでございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 エレベーターは通常は使われているんですか。

誰でも乗ろうと思えば普通の私たちが大型施設

で活用できるようなエレベーターの感覚として

使われているということでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 学校教育指導主事。 

○学校教育指導主事（島袋 淳） 

 お答えいたします。 

 給食運搬によるエレベーター使用を主に行っ

ておりますが、俗称で言いますがバリアフリー

法の一部改正に伴って配慮が必要な子供たち、

あるいは地域の方の活用も可能であるというこ

とで、けがをしたり車椅子の移動に関しては、

乗れるエレベーターということで活用させてい

ただいているところでございますので、誰でも

いいということではちょっとないかなというふ

うに思っています。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 なんか最初そのようなイメージに取ってしま

いました。そうですよね。なかなかこの子供た

ちがエレベーターを活用した学校というのは私

もよく分かりませんでした。ただ、そういった

特別な場合には給食用の運搬エレベーターを活

用しケアをしていく。また地域の方たちが学校

参観日や学校行事へ気軽に参加できるというよ

うな活用の方法をされているということでは、

とてもいいことだなというふうに思いました。 

 あと重度知的障害のある島袋在住の仲村伊織

さんが３月１日に県立真和志高校「ゆい教室」

を卒業しました。仲村さんと御両親は、地域と

社会がつながりを持てる生き方を願って高校受

験をチャレンジしてきましたが、３年間合格が

認められませんでした。2021年の玉城知事の所

信表明で、沖縄らしいインクルーシブ教育シス

テムの構築に向けて「ゆい教室」を開設し、障

害のある人もない人も共に学ぶ取組を進めると

表明し、仲村さんは４月から念願の高校生活が

スタートしました。卒業式に答辞を述べた棚原

さんは、「ハンディのある方と関わったことが

なく、どう接したらいいか戸惑うこともあった

が、授業や行事を通して不安がなくなった」

「伊織といると周りが温かい雰囲気になる」

「自分の考えが変わった」とお話をされました。

現在、ゆい教室の生徒は２年生が２人、１年生

が１人、４月からは新１年生が入学予定されて

います。今後、医療的ケアの児童も進級・進学

をしていきます。児童が安心した環境で義務教

育を送れるよう、これからも支援を継続してい

ただきたいと思います。教育長、児童生徒へメ

ッセージをお願いいたします。 

○議長（比嘉義彦） 

 教育長。 

○教育長（德村永盛） 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 今議員のほうからもありました。それからこ

どもまんなかとか子供の人権とか、そういう部

分のところもいろんなところから宣言なり、提

言もされております。そういう形で子供たち一

人一人がその個性がしっかりと輝けるというん

でしょうか、そういう場所を私たち大人はやは

りつくっていくことが大事なのかなと思ってい

ます。学校現場においてもその子供たちの輝け

る場づくり、その環境整備に向けてはまた日々
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努力してまいりたいなというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 平安山和美議員。 

○５番（平安山和美議員） 

 私の一般質問を終わります。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 ２時２０分 休憩 

午後 ２時３０分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 通告に従いまして一般質問を行います。 

 １．二酸化炭素排出抑制について。 

 「蛍光灯27年末で製造禁止」これは水銀の使

用と輸出入を国際的に規制する水俣条約の会議

が昨年11月スイスのジュネーブで開かれ、2027

年末の蛍光管製造禁止が合意されました。日本

政府は当初カーボンニュートラル行動計画で、

2030年までに政府施設のＬＥＤ化の予定でした

が、３年前倒しで取り組むことになります。そ

れにより全国の市町村もあと数年で完了しなけ

ればなりません。そこで次のことを伺います。 

 １．現在、村内公共施設及び所有物の何％が

ＬＥＤ化されているのか。また未整備施設、所

有物への今後の対応は。 

 ２．いずれ事業者や村民も対応を迫られるこ

とになります。情報発信及び補助金等の活用で

支援を行い、北中城村全体で取り組まなければ

ならないと考えますが、見解を伺います。 

 ３．過去に一般質問で提案しました二酸化炭

素の排出抑制、地球と人にやさしい輻射式冷暖

房システムを村内公共施設への導入に取り組ん

でいただきたい。見解を伺います。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 では名幸議員の御質問にお答えいたします。 

 まず二酸化炭素排出抑制についてでございま

す。 

 １番目の質問といたしまして、公共施設等に

おいて何％がＬＥＤ化されているか、またその

他所有物への今後の対応について伺っておりま

すので回答いたします。 

 役場庁舎から各字公民館を含めた37の公共施

設でＬＥＤ化されている施設が14、規模の違い

はありますが率にして37.8％です。また未整備

施設については、2027年の蛍光管製造中止に間

に合うよう取替えを実施しないといけないと考

えております。 

 ２番目の北中城村で取り組まなければならな

いということに対して村の見解ということでご

ざいます。 

 令和６年度に地球温暖化対策実行計画を策定

し、それに基づき温室効果ガス排出量の実態及

び成果等を公表し、照明器具のＬＥＤ化の取替

え等を村民、事業者へ村広報ホームページで定

期的に掲載するとともに、チラシでの周知を図

っていきたいと考えます。 

 ３番目に、二酸化炭素の排出抑制、地球と人

にやさしい輻射式冷暖房システムを村内公共施

設への導入についてでございます。 

 平成27年12月の定例議会での一般質問「サブ

アリーナ建設について」で、輻射式冷暖房装置

について御提案をいただいた際、比較検討する

に値する旨の答弁をしております。その後、村

民体育館及び役場第一庁舎の整備では、民間活

用により実施したことにより、輻射式冷暖房装

置の導入には至っておりませんが、今後、公共

施設の整備に当たっては、費用対効果等も含め

て検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（比嘉義彦） 
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 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 では再質問をいたします。 

 まず１番目にＬＥＤ化の進捗状況。 

 整備を完了した主な施設はどういったところ

でしょうか。それから未整備施設はどういった

ところでしょうか。答弁にあります各字公民館

も含めたということなんですけれども、公民館

には指定管理先の公民館とそうではない公民館

があるんですが、全字全体が対象となるんでし

ょうか。お尋ねします。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 まず整備された施設なんですが。まずこの第

二庁舎、一部第一庁舎が完全にＬＥＤ化されて

います。第二庁舎に関しましては、会議室以外

はＬＥＤに交換されていると思います。それと

喜舎場保育所がＬＥＤ化されていて、教育委員

会が持っている施設の全てがＬＥＤ化されてご

ざいます。ほかに公園、墓地、比較的新しい施

設に関しましては、ほぼＬＥＤ化されており、

各字自治会でＬＥＤ化されているのが、美崎集

会所、安谷屋公民館、熱田公民館がＬＥＤ化さ

れているという報告を受けてございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 ２時３７分 休憩 

午後 ２時３８分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 お答えします。 

 公民館に関しましては、３か所以外が未整備

の公民館となり、役場のほうで持っている施設

で、例えば、あやかりの杜、しおさい公苑、若

松公園、子育て支援センター、児童館、これは

両児童館ですね。北中城地域ゆいまーる創造館、

デイサービスしおさい、資源化ヤード、アンテ

ナショップしおさいなどが未整備の施設となっ

てございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 ２時３９分 休憩 

午後 ２時３９分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 公民館のうち公共施設として取り扱う施設が

９施設ございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 確認します。 

 その公共施設として村が扱っていない公民館

もあるんですか。つまり対象外になるんですか、

その公民館は。もしそうであればどこどこの字

が対象外になるのか。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 ２時４０分 休憩 

午後 ２時４０分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 村が指定管理していない公民館に関しまして

は、村が替える対象ではないと認識してござい

ます。 

 以上です。 
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○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 これは整備すべきだと私は思うんですが、こ

のことは対象としない字の公民館、自治会長と

かその地域の人には伝えられているんでしょう

か。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 これは伝えてございません。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 このＬＥＤ化というのは、何も公共施設だけ

ではなくて、国内の企業、そして国民が対象と

なっていくはずなんです。そうなるとこういう

指定管理ではないところは村がやらないという

ことは、私はやっぱり行政としてはいかがなも

のかなと思うんですけれども、検討の余地はな

いですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 今公共施設の管理計画というものがございま

して、その中に対象としない施設も管理計画の

中に記載されています。それを見ながら何かし

らそういった管理計画の中でうたわれているよ

うであれば、それは検討する余地があるのかな

と思います 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 情報ではこの後自治会長会もあると聞いてい

るので、多分モニターを御覧になっていると思

うのでぜひ議論していただきたい。これはちょ

っと予定になかったので次の質問。 

 私は冒頭に今後期限内に全国の市町村も対応

を迫られると申し上げましたけれども、これに

対して国からの連絡、通達等はあるんでしょう

か。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 マスコミを通して国からも報道などで本来で

あれば2030年に蛍光管の製造廃止で、蛍光灯の

器具に関してもすでに廃止になってございます。

そういった情報が流れているので、当然私たち

としてもそれに向けた計画づくりも今年度やる

予定でございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 ということは、あくまでも報道で知ってその

対応を考えていると。国から特段対応を急ぐよ

うにという通達、連絡はないということでよろ

しいですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 ２時４４分 休憩 

午後 ２時４５分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 事務連絡という形で令和６年２月に経済産業

省製造産業局化学物質管理課というところから、

蛍光ランプの製造、輸出入廃止に向けた周知に

ついて、これ依頼なんですけれどもこういった

通知文が来てございます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 
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 今回この質問した理由を申し上げます。この

蛍光灯の製造禁止というのは、タイプによって

段階的に製造禁止されていくんですね。このタ

イプは何年に、このタイプは何年に。お互いが

よく知っている細長い直管型という蛍光灯が最

終的に2030年に日本政府としては製造禁止と言

う理解の下で計画を進んでいったんですけれど

も、昨年の国際会議で、日本は予定どおり2030

年を主張したんですけれども、しかし早いとこ

ろで2025年に製造禁止を主張する国もあって、

それで間を取って2027年の製造禁止に決定した

といういきさつがあるそうです。この間で日本

はこの国際条約では、蛍光管が製造禁止になっ

ても在庫があればこれを販売、そして使用する

ことが認められているんです。日本政府はこの

在庫を多く確保して、そしてそれを対応した後

にＬＥＤ化を進めても大丈夫だという認識の下

で進んで行ったんですが、しかし国際条約では

３年前倒しになったために、これは在庫が確保

されるのかという実は心配の声が上がっていま

す。ほかにもその理由があって、まず蛍光灯の

製造会社が計画を立てていた段階では、５社か

ら６社あったのが今２社しかないと。多くが撤

退をしているということです。それからこの水

俣条約に加盟した国が147か国あるということ

で、蛍光灯の在庫の確保、そしてＬＥＤの奪い

合いが生まれると。それによって品薄と価格高

騰が起きる予測がされています。 

 それからＬＥＤには半導体が使用されていま

すので、日本はその多くを輸入に頼っていると

いうことと、あとＬＥＤの発光ダイオードとい

うのは原料となるのがガリウムという成分らし

いんですけれども、これがもう90％は中国が保

有していて２位がロシアということで、日本が

今外交的に一番よくない２か国がこれを抑えて

いるということです。実は厳しい状況と一部の

専門家には言われています。それでおまけに日

本では来月から働き方改革で建設業、運送業、

流通業は残業させるな。そして土日は休日にし

ろという取組が始まるということで、工事の延

長が予想されて、それから施設を利用しながら

の工事、去年中学校がＬＥＤ化したときは土日

とか休みを利用して工事に当たったということ

なんですが、これがちょっと厳しくなるんじゃ

ないかなと。そのために施設を制限しながら工

事をやる可能性が出てくる。それからその分の

安全対策とか経費がかさむ等々があって、実は

日本政府というか、この環境省は実は焦ってい

るという情報が専門家ではあって、ですから早

めにこれは取り組んだほうがいいということで

質問をしました。 

 それで結局先ほどから言っていますけれども、

この取組というのは公共施設だけではなくて、

日本中の企業とかあと国民に対応が求められて

くるので、もう蛍光灯が切れるんですから製造

禁止なので。そうやって品薄になったときに、

この働く世代とか経済的に安定しているフット

ワークがきく世帯はまだしも、高齢世帯とか、

障害をお持ちの方の世帯、それから困窮世帯と

いう方々は、私が知る限り失礼ながら住環境も

決して恵まれているとは言い難い住環境の中で

お暮らしの方々も多いだろうと思いますので、

まかり間違ってもそういう弱者と言われる方々

が短期間でも明かりが灯らない生活があっては

ならないという思いで質問をしています。です

からそのためには、やはり公共である市町村の

役割が重大になってくるだろうと思っています。 

 このことを踏まえて２番の質問に行きます。 

 答弁で令和６年度、対策実行計画を行うとあ

りますけれども、これは２回目の計画ですよね。

今後の５年間の取組ですか。前期の取組、2017

年から2021年までの取組を伺います。計画では

対象施設、対象組織における2015年度での村の

二酸化炭素排出量というのが、5,092.874キロ

グラムＣＯ₂、これを年１％ずつ削減して2021

年度までには６％削減する計画となっています。
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予定どおり削減できましたか。どのぐらい削減

できたかお尋ねします。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 お答えいたします。 

 計画では、この温室効果ガス排出量の削減目

標6％削減となっておりますけれども、実際対

策委員会等も設置されていなくて、かんたん算

定シートに基づき、排出量の状況等も行ってお

りません。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 もう行っていませんと答え出されてしまって

何聞こうかなと思っていますけれども、計画で

は今課長がおっしゃったように委員会を設定さ

れて、これは村長を筆頭にした全庁体制での取

組になっているんですよ。エコ点検報告書です

か、それが月１各課長が村長へ、それから所属

活動報告書が半年に１回事務局へ、実績進捗状

況は、職員、事業者、村民へ公表することと。

これ法律なんです。ということはこれも実施は

されていなかったという理解でよろしいですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 お答えいたします。 

 今名幸議員のおっしゃるとおり、そういった

のも行っておりません。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 これ原因はどこにあるんですか。何なんでし

ょう原因は。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 本来であれば平成29年３月に地球温暖化実行

計画が策定されておりますけれども、やはりこ

の温暖化対策委員会ですか、そういうのも本当

は設置しながら各課長から報告も受けながらや

るのが本来ですが、この担当事務局の業務多忙

により、置かれてないのが現状でありますので、

今後検討していきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 事務局というのは住民生活課になるんでしょ

うか。 

○議長（比嘉義彦） 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 この事務局も本来どこが見るべきか、今後ま

た役場全庁で検討する必要があると思います。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 村長にお尋ねします。 

 私はある程度それはできていて、それで何と

いうかこの不十分さを別に声高に指摘するつも

りはなかったんですよ。ただ、あまりにもちょ

っとできなさ過ぎで、この組織表には村長を先

頭として、先ほども言いましたけれども全庁体

制で取り組むことになっているんです。実際今

後の５年間もまた策定業務をやるという予算化

もされているんですけれども、それが前期では

うまくなされていないということに対して、ト

ップである村長はどうお感じなりますか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 御指摘、大変ありがとうございます。 

 これについては本当に環境問題、ＣＯＰ21か
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らパリ協定から非常に厳しいそれが出ておりま

すので、私も正直言いましてこの委員会につい

てはちょっと存じませんでした。ただこれにつ

いては法律的な制約もございますので、早めに

対応することが求められておりますので、この

対策委員会を再度確認してみんなでまた委員会

を設置していきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 それで委員会の組織もちょっとうまく機能し

てないということなので私は思うんですけれど

も、組織ではこの委員会は村長がトップなので、

この事務局、実際今どこが事務局なのか分かり

ませんけれども、やっぱり村長部局である総務

課とか、あとはこの温暖化対策にはもう予算も

かかってくる話なので、やっぱりその辺で事務

局を担ってやるべきではないのかなと。もし仮

に住民生活課が今後もやると言ったら、申し訳

ないですけれどもそういう全課を網羅してそれ

をやれるポジションなのかなと私思うんですね。

それはやっぱり村長の側近の課でもって、それ

を過去５年間も踏まえて対応したほうが実効性

があるのではないかと感じますけど、いかがで

すか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 全庁体制の委員会というのは持ち得ています

ので可能だと思うんですけれども、今の成果か

らして全庁体制をしっかり組まなくちゃいけな

い。議員御指摘のところもありますけれども、

これについては今までやってきた、そしてこれ

からやっていこうとするときに、現行の制度で

は難しいということであれば、これはもうしん

しゃくして、また別の所掌業務として別の課に

変えることも可能ですので、そこをまず検討さ

せていただきたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 はい検討してください。 

 この６年度に新しい今後の５年間の策定業務

を取り組むんですが、予算委員会で答弁もあり

ました。計画の内容を主に役場庁舎や公共施設

における省エネ対策、削減を目的として行う事

業であるという答弁がありましたけれども、こ

れは過去の５年間とあまり変わりないのかなと。

私が言いたいのは、そこにやっぱり企業やある

いは村民を関わらせてそれを支援していく。そ

ういうことも必要ではないのかなと。前期の５

年間はうまくいってないので、次の５年間はま

た振り返って１からではないんですけれども取

り組んでいる部分にプラスしてまたやっていく

ということで。５年間というとこの国が温暖化

対策の中間目標であった2030年がやってくる。

そのときに恐らく今後、国が企業や国民に対し

て、そういう温暖化対策の強化を私はしてくる

と思うんです。そのときに何の準備運動もでき

ていなかった村民が「なんでよ」という状況に

ならないのかなと思っているんですけど、その

辺、今度６年度の実行計画に向けては、やはり

皆さんの公共施設を対象とした計画にしかなら

ないんでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 休憩します。 

午後 ２時５８分 休憩 

午後 ３時０１分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（楚南兼二） 

 名幸議員の質問にお答えします。 

 この地球温暖化対策の推進に関する法律第21

条で都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、

温室効果ガス排出量の削減並びに吸収作用の保
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全及び強化のための措置に関する計画、地方公

共団体実行計画を策定するものとありますけれ

ども、今対象範囲としては６年度もあらゆる公

共施設を今予定しております。まだこういった

事業所とか民間とかは、今の段階では考えてお

りません。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 分かりました。 

 なぜこのことを言うかというと、今少し課長

も触れられていましたけれども、この上位法で

ある温暖化に関する法律ということで、やっぱ

り国の責務、市町村の責務、そして事業者の責

務、国民の責務ってあるんですね。そこに市町

村は、そういう温暖化の対策を施策に措置を講

じていかなければならないと。その時にさっき

も言いましたけれども、情報の提供とかそうい

う措置を講じることとなっているんです。事業

者、国民はそれに協力することということにな

っているものですから、そういうようなことを

しなくて、皆さんの公共施設がそういう庁舎と

かを整備した後、村外企業とか村民は温暖化も

どんどん進んでいくけれども、この情報とかそ

れを聞いていても取組方が分からないとか、あ

るいは資金が必要であるとか、そういうことに

なると思うんですね。そういうことも含めて補

助金とかも含めて、村内企業や村民に情報提供

をしていかないと、それが関わることではない

のかなと思って質問しているんですけれども、

それはいかがですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 この計画の主たるものとして市町村の事務及

び事業に関してですから、ある意味では公共事

業かなとも思います。ただ公共事業の範疇の外

にある民間企業の事業等について、果たしてそ

こに助成金とかそういったのが可能なのかとい

うことは、これから研究して調べて、それが措

置できればできるだけ措置するようにいたしま

すけれども、現行のところ今こちらのほうで補

助金、交付要綱等も整備されておりませんので、

中身をさらに検討して話合いの中で出てくると

思います。 

 さらに今もう一つは周知徹底というのがある

と思いますので、そこのところは早めに取り組

んでいきたいと思います。そこにまた実行計画

のほうにもしっかりと盛り込んでいきたいと思

います。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 根掘り葉掘り突っ込む気はないんですが、こ

れもこの上位法では、市町村の温暖化対策の中

に実は委託先、そして指定管理者、そして委託

先も実は含まれるという環境省は発表している

んですよ。これは環境省のホームページを見て

いただければ分かると思う。よくある質問とい

う中でこれは地方自治体での質問です。「事務

事業というのはどこまで含まれるんですか」と

いう問いかけに対して、指定管理そして委託先、

それも含まれると環境省は明言しているので、

その辺もよく熟慮してまた計画を進めてほしい

と思います。これはもうよろしいです。 

 次に３番目の輻射式冷暖房システムをお尋ね

します。 

 私ですね、もう前の質問でもう大分前なので

サブアリーナという表現をしたんですが、この

時は村民体育館なのか何なのかちょっと名称も

はっきりしなかったのでそういう表現をして質

問をしました。答弁にもありますように、その

時の村長や課長は、物のよさというのは認めて

いらして検討に値するということ。ただし答弁

にもあります、役場庁舎や体育館は民間活用に
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なったことで導入されなかったということなん

ですけれども、その際には村からの提案として

そういう民間事業者にはこういう輻射式とかは

提案はされたのでしょうか。 

○議長（比嘉義彦） 

 総務課長。 

○総務課長（喜納克彦） 

 第一庁舎の建て替えの際には、特段この輻射

式の冷暖房装置を設置してということは業者の

ほうには伝えてございません。ただ空調設備を

管理するようにということで設計は委託してご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 この輻射式冷暖房システム、今答弁にもある

んですけれども、費用対効果を見極めて含んで

検討したいということなんですけれども、当時

の村長、課長は答弁でイニシャルコストは３割

から４割は高くなると、ただその後のランニン

グコストは従来型よりも60％とか70％ぐらいで

抑えて、つまり３割から４割は費用対効果を認

めるということをおっしゃっているんですが、

村長、直接話するのは初めてなんですけれども、

このシステムについてはどのような印象をお持

ちですか。 

○議長（比嘉義彦） 

 村長。 

○村長（比嘉孝則） 

 システムとしては恥ずかしながらそんなに多

くは存じませんけれども、ただ、今おっしゃっ

たようにイニシャルコストが若干高めで、ラン

ニングコストで30％近い低減ができるというの

であれば、もう当然我々の選択肢は決まるのか

なと思います。我々が一番気にするのはランニ

ングコストです。ただ、これのシステムで私も

現物をまだ見たこともございませんし、これか

ら議員がおっしゃったようなことであれば、ぜ

ひ現物をしっかり見てみたいと思います。効果

等もまた検証してみたいと思います。 

○議長（比嘉義彦） 

 名幸利積議員。 

○１２番（名幸利積議員） 

 中城村の図書館や庁舎に配備をされておりま

すので御覧になってください。 

 当時は何て言うんですか、そういうランニン

グコストとかその辺のものが重要視されただろ

うと思います。ただ先ほどから言っているよう

に、そういう温暖化に対する取組がどんどん国

からそういう強化というか、そういうことが各

市町村にも来るだろうと思う。そうしたらその

ランニングコスト、費用対効果も大事なんです

が、そういう環境とか、あるいは飛沫防止、初

めて聞かれる方もいるんですが、今の従来型の

風でもって冷やすということではなくて、壁に

備えつけたパネルでもって冷やすということで、

飛沫防止にもなるし音もしないということで、

床から天井まで平均的な温度を保つということ

が利点ですので、ぜひとも今後の活用の検討を

していただきたいと思いますけれども。 

 この温暖化、先ほどから言うように、そうい

う国民に対しての強化をしてくるんじゃないか

と。その１例を申し上げますと、個人が住宅を

建てる場合に、今は省エネ対策が努力義務とな

っているものが、その努力義務が義務化になる

と部分的には決まっています。部分的ですけれ

ども。建築をする際には温暖化等級は断熱等級

というのがあって、今最高レベルが４なんです

けれども、来年からこの最高レベルが最低レベ

ルになるんです。３以下はもう建築は認められ

ないということがあって、2030年にはこの等級

が今度は５から６に上げる予定です。ですから

もう温暖化対策を国民はやりなさいと。どんど

んやっていきなさいという強化をされることが

予測されますので、市町村がそういう村内企業、
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そして住民に情報提供をしていろんな補助金と

かを活用して、その対策が取られるように、そ

のことを強く要望して私の一般質問を終わりま

す。 

○議長（比嘉義彦） 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 これをもって一般質問は全て終了しました。 

 議員の皆さん、そして執行部の皆さん並びに

傍聴の皆さん、大変お疲れ様でした。 

 本日はこれで散会します。 

 

午後 ３時１３分 散会 
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○議長（比嘉義彦） 

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

  開 議（午前１０時００分） 

 

日程第１．議案第８号 北中城村課設置条例

の一部を改正する条例について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第１．議案第８号 北中城村課設置条例

の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 総務厚生常任委員長。 

○総務厚生常任委員長（比嘉義弘議員） 

 おはようございます。報告させていただきま

す。 

 議案第８号 北中城村課設置条例の一部を改

正する条例について。 

 令和６年３月８日、本委員会に付託されまし

た議案第８号 北中城村課設置条例の一部を改

正する条例について、本委員会における審査の

経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては３月12日、18日、25日に

開催し、全委員出席の下、審査を行いました。

執行当局からは担当課長及び担当係長が出席し

ました。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 こども未来課設置に至った経緯はとの質疑に

対し、令和３、４年度に実施した行政診断調査

支援業務によって、他の多くの自治体で、こど

も課やこども家庭課といった子供を中心に扱う

部署が設置されているが、本村では、福祉課児

童福祉係や教育委員会教育総務課と分散され、

子供に関する施策を展開していく中、縦割り行

政となっていた。令和５年度から保育所入所手

続、幼稚園入園手続が１か所で行えるように福

祉課にこども園係を設置し、令和６年度から児

童福祉係を子育て支援係とし、こども園係とと

もにこども未来課として子供を中心に施策を展

開し、子育て世代のサービス向上に努めるため

新たに課を設置するとの答弁。提案に当たって

説明会等を開く必要はなかったかとの質疑に対

し、令和３、４年度に実施した行政診断支援業

務委託料の予算・決算委員会の説明の中で子ど

も係を設置後、子ども課が設置されることを説

明し、周知が図られているものとして考えてい

るとの答弁。12月定例議会で提案はできなかっ

たのか、議決を得る前に人事も発令し、課の設

置準備を進めているが議案が通らなければどう

対応するかとの質疑に対し、議案が可決されな

ければ人事もなしになる。本来、12月定例議会

で提案し可決後に次年度の設置に向けて準備に

取り組むべきであったが、引っ越しや人員配置

等４月１日からスタートできる確信が12月の段

階では得られなかったためとの答弁。 

 新たな業務内容の詳細はとの質疑に対し、課

設置に当たって新たな業務ができるのではなく

て、これまで福祉課と教育総務課で持っていた

子育て支援業務とこども園に関する業務を一つ

の課でまとめ、これまでそれぞれの係で行って

いた所掌事務を引き継ぎながら子育て世代のニ

ーズに対応できるような業務を模索展開してい

くとの答弁。 

 人員配置についてはどうなっているかとの質

疑に対し、本庁舎内に課長１名、係長２名、係

員５名、会計年度任用職員９名の17名。外部に

喜舎場保育所の所長、保育士、調理師及び栄養

士の正規職員15名、会計年度任用職員24名。児

童館及び子育て支援センターが会計年度任用職

員９名。外部を含む課全体で合計65名が配置さ

れる予定との答弁。新たな雇用はあるのか、ま

た他の課の増減はあるかとの質疑に対し、令和

５年度に子ども園係を創設した際、教育総務課

の会計年度任用職員を１名減し、児童福祉係に

充てている。そして令和６年度は会計年度任用
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職員を補助事業を活用して新規で２名配置する

との答弁。 

 新規採用の会計年度任用職員は資格を有する

かとの質疑に対し、それぞれの職種によって資

格が変わるが、これまで福祉課で社会福祉士、

保健師資格であったが、相談業務に充てるため、

今回追加で教員免許を含めているとの答弁。 

 行政診断報告書の中で人員配置の適正化の部

分で、本村の人件費は類似団体の中で高いとあ

るが、新課設置との整合性は図ったかとの質疑

に対し、機構改革の中で今回は子供に特化した

課の新設のみであるが、次年度以降は事務事業

の見直しや効率化を図りながら、賃金の問題も

含めて継続して審査していくことを答申したと

の答弁。 

 子どもに特化した課であるが、本村の子ども

の人口推移はどうなっているかとの質疑に対し、

令和２年の第２期北中城村子ども・子育て支援

事業計画書からゼロ歳から５歳児は平成27年か

ら減少したが、平成29年からは再び増加し、そ

の後、横ばい傾向になると予測されている。ま

た、６歳から11歳児は増加傾向で推移している

との答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は全会一致で附帯意見を付し

て原案を可決すべきものと決定いたしました。 

 附帯意見、今回の条例改正案については、議

会の議決を得る前に可決を見越して、新課設置

に関わる人事発令や部署移動を行っている。本

来であれば12月定例会において提案し、議会の

議決を得た後に新課設置に向けた準備を行うべ

きである。 

 今回のような議会軽視とも取れるようなこと

がないよう、今後はしっかりと計画的に行政運

営を進めていくことを求める。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第８号 北中城村課設置条例の

一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案に対する委員長の報告は

附帯意見を付して原案のとおり可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第８号 北中城村

課設置条例の一部を改正する条例については委

員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第２．議案第９号 北中城村特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第２．議案第９号 北中城村特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 総務厚生常任委員長。 

○総務厚生常任委員長（比嘉義弘議員） 

 議案第９号 北中城村特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部
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を改正する条例について。 

 令和６年３月８日、本委員会に付託されまし

た議案第９号 北中城村特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について、本委員会における審

査の経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては３月12日、18日、25日に

開催し、全委員出席の下、審査を行いました。

執行当局からは担当課長及び担当係長が出席し

ました。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 報酬に関する審査会や委員会を経て決定した

かとの質疑に対し、報酬に関しては、各自治体

で条例により定めることとなっていて、議会の

議決をもって決定するものであるため、今回、

審査会や委員会は設置していないとの答弁。 

 会長職、委員長職が外されている理由はとの

質疑に対し、各自治体によって、長と委員等に

差を設けている場合もあるが、本村は委員の職

種等で報酬を決めるため差を設けないようにし

たとの答弁。これまでの会長、委員長職の方々

から意見等を聴取したかとの質疑に対し、総務

課が全て総括して提案しているが、前段階で各

組織を所管する課から差を設ける必要はないと

確認を取っていて、意見は上がっていないとの

答弁。会長職の職務の重さが金額の差になって

いたと思われるがどう考えるかとの質疑に対し、

そういった一面もあったが、例えば差額500円

をもってその職務を引き受けるのかというのも

疑問であり、委員の中で互選させて信頼される

方に長になってもらうことを想定しているとの

答弁。報酬の差を設けないと考えたのはいつ頃

からかとの質疑に対し、昨年度から各課におい

て他市町村との比較をさせた結果、会長、委員

長職がない市町村があり、金額の改定と会長、

委員長職の設置に関して検討を行ってきた。そ

して最初に提案したのが、昨年の固定資産評価

審査委員会委員の報酬で裁判を抱えていること

もあり先に提案したとの答弁。 

 成年後見制度利用促進協議会委員（医師・弁

護士）及び委員の業務内容はとの質疑に対し、

本村の成年後見制度利用促進協議会は、関係機

関ネットワーク機能をはじめ、後見制度利用前

から開始後の個別支援に係る助言、成年後見制

度利用促進の施策や村計画の策定に関する業務

を担っている。委員は各専門職団体からの代表

や学識・知識経験者により構成されている。と

りわけ、医師は対象者の判断能力に関する専門

的所見や、弁護士は後見制度における財産管

理・処分等に関する高度な知識が求められる内

容となっているとの答弁。新規の委員であるが、

これまではどう扱っていたかとの質疑に対し、

委員は以前からあり、条例のその他諸委員会の

委員の扱いで4,000円を超えない額を支給して

いたとの答弁。 

 部活動指導員の業務内容はとの質疑に対し、

教員に代わり学校部活動を指導するものであり、

業務内容としては部活指導、大会等引率、学校

長への報告等、教員が行ってきた部活動に関す

る業務となるとの答弁。大会登録のような事務

も教員の負担軽減になると思うが、時給に含ま

れるかとの質疑に対し、細かい業務については

担当課で決めると思うが、負担軽減になるので

あれば手当しないといけないので課で詰めてい

くと考えられるとの答弁。時給1,600円の根拠

はとの質疑に対し、国が示した令和５年度地域

スポーツクラブ活動体制整備事業の中で積算さ

れているものが根拠となっているとの答弁。 

 削除されている委員が複数あるが、その他委

員に含まれているかとの質疑に対し、村税等徴

収嘱託員については、コンビニ収納が開始され

るのと同時に委託を辞めたことに伴い削除する

もので、他の委員の削除については、その他委

員に含んで取り扱うとの答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決
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の結果、本委員会は全会一致で原案を可決すべ

きものと決定いたしました。 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第９号 北中城村特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案に対する委員長の報告は

原案のとおり可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第９号 北中城村

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例について

は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第３．議案第１５号 北中城村老人デイ

サービスセンターの設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第３．議案第15号 北中城村老人デイサ

ービスセンターの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 総務厚生常任委員長。 

○総務厚生常任委員長（比嘉義弘議員） 

 報告いたします。 

 議案第15号 北中城村老人デイサービスセン

ターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例について。 

 令和６年３月８日、本委員会に付託されまし

た議案第15号 北中城村老人デイサービスセン

ターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例について、本委員会における審査の経

過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては３月12日、18日、25日に

開催し、全委員出席の下、審査を行いました。

執行当局からは担当課長及び担当係長が出席し

ました。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 第３条（指定管理者による管理）でその他の

団体を削除し、法人のみにした理由はとの質疑

に対し、指定事業の生きがい活動支援通所事業

は、虚弱や閉じこもり傾向にある高齢者を対象

とする事業であり、より適切な支援と安全対

策・危機管理が求められる事業である。村とし

ては、指定管理者の要件を法人に限定すること

で、適切な運営の確保につながるものと考えて

いるとの答弁。その他団体による指定管理でこ

れまで不都合があったのかとの質疑に対し、今

までの指定管理者が社会福祉協議会でその他の

団体ではなく法人である。その他団体というの

が任意団体のことを指すので、責任を持って運

営できる法人のみにしたとの答弁。公募におい

て法人の応募がなかった場合どう対応するかと

の質疑に対し、高齢者施設で看護師配置が必要

なため法人を公募するが、もしなければ行政の

直営になると考えるとの答弁。 

 生きがい活動支援事業を長年運営してきた中
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で、新年度に向けて変えようという具体的な理

由はあるかとの質疑に対し、同事業とデイサー

ビスセンターしおさいの運営は平成18年から社

会福祉協議会が指定管理を請け負っている。５

年毎の指定管理期間であったのを令和３年時に

契約を３年に区切った。それは３年前に社会福

祉協議会から、障がい者施設あざみやデイサー

ビスセンターしおさいが外部にあるため管理が

十分に行き届かないといった課題が上がったた

め、３年をかけてどちらかの施設を民間に任せ

てはどうかと話合いをしてきた。老人デイサー

ビスセンターを選んだ理由は、看護師配置が必

要な事業で嘱託員配置でやってきたが、休暇の

際の代替看護師が確保できない、さらに今年度

は嘱託の看護師も離職した。そこで看護師を配

置できる法人に移管してはという意見がずっと

あったため今回の変更に至っているとの答弁。

そのことについて社会福祉協議会も理解の下で

という解釈でよいかとの質疑に対し、社会福祉

協議会も理解しているとの答弁。 

 第６条（事業の実施）で通所による各種サー

ビス提供を人材や施設等活用に変更した理由は

との質疑に対し、高齢者の介護予防や福祉向上

を目的に当該施設を有効に活用するため、当初

の生きがい活動支援通所事業だけに限定せず、

指定管理者による自主事業として様々な事業に

対応できるようにしたとの答弁。 

 人材とは看護師のことで、施設等活用とはこ

のデイサービスセンター施設のみではなく法人

の所有する施設も含むかとの質疑に対し、人材

は看護師や指導員、法人所属の派遣される職員。

施設はデイサービスセンターのみを活用予定と

の答弁。これまでの送迎サービスも変更がある

のかとの質疑に対し、送迎付きのデイサービス

事業は継続して行い、車両は村の所有なので建

物とともに貸し出す予定との答弁。 

 第７条（職員配置）で看護師が１名から１名

以上、生きがい活動指導員が２名から３名以上

に変更した理由はとの質疑に対し、現行条例で

は、指定事業である生きがい活動支援通所事業

の利用者数に対して、適切な支援が行き届かな

い職員配置の設定となっているため、しっかり

とした支援が継続されるよう適切な人員の配置

としたとの答弁。生きがい活動指導員について

は行政と法人どちらが探すのかとの質疑に対し、

指定管理者で確保することになっているとの答

弁。１名以上、３名以上とあるが、サービス事

業の人気が上がって受けたい人が増えた場合、

人数の増員も考えられるかとの質疑に対し、利

用定員が現在１日20名であるが、施設の面積基

準ではまだ余力があり25名までは大丈夫と考え、

介護事業の法律で利用定員に対する職員の数が

あり、それを参考に事業と照らし合わせて人員

数を決めていくとの答弁。 

 第10条（利用時間）の変更理由はとの質疑に

対し、現在、生きがい活動支援通所事業のみを

想定した利用時間とされているが、指定管理者

による自主事業によって当該施設の有効活用に

資するために施設の利用時間を午前10時から午

後４時までだったのを午前９時から午後５時ま

でに拡大したとの答弁。利用者からもっと延ば

してほしいと要望があったかとの質疑に対し、

１回の利用時間を延ばしてほしい意見はこれま

でないが、週１回の利用がせめて２回といった

利用日数の要望はあったとの答弁。朝は早くな

り、午後は遅くなるが、送迎時間に支障はない

かとの質疑に対し、送迎時間は慎重に検討して

いくが、開館時間の観点から、家族送迎の方は

９時からマシン等が使えるなど、利用拡充に努

めていくとの答弁。 

 第12条（利用料金）の変更理由はとの質疑に

対し、現行条例は生きがい活動支援通所事業の

みを想定した利用料金の条文が明記されている

が、今後、指定管理者による自主事業の実施に

よる料金徴収を想定しているとの答弁。料金は

指定管理者が決めるのかとの質疑に対し、生き
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がい通所事業に関しては村が利用料金を決めて

いる。それ以外の事業、土日や夜間開放してマ

シンを利用してもらうといった場合は村と協議

して指定管理者と決めていくとの答弁。今まで

の料金と新たな法人に変わった場合の料金はど

うなるかとの質疑に対し、利用料金は200円と

変わらないが、昼食代が現在600円であり、そ

の変更が考えられるがこれから調整していくと

の答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は全会一致で原案を可決すべ

きものと決定いたしました。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第15号 北中城村老人デイサー

ビスセンターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。本案に対する委員長の報告は

原案のとおり可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第15号 北中城村

老人デイサービスセンターの設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例については委員

長の報告のとおり可決されました。 

日程第４．議案第２０号 北中城村老人デイ

サービスセンターの指定管理者の

指定について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第４．議案第20号 北中城村老人デイサ

ービスセンターの指定管理者の指定についてを

議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 総務厚生常任委員長。 

○総務厚生常任委員長（比嘉義弘議員） 

 報告いたします。 

 議案第20号 北中城村老人デイサービスセン

ターの指定管理者の指定について。 

 令和６年３月８日、本委員会に付託されまし

た議案第20号 北中城村老人デイサービスセン

ターの指定管理者の指定について、本委員会に

おける審査の経過と結果について御報告申し上

げます。 

 本委員会においては３月12日、18日、25日に

開催し、全委員出席の下、審査を行いました。

執行当局からは担当課長及び担当係長が出席し

ました。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 指定管理者の公募の条件はとの質疑に対し、

公募要件として、申請者の資格として法人であ

って、県内に本社又は事務所等を有し、類似事

業の運営実績があること。安定かつ健全な経営

能力を持つこと。運営に必要な資格、技能を有

する者を配置し管理・運営ができること。その

他、指名停止を受けている者や民事再生や会社

更生手続している者等の欠格事項を定めたとの

答弁。公募はいつ頃行い、何社応募があったか

との質疑に対し、令和５年12月22日から令和６

年１月23日までの１か月間を公募期間とし、１

社のみの応募だったとの答弁。１社を選定する

うえでしっかり審査しないといけないがどのよ



― 299 ― 

うに行ったかとの質疑に対し、北中城村指定管

理者選定委員会設置要綱があり、構成メンバー

も決まっていて、その中で決定しているとの答

弁。 

 指定管理料の2,270万円の根拠はとの質疑に

対し、公募において過去の事業実績や利用者数

の推移を参考に予定価格を設定している。指定

管理候補者からも同額の予算と事業計画が示さ

れているとの答弁。昨今は賃金上昇の動きがあ

り対応しないといけないと思うがどう考えてい

るかとの質疑に対し、従事する方の給与体系に

基づき、法人の給与体系を参考に昇給等を加味

し令和７年度以降の指定管理料を協議していく

との答弁。 

 基本協定書の第６条（委託料）で年度協定書

に定めるとあるが、金額の変動もあるかとの質

疑に対し、同施設の指定管理料は、これまでに

も利用者数の推移や指定管理者からの事業計画

に基づき、村が予算の範囲内で年度毎に指定管

理料を設定している。次年度以降についても、

同様な方法で指定管理料を設定していく予定と

の答弁。 

 サービス内容に変更はあるかとの質疑に対し、

指定事業である生きがい活動支援通所事業につ

いては、大きな変更は予定していない。今後は

指定管理者と定期的な協議を重ね、利用者数の

推移や更なる事業の改善に向け適宜指定事業の

見直しを検討する。また、指定管理者の自主事

業については、当初の事業計画では具体的に示

されていないが、まずは指定事業をスムーズに

移行した後に、当該施設を活用した自主事業の

実施を検討していくとの答弁。 

 現在の指定管理者との引継ぎはどのように行

うかとの質疑に対し、密に協議していく予定で

ある。またサービスを提供する現場の職員、社

会福祉協議会に所属する４名の嘱託員について

は、全員新しい法人に身分を移すことに同意を

得ている。現場の混乱はなく引継ぎはスムーズ

に行くと考えるとの答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は全会一致で原案を可決すべ

きものと決定いたしました。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第20号 北中城村老人デイサー

ビスセンターの指定管理者の指定についてを採

決します。 

 お諮りします。本案に対する委員長の報告は

原案のとおり可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。議案第20号 北中城村

老人デイサービスセンターの指定管理者の指定

については委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

 

日程第５．議案第２７号 令和６年度北中城

村一般会計予算について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第５．議案第27号 令和６年度北中城村

一般会計予算についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 
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 一般会計予算審査特別委員長。 

○一般会計予算審査特別委員長（喜屋武 功議

員） 

 皆さんおはようございます。 

 令和６年度一般会計予算について報告いたし

ます。 

 議案第27号 令和６年度北中城村一般会計予

算について。 

 令和６年３月８日、本委員会に付託されまし

た議案第27号 令和６年度北中城村一般会計予

算について、本委員会における審査の経過と結

果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては、３月11日、13日、14日、

15日、18日、19日、26日に開催し、全委員出席

の下、審査を行いました。執行当局から担当課

長及び担当係長及び担当職員が出席しました。 

 質疑の主なものとそれに対する答弁について

御報告いたします。 

 債務負担行為、新一般廃棄物処理施設整備事

業の内容はとの質疑に対し、令和６年度に整備

事業に係る業者を決定し、令和７年度から令和

10年度までの４年間で設計、建設工事を実施す

るための債務負担行為になる。限度額は８億

2,651万2,000円との答弁。これまでの流れを見

ると当初の計画内容や運営方法も変わっており、

建設費のほうもかなり膨れ上がっている。債務

負担額も大きい中で、本来なら議会への説明を

早い段階ですべきだがとの質疑に対し、今後は

しっかりとした資料を揃えて議会には説明して

いくとの答弁。 

 債務負担行為、新一般廃棄物処理施設運営事

業の内容はとの質疑に対し、令和10年度までの

整備事業及び令和11年度から令和30年度までの

20年間の運営事業を含めた業務を実施するため

の債務負担行為になる。限度額が31億5,004万

円になるとの答弁。浦添市になった場合には、

村内の収集運搬業者のランニングコストや業務

量も相当なものになると言えると思うがとの質

疑に対し、それらも含めた説明は準備室におい

て、分別収集の方法や運搬方法など運営に関わ

るものが決まってきます。今後動きも確認しな

がら業者の方々と情報交換を行うとの答弁。 

 債務負担行為、北中城村立学校通学バス購入

事業の内容はとの質疑に対し、現在の中学校バ

スは平成15年に購入し、21年が経過することか

ら故障修理も多くなっており、買換えを行うも

ので令和６年度に発注を行い、令和７年度納車

の予定との答弁。財源はとの質疑に対し、島袋

自治会が購入したバスを引き継いでおり、バス

と共に積み立てていた島袋自治会の基金1,420

万円ある。この基金を活用し残りは村の単費で

購入予定との答弁。現在のバスの今後の使い道

はとの質疑に対し、予備のバスとして利用との

答弁。 

 歳入、１款１項１目１節、村民税個人現年課

税分の所得割合が対前年度比1,945万円減額に

なっている理由はとの質疑に対し、主な要因と

しては定額減税制度により、住民税が減少した

ためとの答弁。定額減税は所得税にかかるとの

認識だが、なぜ住民税が減少するのかとの質疑

に対し、内容としては所得税から３万円、住民

税から１万円になっているとの答弁。どのよう

に予算をたてたかとの質疑に対し、新年度の予

算を作成するには、通常は前年度実績の96％で

立て、2,400万円増の試算であったが、今回は

定額減税が入ってきているので、減税対象者の

7,561名の定額減税分4,536万円を差し引いた数

値で作成しているとの答弁。 

 19款１項１目１節、軍用地料（ライカムロウ

ワー地区）が対前年度比で15万5,000円減額の

理由はとの質疑に対し、令和５年度実績値で予

算計上している。上昇した場合は補正予算で対

応するとの答弁。軍用地の用地買取りが出来な

かった為の減かとの質疑に対し、令和５年度は

軍用地全体の買取り目標値が１万1,000平方メ

ートル、その中でできなかった面積が約203平
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方メートルあった。そこの交渉が難航したので、

新年度は実績値で計上し買取りが決まった時点

で補正を組む予定との答弁。 

 20款１項２目３節、海外短期留学企業寄付金

の内訳はとの質疑に対し、令和６年度より６市

村海外短期留学実行委員会事務局が本村になる

ことを受け、当委員会に向けた企業からの寄附

金について、事務局を担う市村が受け、補助金

として執行することとなるため新たに計上。沖

縄電力より150万円の寄附を受けてのものにな

るとの答弁。６市村あるが事務局の業務は輪番

制かとの質疑に対し、首長同士の話合いで２年

交代で南城市と北中城村になったとの答弁。事

務局業務を６市村で公平負担すべきではないか

との質疑に対し、実行委員会に伝えていくとの

答弁。事務局を担当することで北中城村は職員

を増やすのかとの質疑に対し、事務局はドット

ソリューションに委託するとの答弁。 

 23款３項２目１節、二酸化炭素排出抑制対策

事業補助金の詳細はとの質疑に対し、二酸化炭

素排出抑制対策事業費補助金は、浄化槽分野に

おける脱炭素化の推進に向けて、エネルギー効

率の低い既設の浄化槽について、先進的省エネ

型浄化槽への交換を行うものに対する補助金で、

環境省が執行団体として採択した事業者（一般

社団法人全国浄化槽団体連合会）へ申請等行い

民間から補助を受けるものになっているので雑

入になっている。島袋小学校の浄化槽移設工事

が対象事業となる。補助率は総事業費の２分の

１となっているとの答弁。 

 歳出、２款１項12目18節、スクールゾーン委

員会補助金がなくなった理由はとの質疑に対し、

小学校の父母教師会事務員の方から事務負担が

大きいとの意見があり、学校周辺交通安全対策

消耗品費として実績に応じ支出できるような予

算の組替えで計上しているとの答弁。スクール

ゾーン委員会補助金は北中城小学校のみに使っ

ていた予算であったが、予算を組み替えたこと

で北中城中学校や島袋小学校から要請があれば

対応するかとの質疑に対し、予算の範囲内で学

校は限定する事なく支出は可能だと考えるとの

答弁。 

 ２款１項24目24節、公共施設整備基金積立金

が対前年度比で5,000万円の増になっている理

由はとの質疑に対し、沖縄県町村土地開発公社

北中城支社が先行取得したアワセゴルフ場跡地

健康・スポーツ交流施設用地の買戻しに充てる

ため、当該積立金を増やしているとの答弁。い

つまでに買戻しするか今後の計画はとの質疑に

対し、令和７年12月の借換時期を目標にしてい

る。現在５億4,000万円かかる想定をしており、

手元に３億6,000万円積み立てているので、残

り１億8,000万円を入れて買戻しをしていきた

いとの答弁。 

 ２款２項２目12節、訴訟関連検討業務委託料

の内容はとの質疑に対し、鑑定評価に関する鑑

定士からの助言及び訴訟資料作成である。また、

令和５年度から固定資産税に関する訴訟が始ま

り結審に至ってないので新年度の予算計上にな

っているとの答弁。鑑定評価は経済価値や需要

などいろいろな関係性で影響されるが、それを

不動産鑑定士が出した評価基準に基づいて算出

したのが正常価格で、原告の相手方はそれに不

服としているのかとの質疑に対し、こちらは、

村が委託している鑑定士のみで鑑定しているの

ではなく、路線価や周辺施設、建物など環境を

勘案して評価していくが、それだけでなく沖縄

県に設置された土地評価調整協議会において周

辺市町村との均衡化と適正化についても協議さ

れた上での土地評価になっている。相手方はそ

の評価を不服としているとの答弁。いつ結審す

るのかとの質疑に対し、令和５年度で５回の裁

判の審議が行われているが結審の見通しがつか

ない状況との答弁。村は裁判に対して、前準備

など後手後手なのではとの質疑に対し、相手方

は鑑定士が裁判で提出した資料の基となる資料
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について指摘してくる。村としては早く結審し

たいが、訴状に対してこちらは質問状に１つず

つ回答しないといけない立場にあるので時間も

かかっている。最終的には裁判長の判断になる

との答弁。 

 ３款１項１目18節、村社会福祉協議会補助金

が対前年度比で264万4,000円増額になっている

理由はとの質疑に対し、職員の定期昇給等のよ

る人件費162万3,000円、次いで権利擁護支援セ

ンター事業を委託事業から補助事業へ変更した

ことに伴う事業費94万円、マイクロバス修繕費

の36万7,000円の計上が主な理由となっている

との答弁。権利擁護支援センター事業を委託事

業から補助事業へ変更した理由はとの質疑に対

し、国の成年後見制度利用促進の第二期計画の

変更があり、市民後見推進事業が市町村単独で

の取組がなかなか進まないことで県が主導して

進める方向性に変わったので、社協への補助事

業という本来の形に戻したとの答弁。委託から

補助事業に変わることで、支援を受けている人

たちに影響はないかとの質疑に対し、影響はな

いとの答弁。 

 ３款１項１目18節、社会福祉センター運営補

助金が対前年度比で435万4,000円増額の理由は

との質疑に対し、センター屋上屋根修繕工事に

対する村補助金304万3,000円とセンター警備委

託料、101万7,000円の増額の計上が主な理由と

なっている。センター屋上屋根修繕工事につい

ては、事業費2,016万9,000円に対して競輪・オ

ートレースの補助事業４分の３、残りを村社協

自己資金200万円と村補助金で賄うものとの答

弁。警備委託料増の主な理由は人件費かとの質

疑に対し、人件費の増になるとの答弁。村内施

設への機械警備導入が広がっている。人件費高

騰や人手不足の影響もある中で社協施設も機械

警備の検討をすべきではとの質疑に対し、夜間

警備が有人警備である必要があるかなど社協と

相談していきたいとの答弁。 

 ３款１項１目18節、災害ボランティアセンタ

ー運営等補助金、機能強化補助金の内容はとの

質疑に対し、村社会福祉協議会に対して、災害

ボランティアセンター運営等補助金としてポー

タブル電源購入費30万円、また、災害ボランテ

ィアセンター機能強化補助金として災害ボラン

ティアセンター設置運営訓練に係るアドバイザ

リー業務委託料50万円を補助する内容となって

いる。なお、災害ボランティアセンター機能強

化補助金については、財源として２分の１国庫

補助金を充当しているとの答弁。災害ボランテ

ィアセンターの設置運営に関して、社協との協

定は結んでいるのかとの質疑に対し、協定につ

いては、社協からも要請はあるが、協定がない

ことで社協が動かないということではないので、

ボランティアセンターの役割をきちんと確認し

た上でしっかり議論して進めていきたいとの答

弁。アドバイザリー業務委託料とはとの質疑に

対し、ボランティアセンターを運営するに当た

っての訓練になり、これまで作成したマニュア

ル等の見直しも進めていく。社協だけでの訓練

ではなく、各地域防災会、行政、地域住民の

方々にも協力依頼を求めていくとの答弁。自治

体とボランティアセンター、社協がしっかり結

びつかないと支障が出る。自治体が関わりを持

つという考えが必要だとの質疑に対し、村と社

協については、一緒になって地域福祉計画を策

定し、社協の活動計画もセットになってつくっ

ている。また新たな視点での行政の関わり方を

構築していければと思っているとの答弁。 

 ３款１項３目７節、トーカチ、カジマヤ―及

び新百歳報償費が対前年度比で143万6,000円減

額になっている理由はとの質疑に対し、慶祝事

業として、トーカチ、カジマヤ―及び新百歳を

迎えられる高齢者の皆様へ、村長から贈呈する

祝状（賞状）、フォトフレーム付き記念額及び

記念品等の費用となっている。対前年度から減

額となっている理由につきましては、今年度に
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トーカチ祝いを祝い額付き祝状（賞状）からア

ルバム式祝状へ変更したことによる減額が主な

理由であるとの答弁。村長による慶祝訪問もな

いのかとの質疑に対し、トーカチ祝いの部分で

の祝状（賞状）の変更と村長の慶祝訪問もなし

になるとの答弁。これまでの労をねぎらう対応

ではなく、簡素化された対応だと感じるとの質

疑に対し、祝い額を作成する業者さんが対応で

きない背景もある。慶祝訪問については改めて

村長の意向を聞いて検討したいとの答弁。 

 ３款１項３目12節、美寿ネクストステージ委

託料の内容はとの質疑に対し、女性長寿日本一

を機に、これまで北中城村を健康長寿村として

村内外へＰＲしてきた『美寿きたなかぐすく』

だが、令和５年５月に日本一からランクを下げ

たことで、新たな事業展開を試行するための準

備及び実施に係る委託料として133万3,000円を

計上している。現行の事業の課題を検証し、新

たな取組として元気な高齢者や団体等、男女を

問わず健幸長寿の村をブランド化し観光資源と

して活躍してもらうための事業運営費及びプロ

モーション業務を委託するものであるとの答弁。

『美寿きたなかぐすく』はとの質疑に対し、女

性長寿日本一ということで、美寿きたなかぐす

くへの取材等があったが、日本一の座を明け渡

したことで、選ばれた皆さんの活躍の場が減る

傾向にあった。この事業を検証している中で、

この事業に対し一歩踏み込んで、美寿きたなか

ぐすくを残す形でさらに人材を増やしたほうが

いいのか。もしくは一旦美寿きたなかぐすくを

リセットして、男女問わず美寿とか美寿ターな

ど新たな取組を構築したほうがいいのか考えて

いるとの答弁。いつ頃から動き出すかとの質疑

に対し、事業者を選定した後に、個人の方なら

65歳以上で30名程、団体なら５段階に分けて３

年間かけて15団体の登録を目標にしていければ

と考えている。時期的には８月頃からスカウテ

ィングしていく事業計画を持っているとの答弁。 

 ３款１項３目17節、機械器具備品（シルバー

人材センター）の詳細はとの質疑に対し、特定

防衛施設周辺整備調整交付金を活用して、村シ

ルバー人材センターのさらなる効率的な運営を

確保するために備品購入費として764万4,000円

を計上している。具体的には除草作業等に活用

するための２トンダンプ車１台の購入を予定し

ているとの答弁。リース等もある中で、なぜ購

入に至ったかとの質疑に対し、これまで村所有

２トンダンプの利用や民間からのリースだった

が、受注件数と作業効率を上げるための購入で

あるとの答弁。一般家庭から出る草木の量や処

分する場所も近くにある。狭い土地、細い道が

多いことも考えると、２トンダンプ購入より軽

トラックを複数持つ方がいいとの質疑に対し、

シルバー人材センターからの要望でのものにな

っているとの答弁。業務内容からして、シルバ

ー人材センターを福祉課で見るべきなのかとの

質疑に対し、他の市町村での担当は様々だが、

高齢者福祉や高齢者社会参加を促すと言う意味

で北中城村では福祉課の担当である。しかし、

今後についてはどこの担当が相応しいかも検討

していくとの答弁。 

 歳出、３款１項５目12節、認知症ケアパス業

務委託料の内容はとの質疑に対し、認知症ケア

パスについては、認知症の方の状態に応じて提

供できる適切なサービス等の流れをまとめたも

のである。具体的には、認知症の初期から重度

にわたる段階毎に活用できるサービス、医療や

相談窓口の情報をまとめたものとなっている。

当該委託料については、現在の本村認知症ケア

パスが紙媒体によるパンフレット形式で作成さ

れており情報更新が課題となっていたので、業

務委託によりデジタルデータを作成にすること

により掲載する情報更新が容易になり、また村

ホームページ等での活用等、広報の充実を図る

ことを目的に委託料32万5,000円を計上してい

るとの答弁。この事業に対して、公民館や公共
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施設などでもポスターを貼るなり周知してはど

うかとの質疑に対し、積極的に活用できるよう

に検討するとの答弁。 

 ３款１項８目12節、相談支援事業委託料は、

令和６年度の体制はとの質疑に対し、障がい者

の相談支援業務の委託料として900万3,000円、

対前年度より123万4,000円増額し計上している。

精神保健福祉士等の有資格相談員を外部事業者

からの派遣日数を増やし、会計年度任用職員の

相談員２人とともに、本村の課題である計画相

談支援への支援拡充、サービス支給決定ガイド

ラインの作成、教育機関と福祉との連携促進に

対して取り組んでいくとの答弁。令和４年度の

決算委員会の中で、相談支援体制については必

要な人材の配置に至っていないということであ

ったが、新年度はどうかとの質疑に対し、まだ、

有資格者の正規職員配置は厳しいということも

あり、外部から派遣日数を増やすことで対応し

ていくとの答弁。支援の拡充とあるが、現状相

談員の業務負担がかなりあると聞いているとの

質疑に対し、村の相談支援業務では相談件数が

多いというのはないとの答弁。 

 ３款１項８目19節、加齢性難聴者等補聴器購

入費助成事業の詳細はとの質疑に対し、当該扶

助費につきましては、聴力の低下により補聴器

の使用が必要となった方に対して、購入費の一

部を助成する事業として62万5,000円を計上し

ている。従来は障害者総合支援法に基づき、聴

覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けら

れた方にのみ補装具として補聴器の交付が行わ

れていたが、高度・重症化に至る前に補聴器購

入費として２万5,000円を上限に助成すること

により、生活支援や社会参加の促進を図ること

を目的として実施するものである。昨年11月１

日より事業を開始しており、現在までに５件の

申請があったとの答弁。購入補助金人数枠の増

や購入補助金増を検討できるかとの質疑に対し、

今後精査し必要であれば検討していくとの答弁。 

 ３款２項１目12節、支援対象児童等見守り強

化事業委託料の内容はとの質疑に対し、当該委

託料につきましては、支援員の配置や食事の提

供などの事業費として1,260万8,000円を計上し

ている。具体的には村の要保護児童対策地域協

議会の支援対象児等を訪問し、状況の把握と学

習・生活指導、食事の提供等を行うこととし、

ソーシャルワーク専門員を２名以上配置し、公

募により事業委託を行うものである。財源につ

いては、児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費

国庫補助金として３分の２を充当するものであ

るとの答弁。支援対象人数はどれくらいかとの

質疑に対し、要保護児童対策地域協議会が示す

数によると、支援対象者は35世帯91名だが、そ

こに至る前の家庭や児童もいるので実際はもっ

と増えるとみているとの答弁。拠点型子供の居

場所の運営支援事業委託料と一緒だが、今回の

委託事業の公募の公表から契約までの日数がか

なりタイトである。なぜかとの質疑に対し、４

月１日スタートに向けて事前の準備に時間がか

かり過ぎた結果日数がタイトになった。公募方

式としてはプロポーザル方式の実施を公表して

いるとの答弁。プロポーザル方式は通常プレゼ

ンテーションをするが、なぜ書類選考だけにな

っているのかとの質疑に対し、事業を実施する

に当たり事業者からヒアリングをした。そこで

の公募期間となっているとの答弁。 

 ３款２項１目12節、拠点型子供の居場所の運

営支援事業委託料の内容はとの質疑に対し、当

該委託料につきましては、沖縄こどもの貧困緊

急対策事業費による拠点型のこどもの居場所運

営に係る委託料として1,107万2,000円を計上し

ている。具体的には貧困をはじめとした諸課題

を抱えるこども及び家庭を対象に、拠点型の居

場所を設置し包括的な支援を行うもので、拠点

型居場所に常勤のソーシャルワーカー等を１名

配置し、生活指導、食事の提供や送迎支援等の

業務を公募により事業委託を行うものである。
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財源については、沖縄こどもの貧困緊急対策事

業国庫補助金として事業費の10分の８を充当す

るものであるとの答弁。この事業に該当する子

ども達の基準はとの質疑に対し、所得を確認し

たりするものではなく、生活状況を見て然るべ

きサービスにつなげていこうと考えているとの

答弁。 

 ３款２項２目18節、認可保育所保育提供体制

強化事業補助金の詳細はとの質疑に対し、当該

補助金については、保育施設等における待機児

童の発生を防ぎ、認可保育所の保育の質の向上

並びに保育士の処遇の安定・離職防止を図るこ

とを目的として528万5,000円を計上している。

具体的な事業及び内容につきましては、①保育

士特別配置等支援事業254万円。年度途中のゼ

ロから２歳児の受け入れを促進するための加配

保育士の雇用に係る経費を補助。②障害児保育

支援員配置支援事業276万4,800円。保育が必要

な児童の受け入れ促進や障がい児保育の質の向

上を図る目的で、障害児保育支援員（障がい児

を担当する保育士等の補助を行う者）の雇用に

係る経費を補助するものとなる。財源について

は、認可保育所保育提供体制強化事業費補助金

として10分の９を充当するものであるとの答弁。

認可保育所全て対象かとの質疑に対し、全て対

象との答弁。 

 ４款１項３目12節、スポットビジョンスクリ

ーナーの保守点検業務委託料の内容はとの質疑

に対し、令和５年度に備品購入したスポットビ

ジョンスクリーナー（視力検査機器３歳児健診

で使用）のメーカー保障終了後の修理保証、代

替機の貸出しになるとの答弁。購入して１年も

たっていないのに修理をする想定なのか。修理

の代替なのか。補正でも対応できないのかとの

質疑に対し、１年目はメーカー保証だが、その

後は補償がないので２年目からは保守料を組ん

で修繕に出して代替機の貸出しで得るような形

になるとの答弁。リースはできなかったのかと

の質疑に対し、リースはできない契約内容にな

るとの答弁。保守点検委託料に当たるのかとの

質疑に対し、財政と相談して理解を得ていると

の答弁。契約期間はとの質疑に対し、２年の長

期継続契約にしているとの答弁。 

 ４款１項３目12節、健診委託料（生後１か月

児健診・５歳児健診）の内容はとの質疑に対し、

１か月児の実施方法としては、原則として個別

健診（病院）で健診内容は身体発育状況、栄養

状態、身体の異常の早期発見、子供の健康状態

や育児の相談等を実施する。５歳児健診の実施

方法として原則として集団健診。健診内容は、

発達障害など心身の異常の早期発見（精神発達

の状況、言語発達の遅れ等）、育児上問題とな

る事項、必要に応じて専門の相談等を実施する

との答弁。該当する児童は何名かと５歳児健診

の回数はとの質疑に対し、１か月児165名。５

歳児200名で健診は年に４回から５回になると

の答弁。５歳児健診に来ない家庭への対応はと

の質疑に対し、リストを作り声掛けしていくと

の答弁。発達障害の早期発見について、専門性

を持った職員がいて専門相談という形で専門機

関につないでいくのかとの質疑に対し、実際の

ところ、はっきりした実施方法は決めてないの

で、これから県のほうから指導も仰ぎながら進

めていくとの答弁。相談員はどうなっているか

との質疑に対し、課に助産師を１名配置してお

り、相談業務、関係部署との対応をしていると

の答弁。 

 ４款１項６目12節、北中城村地球温暖化対策

実行計画策定業務（事務事業編）委託料の内容

はとの質疑に対し、地球温暖化対策の推進に関

する法律に基づき、今後５年間の実行計画を策

定するものであり、主に役場庁舎や公共施設に

おける省エネ・省資源化等に関わる取組を推進

し、温室効果ガス排出量を削減、抑制すること

を目的としコンサルに委託する業務で委託料は

212万3,000円になるとの答弁。実行計画に基づ
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いた目標はとの質疑に対し、温室効果ガス排出

の削減目標として、５年間で６％減らしていこ

うと考えているとの答弁。 

 ５款１項３目12節、農を活かした健康福祉の

里づくりに向けた推進事業の進捗はとの質疑に

対し、令和５年度までの進捗は、第一段階整備

の事業着手及び第二、第三段階整備の事業実施

計画の具体化に向けた関係者調整会議を開き業

務支援してきた。第一段階は整備工事に着手し、

令和７年４月に供用開始を予定している。また、

第二、第三段階は文化財の試掘調査に向けて調

整している。令和６年度においても引き続き事

業者支援、エリアマネジメント調整会議を実施

していくとの答弁。令和６年度の事業者支援、

エリアマネジメント調整会議とはとの質疑に対

し、北中城村や第一段階、第二段階の事業主体

であるＥＭ研究機構、第三段階の事業主体であ

る医療法人アガペ会の事業者支援だけでなく、

荻道、大城自治会含め地域全体でこの事業を共

有し取組んでいくための調整会議になるとの答

弁。当該エリアで文化財が出る可能性はあるか

との質疑に対し、文化財調査については、開発

エリアの近くで過去に遺跡があったとの情報が

あるので調査をするとの答弁。 

 ５款１項３目12節、農地利用地域計画策定支

援委託料の内容はとの質疑に対し、村内の農業

振興地域（農振農用地）において、おおむね10

年先の担い手への農地の集積目標を定めるもの

となっている。委託内容としては計画の策定に

関わる補助業務、コンサルティング業務になる

との答弁。この事業は令和５年４月の法改正に

より２年間で農地利用地域計画を策定しなけれ

ばならないが、その見通しはとの質疑に対し、

令和６年度末までには策定していくとの答弁。

農業振興地域内の耕作放棄地はどの程度あるか

との質疑に対し、程度にもよるが約５割から６

割程度あるとの答弁。担い手不足解消策など農

地の利用を促進する策はあるかとの質疑に対し、

近年若い方々から農業をしたいという問合せも

あり、農業を始めるに当たりしっかりとした計

画が立てられるかを審査し、できる方々には実

質的な支援をしていこうと考えている。担い手

農業者は40名おり外国出身の方もいる。また、

農地利用を進めるに当たっては地権者と意見交

換が大事になるとの答弁。 

 ５款１項３目12、 村産品推進事業委託料の

内容はとの質疑に対し、現在のアンテナショッ

プしおさい市場について、販売関係も含めアン

テナショップとして求められていた機能をしお

さい市場に全て担わせるのは厳しいという北中

城村アンテナショップ事業推進委員会からの答

申があり、一旦運営を止めた上で庁内の関係課

と協議し、今後の施設運営を効果的にするたの

方法や事業の分散化、方向性など、どのような

形で委託していくかを決めていくとの答弁。以

前は1,000万円の委託料であったが600万円にな

った理由はとの質疑に対し、委託料600万円と

いうのは、最低限村内野菜の販売ルートを確保

するために必要な人件費になるとの答弁。アン

テナショップ再開の目途はとの質疑に対し、村

産品野菜の出荷量が増えてくるのが９月から10

月ぐらいなので、６月までにはしっかりと事業

方針を固め、どう事業を実行できるか決めてい

く中で９月、10月あたりの再開を目指すとの答

弁。４月から８月までの村産野菜の扱いはどう

するのかとの質疑に対し、しおさい市場に野菜

を卸している方々からアンケートを取り、しお

さい市場がなくても販路を持っているので心配

はないとの回答を得たので今回の判断となった

との答弁。 

 ６款１項３目12節、ｉＪＡＭＰ（行政専門ニ

ュースサイト）使用料の詳細内容はとの質疑に

対し、年間のライセンス料２件分及びＬＧＷＡ

Ｎ接続料であり、全国の地方自治体の情報収集

できる行政情報サービスとなっているとの答弁。

この情報サービスの内容と活用方法はとの質疑
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に対し、このシステムに関しては、沖縄県と同

じもの使っており、全国のリアルタイムの情報

から過去の情報も見ることができる。それだけ

でなく大都市の情報、先進地事例、北中城村の

類似団体等の事業、取組などもしっかり調べる

ことができる。現在は企画振興課企画係の係長

と職員がライセンスを持っており、各課からの

問合せに対しての情報源になっているとの答弁。 

 ６款１項３目18節、北中城村観光協会補助金

が対前年度比で100万円増額になっている理由

はとの質疑に対し、直近の決算により運営費支

出額が増になったことにより、観光協会からの

補助金増額要求があり、予算査定を行った結果

の増額分であるとの答弁。運営支出増はイベン

トにかかった予算と収入のバランスから増にな

ったのかとの質疑に対し、村が出している運営

費1,400万円はイベントにかかるものではなく

て、本来事務所が出さないといけない家賃、給

与、弁護士・税理士費用などの事業費や管理費

などを試算している。しかし、実際にかかった

経費が200万円の増もあり、要求額が1,600万円

になるが、お互いの今後の自主努力もしながら

の100万円増の査定になっているとの答弁。新

年度から観光協会会長はじめ職員が変わると言

う話があるがとの質疑に対し、３月いっぱいで

職員はじめ、会長、事務局長、次長なども辞め

るので、当分の間、村長に会長代行をと考えて

おり、一度は役場が観光協会を引き取り整理し

て再度民間に預けようと考えているとの答弁。 

 ７款２項１目10節、道路維持費の道路修繕費

が計上されていない理由はとの質疑に対し、例

年同様に計上予定であったところ計上が漏れた。

なお、財政部局と調整の上、次回定例議会での

補正予算に諮りたいと考えているとの答弁。 

 ７款２項２目12、14節、北中城小学校地区交

通安全施設設計業務、北中城小学校地区交通安

全対策工事の内容はとの質疑に対し、琉球銀行

前から北中城小学校の間で歩道側に現在設置さ

れている横断防止柵を車両用の防護柵に取換え

機能強化を図るとともに、喜舎場公民館前と幼

稚園付近の２か所で設置している仮設ハンプを

本設への取換え等、交通安全施設の整備のため

令和６年度内で設計業務及び対策工事を行うも

のとの答弁。喜舎場公民館前と幼稚園前に仮設

ハンプが設置されているが、設置基準があるの

か。また、バイクの場合、夜の見えづらさから

事故を起こすおそれがあると思うがどうかとの

質疑に対し、生活道路における歩行者等の安全

な通行を確保することを目的とするゾーン30区

域を設けた上での取組になる。また、基本的に

速度制限がある中で、スピードを出し過ぎてハ

ンプを横断しての事故は自己責任だが、警察と

の対応になるので状況に応じて検討していくと

の答弁。事故が多い場所や防護柵の破損箇所も

多くあるが、原因として道路の形状に問題があ

るのかなど警察署とやり取りし原因究明を図る

必要があると思うがとの質疑に対し、なぜその

ような状況になるのかという認識は持っている

が、これまで具体的に調査にまで至っていなか

ったが、今後は警察の方とも相談していきたい

との答弁。 

 ７款２項２目16節、用地購入費（中城公園ア

クセス線、中城アクセス線・単独）の内容はと

の質疑に対し、中城公園アクセス線の道路用地

として地権者１名１筆の用地買収を予定してい

る。また、中城アクセス線・単独は、中城公園

アクセス線と同じ路線ではあるが、既設道路の

潰れ地となっている地権者１名２筆の用地買収

を行うとの答弁。これまでなかなか進まず補正

減もあったがとの質疑に対し、今回はこれまで

難航していた場所ではなく、別の地権者との交

渉場所になるとの答弁。用地取得が今後も難航

するようなことになれば補助金関係に影響はな

いかとの質疑に対し、用地買収に反対されるの

であれば、法的措置として収用という手続も考

えられるとの答弁。 
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 ７款３項１目12節、北中城村立地適正化計画

策定業務委託料の詳細はとの質疑に対し、中城

村との共同まちづくりに関連し、都市再生特別

措置法に基づき人口減少及び少子高齢化への対

応として、居住機能や都市機能の誘導と公共交

通の充実等を図り、コンパクトシティーの形成

による生活利便性の向上などを推進するための

計画となるもので、令和５年度に業務委託契約

し令和６年度中に案として策定する予定になる

との答弁。土地利用を見直していくに当たって

地元の意見をどう参考にしていくかとの質疑に

対し、地域の自治会を含めて地域の方々と意見

交換していきたいとの答弁。当初のこの事業の

説明では市街化区域を増やすのに村側の消極性

を感じたがとの質疑に対し、急激な発展と言う

のはインフラの対応など問題が出てくる。また

乱開発は抑制するよう進めていきたい。また、

どの部分をどのように開発していくというのは

未定だが、現況の中で建物の高さ制限などの変

更・緩和等も考えて進めていくとの答弁。 

 ７款３項２目12節、無電柱化支援業務委託料

の内容はとの質疑に対し、ライカム地区の無電

柱化を推進するため、各電線事業者との円滑な

調整を図るものとの答弁。景観や台風対策等に

もつながるものだが、どれくらいの期間を想定

しているか。まだまだ開発されていない所もあ

るので早めの取組が必要と考えるとの質疑に対

し、個々の建物への電気の引込みなど状況調査

しないといけないとの答弁。 

 ７款３項３目12、14節、若松公園テニスコー

ト資材単価特別調査業務委託料、改修工事（特

定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金）の内

容はとの質疑に対し、著しく劣化しているテニ

スコートの舗装面と囲障フェンスの改修工事を

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金を活

用して行うこととしており、資材単価特別調査

業務は、標準単価（公表単価）がなく、かつ工

事で使用する価格が高額となるものについて、

特別調査を行うものですとの答弁。現テニスコ

ートは傾斜しているとのことだが把握している

かとの質疑に対し、把握していないので対応し

ていきたいとの答弁。テニスコートに関してナ

イター設置などいろんな声がある。利用者の声

を聞いたほうがいいのではとの質疑に対し、ナ

イターは設置していくとの答弁。 

 ９款１項２目12節、村立学校ＩＣＴ支援員配

置業務委託料の内容はとの質疑に対し、村立学

校ＩＣＴ支援員配置業務委託料は、ＧＩＧＡス

クール構想で整備した１人１台端末の利活用を

推進するため、また、これまでのコンピュータ

ー指導員の業務を強化するための委託で内容は、

ＩＣＴ支援員の配置及び学校サービスデスク業

務になるとの答弁。配置人数はとの質疑に対し、

１名で各学校を週４ペースで巡回するとの答弁。

教育現場の負担軽減につながるのかとの質疑に

対し、ＩＣＴ支援配置業務を入れることで、事

業支援を含め、電話、メール、リモートなど

様々なサポートをするので教職員の負担軽減に

つながるとの答弁。 

 ９款１項２目18節、検定受験料補助金の内容

はとの質疑に対し、検定受験料補助金は、村立

小中学校の児童生徒に対し、英検・英検Ｊｒ・

漢字能力検定・数学技能検定の受験料を３分の

１以内の額を補助するものです。令和６年度か

らは補助の回数制限は設けませんとの答弁。今

後検定の幅も広げるかとの質疑に対し、内申書

に入れ込めるような検定で考えているとの答弁。

検定受験者が増えればどうするかとの質疑に対

し、受験者が多ければ補正も考えるとの答弁。 

 ９款２項１目１節、会計年度任用職員（スク

ールサポートスタッフ）の配置状況はとの質疑

に対し、現時点での会計年度任用職員（スクー

ルサポートスタッフ）の配置状況は、北中城中

学校と島袋小学校は決定しているが、北中城小

学校には配置できていないとの答弁。村広報で

の案内含め人材募集を父母の方にも案内をかけ
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る必要があると思うがとの質疑に対し、父母に

も案内をしていくとの答弁。募集をかけた時に

北中城小学校への希望がなかったのか。学校の

規模からして北中城小学校のほうが多忙だと思

うが」との質疑に対し、決まった方の希望で島

袋小学校になった。今後ローテーションも考え

るとの答弁。シルバー人材センターの活用はど

うかとの質疑に対し、年齢の上限があるとの答

弁。 

 ９款２項１目12節、スクールバス運行委託料

の内容はとの質疑に対し、令和５年度と同様で、

小学校スクールバス３台分の運行前後の車両点

検・小学校登下校運行（３回）・幼稚園登下校

運行（２回）に係る経費になるとの答弁。運行

内容について保護者からの意見は聞いたのか。

また変更等はないかとの質疑に対し、変更内容

についてはアンケートを取っての判断になりま

したが、ルート３コースについては若干の変更

がある。対象児童も１年から４年までに増やし

ている。今後も増やせられればと思っていると

の答弁。 

 ９款３項１目１節、委員報酬（部活動指導員）

の内容はとの質疑に対し、委員報酬（部活動指

導員）は、中学校の部活動において、教員に代

わり指導、管理、引率等を行う者として配置す

る者の報酬になるとの答弁。何かあったときの

責任の所在はとの質疑に対し、教育委員会にな

るとの答弁。報酬と１日の実働時間はとの質疑

に対し、時給1,600円の１日２時間、月の週４

日、年の40週になる。これ以上かかるようであ

れば補正で対応になるとの答弁。 

 ９款３項２目18節、生徒の県外派遣に関する

補助金が対前年度比で164万円減額になってい

る理由はとの質疑に対し、令和５年度の実績を

鑑みて計上しているとの答弁。前年度以上の実

績が出たらとの質疑に対し、補正や流用で対応

していくとの答弁。 

 ９款５項１目12節、海外短期留学先視察委託

料の内容はとの質疑に対し、航空チケット手配、

宿泊先の確保、米国内での移動補助、視察先に

おける翻訳、通訳となっている。委託費は人数

によって変わるが、143万円になるとの答弁。

昨年４市村の教育長中心に視察に行っているが、

今回村長が行く理由はとの質疑に対し、北中城

村で教育長や村長が変わってから視察に行って

いなかったので行くことになるとの答弁。委託

費は４市村同程度か。また今回視察する提案は

どこからかとの質疑に対し、委託費は同程度の

額です。経緯としては琉米歴史研究会からの提

案との答弁。 

 ９款５項１目12節、中学生英語学習講座委託

料の内容はとの質疑に対し、令和６年度からの

語学学習事業については、中学生への英語講座

を行い、資格取得と異文化の理解を目標とした

事業予定。委託企業に関しては、事業者提案に

より公募を行う。想定する内容としては、英検

４級から３級の取得を機に次を目指して、英語

がコミュニケーションとして活かせるか実体験

をする取り組みの実施になるとの答弁。ＤＯＴ

Ｅプログラムは小学生も対象になっていたが中

学生英語学習講座に変わった理由はとの質疑に

対し、これまでは英語に慣れ親しむためのオン

ラインプログラムだったが、英語をキャリアに

するという目標設定にして進学を意識したもの

になっているとの答弁。 

 ９款５項１目12節、多目的交流施設アドバイ

ザリー委託料の内容はとの質疑に対し、令和５

年度に実施した多目的交流施設導入機能調査の

事業の成果を受け、当該事業予定地における事

業実施に際し、民間事業者から設計支援、詳細

計画策定支援、企業ヒアリング支援などを受け

る事業。当該事業用地では、特殊な土地形状へ

の対策、また、村民体育館や民間スポーツクラ

ブとの連携など、本村の村づくりの一環として

スポーツ交流エリアを意識した計画とする必要

があることから、実施に向けた具体的計画の策
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定と事業方法・事業者選定準備を実施との答弁。

この施設はスポーツ交流施設と防災機能を備え

たものになるのかとの質疑に対し、多目的交流

施設は元々の計画であったアリーナ事業を引き

継ぐものになっており、スポーツ交流エリアと

防災拠点というコンセプトになっているとの答

弁。今後の見通しはとの質疑に対し、課題等も

あるのですぐに着手は厳しいが、スケジュール

感として、実施設計等してみても最速でも令和

11年の完成だとみている。また、工期の短縮や

コスト削減、民間のノウハウが反映されたＤＢ

Ｏ方式を検討しているとの答弁。 

 ９款５項３目13節、出土遺物収蔵庫賃借料の

内容はとの質疑に対し、基地内文化財調査によ

り出土した遺物（主に厨子甕）を収納するため

の倉庫４棟分、レンタル料として計上との答弁。

遺物の個数はどれくらいになるか。今後増える

可能性もあるのかとの質疑に対し、現時点で30

個。今後増える可能性はあるとの答弁。厨子甕

の今後の取扱いはとの質疑に対し、永年の保管

義務がある。その点で他の市町村も同じく悩み

どころがあるとの答弁。倉庫のレンタル期間が

過ぎての保管場所等はどうなるかとの質疑に対

し、今後防衛省との協議になるとの答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は全会一致で附帯意見を付し

て原案を可決すべきものと決定いたしました。 

 附帯意見、今回の１市２村で進めている新一

般廃棄物処理施設の整備・運営に係る事業につ

いて、議会に対し当該事業の経過及び内容の説

明が不十分であり、積極的な議会への説明と情

報提供に努めるべきであった。今後は議会に対

し事業の十分な説明と進捗状況についても適宜

報告することを求める。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第27号 令和６年度北中城村一

般会計予算についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は附帯意見を付し

て原案のとおり可決です。 

 休憩します。 

午前１１時５５分 休憩 

午前１１時５６分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 議案第27号 令和６年度北中城村一般会計予

算については委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比嘉義彦） 

 起立全員です。議案第27号 令和６年度北中

城村一般会計予算については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 

日程第６．議案第２８号 令和６年度北中城

村国民健康保険特別会計予算につ

いて 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第６．議案第28号 令和６年度北中城村

国民健康保険特別会計予算についてを議題とし

ます。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 総務厚生常任委員長。 
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○総務厚生常任委員長（比嘉義弘議員） 

 議案第28号 令和６年度北中城村国民健康保

険特別会計予算について。 

 令和６年３月８日、本委員会に付託されまし

た議案第28号 令和６年度北中城村国民健康保

険特別会計予算について、本委員会における審

査の経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては３月12日、18日、25日に

全委員出席の下、審査を行いました。執行当局

から担当課長及び係長が出席しました。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 歳入、１款１項１目、一般被保険者国民健康

保険税が対前年度比で2,786万6,000円の減額に

なっている理由はとの質疑に対し、主な理由と

して被保険者数の減少が考えられるとの答弁。

社会保険や後期高齢者医療保険への移行が多か

ったことによるものかとの質疑に対し、高所得

の方が移行した等、いろんな要因があり個別の

判断は難しいが、おおよその要因は他保険への

移行によるものと思われるとの答弁。大幅減額

により運営に支障はないかとの質疑に対し、従

来から赤字運営の中での税収の大幅減であるが、

被保険者数が減ることによる医療費の減額もあ

り運営状況は例年どおりと考えるとの答弁。 

 １款１項１目、国民健康保険加入者数、世帯

数の推移はとの質疑に対し、令和３年度末加入

者数5,140名、2,938世帯、令和４年度末加入者

数4,958名、2,873世帯、令和５年度は２月末現

在で加入者数4,849名、世帯数2,835世帯との答

弁。加入者が減少し、人口減少も進んでいく中

で国保の運営をどう考えていくのかとの質疑に

対し、北中城村は平成19年度から保険税率が変

わっておらず、今後は段階的に上げていかない

といけないと考えているとの答弁。今後の計画

はあるのかとの質疑に対し、赤字解消、県によ

る保険税の統一に向けた計画で、令和６年度で

周知を図って令和７年度から２年毎に令和12年

度まで保険税の段階的な引き上げを考えている

との答弁。 

 歳出、１款１項１目12節、国保システム改修

（被保険者証廃止に伴う資格確認書交付対応）

の内容はとの質疑に対し、令和６年12月にマイ

ナンバーカードと健康保険証が一体化され、被

保険者証の新規発行は廃止され、資格確認書の

発行に移行するためのシステム改修との答弁。

資格確認書交付について国からの通達はあった

のかとの質疑に対し、令和６年１月９日付で、

沖縄県保健医療部長から国からの通知が届いて

いるとの答弁。住民から不安の声や医療機関か

ら問合せ等が届いているかとの質疑に対し、今

のところ問合せ等はないとの答弁。 

 ２款２項２、４目、退職被保険者等高額療養

費、退職被保険者高額介護療養費が廃目となっ

ている理由はとの質疑に対し、退職者制度が廃

止されたためとの答弁。退職者制度はかなり前

に廃止されているが、今まで費目存置で残って

いた理由はとの質疑に対し、医療費の返還等が

ある場合、年を遡って還付対象となり、費目存

置で対応をしていたが法律改正により、令和６

年４月から還付制度の廃止となったため廃目と

したとの答弁。 

 ６款１項１目12節、特定健診未受診者対策

（調整交付金）の詳細内容はとの質疑に対し、

ナッジ理論（強制せず無意識に行動させる）を

用いた特定健診受診勧奨及びデータ分析業務を

行い、７月に2,500通、11月に2,000通の受診勧

奨はがきの通知を予定している。はがきの内容

として、受診勧奨対象者の性格を７パターンに

分類しさらに年齢毎に動く手紙（ＱＲコードを

使用して動画で受診勧奨）を添付し通知。又、

データ分析として、過去３年の特定健診対象歴

を分析し、特定健診、生活習慣病の通院歴有無

等の結果から新規受診者を掘り起こし、リピー

ト率等の分析をすることで健診受診を定着させ

連続受診者を増やすことを目的としているとの
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答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は全会一致で原案を可決すべ

きものと決定いたしました。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第28号 令和６年度北中城村国

民健康保険特別会計予算についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案のとおり可

決です。 

 議案第28号 令和６年度北中城村国民健康保

険特別会計予算については委員長の報告のとお

り決定することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比嘉義彦） 

 起立全員です。議案第28号 令和６年度北中

城村国民健康保険特別会計予算については委員

長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第７．議案第２９号 令和６年度北中城

村後期高齢者医療特別会計予算に

ついて 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第７．議案第29号 令和６年度北中城村

後期高齢者医療特別会計予算についてを議題と

します。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 総務厚生常任委員長。 

○総務厚生常任委員長（比嘉義弘議員） 

 議案第29号 令和６年度北中城村後期高齢者

医療特別会計予算について。 

 令和６年３月８日、本委員会に付託されまし

た議案第29号 令和６年度北中城村後期高齢者

医療特別会計予算について、本委員会における

審査の経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては３月12日、18日、25日に

全委員出席の下、審査を行いました。執行当局

から担当課長及び係長が出席しました。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 歳入、１款１項、後期高齢者医療保険料が対

前年度比で5,291万1,000円増額になっている理

由はとの質疑に対し、後期高齢者医療広域連合

の試算により計上しているが、被保険者数の増

加が考えられる。被保険者数の推移として、令

和３年度末1,905名、令和４年度末2,003名、令

和５年度１月末2,062名、令和６年度は推計値

として2,174名となっているとの答弁。 

 以上で質疑を終結いたしまして、討論、採決

の結果、本委員会は全会一致で原案を可決すべ

きものと決定いたしました。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わり
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ます。 

 これから議案第29号 令和６年度北中城村後

期高齢者医療特別会計予算についてを採決しま

す。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案のとおり可

決です。 

 議案第29号 令和６年度北中城村後期高齢者

医療特別会計予算については、委員長の報告の

とおり決定することに賛成の方は御起立を願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（比嘉義彦） 

 起立全員です。議案第29号 令和６年度北中

城村後期高齢者医療特別会計予算については委

員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第８．議案第３０号 令和６年度北中城

村水道事業会計予算について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第８．議案第30号 令和６年度北中城村

水道事業会計予算についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 建設文教常任委員長。 

○建設文教常任委員長（大城律也議員） 

 議案第30号 令和６年度北中城村水道事業会

計予算について。 

 令和６年３月８日、本委員会に付託されまし

た議案第30号 令和６年度北中城村水道事業会

計予算について、本委員会における審査の経過

と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては３月12日、18日、25日、

26日に開催し全委員出席の下、審査を行いまし

た。執行当局から担当課長及び係長が出席しま

した。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 令和６年度北中城村水道事業予定貸借対照表

中、２．流動資産、（１）現金預金の内訳はと

の質疑に対し、現金預金14億6,063万418円のう

ち定期預金として銀行等６行へそれぞれ1,000

万円で合計6,000万円と現金14億63万418円とな

っているとの答弁。保有する資産を投資等、資

産運用の検討をしたかとの質疑に対し、今後、

健全運営な金融機関と安全な金融商品について

検討したいとの答弁。 

 収入、１款１項１目１節、年間給水量は下が

っているのに水道料金が対前年度比290万円増

額となっている理由はとの質疑に対し、令和６

年度予算では全体的な水量は減少見込みである

が、水道料金の用途別による給水単価の高い営

業用水量が増加見込みであるため、増額となっ

ているとの答弁。県の水道料金の見直し報道に

ついて本村の対応はとの質疑に対し、令和６年

度に経営戦略の見直しを検討している。県の供

給単価の変動は本村の購入単価に影響するため

必要な対応を検討するとの答弁。 

 支出、１款１項２目４節、水質検査業務が対

前年度比79万4,000円減額の理由、またＰＦＡ

Ｓ関連の検査も含まれているのかとの質疑に対

し、令和５年度当初、ＰＦＡＳ関連検査（ＰＦ

ＯＳ・ＰＦＯＡ・ＰＦＨｘＳ）を年６回として

計上していたが、近隣の北谷浄水場受水事業体

等の検査状況を参考に年２回としたことによる

ものであるとの答弁。６回から２回に減った理

由は汚染水の危険性が低減されたのか、フィル

ター交換によるものなのかとの質疑に対し、検

査の頻度については特に規定はない。北谷浄水

場での高機能活性炭処理により低減が図られて

いる。北谷浄水場では週１回程度で検査を実施

している。本村では夏場と冬場で確認している

との答弁。 

 １款１項２目９節、動力費、ポンプ場等電力

料金が対前年度比747万1,000円減額の理由はと

の質疑に対し、令和５年度当初予算において、
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令和４年度実績を基に電気料金高騰を勘案し割

増し計上していた。その後、国・県補助による

電気料金負担軽減策があったことも考慮し減額

としてあるとの答弁。令和６年度は電気料金の

増額の可能性はとの質疑に対し、現在のところ

は５月までは電気料金負担軽減策が適用される

が、その後については確認できていないとの答

弁。 

 １款１項４目１節、仲順・島袋地内配水管測

量設計業務の内容はとの質疑に対し、仲順・島

袋地内配水管改良工事を行うためのもので当該

箇所の配水管は、材質が鋼管で耐用年数が40年

を超え腐食による錆出水が確認されたこともあ

ることから、管の布設替えを行うための設計業

務であるとの答弁。この工事は、令和６年度で

設計して、工事は令和７年度の計画かとの質疑

に対し、令和６年度上半期の８月から９月まで

に設計を予定している。工事は年度内に完了予

定であるとの答弁。施工距離はとの質疑に対し、

仲順地内で約150メートル、島袋地内で約80メ

ートル予定しているとの答弁。この工事に伴っ

て断水することもあるかとの質疑に対し、この

工事に伴う断水は発生しないとの答弁。 

 １款１項４目１節、屋宜原・瑞慶覧地区減圧

弁設置検討業務の内容はとの質疑に対し、屋宜

原・瑞慶覧地区については、県の山里配水池か

らの直結配水のため山里配水池の水位による水

圧が不安定なため、配水圧安定化に向けての検

討業務であるとの答弁。屋宜原地区の水圧は強

い状態であるが、その調整はとの質疑に対し、

屋宜原地区の水圧は７から８メガパスカルの強

い状態である。家庭内の水道器具に損傷を与え

るおそれがあるため家庭内の水道水圧を減圧す

る必要があるとの答弁。減圧工事の予定はとの

質疑に対し、令和６年度に調査して、減圧箇所

を決定して、令和７年度に工事を予定している

との答弁。 

 以上で質疑を終結しまして、討論、採決の結

果、本委員会は全会一致で原案を可決すべきも

のと決定いたしました。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第30号 令和６年度北中城村水

道事業会計予算についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案のとおり可

決です。 

 議案第30号 令和６年度北中城村水道事業会

計予算については、委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比嘉義彦） 

 起立全員です。議案第30号 令和６年度北中

城村水道事業会計予算については委員長の報告

のとおり可決されました。 

 休憩します。 

午後 ０時１６分 休憩 

午後 ０時２１分 再開 

○議長（比嘉義彦） 

 再開します。 

 

日程第９．議案第３１号 令和６年度北中城

村下水道事業会計予算について 

 

○議長（比嘉義彦） 
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 日程第９．議案第31号 令和６年度北中城村

下水道事業会計予算についてを議題とします。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

 建設文教常任委員長。 

○建設文教常任委員長（大城律也議員） 

 議案第31号 令和６年度北中城村下水道事業

会計予算について。 

 令和６年３月８日、本委員会に付託されまし

た議案第31号 令和６年度北中城村下水道事業

会計予算について、本委員会における審査の経

過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会においては３月12日、18日、25日、

26日に開催し全委員出席の下、審査を行いまし

た。執行当局から担当課長及び係長が出席しま

した。 

 質疑の主なるものと、それに対する答弁につ

いて御報告いたします。 

 支出、１款１項２目５節、浄化槽設置事業補

助金270万円の内容はとの質疑に対し、地方創

生汚水処理施設整備推進交付金に関するもので、

公共下水道整備と併せて浄化槽設置をすること

が交付条件となっている、村全区域でおおむね

５年以内で整備が見込めない地域及び地形上、

下水道整備が困難な地域などを対象に単独浄化

槽から合併浄化槽への布設替えなどに要する費

用の３分の１について補助するものである。令

和６年度は、８件の浄化槽設置を見込んでいる

との答弁。令和６年度からの補助金制度である

のかとの質疑に対し、令和５年度から補助金制

度はあったが、特に予算計上はしてなくて、節

内で対応したとの答弁。令和７年度以降も補助

金制度の活用はあるのかとの質疑に対し、この

補助金制度は令和９年度まで予定しているとの

答弁。この補助金制度は村内全域が該当するの

かとの質疑に対し、村内全域が該当するとの答

弁。設置費用の３分の１補助金は上限があるの

かとの質疑に対し、上限については、５人浄化

槽設置で32万6,000円、６から７人浄化槽設置

で41万4,000円、８から10人浄化槽設置で54万

8,000円となっているとの答弁。令和６年度は

８件予定しているが、事前申込みがあったのか

との質疑に対し、令和６年度の募集については、

これから取り組むとの答弁。村内の単独浄化槽

設置は何件あるかとの質疑に対し、約1,200件

の単独浄化槽が設置されているとの答弁。浄化

槽は住民生活課の管轄ではないのかとの質疑に

対し、住民生活課の管轄ですが、県補助金の収

入・支出を一括して下水道係で行っているため、

上下水道課で取り扱っているとの答弁。 

 １款１項１目13節、工事費、公共下水道屋宜

原汚水枝線工事が対前年度比5,200万円の減額

と工事の詳細はとの質疑に対し、令和５年度当

初、屋宜原地区において２件工事を予定してい

たが、工事予定箇所が現在建設課で改良工事を

検討している村道仲順屋宜原線であるため、道

路線形及び縦断計画、構造物設計等を考慮して

道路計画に影響がないよう次年度以降に変更し

たことによるものである。また、令和６年度の

工事については、平成29年度以降中断している

村道屋宜原39号線の既設整備箇所の延伸100メ

ートルを推進工法による工事を予定していると

の答弁。令和６年度に予定している工事箇所は

との質疑に対し、屋宜原39号線沿いの668番地

先から東向け100メートル程度予定していると

の答弁。前回、軟弱地盤のため工事費が割高に

なると説明を受けたが、今回の工事予算で大丈

夫かとの質疑に対し、工事予定100メートルは、

本管工事と公共桝間の延長である。現在の予算

で工事は可能であるとの答弁。今回の施工区間

で住宅の接続予定軒数はとの質疑に対し、接続

予定住宅は８軒予定しているとの答弁。公共桝

の位置決定はとの質疑に対し、土地や建物所有

者と立ち合いで位置決定し承諾書を取っている

との答弁。 

 １款１項３目１節、土地購入費2,130万円の

場所と目的はとの質疑に対し、島袋地内浸水対
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策として、現在仮設調整池である５号調整池本

整備に必要な調整池用地２筆を購入予定として

計上してあるとの答弁。土地取得の購入予定は

との質疑に対し、８月か９月頃、購入予定をし

ているとの答弁。土地の取得面積はとの質疑に

対し、２筆の合計坪数は48坪であるとの答弁。

今回の購入予定地の２筆の詳細はとの質疑に対

し、調整池本体と現在の水路の一部を購入予定

しているとの答弁。調整池の本整備の内容はと

の質疑に対し、現在の調整池は仮設で構造設計

はされていない。調整池の耐用年数は50年であ

るため構造設計をするものであるとの答弁。工

事着手時期はとの質疑に対し、令和６年度で用

地補償、一部物件の補償を完了して、令和７年

度に着手予定しているとの答弁。浸水地域の指

定箇所はとの質疑に対し、以前、農協島袋支所

があった周辺一帯である。３号調整池は、令和

２年度に整備を完了している。それに関連して

５号調整池を整備するものであるとの答弁。物

件補償後の、５号調整池の構造の規模は当初の

計画に変更はないかとの質疑に対し、当初の計

画では、現在ある建物移転補償で検討していた

が、建物の移転先が決まらず、進入路の一部変

更と既存の建物を残した条件で調整池容量に変

更がないよう設計するとの答弁。現在の仮設の

調整池を取り壊して５号調整池の本整備に着手

するのかとの質疑に対し、仮設の調整池も取り

壊して本整備に着手する。一部形態の変更があ

るため、全体的に取り壊して新たに構築すると

の答弁。仮設構造としても調整池として機能し

ている。令和７年度の本整備に対して降雨時期

の対策計画はあるかとの質疑に対し、雨季の時

期を外して工事を発注するのは難しい。水路の

排水を維持して、仮設水路の整備で対応したい

との答弁。浸水対策、安全対策は万全な対策を

との質疑に対し、安全管理は全力を挙げて対応

するとの答弁。 

 以上で質疑を終結しまして、討論、採決の結

果、本委員会は全会一致で原案を可決すべきも

のと決定いたしました。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから議案第31号 令和６年度北中城村下

水道事業会計予算についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案のとおり可

決です。 

 議案第31号 令和６年度北中城村下水道事業

会計予算については、委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比嘉義彦） 

 起立全員です。議案第31号 令和６年度北中

城村下水道事業会計予算については委員長の報

告のとおり可決されました。 

 

日程第１０．意見書第１号 児童生徒の県外

派遣費用の補助拡大を求める意

見書 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第10．意見書第１号 児童生徒の県外派

遣費用の補助拡大を求める意見書についてを議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 
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 屋良朝春議員。 ○２番（屋良朝春議員） 

 

 

意見書第１号 

 

児童生徒の県外派遣費用の補助拡大を求める意見書 

 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。 

 

令和６年３月２７日提出 

 

北中城村議会議長  比嘉 義彦  殿 

 

提案者：北中城村議会議員 

屋 良 朝 春 

賛成者：北中城村議会議員 

川 上 龍 太 

上 間 堅 治 

比 嘉 正 志 

山 田 晴 憲 

比 嘉   悟 

喜屋武   功 

平安山 和 美 

伊 集 守 吉 

大 城 律 也 

比 嘉 義 弘 

名 幸 利 積 

喜屋武 すま子 

 

 

 

児童生徒の県外派遣費用の補助拡大を求める意見書（案） 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが２類から５類へと引き下げられ、児童生徒の

文化・スポーツ活動も活発になってきた。県外派遣費用の補助金については、沖縄県内各市町村

独自で派遣費の補助をしているが、補助率や要件などは統一されておらず、負担の格差が生まれ

た。金銭的理由で窮する事が無いよう沖縄県がしっかりと現状を把握し、すべての児童生徒が負

担なく大会に参加できるような事業が必要であり、県が一括して補助の拡大に努めて頂きたい。 
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 児童生徒が沖縄県の代表として派遣されることは大変誇らしく、またその経験は何事にも代え

がたい貴重なものであり、今後の沖縄県の担い手づくりにおいても大変重要なことである。 

 よって、すべての児童生徒が負担なく大会に参加できるように沖縄県として、派遣費の補助拡

大を強く要請する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和６年（２０２４年）３月２７日 

沖縄県中頭郡北中城村議会 

 

宛 先 

沖縄県知事 

 

 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は、

会議規則第39条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから意見書第１号 児童生徒の県外派遣

費用の補助拡大を求める意見書についてを採決

します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。意見書第１号 児童生

徒の県外派遣費用の補助拡大を求める意見書に

ついては可決されました。 

 

日程第１１．意見書第２号 学校給食費無償

化の早期実現を求める意見書 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第11．意見書第２号 学校給食費無償化

の早期実現を求める意見書についてを議題とし

ます。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 喜屋武 功議員。 

○６番（喜屋武 功議員） 

 

 



― 319 ― 

 

意見書第２号 

 

学校給食費無償化の早期実現を求める意見書 

 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。 

 

令和６年３月２７日提出 

 

北中城村議会議長  比嘉 義彦  殿 

 

提案者：北中城村議会議員 

喜屋武   功 

賛成者：北中城村議会議員 

平安山 和 美 

伊 集 守 吉 

大 城 律 也 

比 嘉 義 弘 

名 幸 利 積 

喜屋武 すま子 

屋 良 朝 春 

川 上 龍 太 

上 間 堅 治 

比 嘉 正 志 

山 田 晴 憲 

比 嘉   悟 

 

 

 

学校給食費無償化の早期実現を求める意見書（案） 

 

 日本国憲法は第２６条第２項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女

に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」とあり、学校教育法は第６

条で「学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学

校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教

育については、これを徴収することができない」と定めている。 

 また、学校給食については、学校給食法第１条で「食育の推進」を規定しており、第２条に定め

る学校給食の７つの目標達成に向け、教育活動の一環として、学校給食を通じた「食育」が行わ
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れ、その意義は大きく、学校教育の根幹となっている。 

 学校給食の経費負担については、食材費が保護者の負担となっている。しかしながら、ウクライ

ナ情勢の長期化と円安の進行、さらには、イスラエル・ハマス紛争などがエネルギーコストや原材

料価格を押し上げ物価上昇を引き起こしている状況にある。子育て世帯の家計に対しても深刻な影

響を及ぼしている。 

 そのような中、玉城知事の掲げる「学校給食費無償化」の公約は、まさに子育て世帯の切実な願

いであり、早期の実現に大きな期待が寄せられている。 

 よって、北中城村議会は、子育て支援に地域間格差が生じることのないよう、学校給食費無償化

の早期実現を強く要請する。 

 

記 

 

１．国による学校給食費の全国一律無償化が実現するまでの間、県内市町村一律無償化を早期に実

現すること。 

 

２．学校給食費の全国一律無償化の実現を国会及び政府に強く要請する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和６年（２０２４年）３月２７日 

沖縄県中頭郡北中城村議会 

 

宛 先 

沖縄県知事 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 

 

 

○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は、

会議規則第39条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 
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 これから意見書第２号 学校給食費無償化の

早期実現を求める意見書についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。意見書第２号 学校給

食費無償化の早期実現を求める意見書について

は可決されました。 

日程第１２．決議第１号 日米地位協定の見

直しに関する要望決議 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第12．決議第１号 日米地位協定の見直

しに関する要望決議についてを議題とします。 

 本案について趣旨説明を求めます。 

 比嘉 悟議員。 

○３番（比嘉 悟議員） 

 

 

決議第１号 

 

日米地位協定の見直しに関する要望決議 

 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。 

 

  令和６年３月２７日提出 

 

北中城村議会議長  比嘉 義彦  殿 

 

提案者：北中城村議会議員 

比 嘉   悟 

賛成者：北中城村議会議員 

山 田 晴 憲 

比 嘉 正 志 

上 間 堅 治 

川 上 龍 太 

屋 良 朝 春 

喜屋武 すま子 

名 幸 利 積 

比 嘉 義 弘 

大 城 律 也 

伊 集 守 吉 

平安山 和 美 

喜屋武   功 
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日米地位協定の見直しに関する要望決議（案） 

 

 我が国には、日米安全保障条約に基づく日米地位協定によって、３０の都道府県に１３０施設、

約９万８千ヘクタールの米軍基地施設が所在している。 

 米軍基地を抱える全国の町村は、我が国の防衛、安全保障の一翼を担う一方、米軍基地の存在に

よる住民生活への過重な負担を抱えている。 

 特に、全国の米軍専用施設の約７０％を占める沖縄県においては、米軍基地から派生する事件・

事故や航空機騒音、米軍人・軍属等による犯罪が、戦後７８年を経た今日においてもなお後を絶た

ず、また、環境や人体に影響を及ぼす可能性が指摘されている高濃度の有機フッ素化合物（ＰＦＡ

Ｓ）が米軍基地周辺の井戸や地下水から検出され、水源等の汚染が懸念されているが、基地内の立

ち入り調査ができず原因が特定できないため汚染除去等適切な対応が困難な状況となっており、地

域住民の生活に多大な影響を及ぼしている。 

 日米地位協定は、日米を取り巻く安全保障体制や我が国の社会環境が大きく変化しているにもか

かわらず、昭和３５年に締結されて以来、６４年以上もの間、一度も改正されていない。 

 これまで運用改善や環境補足協定の締結がなされてはいるものの、米軍基地から派生する様々な

事件・事故等から国民の生命・財産と人権を守るためにはまだ不十分で、根本的な解決のためには

日米地位協定を抜本的に見直す必要がある。 

 よって、本村議会は、村民の生命・財産と人権を守る立場から、日米地位協定を抜本的に見直し

されるよう、強く要望する。 

 

 以上、決議する。 

 

令和６年（２０２４年）３月２７日 

沖縄県中頭郡北中城村議会 

 

宛 先 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、厚生労働大臣、環境大臣、沖縄基

地負担軽減担当大臣、内閣官房長官、沖縄及び北方対策担当大臣、外務省沖縄特命全権大使、沖縄

防衛局長 

 

 

○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は、

会議規則第39条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから決議第１号 日米地位協定の見直し

に関する要望決議についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の

方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比嘉義彦） 

 起立全員です。決議第１号 日米地位協定の

見直しに関する要望決議については可決されま

した。 

 

日程第１３．決議第２号 Ｖ２２オスプレイ

飛行再開に対しての抗議決議 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第13．決議第２号 Ｖ22オスプレイ飛行

再開に対しての抗議決議についてを議題としま

す。 

 本案について趣旨説明を求めます。 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 

 

決議第２号 

 

Ｖ２２オスプレイ飛行再開に対しての抗議決議 

 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。 

 

  令和６年３月２７日提出 

 

北中城村議会議長  比嘉 義彦  殿 

 

提案者：北中城村議会議員 

川 上 龍 太 

賛成者：北中城村議会議員 

屋 良 朝 春 

上 間 堅 治 

比 嘉 正 志 

山 田 晴 憲 

比 嘉   悟 

喜屋武   功 

平安山 和 美 

伊 集 守 吉 
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大 城 律 也 

比 嘉 義 弘 

名 幸 利 積 

喜屋武 すま子 

 

 

 

Ｖ２２オスプレイ飛行再開に対しての抗議決議（案） 

 

 令和５年１１月、鹿児島県屋久島沖での墜落事故を受け、米軍と陸上自衛隊はすべての機体につ

いて飛行停止の措置をとっていたが、防衛省は３月１４日以降、整備等を終えた機体から国内での

飛行を段階的に再開すると発表。見合わせていたＶ２２オスプレイの飛行を３月１４日普天間基地

で再開させた。 

 そのような中、Ｖ２２オスプレイの配備がされている全国の自治体から不安の声が多く寄せられ

ている。 

 本村議会は令和５年１１月の事故発生直後、Ｖ２２オスプレイの飛行全面中止を決議し、意見書

を提出した経緯もある。事故原因の理由も明らかになされないまま本村上空を飛行する事は断じて

容認できない。 

 よって、村民の生命、財産を守る北中城村議会は下記の事項を強く要求する。 

 

記 

 

１．Ｖ２２オスプレイの国内の飛行を全面中止すること。 

２．日米地位協定の改正。 

３．普天間基地早期の使用中止と全面返還。 

 

 以上、決議する。 

 

令和６年（２０２４年）３月２７日 

沖縄県中頭郡北中城村議会 

 

宛 先 

在沖米国総領事、在沖米四軍沖縄地域調整官 

 

 

○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わり
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ます。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は、

会議規則第39条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから決議第２号 Ｖ22オスプレイ飛行再

開に対しての抗議決議についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の

方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比嘉義彦） 

 起立全員です。決議第２号 Ｖ22オスプレイ

飛行再開に対しての抗議決議については可決さ

れました。 

 

日程第１４．意見書第３号 Ｖ２２オスプレ

イ飛行再開に対しての意見書 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第1４．意見書第３号 Ｖ22オスプレイ

飛行再開に対しての意見書についてを議題とし

ます。 

 本案について趣旨説明を求めます。 

 川上龍太議員。 

○１番（川上龍太議員） 

 

 

意見書第３号 

 

Ｖ２２オスプレイ飛行再開に対しての意見書 

 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。 

 

  令和６年３月２７日提出 

 

北中城村議会議長  比嘉 義彦  殿 

 

提案者：北中城村議会議員 

川 上 龍 太 

賛成者：北中城村議会議員 

屋 良 朝 春 

上 間 堅 治 

比 嘉 正 志 

山 田 晴 憲 

比 嘉   悟 
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喜屋武   功 

平安山 和 美 

伊 集 守 吉 

大 城 律 也 

比 嘉 義 弘 

名 幸 利 積 

喜屋武 すま子 

 

 

 

Ｖ２２オスプレイ飛行再開に対しての意見書（案） 

 

 令和５年１１月、鹿児島県屋久島沖での墜落事故を受け、米軍と陸上自衛隊はすべての機体につ

いて飛行停止の措置をとっていたが、防衛省は３月１４日以降、整備等を終えた機体から国内での

飛行を段階的に再開すると発表。見合わせていたＶ２２オスプレイの飛行を３月１４日普天間基地

で再開させた。 

 そのような中、Ｖ２２オスプレイの配備がされている全国の自治体から不安の声が多く寄せられ

ている。政府は地元の不安や懸念の払拭のため、関係自治体への丁寧な説明に努めるとしている

が、言葉とは程遠い対応。米国優先で国民への安全優先は置き去りにされた内容である。 

 本村議会は令和５年１１月の事故発生直後、Ｖ２２オスプレイの飛行全面中止を決議し意見書を

提出した経緯もある。事故原因の理由も明らかになされないまま本村上空を飛行する事は断じて容

認できない。 

 よって、村民の生命、財産を守る北中城村議会は下記の事項を強く要望する。 

 

記 

 

１．Ｖ２２オスプレイの国内の飛行を全面中止すること。 

２．日米地位協定の改正。 

３．普天間基地早期の使用中止と全面返還。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和６年（２０２４年）３月２７日 

沖縄県中頭郡北中城村議会 

 

宛 先 

内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣 
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○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は、

会議規則第39条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから意見書第３号 Ｖ22オスプレイ飛行

再開に対しての意見書についてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の

方は御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比嘉義彦） 

 起立全員です。意見書第３号 Ｖ22オスプレ

イ飛行再開に対しての意見書については可決さ

れました。 

 

日程第１５．決議第３号 閉会中の議員派遣

に関する決議について 

 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第15．決議第３号 閉会中の議員派遣に

関する決議についてを議題とします。 

 本案について趣旨説明を求めます。 

 上間堅治議員。 

○９番（上間堅治議員） 

 

 

 

決議第３号 

 

閉会中の議員派遣に関する決議について 

 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。 

 

令和６年３月２７日 

 

北中城村議会議長  比 嘉 義 彦 殿 

 

提案者：北中城村議会議員 

上 間 堅 治 

賛成者：北中城村議会議員 

比 嘉 正 志 

山 田 晴 憲 
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比 嘉   悟 

喜屋武   功 

平安山 和 美 

伊 集 守 吉 

大 城 律 也 

比 嘉 義 弘 

名 幸 利 積 

喜屋武 すま子 

 

 

 

閉会中の議員派遣に関する決議について 

 

 本議会は閉会中に、下記の諸研修会へ議員派遣することを決議する。 

 

記 

 

 １．沖縄県町村議会議長会主催による議員研修会 

   （令和６年度沖縄県町村議会議長会事業計画に基づく諸研修会） 

 

 ２．中部地区町村議会議長会主催による議員研修会 

   （令和６年度中部地区町村議会議長会事業計画に基づく諸研修会） 

 

 ３．全国市町村研修財団が実施する市町村議会議員向け研修会 

研修科目 ： 議会議員研修 

期  間 ： 令和６年５月８日から５月１０日まで 

       令和６年１０月１６日から１０月１８日まで 

場  所 ： 全国市町村国際文化研修所 

 

 ４．本村議会主催による議員研修会 

   （令和６年度中に開催される諸研修会等） 

 

令和６年３月２７日 

沖縄県中頭郡北中城村議会 

 

 

 以上です。 

○議長（比嘉義彦） 

 これから質疑を行います。質疑はありません

か。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 お諮りします。本案についての委員会付託は、

会議規則第39条第３項の規定によって省略する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本案は委員会の付託を

省略します。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。 

 これから決議第３号 閉会中の議員派遣に関

する決議についてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。決議第３号 閉会中の

議員派遣に関する決議については原案のとおり

可決されました。 

 次にお諮りします。ただいま可決された閉会

中の議員の派遣に関する決議の内容について及

び日程等に変更を要するときは、その取扱いを

議長に一任願いたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。日程変更等を要すると

きの取扱いは議長に一任されました。 

 

日程第１６．閉会中の継続調査の申し出 

○議長（比嘉義彦） 

 日程第16．閉会中の継続調査の申し出の件を

議題とします。 

 総務厚生常任委員長、建設文教常任委員長か

ら会議規則第75条の規定によって、お手元にお

配りした申出のとおり、閉会中の継続調査の申

出があります。 

 お諮りします。委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。したがって委員長から

の申出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に決定しました。 

 お諮りします。本定例会における議決事件の

字句及び数字、その他の整理に要するものは、

会議規則第45条の規定により、その整理を議長

に委任されたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（比嘉義彦） 

 異議なしと認めます。本定例会における議決

事件の字句及び数字、その他の整理に要するも

のは議長に委任することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日をもって議会は閉会となりますが、議員

各位、そして執行部の皆様には長い会期中、熱

心な御審議をいただき、議長として心から感謝

を申し上げます。 

 以上をもって本日の会議を閉じます。 

 これをもって、令和６年第４回北中城村議会

定例会を閉会します。御苦労さまでした。 

 

午後 ０時５９分 閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 北中城村議会 

     議  長  比 嘉 義 彦   

     署名議員  比 嘉   悟   

     署名議員  比 嘉 正 志   

 

 


